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目的・道徳綱領・スローガンなど

ライオンズクラプ国際協会の目的

スローガン，モットー，ライオンズの誓い，

協会の使命声明文

ライオンズ道徳綱領

環境憲章

ライオンと呼ばるる人

ライオンズの光



スロ ー ガ ン

Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety 

（自由を守 り，知性を直んじ，われわれの国の安全をは

かる）

モ ッ ト

We Serve 

（われわれは件仕する）

ライオン ズの哲 い

われわれは知性を高め，友愛と 相斤．罪解の精神を投

し‘,‘I':fllと1・1山を守り， 社会J1'>;11：に枯進する

協会のピジ ョン声明文

地域社会と人道奉仕におけるグローパルリ ーダーを11

指す

協会の使命声明文

ライオンズクラプ，ポランテ（ア，そしてパートナー

が． IIt界中の人々の経らしに彩愕を及ぼす人道奉仕 と父

付金を通じて．健康と福祉を改仔し，地域社会を強化

し，忍まれない人々に支援を提供するとともに．平和と

旧際埋解を促進できるよう，力を与える。
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ライオンズ道徳綱領

＊職業に対する不断の努力が正しく賞賛されるように心

がけ，自己の職業の将さを確信すること。

＊事業を成功させて，適正な報酬や利益は受けるべきで

あるが，自己の立場を不当に利用したり，人に疑われ

る行いをして自尊心を傷つけてまでも利益や成功を求

めないこと。

＊事業を遂行するにあたっては，他人の事業を妨害しな

いように心がけ，顕客や取引先に誠実であり，自己に

も忠実であること。

＊世人に対する自己の立場や行いに疑いが生じたとき

は，世人の立場に立って解決にあたること。

＊其の友情は損得の上に築かれるものでなく，心と心の

ふれ合いによるものであることを自党し，手段として

ではなく目的として友情をもつこと。

＊国家および地域社会に対する公民の義務を忘れず，か

わらぬ忠誠を言動にあらわし，すすんで時間と労力と

賓力をささげること。

＊不幸な人には同情を，弱い人には助力を，貧しい人に

は私財を惜しまないこと。

＊批評は謙虚に，賞賛は惜しみなく，建設を旨として破

壊をさけること。

- ll -



ライオンズクラプ国際協会330~337複合地区

環境憲章

ライオンズクラプ国際協会330~337複合地区は，われ

われの子孫への健全な未来を継続するよう，ライオンズ

クラプの奉仕の方針に則り，各地区，各クラプ，手をつ

なぎ地球温暖化防止の為環境保全活動を推進するもの

とする。
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ライオンと呼ばるる人

*＃業を成功に導き，善良な生活を楽しみ
llllえみ

常に微笑をたたえ，人類を愛し

聾息人の尊敬を集め

幼児たちに親しまれる人

＊その地位にふさわ L< 
かつ精力的な仕事ぶりにより

一輪の花と心うつ詩と

そして． うるわしさを秘めた魂とによって

よりよき社会をもたらす人

＊人生の中に美の輝きを感じ

その性美の言葉を忘れず

友の美点をつねに見守り

自らの良ぎところをまた友に贈る

その人生こそ偉大なる感激そのもの

彼こそライオンと呼ばるる人
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ライオンズの光

真下三郎作

（広島佐伯 LC)

一本の明かり

一本の，小さな明かり

それはわずかに身の廻りを照らすにすぎない

しかし幾千万と集まれば

影と閻とをなくする

巨大な光明となるにちがいない

一本の明かり

---•本の，温かい明かり

それはライオンズ精神にもたとえられる

一人の胸にともされたライオンズ精神は

たとえその明かりは乏しくとも

その光は地域社会を照らしつづけよう

ライオンズの願いは限りなく大きい

だから，すべてのライオンよ

今こそ胸の光を結集して

太陽のごとく

奉仕と友愛との輝きを

地上のいたる所にゆきわたらせようではないか
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ライオンズクラブについて

ー



ライオンズクラプ国際協会の沿革とその組織

ライオンズクラプ国際協会は1917年アメリカ合衆国シカゴ

市で誕生した。創立者メルピン・ジョーンズは当時シカゴ市

において保険代理店を経営し，ある実業団体の会員としてili

の有力者たちと交際しているうちに， こうした集まりが単な

る商売上または社交上の集まりにとどまらず，社会のために

なにか打益な団体となり得ないだろうかという夢をいだきは

じめた。そ→でメルピン ‘よ・ンヨー ノスは合衆国内の各種団体

に呼びかけて，各地の指導的立場にある人々による社会奉仕

団体の結成をもくろんだのである。かくして1917年 6月78

シカゴ市のホテル・ラサールのイースト・ルームで，合衆国

の各地から集まった約20名の代表者が最初の会合を行い，そ

してその年の10月8Elから10日までの 3日間22クラプの代表

者36名がダラスIIiのアドルファス・ホテルに集まって第 1回

の大会を開催し，ここに正式に「ライオンズクラプ協会」の

名称を採用したのである（初代会長W. P. ウッズ）。 1920

年 3月12[l，カナダ・オンタリオのウインザー市にアメリ

カ合衆国外の第 1番目のクラプが結成され，協会の名称も

「国際協会」となった。以来メルピン・ジョーンズが協会と

ともに歩んだ半世紀の間に，協会のH的と綱領に対する共鳴

者は全世界に広がり，現在では P.210の表のとおり，世界

200カ国に137万を超える会員を擁する世界最大の国際的社会

奉仕団体となっている。正式名称は「ライオンズクラプ国

際協会 TheInternational Association of Lions Clubs」（通

称 LionsClubs International)であり，本部は 300W. 22nd 

Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, U.S.A.にある。
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オークプルックの本部は， 1953年の国際大会決議によっ

て，シカゴ市内のミシガン大通りに設置された本部を， 1972

年に移転したものである。

メルピン・ジョーンズは， 1961年， 82歳の生涯を閉じた

が，この偉大な創立者に対し， 1958年，国際理事会は「創立

者兼総幹事」 (Founderand Secretary-General of Lions Inter-

national) の称号を贈って，その功績をたたえている。

2022-2023年度の国際協会は，国際会長，前会長，第 1副

会長，第 2副会長，第 3副会長および35名の理事で構成する

国際理事会によって運営される。 1978年6月，束京において

開催された第61回国際大会では，故 L．村上薫が， 日本から

初めて第 3副会長に選出され， 1981-82国際会長を務めた。

ついで， 1987年 7月，台北において開催された第70回国際大

会では L．小川清司が第 3副会長に選出されたが， 1989年 9

月，第 1副会長在職中に逝去された。そして， 2015年 6月，

ハワイのホノルルにおいて開催された第98回国際大会で，

L．山田打紘が国際会長に選出され， 2015-16国際会長を務め

た。

理事の任期は 2年で，毎年半数ずつ改選されるが，それ以

外の役員の任期は 1年である。理巾は，世界のライオンズ国

を会則で八つに分けた地域からそれぞれ 1名ないし数名が選

出される。日本は「東洋東南アジア」地域に属し，これまで

日本から選出された理事はP.322に示すとおりである。

すぺてのライオンズクラプは，ライオンズクラプ国際協会

からチャーター（認証）されて初めて国際協会の一単位クラ

プとなるのであるが，同時に国際協会会則および付則を遵守

する義務を負うことになる。
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ライオンズクラプは単なる社交クラプでもなく， また慈善

団体でもない。各ライオンズクラプは国際協会を構成する一

単位で，クラプ会員の力を結集して諸般のアクティピティを

実行する社会奉仕団体である。会員は，善良な徳性の持ち主

で，地域社会において声望のある成人の中から厳選され，入

会は招請のみによる。会員はクラプ，地区および国際協会の

役職に就く権利並びにあらゆる表決を要する事項に対する投

票権を持ち， また速やかな会費納入， クラプ活動参加および

クラプが地域社会によい印象を与えるような行動の義務を負

う。

あらゆる提案や企画は， まずクラプ理事会において検討さ

れ，理事会がこれを適当と認めた場合は，実施計画を立案し

て例会に提出し，承認を求める。承認を受けると理事会は全

会員の協力のもとにこれを執行する。クラプ会長が任命した

各委員会は理巾会の諮問にこたえ，計画立案および実施に当

たって理事会を助ける。これがライオンズクラプ運営の原則

である。

全世界50,000のライオンズクラプは742の地区（単一，準，

暫定，移行）に分けられて，各地区はその年次大会で地区ガ

パナーを選出する。地区ガパナーは国際協会の役員で，国際

理事会の全般的監督のもとに所属地区において国際協会を代

表する。その任期は国際年次大会閉会時から次回国際年次大

会閉会時までである。地区ガバナーは地区をいくつかのリジ

ョンに， リジョンをさらにいくつかのゾーンに分けて，それ

ぞれリジョン・チェアパーソン，ゾーン・チェアパーソンを

任命する。また地区ガパナーは前地区ガパナー，第 1および

第 2副地区ガパナー，キャピネット幹事，会計， リジョン・
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チ.Lアパーソン，ゾーン ・チェアパーソン，地区委U長など

をもってキャピネットを構成し，その議長となる。

いくつかの地区が集まって複合地区を構成する場合は，構

成準地区の地区ガパナーはガパナー協議会を組織し，複合地

Iメ．．の連党にU,1たる。

1976年6月までn本J)ライオンズ(:I:302E • 302W(l） ?．つの

複合地区に分かれて運党されていたが，各複合地区内のクラ

プ数，会い数，準地区数（よIll:界の各複合地区に比ぺてあまり

にも人きくなってしまった。その結果牛ずる種々の問題す

なわち， クラプからの代議U定数を受け入れられる複合地区

大会1州催部1|iが限られてしまったこと，地域社会に密沿した

複合地区迎党が困難にな ったこと，その他を合理的に解決

し， n本のライオンズの・）竹の発）成を1又lろうとの趣旨で，複

合地区分割lが決議され（第211111ao2E, 302w各複合地区人

会）， 1,睛隙.fll!＇ド会の承認を得て 1976年7Jjから日本のライオ

ンズは八つの複合地区に分かれて述将されている。各複合地

区は独ヽ＇［した権限と廿任を持ち，それぞれの複合地区会則に

'基づいて述背され， この上にいくつかの複合地区を統括する

はうな組織を作ることはできない。このことを踏まえた．K

で， H本l_1れ内の複合地区ガパナー協議会をサポートするた

め， 2016年7Jj一般社団法人U本ラ（オンズを設立し， II本

のライオンズに共通な＇μ項について各種会議を持ち，渤和協

潤のうちに，その進歩向上を図りつつある。

日本のライオンズクラプのこれまでと今後

我が国のライオンズクラプば 1952年3月に初めて束点に涎

牛した。ヽ 11時なお険悪な対II感枯をし、だいていたフィリビン
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のマニラ・ライオンズクラプによってスポンサーされたので

ある。この恩讐を越えて人類の進歩と平和を願うライオンズ

精神は， H本の指導者たちをいたく感激させ，以来わずかの

年月に多数の会員を獲得し，世界第 2位のライオンズ国とな

ったこともあるが，現在はインド，米国に次いで世界第 3位

を保っている (P.210参照）。これは， H本のライオンズ草創

時代の会員の使命感と，熱心な新クラプ結成，会員増強によ

るものであるが， もともと日本人の中につちかわれていた社

会福祉に対する理解と，戦後 H本の改正憲法に現れた民主

性，国際性に沿って，国勢伸展の時流に乗ったものであるこ

とも見逃すことはできない。

もともと，ライオンズクラプは国際協会の目的に示されて

いるとおり，よい公民の原則により，地域社会の生活，文

化，福祉および公徳心の向上に梢極的関心を示し，国際的，

民主的社会の発展を目ざして運営されるもので， 1960年 5

月，新潟における第 6回302-E地区年次大会で採択されたわ

れわれは知性を高め，友愛と寛容の精神を養い，平和と自由

を守り，社会奉仕に精進するというライオンズの哲いは，ラ

イオンズクラプの会員である誇りとその責任を，端的に表す

言葉であるが，その後ライオンズクラプ国際協会の目的が改

正され，目的の中の寛容の精神という言葉は相互理解の精神

に骰きかえられた。これに呼応して各複合地区において次第

にライオンズの哲いの改正が行われ，現在では 8複合地区の

すぺてが「寛容の精神」を「相互理解の精神」と改めた哲い

を採択している (P.10参照）。

現在我が国では Liberty,Intelligence, Our Nation's Safety 

のスローガンと WeServeのモットーのもとに，多数のク
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ラプ会員が活発にクラプ・アクティピティ（奉仕活動）を行

っている。ライオンズクラプによるアクティピティの内容

は，あらゆる分野にわたり，それぞれのライオンズクラプが

生活，文化，福祉および公徳心の向上発展のためにその役割

を果た Lているのである。

しかし，あまりに急激な発展をしたために，そこには数々

の反省すぺき点，懸案となるべき問題が生じてきた。クラプ

の運営またはアクティピティのあり方などに，無批判に過去

のやり方を採り入れてはいないか。またライオンズクラブ会

則および付則標準版（以下「クラプ会則」という）の解釈な

どに間違いはないだろうか。以下ライオンズクラプはいかに

あるぺきかについて問題点を掲げてみよう。

ライオンズクラプの運営について

ライオンズクラプの責務は，国際協会付則第11条第 4項に

示されているところであるが，クラプの運営上考慮しなけれ

ばならないいくつかの問題が生じている。

その第一は，単一クラプにおいて同一人が同一役職に重任

することの可否である。

そもそもクラプはみんなで運営していくものである。「一

人の英雄もなく，一人の非協力者もない」姿が好ましいこと

はいうまでもない。埋もれた人材を発掘し，新しい経験を得

させることにより，クラプ全体がレベル・アップすることが

望まれる。

経験深い先裁に温かく見守られながら，次から次へとバト

ン・タッチをして，常に新しい会員がフレッシュな感覚で環

境の変化に対応した運営をしていくことが，どれほど貴重で
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あり有意義であるかを認識されたい。

第二は． クラプ例会のあり方と出席義務の問題である。

正会員にはクラプの運営に直接参加する権利と義務があ

る。そして．当該クラプの運営の方向づけは例会の場におい

て決まるのであるから，会員は自己の貴重な時間を割いて例

会に出席することに努力すべきである。またメーク・アップ

規則採用の選択はクラプに任せられており．当該クラブの事

情によっては奉仕事業の参加に重きを置くことも可能であ

る。

2014年国際協会はクラプ例会のあり方を見直し．「Your

Club, Your Way!（あなたのクラプ．あなたのやり方で）」

新パンフレットを発行した。厳格な式次第に従いプロトコー

ルや俵礼を重視する伝統的タイプ．サイパークラプとも呼ば

れるテクノロジーを駆使しカジュアルな交流目的のつながり

重視タイプ，伝統重視の例会を開きコミュニケーションはE

メールやスマートフォンを使う混合タイプの 3種類を掲げて

おり．クラプは会員のニーズに合わせて．有意義な例会を作

るよう提案している。

第三は．副の問題である。

「クラプ会則」第 7条 1項によれば． クラプ役員としては．

会長，前会長．副会長．幹事．会計，奉仕委員長．マーケテ

ィング委員長．並びに会員委員長しか認められていない。こ

のうち「副」という文字がつくのは副会長のみである。クラ

プによってはそれぞれお家の事情があろうから．クラプ独自

の会則で役員に副を置くことには必ずしも異論を差し挟むも

のではない。しかし．このような副はあくまで当該クラプの

私的なものであって．他のクラプに対Lてまで公的に通用す
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るものではない。

地区ガパナー・キャピネットの場合は，キャピネット幹

事，会計を助けてキャピネット事務局の運営に当たる者が必

要となってくるであろう。

また，ところによっては， リジョン幹事（総務）やゾーン

幹事（総務）を設置している例があるようだが， リジョン・

チェアパーソンやゾーン・チェアパーソンは，自らそれぞれ

のリジョン，ゾーンの運営に当たることが原則であり， リジ

ョン幹事（総務）やゾーン幹事（総務）は設置することは極

力避けるべきである。

第四に，チャーターナイトおよび胤年記念行事の問題であ

る。

これらは， クラプにとっては記念すぺき行事であるから，

これを盛大に行おうとするのは当然であるが，なにも，金を

かけるだけが能ではない。郷土色豊かな，クラプの特異性を

生かした精神面の勝った催しを心掛けるぺきである。

最近では逆に，糾額の登録料を取りながら，これを参加者

に還元せず，アクティピティ惰金に回す例があるように見受

けられる。アクティピティ浴金を他クラプの会員に求めるこ

とは，一般道徳からいっても，善意でお祝いにきてくれた参

加者に対して甚だ礼を失したことであるといわねばなるま

し‘o
最後に PRの問題である。

クラプ運営の中でPRは，非常に直要な事項である。現在

I T （情報テクノロジー）によって， インターネットを活用

してホームページを開設し．奉tl:4i:業の内容を一般にPRし

ているライオンズクラプも多い。すべてのライオンズクラプ
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会員は．ライオニズムを正しく体得するため．ライオンズク

ラプ国際協会の目的，ライオンズ道徳網領，ライオンズの将

いなどを座右の銘と L,常に自己を顧みるとともに．ライオ

ンズとしての自党と認識を日々の生活の中に高めるよう努め

る。

PRによって我々の奉仕が地域社会の共感と支持を得てだ

んだんと輪を広げていき．それが世界の国々へとつながり，

社会が明る＜世界が平和になるならば．これほど喜ばしいこ

とはない。ライオンズクラプの PRはこの「奉仕が奉仕を生

む」ことを根本理念と Lているのである。

以上．クラプ運営に関する若-f二の問題点を指摘してきた

が．要は会員の一人ひとりが「我が国ライオンズの進むぺき

道」を真剣に追求し，地域社会から遊離した存在にならない

ように謙虚な態度で足元を見つめるとともに．各クラプはま

ず内部の充実に力を傾注すべきである。

ライオンズクラプのアクティピティについて

ライオンズクラプのモットーは． WeServe（われわれは

奉仕する）である。奉仕こそ我々の生命であり，使命であ

る。

創立者メルピン・ジョーンズも同胞愛は，お互いに信頼

して尊敬しながら生活し，協同し．食を分かち合うところに

存在すると言っている。

ライオンズの奉仕が国の福祉．国際親善．世界平和および

人類の社会的．文化的進歩に与える影響はすこぶる大きい。

ライオンズの行っているすべての偉大な社会奉仕は既に世界

に広く認められている。
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国連が1945年に組織されたとき，ライオンズクラプ国際協

会は多くの分野で重要な役割を果たしており， 1947年以来，

経済社会理事会 (ECOSOC)に対して，非政府団体の一つと

して顕問的立場にある。ライオンズは，世界平和という国連

の理想を支持し，恒久的世界平和のために努力を続けてい

る。ライオンズクラプ創立50周年を記念して，世界平和を探

究する論文コンテストを行い大成功を収めており， また1988

-89年度からは毎年，国際平和ポスター・コンテストが， 11

歳から13歳までの児童を対象に行われている。

視党障害者への援助は， 1925年，オハイオ州セダーポイン

トにおける年次大会で，ヘレン・ケラー女史が盲人のための

援助を訴えて以来，長年の間，ライオンズにとって主要な奉

仕活動であったが， 1991年 7月から1996年 6月まで「視カフ

ァースト」と称して， LCIF(P.197参照）をパートナーと

し，世界保健機関 (WHO) などと密接に協力して，国際的

な奉仕活動を展開しようとするプログラムが取り上げられて

いる。視カファーストの資金獲得運動を「視カファースト・

キャンペーン」 (CSF) と呼び， 1993-94年度は CSF資金獲得

の最終年度であったが，各地区クラプなどの努力が実り，

目標額である 1億 3千万ドルを達成することができた。

この成功をより発展させるため， 2005年 7月から2008年 6

月まで「視カファース I-Dキャンペーン」 (CSFD)が行わ

れ，最終目標額の 2億ドル以上の資金が集められた。河川失

明症の撲滅やライオンズ眼科治療センターの設閻に資金が使

われた。

「視力」に関するアクティピティの一つであるアイ・バン

ク（献眼）活動は [I本においてはライオンズの寄与するとこ
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ろが非常に大きいが，最近では，腑帯血バンクや骨髄パンク

への協力，献腎など臓器移植に関するアクティピティにも目

が向けられている。

このように，ライオンズクラプは，加盟国の増加や通信，

交通機関の発達に伴って，単にその地域社会のみならず広く

世界に目を向けた奉仕活動を行うようになってきた。

1962年から始められたYEでは， 16歳から21歳までの青少

年男女を世界各国のライオンズクラプ間で交換 L合い， 4~ 

6週間に及ぶ休暇期間をホスト家庭で過ごさせることによっ

て相互理解，国際親善に役立てている。 1968年のライオンズ

クラプ国際財団 (LCIF)の設立もこの現れである。

なお，市民活動の一環としての青少年育成アクティピティ

の一つとして，国際協会はレオクラブ (P.248参照）を結成

して青少年に指導力と経験を梢む機会を与えることを奨励し

ている。青少年の麻薬や党せい剤の乱用を防止する活動を支

援するクラプも多い。

これらのアクティピティのうち，なにを選択するかはクラ

プの自由であり，大きいクラプの会長は，奉仕活動のすぺて

について個別に，場合によってはもっと細分された特定のア

クティピティについて特別委員会を設置することが適当と考

えるかもしれないし，その一方，小さいクラプでは，ただ一

つのアクティピティ委員会 Lかできないこともあろう。

いずれの場合でも，クラプは原則として，その地域社会で

真に要求されていることをその目で，耳で，足で探し出し，

その奉仕の方法を研究することが必要である。言い替えれ

ば，ライオンズクラプのアクティピティはクラプが自主的に

取り上げ， クラプ単位で行うことが本義であるが，我が国の
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最近の社会経済惜勢による価値観の変化を見極めて，アクテ

ィピティの対象を，あるときは地域社会に，あるときは国際

社会に求めるとき，果たしてiiiークラプで行うことが有効

か，あるいは複数のクラプ，ゾーン， リジョン，地区などの

単位で行うことが適切であるかを梢屯に検討，判断し，グロ

ーパルなアクティピティ (l)スケールメリットを求めることも

必要である。場合によっては同じ志を持つ他の奉仕団体との

連携プレーも考えられる。ただしいずれの場合においても

クラプ会員全員の自主的判断によって行われたアクティピテ

ィでなければならない。

クラプがアクティヒ＇ティ計画を決定すると，そのアクティ

ピティのための賓金の瀾達が必要になってくる。本来は， ク

ラプが計画し，かつ実行するアクティピティ資金獲得事業に

よってつくり出される賓金が充てられるべきであるが，我が

国の現状では色々と問題があり，アクティピティ資金獲得に

はどのクラプも苦心している。

ファインをアクティピティの財源と考えることは，原則と

して間違いであり (P.240参照），会食特の剰余金にも限界が

ある。そこで，多くのクラプは会員の自発的な寄付金（ドネ

ーション）を1:1本に，必要に応じ，例会の決議に甚づいて拠

出する会員拠出金に東Uらざるを得ないのが現実の姿のようで

ある。

しかしながら，具体的なアクティヒ“ティ計画に対する賓金

ではなしに，漠然としたアクティピティ資金として会費と同

時に一定額を1嘩iに徴収することは，漫然と事業資金をプー

ルしながら， •方で立に必要とされるアクティピティを探し

出すことを怠り，外部から援助を求められたとき，単にこれ
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に応ずるという主体性のない奉仕を続けることになり．ライ

オンズクラプを単なる寄付団体に吼せしめる虞れがあるので

ある。

アクティビティを評価する際に金額によるのが最も手っ取

り早いところから，クラプはアクティピティの金額さえあが

っていればよいとする考え方になりがちである。しかしこの

際，金額は第二として，真にその地域社会で要求されている

奉仕がなされているかどうかというアクティピティの質の問

題を第一に取り上げて再検討すると同時に，金をかけるだけ

が能でなく，金銭に見積もることのできない会員の労力によ

っても立派にアクティピティを行い得る， ということを真剣

に考えてみるべきであろう。

結論として，ライオンズクラプのアクティピティ賓金は，

地域住民の理解と協力とに支えられた普意の各種アクティピ

ティ賓金獲得事業によって調達されたものでなければならな

いが， H的達成のためには会員による拠出金によって＊業を

成功させることもやむをえない。

奉仕は会員個人が．日常，職域や人間関係を通じて行うだ

けでなく， クラプのチームワークを発揮して行うことによ

り， また，同一•地域に複数のクラプがあるときは協）Jするこ

とによってさらに有意義となり，効果を収めることができる

のであって．我々はこれをアクティピティと呼ぶのである。

このアクティピティこそライオンズクラプの奉仕活動の特色

とするところであって．我々のモットーが IServe (わた＜

しは奉仕する）ではなく． WeServe（われわれは奉仕す

る）であるゆえんでもある。
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事務局・事務所案内

(1) 各複合地区にはガパナー協議会事務局が設閻され，複合

地区運営の事務を行っている。

(2) 各地区にはキャピネット事務局が設骰され，地区運営の

事務に当たっている。

(3) 2016年 7月 1El, 一般社団法人日本ライオンズ設t。

1978年7月から 8複合地区に共通する事務を行っていた日

本ライオンズ連絡事務所と，ライオン誌を発行しているラ

イオン誌日本語版事務所が， 2016年1月 1日に統合されて

「日本ライオンズ事務所」となり，さらに，一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律に甚づいて法人化された。

(4) 0 SE AL調整事務局は2018年 1月4日より，ライオン

ズクラプ国際協会OSEAL会則地域における出先機関に

あたる位閥づけとして開設された。主な業務は， リーダー

（国際役貝および国際協会任命による各役職）へのサポー

ト，複合事務局，地区キャピネットを介した会員サポー

ト，オセアルフォーラム運営に関する支援， OSEAL執行

委員会および会則地域全体の支援， LCIFへの支援および

アワードの発送， クラプ用品発注およびクラプ用品に関す

る支援である。

（上記各事務局・事務所所在地については P.332参照）

(5) 個人情報の取り扱いにつき，国際協会はプライパシーに

関する方針を定めている。 (P.343参照）
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会則・付則および規則

ライオンズクラプ国際協会会則および付則

2021年 6月 第103回国際大会改正（パーチャル）

〔会則第5条第4項（a), 付則第 2条第4項

(a), 第 5項，第 6項，第 4条第 1項，第

9条第6項〕註 I

2022年 6月 第104回国際大会改正（モントリオール）

〔付則第12条第 2項（a)〕註2

註 1:国際理事候補者の推薦証明書の提出期間を30日から60日前に

変更する規定は2022年7月1日に発効する。また．第 2副地区ガパ

ナー候補者の賓格要件に追加された「地区ガパナーとして全期また

は過半期間務めていない。」との変更は2022年7月1日に発効する。

註 2：半期分国際会費は2023年から 3年間に亘って値上げされる。

2023-2024年度半期23ドル（年間46ドル）に． 2024-2025年度半期24

ドル（年lll)48ドル）， 2025-2026年度以降半期25ドル（年間50ドル）

となる。

ライオンズクラプ会則および付則標準版

2022年 4月 国際理事会改正（ハワイ）

〔会則第 7条，付則第 3条第 9項，第 5条第

1項 (e)〕

出席メーク・アップ規則

1997年10月 国際理事会追加（ホノルル）

複合地区会則註3

2022年 5月， 6月 第68回330~337複合地区大会または

代議員書面決議

-＿-＿書三重
l



〔会MIJ第 5条8項．第16条 1(b)項＊，

第18条 19項〕 •330複合地区を除く

註3:国際付則および標準版地l刈•fllij との整合性を持たせるため，

複合地区会則の条文を修正している。〔第13条2項，第14条4項．第

21条2項）

国際理事候補者推薦選挙手続規則

2022年5月， 6月 第68回330~337複合地区大会または

代議員甚面決議

〔第16条〕

国際第 3副会長立候補者推薦手続規則

2007年5月． 6月 第53回330~337複合地区大会

33x複合地区緊急援助資金規定

1994年5月 第40回336複合地区大会改正（岡山市）

〔2項(3)〕

レオクラプ会則および付則標準版

2016年10月 国際理事会改正（ナッシュピル）

〔会則第 7条 B項〕
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国際会則

第 1条名称

本協会の名称は「TheInternational Association 

of Lions Clubs (ライオンズクラプ国際協会）」で

ある。

第2条目的

本協会の目的は次の通りである。

(a) ライオンズクラプという奉仕クラプを結成し，

認証状を交付し，監粁する。

(b) 各ライオンズクラプの活動を調整し，運営を標

準化する。

(c) 世界の人びとの間に朴直理解の精神をつちかい

発展させる。

(d) よい施政とよい公民の原則を蒻揚する。

(c) 地域社会の生活，文化，福祉，公徳心の向I．．に

梢極的関心を示す。

(f) 友情，親善，相互J!I！解のぎずなによってクラプ

間の融和をはかる。

(g) 一般に関心のあるすぺての問題を自由に討論で

きる場を設ける。ただし政党，宗派の問題をク

ラプ会員は討論してはならない。

(h) 奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なし

に社会に奉仕するようはげまし， また，商業， L

業，専門職業，公共'li業および個人事業の能率化

をはかり，道徳的水準をさらに高める。

--40―-



第 3条メンパー

本協会のメンパーは，ここにある規定の下に正式

に結成され認証されたライオンズクラプで構成され

る。

第4条 紋章，色，スローガン及びモットー

第 1項 紋章。本協会及び正クラプの紋章は，下記の通り

である。

第 2項 名称及び紋章の使用。協会の名称．紋章，その他

の標識の使用は，付則に随時定められる基準の通り

である。

第3項 色。本協会及び正クラプの色は，紫色及び金色で

ある。

第 4項 スローガン。本協会のスローガンは「Liberty,

Intelligence, Our Nation's Safety（自由を守り，知

性を頂んじ．われわれの国の安全をはかる）」であ

る。

第 5項 モットー。本協会のモットーは「WeServe（わ

れわれは奉仕する）」である。

第5条役員及び国際理事会

第 1項 役員。本協会の役員は，会鼓，前会長．第一副会

長．第二副会長第三副会長（以上は執行役員であ

- 41 -



る），国際理事，地区ガパナー，運営役員，並びに

国際理事会が指定するその他の役員である。

第2項会員としての要件／代議員となる資格。運営役員

を除く本協会の各役員は，正クラプのグッドスタン

ディングの正会員でなければならない。各役員は，

役員であるが故に，国際大会並びに所属地区大会

（単一，準，複合）の正規代議員となるが，そのよ

うな大会でのクラプ代議員の割当数には含まれな

I,ヽ

第3項 国際理事会の会則地域別構成及び選挙。国際理事

会は，会長前会長，第一，第二，及び第三副会

長，並びに，下記の通りに選出される理事で構成さ

れる。

各偶数年に18人の理事，すなわち米国及びその領

域パミューダ，パハマ諸島のクラプから 5人，南

アメリカ，中央アメリカ，メキシコ，カリプ海諸島

のクラプから 1人， ヨーロッパのクラプから 3人，

東洋東南アジアのクラプから 3人，インド，南アジ

ア及び中東のクラプから 4人，オーストラリア，ニ

ュージーランド，パプア・ニューギニア，インドネ

シア及び南太平洋諸島のクラプから 1人，アフリカ

のクラプから 1人を選出するものとする。

各奇数年に17人の理事，すなわち米国及びその領

域パミューダ，パハマ諸島のクラプから 6人，カ

ナダのクラプから 1人，南アメリカ，中央アメリ

カ，メキシコ，カリプ海諸島のクラプから 1人，ヨ

ーロッパのクラプから 3人，東洋東南アジアのクラ
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となることはできない。

(i) この後に規定されていることを除き，いかなる

役職に空席が生じた場合にも残る任期について

国際理事会がその空席を埋めることができる。

(j) 死亡，辞任，任務遂行不可能な障害，又はその

他いかなる理由でも，会長職に空席が生じた場合

には，残る任期について国際理事会がその空席を

埋めるまで，次席の副会長が会長代理としてその

任務を果たし，会長と同じ権限を持つ。

(k) 死亡，辞任，任務遂行不可能な障害，又はその

他いかなる理由でも，副会長職に空席が生じた場

合には，残る任期について国際理事会がその空席

が補充されるまで空席とする。但し，任命された

副会長は，本会則及び付則に定められる方法で，

その上位の全役職に選挙で選ばれなければならな

い。任命された副会長がその上位の役職に立候補

する際には，現在国際理事を務めているクラプ会

員又は務めたことのあるクラプ会員は誰でも同

じく立候補することができる。

(I) 前国際会長職に空席が生じた場合には，本協会

の次の前国際会長によりその席が補充されるま

で，空席とする。

(m) 災害又は事故で理事会構成員の過半数又はそれ

以上が致命傷を負ったり，職務遂行が不可能にな

った場合，残る理巾会構成員は，定足数を満たす

と満たさないとにかかわらず，協会の次の年次選

挙が行われるまで， 1卦際理＊会の業務履行の権限
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不均等な予算を出したり，次年度の収入又は予

備金に響くような支出はできないし，認めるこ

ともできない。

第 6項会議。国際理事会の定例会議及び特別会議は，付

則に従って招集され，開催される。

第 7項投票権。国際理事会の各メンパーには，理事会の

決議が必要な事項について 1票の投票権がある。

第 8項報酬。運営役員，及び国際理事会が指定する役員

を除いて，すぺての役員は無報酬で務める。但し，

職務遂行又はそれに関連した妥当な経費は，理事会

が定める監査規定に従って支払われる。

第 9項解任。選挙で選出された本協会のいかなる役員

も，正当な理由があれば，国際理事会全構成員の 3

分の 2以上の賛成投票によって解任できる。

第 6条 国際大会及び代議員

第 1項 開催日及び開催地。本協会の大会は毎年，国際理

事会が定める年月日に同理事会が定める場所で開催

される。

第 2項代議員数。グッドスタンディングの各正クラプ

は，大会が開催される月の前月 1日付の国際本部の

記録に示された会員25人ごと及びその過半の端数に

ついて，代議員 1人及び補欠 1人を本協会のいかな

る大会にも送る資格を持つ。但しグッドスタンディ

ングの各正クラプは，少なくとも 1人の代議員及び

1人の補欠を出席させる権利を持つ。本項でいう過

半の端数とは， 13人以上のことである。代議員及び

補欠の選任については， クラプ会長又は幹事又はそ
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の他資格のある役員が署名したか，そのようなクラ

言応［喜蒻三言竺江翌芦盆芸這呂I
本協会の各元会長は，各国際大会及び所属地区大

会（単一，準，複合）において，完全な代議員権を

持つ。国際理事会は，年次国際大会及び所属地区大

会（単一，準，複合）に出席する元国際会長の妥当

な経費を，現行の監査規定に従って支払うことを承

認する。

本協会の各元国際理事は，各国際大会及び所属地

区大会（単一，準複合）において，完全な代議員

権を持つ。これら元国際会長も元国際理事も，所属

クラプの大会代議員の割当数には含まれない。

国際理事会の常設委員会のアポインティを務めて

いる各元地区ガパナー及び元協議会議長，並びに L

C I F執行委員会のアポインティを務めている会員

は，その任期中に開催される国際大会において代議

員権を持つ。この場合，その元地区ガパナーまたは

元協議会議長は，その国際大会に限り所属クラプの

代議員の割当数に含まれない。

本協会の各協議会議長は，在職中に開催される国

際大会において，完全な代議員権を持つ。この場
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合，その協議会議長は，その国際大会に限り所属ク

ラプの代議員の割当数には含まれない。

第 3項 代議員の投票。資格を証明され出席している代議

貝は，大会で選ばれる各役員につき 1票を，又大会

に提出された各議題につき l票を，いずれも本人(1)

意思に甚づいて投ずる権利を持つ。

第4項 定足数。賓格を証明されて出席している代議員の

数が， どの総会でも定足数である。

第 5項代理投票。代理投票は．クラプ，地区（単一．

準複合）．並びに協会において厳格に禁止される。

第 7条地区組織

ライオンズクラプが結成された地域を，付則で定

められる通りの地区及び行政組織単位に分割する。

第 8条クラ プ

第 1項 クラプ認証。ここに他の規定がある場合を除き．

国際理事会は．同理事会が定める規則及び規定のト・

にすぺてのクラプを組織し認証する権限と権威を持

つ。

本会則及び付則並びに国際理9U会が随時設ける方

針に従うことを条件に，すべてのクラプには自治権

がある。

ライオンズクラプは，国際理4［会が随時定める手

順に従って認証状が正式に交付された際に，結成さ

れたとみなされる。ライオンズクラプが認証状を受

理することは．本協会会則及び付則を受け入れそれ

に従うことに同意したことを慈味すると共に，協会

が法人組織化された州でhthとなっている法律に甚
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づき，本会則及び付則によって解釈され統制される

関係を，本協会との間に結ぶことを受け人れたこと

を慈味する。

第 2項 クラプ会員となる資格。善良な徳性の持主で，地

域社会において声望のある成人だけが，正式に認め

られたライオンズクラプの会員となることができ

る。入会は，招請のみによる。

第 9条 改正

第 1項 改正手順。本会則は，国際大会においてのみ，そ

の年次大会で会則及び付則委員会から提出された改

正案が，同大会で投票した賓格証明済み代議Uの 3

分の 2の賛成投票で採決された場合，改正される。

改正案は，下記の二つの方法の一つで承認されない

限り，大会に提出されない。

(a) 国際理事会が承認した。又は，

(b) 投票用紙に載せるために改正案が国際理1i:会に

提出される会計年度 7月1日現在の国際協会クラ

プ会員数合計の51％以上の会員を代表する単一及

び（又は）複合地区の大会決議で採用された。

第 2項 通知。改正案はいずれも，改正案の投票が行われ

る大会の少なくとも30日前に， ライオン誌又は本協

会の他の公式出版物に掲載されなければならない。
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付則

第 1条名称及び紋章

いかなるライオンズクラプ，ライオンズクラプ会

員，ライオンズ地区（単一，準複合）も，あるい

はライオンズクラプ，ライオンズクラプ会員，又は

ライオンズ地区が組織又は管理しているいかなる組

織（法的，自然その他一切）も，会則の規定又は

国際理事会の方針で明確に認められている目的を除

き，いかなる目的のためにも，本協会及びその正ラ

イオンズクラプの名称，紋章，その他の標識を使

用，発行，又は配布してはならない。又その他の個

人又は組織（法的，自然，その他一切）も国際理

事会が要求する通りの文書による同意と認可なしに

は，本協会及びその正ライオンズクラプの名称，紋

章，その他の標識を使用してはならない。

第2条国際理事会選挙

第 1項 国際大会における選挙。協会の会長，第一副会

長，第二副会長第三副会長，並びに全理事は，年

次国際大会において無記名投票で選出される。国際

大会が開かれる地区（単一，準，複合）内のクラプ

会員は，会長，第一副会長，及び第二副会長の役職

を除き，役員職に選ばれることはできない。

第 2項 第三副会長立候補の資格。

(a) 国際第三副会長候補者は，

(I) グッドスタンディングのクラプのグッドスタ
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(b)(l) 本協会の正地区の地区ガパナーを全期又は過

半の期問務めたか，務め終えようとしている者

であるか，又は

(2) ①任期中又はその後にグッドスタンディング

のクラプ数が20に達したか又は正地区に昇格し

た暫定地区，あるいは②10年間以上＇阿定地区で

ある＇阿定地区において，地区ガパナー又は暫定

地区ガパナーを全期又は過半の期間務めた者

で，

(c) 所属地区（巾ー，準．複合）大会で推胤を得て

いること。但し，単一地区又は準地区の大会が候

補者を推屈することができるのは，かかる推脱を

行う時に， tiiー地区又は準地区が国際付flij第 8条

第 2項の規定する地区の最低条件を満たしている

場合に限る。

(d) 本付t{lj又は会則の規定通りに，所属地区（単

・，準，複合）の推枇証明を得た者でなければな

らなし、0

第4項候補者推薦及び推薦証明。

(a) 空席が生じて本付則又は会llりの規定の下に役職

が補充される場合（この場合の立候補には推脱も

推胤証明も必要としない）を除き，それぞれ該当

する単ー地区キャビネットあるいは準地区キャピ

ネット及び複合地区協議会の議長及び幹事は．国

際本部から提供される用紙を使って，地区ガパナ

ー以外のすぺての国際役員候補者の推胤を証明し

なければならない。この推胤証明再は，国際理事
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候補者の場合には．推薦された候補者に対して投

栗が行われる国際大会開会Hの60H前までに．第

三副会長候補者の場合には90日前までに．国際本

部に到着していなければならない。ファックス又

は軍子メールで推薦証明を通知することができる

が，ファックス又は電子メール送信後 311以内に

推胤証明書を送付して，証明を確認しなければな

らない。そのような推薦証明書が提出され国際本

部で受領されない限り，推胤は有効にならない。

どの推屈も，本付則又は会則の下にその会員が

他の条件でも選出される資格を持つ，その推脱に

続く 3回の国際大会のためだけに有効である。推

脱が有効である期間．（ i)推薦撤回はできない

し．（ ii)他の推胞は無効であり．（ iii)死亡．資

格喪失，立候補取消 Lが起こった場合には推薦決

議は無効になる。推薦の有効期間中には，これ以

上の推鷹証明は必要ではない。

すぺての推薦は， 1回目か 2回目を問わず，国

際役員立候補の意思を公表する時期及び｝i法が単

ー地区又は複合地区の会則及び付則に定められて

いれば，それに従っていなければならない。複合

地区大会で推薦を求める候補者はいかなる者も，

まず候補者が所属する準地区の推薦を確保しなけ

ればならない。

(b) 推薦証明書には一つの役職を明記しなければな

らない。いかなる候補者も，その推屈証明由が指

定する役職以外の役職に立候補することはできな
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い。いかなる地区（単一，準，及び複合）におい

ても，国際理事会の複数の役職に対する推屈が同

時に存在することがあってはならない。

(c) 国際理事候補者の推薦は，候補者が他の条件に

おいて選出される資格を保持している限り，推胤

に続く大会 3回の間有効である。その最初の推脱

有効期間中に選出されなかった候補者は，その後

3年の期間を空けなければ再度推薦を求めること

はできない。国際第三副会長候補者の推胞は，候

補者が他の条件において選出される資格を保持し

ている限り，推鷹に続く大会 3回の間有効であ

り，連続して 2度の推薦が認められる。この有効

期間中に選出されなかった候補者は，その後 3年

の期間を空けなければ再度推薦を求めることはで

きない。

第 5項代表権。

(a) アメリカ合衆国及びカナダにクラプがある地区

（単一，準複合）から 1人の理事を選出するこ

とができる。この場合候補者の選択により，アメ

リカ合衆国から出る理事のうちの 1人又はカナダ

からの 1人の理事とみなされる。この選択につい

ては，推脱された候補者に対して投票が行われる

国際大会開会日の60日前までに推薦証明書を国際

本部に提出しなければならないという本付則又は

会則に従って推薦証明書を提出する時までに文書

で国際本部に表明しなければならず，それが投票

用紙に記載される。
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(b) 同一の単一地区又は複合地区の 2人以上のクラ

プ会員が，同時に国際理事を務めることはできな

い。理事が選出された地区以外の地区に移住した国

場合には，その次の年次大会の閉会時をもって任I
期は終わり，その大会で後任者が選出される。

(c) 会長又は副会長は，会則に定められる同じ地域

から同時に選ばれて役を務めることができるが，

おなじ単一地区又は複合地区からはできない。

第6項 国際指名委員会。会長は，各年次大会の際または

大会前180日以内に， 9人の代議員から成る指名委

員会を任命する。そのうちいずれも，本協会の役員

であってはならない L, 2人以上が同一の単一地区

又は複合地区のクラプ会員であってはならない。会

長はまた，大会で選挙を行うための日時を定めなけ

ればならない。指名委員会は，

(a) 適切な推薦証明書が本協会の法律部々長に対し

て提出され，同部長がその形式について承認した

候補者全員の氏名を文書で受け取ると共に，いか

なる抗議についても決断を下す。

(b) 投票用紙に印刷する氏名の順序を決める。

(c) 満たすぺき役職のために，有資格の候補者全員

の氏名を，大会総会で指名する。

選挙は，印刷された投票用紙を用いて無記名投票

で行われるか，又は国際理事会が定める他の無記名

投票の方法で行われる。当選するには最高数の得票

が必要である。いかなる役職についても同数得票の

場合は，現職の理事会がそのうちの 1人を選出す
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る。

国際大会では，代議H及び補欠代議員が賓格証明

を受けることができる。又，代議員，補欠代議員，

あるいはその他誰でも，登録し，国際理事会が定め

る登録費を払った後にのみ，大会のあらゆる会議や

行事に参加することができる。

第 3条役員の任務

第 1項会長。会長は，本協会のすべての大会及びすべて

の国際理事会々議で議長を務める。協会の業務及び

活動を監督しその役職に通常関連するその他の任

務を遂行する。

第 2項 副会長。何かの理山で会長が任務を遂行できない

場合，次席の副会長は会長の職務を果たし，会長と

同等の権限を持つ。

第 3項 運営役員。国際理巾会が指定した運営役員の任務

は，国際理事会の決議でそれぞれの役員に割当てら

れた業務である。

第4条国際理事会の委員会

第 1項 常設委員会。会長は，国際理事会の承認を得て，

3人以上の構成員，但し長期計画委員会の場合には

8人以下の構成員から成るド記の常設委貝会を任命

する。各委員会は，国際理事会の定例会議において

報告しなければならない。

(a) 監査

(b) 会則及び付則

(c) 大会

(d) 地区及びクラプ・サービス
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(c) 財務及び本部運営

(f) リーダーシップ開発

(g) 長期計画

(h) 会員増強

(i) マーケティング

(j) 奉仕事業

(k) テクノロジ一

(I) 協会の運営に必要と考えられるその他の委員会

第2項 資格証明，議事規則，決議，選挙。各年次大会の

際または大会前180日以内に会長は，それぞれ 5人

又はそれ以上の構成員から成り，同大会で任務を果

たす資格証明委員会，決議委員会，並びに選挙委員

会を任命する。会長は，同大会の60日以前に， 5人

又はそれ以上の構成員から成り，同大会で任務を果

たす議事規則委員会を任命する。

第 3項特別委員会。会長は，国際理事会又は執行委員会

の承認の下に，会長又は国際理事会が必要と考える

特別委員会を随時任命することができる。但し，国

際理事会又は執行委員会の承認がなければ，特別委

員会の経費は支払われない。

第 4項 委員長，欠員。会長は，国際理事会又は執行委員

会の承認の下に，任命した各委員会の委員長を指名

し， どの委員会のどの欠員もhli允する権限を持つ。

第 5項 任命の制限。どの委員会の委員に関しても，本付

則又は会則で認められている任命権を行使するにあ

たり，会長は元国際役員を委員に任命することがで

きるが，いかなる場合にも，委員に任命される元国
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際役員の合計数は 1会計年度において 6人を超えて

はならない。但しこの任命制限は，前国際会長にも

本付則又は会則の下に行われる任命にも適用されな

い。元国際役員の委員としての任期は 1年間のみで

あるが，後任の会長は，上記の合計数制限を超えな

い限り，いかなる元国際役貝も，委員に再任命する

ことができる。任命される委員のうち少なくとも 1

人は，国際会長の所属クラプが存在する会則地域以

外のクラプの会員でなければならない。

第 5条国際理事会会議

第 1項 定例会議。国際理事会の定例会議は，年次国際大

会閉会後直ちにその開催地で開かれる。さらに， 10

月又は11月及び 3月又は 4月に定例会議が開かれ

る。 10月又は11月及び 3月又は 4月の定例会議は，

会長が決める日時に会長が決める場所で開かれる。

最後の定例会議は国際大会開催地で開かれるが，

大会開会までには閉会する。

第 2項 特別会議。会長は，会長が決める日時に会長が決

める場所で，国際理事会の特別会議を招集すること

ができる。又会長は， 5人の理事から文書（手紙，

電子メール，ファックス，又は電報を含む）による

要請があった時は，会長が決める日時に会長が決め

る場所で， これを招集しなければならない。この場

合，要請を全部受領してから10日以内に招集し， 20

日以内に会議を開かなければならない。国際大会で

招集された場合を除き，日時，場所，及び会議の目

的を明記した文書による特別会議通知を，国際本部
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は理事会の各構成員に送らなければならない。

第 3項 郵便による業務処理。国際理事会は郵便（手紙，

軍子メール，ファックス，又は電報を含む）によっ

て業務を処理することができる。ただしその処理

は，決議案に対して理事会全構成員の 4分の 3の文

粛による承認がなければ有効とならない。会長又は

5人の理事会構成員が，このような処理を提案でき

るが，その際の投票は，最初の郵送から30日以内に

国際本部に届かなければ有効とはならない。郵送

は，最も速やかな方法で行われる。

第4項定足数。本付則又は会則に他の規定がある場合を

除き，国際理事会の過半数が，そのいかなる会議に

おいても定足数である。

第 5項執行委員会。国際会長，前国際会長，各副会長，

並びに国際理事会の承認を得て会長が任命した 1人

の理事会構成員が，同理事会の執行委員会である。

執行委員会は，同理事会構成員が 1カ所に集まって

いないか会議を開いていない時にのみ，理事会のた

め又理事会に代わって職務を遂行することができ

る。執行委員会は，理事会の決定を変更，修正，又

は破棄してはならない。

執行委員会の定足数は，そのいかなる会議におい

てもメンパー 4人の出席をもって定足数としかか

るメンパーの過半数による決定を，同委員会の決定

とする。同委員会は電話による審議で業務を処理す

ることができるが， 4人がそれに参加しなければな

らず，参加した者の過半数の決定が執行委員会の決
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定となる。ただし地区ガパナー職の空席補充に関し

ては，同委U会は，国際理事会の業務処理に関する

上記規定通りに郵便で処理することができる。ただ

し4人の委員会メンパーがこれに参加することを条

件とし．参加メンパーの過半数の投票が．委員会の

決定とみなされる。

第6条年次国際大会

第 1項 大会に対する国際理事会の権限。本会則及び付f¥lJ

に他の規定がある場合を除き，国際大会のすぺての

段階が，国際理事会の管轄，統制，監督の下におか

れる。

第2項 公式通達。会長又はその代理人は，大会開催のた

めに決まっている年月 Hの前の 5H以上かつ60H以

内に，大会の場所及び日時を明記して，文書による

国際大会公式通達を交付しその年月日を本協会の

公式機関誌にも掲載しなければならない。

第3項 大会役員。本協会の会長．第一．第二，及び第三

副会長．幹北並びに会計は．国際大会の役員にな

る。会長は国際理事会の承認を得て，国際大会のた

めに必要な他の役員を任命することができる。

第4項 地区ガパナーによる会議出席経費。監査規定に従

って国際理1i会は，ガパナー・スクール出席のため

に適当と認める場合，地区ガパナー（選出又は任命

された）の妥当な経費支払いを承認することができ

る。

第7条国際会計

第 1項会計監査c
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(a) 国際理’li会は，本協会の諸帳簿及び諸勘定に関

して公認会，廿上による年次会計監査の手配をす

る。

(b) 国際理]fJ'.会は缶年，財務報告書要約を作らせ，

要請を受けた際にどのクラプにも提供する。

(c) 本協会の会計年度は， 7月 1日から 6月30日ま

でである。

第 2項 凍結資金。本会則及び付則の規定のいかんにかか

わらず， 12カ月以上継続して，理事会が決めた通1f
への協会賓金振替送金が国又は領域において拘束さ

れた場合，国際理事会はその全構成員の 3分の 2の

賛成点呼投票によって，その国又は領域の会員， ク

ラプ，及び地区に対して，本会則及び付則が与える

権利と特典の全部又は一部を停止する権限を持つ。

この作止は，協会資金送金が拘束されている限り，

又は上記と同じ投票による理事会決議で停止が解除

されるまで続けられる。

第 8条地区機構

第 1項 地区編成の管轄。地理的地域を，国際理事会が定

める地厄（単一，準及び複合）行政組織単位に分

割する。

第 2項地区の最低条件。国際理事会の 3分の 2の投梨で

他に承認されない限り，地区は編成の際に， 35のグ

ッドスタンディングのクラプ並びに合計少なくとも

1,250人のグッドスタンディングのライオンズクラ

プ会員で構成されていなければならない。

第 3項 地区再編成。複合地区となることを希望するすぺ
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ての単一地区， もしくは．一つまたはそれ以上の準

地区を追加すること．あるいは一つまたはそれ以上

の既存の準地区に何らかの変更を加えることを希望

するすぺての複合地区は，それぞれ35クラプ及び

1,250人の会員を有する単一地区または準地区と複

合地区の大会で過半数の票により承認された地区再

編成案を．国際理事会に提出する。一つまたはそれ

以上の準地区の整理統合を希望するすべての複合地

区は，そのうちの一つまたはそれ以上の準地区が35

クラプ及び1,250人の会員を下回る場合においては，

複合地区大会で過半数の祟により承認された地区再

編成案を，国際理巾会に提出する。

各地区再編成案は，各予定準地区が少なくとも35

のライオンズクラプおよび合計1,250人以上のグッ

ドスタンディングの会員を有することを条件に，国

際理事会によって考慮される。ただし，複合地区内

の準地区数を減少させる場合はこの限りではない。

理事会は，再編成案の承認を検討するに当たって，

その他妥当と思われる要索を勘案することができる

し，クラプ数及び（又は）会員数の追加を要求する

ことがでぎる。

国際理事会が再編成案を承認した場合，再編成

は，承認日の次に開かれる年次国際大会の閉会時を

もって有効となる。ただしそれぞれの予定準地区

に所属するクラプの代議貝は，理事会の承認の後，

年次国際大会に先立って開かれる地区（単一，準，

複合）大会の際に会合を開き，その会合において地
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通りに，複合地区の運営をすべて管理し，役員を選

び，会議を1附き，賓金を管理運用し，支払を承認

し，その他(/)迎背権限を行使する。

第6項 解任。ガパナー協議会の過半数の要請により，協

議会議長解任をtl的とした協議会特別会議を招集す

ることがでぎる。協議会議長の選出方法にかかわら

ず，正当な理由があれば，ガパナー協議会の全構成

員の 3分の 2(/）性成投票により，協議会議長を解任

することができる。

第 7 項地区キャピネット。各単．•地区及び準地区は，議

長としての地区ガパナー， fiij地区ガパナー，第 }t

び第＿こ副地ドガパナー，並びにそれぞれ単一，暫

定，又は複合地区会則の規定で定められる手順で選

出又は任命されるリジョン・チェアパーソン，ゾー

ン・チェアパーソン，キャピネット幹事及びキャピ

ネット会，i1)くは幹'.li兼会叶，その他地区（単一，

準，複合）会HIJ及び付則で規定されるクラプ会員で

構成される地区ガパナー・キャピネットを設ける。

ただし各地区のガパナーは，自分の任期中にリジョ

ン・チェアパーソンの役職を活用するかどうか定め

る権限を持つ。活用されなかった場合には， リジョ

ン・チェアパーソン職はその地区ガパナーの任期

屯窄席となる。それぞれの地区（単一，準，複

合）は，その会則及び付則の中に，選出される第一

及び第二副地区ガパナーの規定を加えなければなら

ず，各職廿は国際理事会によって定められる。所属

クラプが存在するリジョン又はゾーンのクラプ会員
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だけが，そのリジョン・チェアパーソン又は ‘J-

ン・チェアパーソンに選出又は任命されるものとす

る。

第 8項 キャピネット会議。地区キャビネットの会議は，

それぞれの会則で定められる規則に甚づいて開かれ

る。これらの会議では，地区ガパナー，前地区ガパ

ナー，第一及び第二副地区ガパナー，地区ガパナー

の任期中にリジョン・チェアパーソン職が活用され

た場合にはリジョン・チェアパーソン，ゾーン・チ

ェアパーソン，キャビネット幹事及びキャピネット

会計（又は幹事兼会計）に投票権が与えられ，地区

（単ー・，準複合）会則及び付}tljが定める他の構成

員に投棠権を与えることもできる。

第 9条地区大会及び選挙

第 1項地区（単一，準，複合）大会。各単ー地区及び準

地区は，年次国際大会開会日の30日以前に完rする

よう，年次大会を開かなければならない。各複合地

区は，年次国際大会開会日の15日以前に完了するよ

う，年次大会を開かなければならない。各単・地区

及び準地区は，本付則又は会則に定められる通りに

地区ガパナーを選出しなければならない。複合地区

大会で準地区代議員の会合が開かれた場合には，本

項の他の規定に沿っていれば，それを準地区大会と

みなすことができる。各大会の開催 H及び開佃地

は，それぞれ単．―・地区，準地区，並びに複合地区の

会則の規定に従って決められる。

第 2項地区大会の権限。地区大会（単一，準，複合）
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は，本協会の会則及び付則に沿っている限り，あら

ゆる事項について適切な決断を下すことができ，単

ー地区及び複合地区の大会で国際協会への提案事項

を決議することができる。

第3項 クラプ代議員方式。協会及び地区（単一，準，複

合）においてグッドスタンディングである各正クラ

プは，大会が開かれる月の前月 1日付国際本部の記

録に甚づき少なくとも 1年と 1Hクラプに在籍して

いる会員10人ごと及びその過半の端数について，代

議員 1人及び補欠 1人を地区大会（単一，準，複

合）に出席させることができる。ただし各クラプ

は，少なくとも 1人の代議貝及び 1人の補欠を出席

させる権利を持つ。さらに各地区（単一，準，複

合）は，それぞれの地区会則及び付則に規定を明記

することにより，上記クラプ代議員割当て数とは別

に，地区内クラプに所属する各元地区ガパナーに代

議員としての資格を与えることができる。資格を証

明され出席している代議員は，大会で選ばれる各役

貝につき 1票を，また大会に提出された各議題につ

いて 1票を，いずれも本人の意思に甚づいて投ずる

権利を持つ。本項で言う過半の端数とは， 5人以上

のことである。新しく結成されたクラプ及び大会開

会前に新会員を加えたクラプのためには，国際本部

で記録された Hに少なくとも 1年と 1日クラプに在

籍していた会員数に甚づいて，代議員の数が定めら

れる。クラプは，大会議事規則によって定められた

代議員資格証明締切り時の15日前までに滞納金を支
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払って，グッドスタンディングになることができ

る。

第4項 地区ガパナー立候補の資格。地区ガパナーの候補

者は，

(a) 所属単一地区又は準地区内グッドスタンディン

グの正ライオンズクラプにおけるグッドスタンデ

ィングの正会員であり，

（b) 所属クラプの推薦，あるいは所属単一地区又は

準地区内過半数のクラプの推薦を受け，

(c) 現在，所属地区の第一副地区ガパナーを務めて

いる者でなければならない。

(d) 現第一副地区ガパナーが地区ガバナーに立候補

しない場合にのみ，あるいは地区大会の際に第一

副地区ガパナー職が空席である場合にのみ，本付

則又は会則に定められている通りに第二副地区ガ

パナーの条件を満たしており，現在地区キャピネ

ット構成員として追加に 1年務めているか既に務

めたクラプ会員は誰でも，上記(c)項の条件を満た

している。

第5項 地区の立候補手続き条件。国際役員立候補表明の

時期と方法に関する手続き，並びに候補者推薦に必

要な投票数については，それぞれの単一地区又は複

合地区の会則及び付則で決めることができるが，国

際役員候補者のために本会則で規定されている以外

の条件を加えてはならない。又ここでいう手続きに

は，協会の各年度内に満たすことのできない条件を

含んではならない。
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第 6項 地区ガパナー／第一及び第二副地区ガパナー選挙

手順。

(a) 地区ガパナー。地区ガパナー選挙は，投票用紙

を使って無記名投票で行わなければならず，地区

ガパナー候補者がその選学で当選したと宣言され

るには， tli席して投票した代議員の過半数の賛成

投票を得なければならない。過半数というのは，

白紙及び棄権を除く打効な投票合計数の半分以上

の数を意味する。

その他の手順等に関しては，その地区（単．•,

準及び複合）の会WJ及び付則の規定に従って行

われるものとする。各地厄ガパナー選挙の結果に

ついては，その地区の現職地区ガパナー及び（又

は）国際協会駐在員が国際本部に報告する。報告

された選学結果は，国際J:1R巾会に提出される。す

べての地区ガパナー選学結果は，理事会方針書に

定められる国際理1i会の規定に従って抗議が提出

されるか又は法的行為が取られた場合を除き，国

際理市会で採択され， 1i効となる。抗議又は法的

行為があった場合，地区ガパナーの任命又は選挙

は国際:!!I!•9li会の決議次第となる。

地区が4i賓格の地区ガパナーを選出しなかった

場合，または選出された地区ガパナーエレクトが

その任期開始lliiに死亡するか就任を拒絶したか，

あるいは病気その他のBl!lll(j）ため就任が不可能で

あると国際理li会がみなした場合，あるいは地区

ガパナー選学に対する抗議又は法的行為のために
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空席が生じた場合には，本付則又は会則に定めら

れる時期及び手順に準じて，同項に定められる任

期のために，国際理事会が地区ガパナーを任命す

ることができる。

(b) 第一副地区ガパナー。第一副地区ガパナー選挙

は，投栗用紙を使って無記名投票で行われなけれ

ばならず，第•副地区ガパナー候補者がその選挙

で当選したと宜言されるには，出席して投票した

代議員の過半数の賛成投栗を得なければならな

い。過半数というのは，白紙及び棄権を除く有効

な投漿合計数の半分以上の数を意味する。第一副

地区ガパナーの任期は 1年で，当選した年の協会

の大会閉会時に始まり，協会の次の大会閉会時に

終了するものとし， どの第一副地区ガパナーも自

身の後継者となることはできない。その他の手順

等に関しては，その地区（単一，準及び複合）の

会則及び付則の規定に従って行われるものとす

る。各第一副地区ガパナー選挙の結果について

は，その地区の現職地区ガパナー及び（又は）国

際協会駐{f.員が国際本部に報告する。

第一副地区ガパナー候補者は，

(I) 所属単一又は準地区内のグッドスタンディン

グの正ライオンズクラプにおけるグッドスタン

ディングの正会員であり，

(2) 所属クラプの推薦，あるいは所属単一又は準

地区内過半数のクラプの推薦を受け，

(3) 現在，所属地区の第二副地区ガバナーを務め
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ている者でなければならない。

(4) 現職の第二副地区ガパナーが第一副地区ガパ

ナーに立候補しない場合にのみ，あるいは地区

大会の際に第二副地区ガパナー職が空席である

場合にのみ，本付則又は会則に定められている

通りに第二副地区ガパナーの条件を満たしてい

るクラプ会員は誰でも上記(3)項の条件を満たし

ているものとする。

(c) 第二副地区ガパナー。第二副地区ガパナー選挙

は，投票用紙を使って無記名投票で行われなけれ

ばならず，第二副地区ガパナー候補者がその選拳

で当選したと宣言されるには，出席して投票した

代議員の過半数の賛成投票を得なければならな

い。過半数というのは，白紙及び棄権を除く有効

な投漿合計数の半分以上の数を意味する。第ご副

地区ガパナーの任期は 1年で，当選した年の協会

の大会閉会時に始まり，協会の次の大会閉会時に

終了するものとし，どの第二副地区ガパナーも自

身の後継者となることはできない。その他の手順

等に関しては，その地区（単一，準及び複合）の

会則及び付則の規定に従って行われるものとす

る。各第二副地区ガパナー選挙の結果について

は，その地区の現職地区ガパナー及び（又は）国

際協会駐在員が国際本部に報告する。

第二副地区ガパナー候補者は，

(I) 所属単．—ー・又は準地区内のグッドスタンディン

グの正ライオンズクラプにおけるグッドスタン

70 



ディングの正会員であり，

(2) 所属クラプの推薦，あるいは所属単・又は準

地区内過半数のクラプの推薦を受け，

(3) 第二副地区ガパナー就任の時点で，

(a) クラプ会長を全期又は過半の期間，そして

理事会構成員としてさらに 2年以上務め，か

っ
(b) ゾーン・チェアパーソン又はリジョン・チ

ェアパーソンあるいはキャビネット幹巾及び

（又は）会計として全期又は過半の期間務め

た者でなければならない。

(c) 上記のいずれも，同時に達成させることは

できない。

(4) 地区ガパナーとして全期または過半期間務め

てし、なし、0

(d) 地区ガパナー／第一又は第二副地区ガパナー空

席。本付則又は会則のもとに地区ガパナー職に空

席が生じた場合には，本項(e)に規定される通り，

残る任期について国際理事会がその空席を埋める

まで，第一目ll地区ガパナーが地区ガバナー代理と

して地区ガパナーと同じ任務を果たし同じ権限

を持つ。第一又は第二副地区ガパナー職に空席が

生じた場合には，地区（単一，準，複合）の会則

及び付則に従って補充される。

(e) 地区ガパナー空席補充手順。国際理事会は，選

出された地区ガパナーが会則の下に就任する時に

先立って，地区ガパナーを任命することができ，
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その場合に被任命者は，選出されたと同様に扱わ

れ，通常の監査規定が適用される。この任命を行

うに当たり， また本付則又は会MIJ(/）―ドに地区ガパ

ナー職の空席を埋めるにあたり，国際理4i会は，
地区ガパナー，前地区ガバナー，第一及び第二副

地区ガパナーのほか，地区内のグッドスタンディ

ング・ライオンズクラプのグッドスタンディング

会員である元国際会長，元国際理事，並びに尤地

区ガパナーの全員が出席の案内を受けた会議で採

決された推胤に拘束されないが，いかなる推胤も

考應する。この会議は，国際理事会の通達を受け

てから 15日以内に開かれる。前地区ガパナー，た

だし不可能な場合には任務遂行可能な最も近年の

尤地区ガパナーが，同会議出席の案内をその会議

の15Hiijまでに出し，議長として同会議をt宰す

る。議長は，会議の結果を 7H以内に国際理事会

に報告すると共に，会議の案内を出した証拠と出

席者の記録を提出する。会議出席の案内を受ける

狡格を持ち，会議に出席した会員は，地区ガパナ

ーの任命を受ける候補者となる 1人のライオンに

l票を投じることができる。

(f) 新地区のガパナー選挙。地区が初めて編成され

た場合，必要な最低限のグッドスタンディングの

クラプ数及び会員数に達した後の最初の地区大会

で，地区は地区ガパナーを選出することができ

る。ただし，本付則で定められる地区ガパナー候

補者の賓格は，そのような地区が設立されてから
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3年以上経つまで適用されず，正地区になる前の

地区のキャピネット構成員を務めたことを，その

資格の一部とみなすことができる。

第7項 同数得票。地区ガパナー又は第一及び第二副地区

ガパナーの選挙で同数得票となり，その地区会則及

び付則に他の規定がない場合には，標準地区会則及

び付則の中にある方法で解決する。

第8項 地区大会報告。各単一，準，複合の地区大会閉会

後60H以内に，それぞれの大会幹事は，大会議事録

を国際本部及び地区ガパナーに 1部ずつ提111しなけ

ればならない。また，地区内のクラプから文粛で要

請があった場合には，そのクラプにこれを交付しな

ければならない。会計年度終了後60日以内に，その

時点における地区キャピネット幹事兼会計又は協議

会幹事のいずれか該当者は，終了した会計年度の地

区（単一，準複合）の分類別収支明細書を，国際

本部，地区ガパナー，並びに各地区（単一，準，複

合）内のクラプ幹事に 1部ずつ送らなければならな

し、0

第10条地区役員の任務

第 1項複合地区協議会議長。複合地区協議会議長は，複

合地区の管理運営促進者である。いかなる行為も，

複合地区ガパナー協議会の権限，指示，監督に甚づ

くものとする。

ガパナー協議会との協力の下に協議会議長はド記

を行う。

(a) 本協会の目的を推進する。
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(b) 国際及び複合地区の方針，プログラム，イベン

トに関する情報伝達を支援する。

(c) ガパナー協議会が設定した複合地区の目標及び

長期計画を文料として記録し，それを入手できる

ようにする。

(d) 会議を開催し，協議会会議でのディスカッショ

ンを円滑に進める。

(e) 複合地［メ：大会を円滑に運営する。

(f) 地区ガパナー間の和と結束を作り出し深めるこ

とを目的として，国際理巾会又はガパナー協議会

によって始められた取り組みを支援する。

(g) 報告計を提出し複合地区会則及び付則で定めら

れる任務を遂行する。

(h)複合地区ガパナー協議会から割当てられる他の

管理運営の任務を果たす。

(i) 任務終（時には，複合地区の口座，資金，記録

の一切が後継者に速やかに引き渡されるように計

らう。

第 2項地区役員。次の者が地区役員となる。

(a) 地区ガパナー。本協会の国際役員として，又国

際理事会の全般的監督のもとに，所属地区におい

て国際協会を代表する。さらに，地区における最

高運営責任者として， リジョン・チェアパーソ

ン，ゾーン・チェアパーソン，キャピネット幹事

及び会計（又は幹事兼会計），その他単一地区又

は準地区の会則及び付則に定められるキャピネッ

ト構成員を直接指羽監腎する。具体的な任務は次
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のとおりである。

(I) 本協会の目的を推進する。

(2) 地区レベルのグローパル会員増強チームを監

督すると共に，他の地区役貝に対し，会員増強

及び新クラプ結成を積極的に支援するよう働き

かける。

(3) 地区レベルのグローパル指祁力育成チームを

監督すると共に，他の地区役員に対し， クラプ

及び地区レペルにおける指染力育成を梢極的に

支援するよう働きかける。

(4) ライオンズクラプ国際財団を支援かつ推進す

る。

(5) 地区大会，キャピネット会議及び地区のその

他会議に出席した場合には，その議長を務め

る。

(6) 国際理事会が要請するその他任務を遂行す

る。

(b) 第一副地区ガバナー。第一副地区ガパナーは，

地区ガパナーの指迎監督のもとに，地区ガパナー

の最高運営補佐役を務める。具体的な任務は次の

とおりである。

(I) 本協会の目的を推進する。

(2) 地区ガパナー・チームにおけるグローパル会

員増強チームとの主要連絡役を務め，地区にお

ける会員増強新クラプ結成，ならびに既存ク

ラプの成功を図る積極的役割を担う。

(3) 地区ガパナー，第二副地区ガバナー，および
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グローパル指芍｝）育成チームと協力し．地区全

体の指芍力育成計画を策定及び実施する。

(4) 地区ガパナー職に空席が生じた場合．その任

務と責任を果たすことができるよう．地区ガパ

ナーの任務を心得ておく。

(5) 地区ガパナーから割当てられる運営任務を果

たす。

(6) 国際理事会の要請および他の指示に従い．そ

の他の任務を遂行する。

(7) すべてのキャピネット会議に積極的に参加

し．地区ガパナー不在の際には．すべての会議

において議長を務める。

(8) 必要に応じてガパナー協議会会議に参加す

る。

(9) 地区予互作成に協力する。

(10) 翌年度にも継続される事項のすべてに積極的

に関与する。

(II) 地区ガパナーの要請に従って．適切な地区委

員会を監腎し．地区内クラプの長所及び弱点の

評価に関与する。

(c) 第二副地区ガパナー。第二副地区ガパナーは．

地区ガパナーの指芍監瞥のもとにある。具体的な

任務は次のとおりである。

(1) 本協会の目的を推進する。

(2) 地区ガパナー・チームにおけるグローパル指導

力育成チームとの主要連絡役を務め．効果的な指

導力育成の実施及び促進において．自ら積極的に

--76 -



＇ 

。

び

体

ず

「

す

加

在

め

的

委

の

ア

一

者

動

活

化

る

よ

全

こ

行

参

不

務

極

区

点

ェ

ナ

任

活

の

強

こ

ー

を

積

地

弱

チ

パ

責

の

長

プ

を

的

ナ

長

に

な

び

・

ガ

営

る

ン

員

ラ

。

サ

ぉ

区

果

遂

ー

て

切

及

ン

区

運

あ

ソ

委

ク

す

ヵ

＇

地

を

ペ

適

所

ョ

地

高

で

一

区

び

た

き

一

，

。

務

務

極

パ

議

働

ナ

し

る

任

積

ガ

て

す

，

長

ジ

，

最

り

パ

地

及

果

任

こ

パ

カ

す

る

他

こ

区

、

の

て

の

リ

は

の

お

ア

る

成

を

。

項

っ

プ

。

に

ン

と

。

ェ

す

結

割

員

ガ

協

施

れ

の

躙

馳

ぉ

役

区

と

実

ら

そ

会

眉

こ

区

地

ム

び

て

＇

一

し

る

事

従

ラ

ン

合

ョ

の

る

チ

命

プ

役

す

る

に

ク

ソ

場

ジ

次

す

・

任

ラ

的

っ

ツ

び

会

力

れ

請

内

一

た

リ

は

進

ン

の

ク

極

地

副

一

及

当

て

卜

第

議
ネ

及

の

協

さ

要

区

パ

れ

＇

務

推

―

一

新

禎

一

の

一

チ

定

割

ピ

他

第

強

策

ら

従

に

＇

増

を

か

に

一

て

に

続

の

地

。

ア

さ

に

任

を

ゾ

ナ

る

に

7

7

時

一

員

画

一

針

ャ

ナ

ペ

成

継

一

る

ェ

用

と

な

的

の

パ

。

け

強

＿

同

ナ

会

計

ナ

方

キ

パ

す

作

も

ナ

し

す

チ

活

も

的

目

内

ガ

る

お

増

と

パ

ル

強

パ

の

0‘

ガ

＇

算

こ

る

パ

腎

与

．

が

の

体

の

ン

区

す

に

貝

る

ガ

パ

増

ガ

会

て

区

は

予

度

す

ガ

監

関

ン

職

督

具

会

ョ

地

腎

内

会

す

区

一

員

区

協

ぺ

地

に

区

年

与

区

を

に

ヨ

ン

監

。

協

ジ

に

監

区

む

加

地

口

会

地

本

。

す

＇

際

。

地

翌

関

地

会

価

ジ

ソ

尊

る

本

リ

び

を

地

含

参

グ

の

る

し

の

る

に

員

評

リ

ー

指

な

並

動

を

③

い

⑥

⑥

切

⑧

⑨

パ

の

と

m
②

③

ゅ



(4) クラプ・レペルにおける指導者育成に積極的

役割を果たす。

(5) 地区役員マニュアル及びその他を通して国際

理事会が要求するその他任務を遂行する。

(e) ゾーン・チェアパーソン。地区ガパナー及び

（又は）リジョン・チェアパーソンの指尊監督の

もとに， ゾーンの最高運営責任者となる。具体的

な任務は次のとおりである。

(1) 本協会のH的を推進する。

(2) ゾーン内における地区ガバナー諮問委員会委

員長を務め，同委員長として同委貝会の定例会

議を招集する。

(3) 新クラプ結成を含む会員増強に積極的役割を

果たす。

(4) クラプ・レペルにおける指甜者育成に梢極的

役割を果たす。

(5) 地区役員マニュアル及びその他を通して国際

理事会が愛求するその他任務を遂行する。

(f) キャピネット幹事及びキャピネット会計（又は

幹事兼会計）。キャピネット幹事，キャピネット

会計，又はキャピネット幹事兼会計は，地区ガパ

ナーの監腎のもとに役目を果たす。具体的な任務

は次のとおりである。

(1) 本協会の目的を推進する。

(2) キャピネット幹事／会計マニュアル及びその

他を通して国際理事会が要求するその他の任務

を遂行する。
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(g) 他の地区キャピネット構成員。地区ガパナー(/)

監腎のもとに，国際理事会が要求する任務，並び

に会則及び付則並びに国際理事会方針に反しない

それぞれの単一，準複合地区の会則及び付則に

定められる任務を果たす。

第11条メンパー

第 1項 クラプ結成。ー・つ又は複数のライオンズクラプが

すでに存在する地域を含め，確定されたあらゆる地

理的領域において，地区ガパナーの同意及び（又

は）国際理事会の承認により，クラプを結成するこ

とができる。一つ又は複数のクラプが結成される地

域は，上記規定に従って変更されることがある。

第 2項 クラプ名称。各クラプは，そのクラプが所在する

確定された地理的領域の名称をもって認識される。

そのような地理的領域にクラプが二つ以上ある場合

には，各クラプは区別するための名称をつけ加えな

ければならない。

第 3項 申請手順。いかなるグループ，クラプ，集合も，

国際理事会がその理事会方針書で指定する方法で，

ライオンズクラプ認証状を本協会に申請することが

できる。

第 4項 クラプの責務。各クラプは，グッドスタンディン

グを保つためにード記を行う。

(a) ここに他の規定がある場合を除き，国際会牲，

地区（単一，準複合）会費，並びにクラプ運営

に必要な経特など，最少限の年間会費を会員から

徴収する。
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(b) 国際理，_li会が要求する定期報告書を協会事務局

に提出する。

(c) 会則及び付則，並びに国際理事会の方針に従

う。

(d) 国際理li会の方針で随時定められるクラプ紛争

処理手順に従って． クラプ・レペルで起こる紛争

の解決に努める。

第 5項 ステータスクオ／認証状取消し。本協会への義務

を怠ったクラプは，国際理事会の判断により，地区

ガパナーとの協議の上，ステータスクオ・クラプと

されるか，又は認証状が取消されることがある。ス

テータスクオになったクラプは，同理事会がその処

理を最終的に決定するまで，あらゆる権利と特権を

喪失する。

第6項 クラプ脱退。いかなる正クラプも，本協会から脱

退することができる。脱退は国際理事会により承認

された際に布効となる。ただし，クラプがすべての

負債を支払い， クラプの賓金及び財産を適切に処分

L，認証状を返却し，本協会の「ライオンズ」名

称，紋衣，並びに他のマークの使用権をすぺて放棄

するまで，国際理9μ会は脱退の承認を保留すること

がある。

第 7項種別。ライオンズクラプの個々の会員は，クラプ

理ギ会の承認の下に，次の種類に分類される。正会

貝，賛助会貝，準会員，名脊会員，終身会員，不在

会員あるいは優待会Uである。

それぞれの種別は，国際理事会の方針に従って定
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められる権利，特権，義務を有する。いかなる種別

の会員も，ライオンズクラプが定める会牧を支払い

（クラプが会校を払う名脊会員を除く），地域社会内

でライオンズクラプの良い印象を与えるような五動

をしなければならない。終身会員の場合には，将来

の国際会費の代わりに 1回だけ， us$650を支払わ

なければならず， この地位は国際理事会の方針に従

って承認される。元国際会長は全員，会長の任期が

終了した際に，会費支払いも承認も必要とされずに

終身会員の地位に就く。

第 8項 二重クラプ会員籍。名抒会員又は準会Uを除い

て，いかなる会員も同時に二つ以l：のライオンズク

ラプの会員になることはできない。

第12条入会金及び会喪

第 1項 会員報告。各正クラプは，すぺての新会u(/）氏名

を，国際理事会が定める方法で，その期限内に国際

本部に報告し，国際理事会が定める通りに，各新会

員の入会金を納入しなければならない。

第 2項会費。

(a) 半期分国際会費として米ドルによる21ドル50

セント (US$21.50) が， 6月と 12月の会員報告

書に示される各クラプの会員数に甚づいてクラプ

の各会員に課され，各クラプは国際理事会が定め

るとおりにこれを国際本部に支払うものとする。

ただし，本項(b)および(c)に規定される場合を除

く。
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2023年 7月1日を発行日として，「21ドル50

セント (US$21.50)」との語句を削除し，「23

ドル (US$23.00)」との語句に差し替える。

2024年 7月 1日を発行日として，「23ドル

(US$23.00)」との語句を削除し，「24ドル

(US$24.00)」との語句に差し替える。

2025年 7月 1Hを発行 Hとして，「24ドル

(US$24.00)」との語句を削除し，「25ドル

(US$25.00)」との語句に差し替える。

(b) 国際理事会が承認した家族会員プログラムに

対しては，下記の会牲が適用される。

(I) 家族員 1人目の会員は，上記の(a)で規定さ

れる金額を半期分国際会牲として支払う。

(2) 有資格の家族員 2人H以降の会員 (1世帯

につき， h資格者を 4人まで迫加可能）は，上

記(b)(l)で規定される家族員 1人目の会員が支払

う合計金額の 2分の 1に相当する金額を半期分

国際会牲として支払う。

(c) 国際理4t会が承認した学生会員プログラムに

おいて，その適用対象となる学生会員は，上記

(a)で規定される会代合計額の 2分の 1に相当す

る金額を半期分国際会代として支払う。

(d) ライオンズクラプは，スポンサーしている各

レオクラプにつき，国際理事会が定める額によ

る年間納人金を，国際理巾会が定める時期に支

払わなければならない。
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第 3項 延滞金利。国際理事会には，理事会が定める滞納

クラプロ座残高に対して，法律で許される最高額を

超えない率で，理事会が随時定める延滞金利を課す

権限が与えられる。

第13条議事規則と手順

(a) 会則及び付則，それぞれの地区（単一，準，複

合）又はクラプの会則及び付則，会議のために採

用された規則，あるいは地元の法令又は一般恨例

で定められていない限り，本協会，国際理事会，

又はその管轄下の委員会，地区（単一，準，複

合）又は組織，あるいはその管轄下の委員会，並

びにライオンズクラプ又は組織，あるいはその管

轄下の委員会の会合又は決議に関連して生じる進

行又は手順の問題はいかなるものも，時折改訂さ

れるロパート議事規則最新版に従って処理する。

(b) 国際理事会は，会則及び付則の規定，国際理事

会方針，あるいは地区（単一，準複合）レペル

又は国際レベルで起こる問題に関する苦情，紛

争，又は要求の審理手順を，随時制定する権限を

持つ。

(c) 協会の会員は，苦情，紛争，又は要求の処理を

同手順の規定に沿って迫求し，その裁決に従うこ

とに同意しなければならない。

(d) 各地区は，随時改正される会則及び付則並びに

理事会の方針に反しない会則及び付則を採択しな

ければならない。そのようなすぺての地区会則及

び付則は，ライオンズクラプ国際協会が法人組織
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化された州で有効となっている法律に甚づく解釈

に従わなければならない。

第14条 改正

第 1項 改正手順。本付則は，国際大会においてのみ，そ

の年次大会で会則及び付則委貝会から提出された改

IF案が，同大会で投票した賓格証明済み代議員の過

半数の賛成投票で採決された場合，改正される。改

正案は，下記二つの方法の・•つで承認されない限

り，大会に提出されない。

(a) 国際理事会が承認した，又は，

(b) 投票用紙に載せるために改．II今．．案が国際理事会に

提出される会計年度 7月1H現在の国際協会クラ

プ会員数合計の51％以上の会員を代表する単一及

び（又は）複合地lメ••(/）大会決議で採用された。

第 2項 通知。改正案はいずれも、改正案の投票が行われ

る大会の少なくとも3011前に，ライオン誌又は本協

会の他の公式出版物に掲載されなければならない。

第 3項 施行日。会則及び付則は，改正案で後の有効日が

表示されない限り， これが採用された国際大会の閉

会時から打効になる。
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別紙Aー会員種別 理事会方針書第17章A項3

ライオンズクラプの会員は次のように分類される。

a.正会員 クラプ，地区，または国際協会の役職に立

候補する賓格（ただし資格要件を満たしている場

合）と，会員の投票を要するあらゆる事項に対する

投票権を持つ会員。義務には，速やかな会牲納人，

クラプ活動参加，並びに地域社会に対してクラプの

良い印象を与えるような言動が含まれる。この種類

の会員は， クラプ代議員数算出の対象となる。

b.不在会員 クラプ所在地から転出したクラプ会貝又

は健康上の理由やその他の正当な理由により規則正

しくクラプの会合に出席することが不可能な会員

で， クラプにとどまることを希望 L, これをクラプ

理事会が適当と認めた者。不在会員の賓格は 6ヵ月

ごとにクラプ理事会で再検討されるものとする。不

在会員は役職に就くことも，地区又は国際の大会又

は会合において投票することもできないが， クラプ

が課す会抒を納入しなければならない。その会投に

は地区及び国際の会費が含まれる。この種類の会員

は，クラプの代議員数算出の対象となる。＇

C. 名誉会員 そのクラプの会員以外の者で，ライオン

ズクラプが奉仕をする地域社会のために著しい貢献

をし，クラプが名誉会員の称号を与えることを希望

した者。クラプは，名誉会員の入会金，地区会費，

及び国際会費を支払う。名誉会員は会合に出席でき

るが，正会員が持つ特権を持たない。この種類の会

員は， クラプの代議員数算出の対象とはならない。
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d. 優待会員 15年以上クラプ会員であって，病気，老

齢その他クラプ理事会の認める正当な理由により正

会員であることを放棄した者。優待会員はクラプが

課す会費を納入しなければならない。その会費には

地区会費及び国際会費が含まれる。優待会員は投票

権を持つほか，会員としての他のいかなる特権も持

つが， クラプ，地区，又は国際協会の役員職に就く

ことはできない。この種類の会員は， クラプの代議

員数算出の対象となる。

e. 終身会員 20年以上ライオンズ正会員であり，かつ

所属クラプ，その地域社会，あるいは国際協会に対

する会員としての功績が著しい者，又は，重病人，

あるいは15年以上正会員であり，かつ少なくとも70

歳に達している者は，次の手続によってクラプの終

身会員となることができる。

(1) 所属クラプが協会に推鷹，

(2) 今後の国際会費全額の代わりに US$650もし

くは現地通貨による US$650相当額を所属クラ

プが納入，及び

クラプは，終身会員に対してクラプが適当と見な

す額の会費を課すことができる。

終身会員には，正会員としての義務を遂行する限

りにおいて，正会員に与えられるすべての特権が与

えられる。

終身会員が移転を希望し，かつ他のクラプから招

請を受けて転籍した場合，自動的に転籍先クラプの

終身会員となる。
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この種類の会員は， クラプの代議員数算出の対象

となる。

f.準会員 他のライオンズクラプに主な会員籍を持つ

が．このクラプが奉仕する地域社会に住居を持つ

か，就職している会員である。準会員の地位は， ク

ラプ理事会の招請によって与えられるもので，毎年

考察を受ける。クラプは，月例会員報告書で準会員

を報告することはできない。

準会員は，出席している会議においてクラプ事項

に対する投票権を持つが．準会員となっているクラ

プを代表して．地区（単一．準，暫定．及び／又は

複合）大会又は国際大会の代議員になることはでき

ない。この会員は，準会員となっているクラプを通

して．クラプ，地区，又は国際の役貝職に就くこと

ができないし．地区，複合．又は国際の委員会への

任命を受けることもできない。準会員から地区（単

-．準．暫定，及び／又は複合）会費及び国際会費

を徴収することはできない。ただし．クラプは妥当

と思う会費を準会員から徴収することができる。こ

の種類の会員は，クラプの代議員数尊出の対象とは

ならない。

g.賛助会員 現在のところ．クラプの正会員として全

面的に活動できないが，クラプとその奉仕活動を支

持しており，クラプヘの賛助を希望する地域社会の

優れた人物である。この地位は． クラプ理事会の招

請によって与えられる。

賛助会員は，出席している会議においてクラプ事
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項に対する投票権を持つが， クラブを代表して，地

区（単一，準，暫定，及び／又は複合）大会又は国

際大会の代議員になることはできない。

この会員はクラプ，地区，又は国際の役員職に就

くことも，地区，複合，又は国際の委員会への任命

を受けることもできない。賛助会員は，地区会費，

国際会費，その他クラプが課す会喪を払わなければ

ならない。この種類の会員は， クラプの代議員数算

出の対象となる。

編集註：国際協会ウェプサイトに掲載された国際会則及び付則

(2021年6月2911改定）を底本として原稿を作成しているが．国際理

事会方針1t第17:'l;l:A項 3については． 2021年10月31LI改訂版の日本

語闘訳を採用している。また． 2022年6月281」第104回モントリオー

ル国際大会で，過半数得票により国際会代の値上げが可決承認され

た。 3年に亘って合計 7ドルの値上げとなる。つまり．現行の国際

会費半期分21.5ドル（年43ドル）が， 2023年 7月）口より半期分23

ドル（年46ドル）に． 2024年 7月1Hより1,:l01分24ドル（年48ドル）

に， 202!i年 7)］1Hより半期分25ドル（年50ドル）となる。
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標準版クラプ会則及び付則
2022年6月23日改定

会則及び付則

ライオンズクラプはライオンズクラブ国際協

会のチャーターを受け，その管轄下におかれる。

ライオンズクラプは，この標準版をクラプの会則及び付則として採択

するよう，奨励される。クラプがこれを採択したら直ちに，幹事は，こ

の会則及び付則を永久的な記録として保管する。独自の会則及び付則を

採択しなかったいかなるクラプの運営に対しても，標準版クラプ会則及

び付則並びにその改正が完全に効力を有し，それを統治する。

国際会則及び付則との整合性があり，個々のクラブの会則及び付則に

は定められていないが，標準版ライオンズクラプ会則及び付則に定めら

れているクラプの運営事項はすぺて，標準版ライオンズクラプ会則及び

付則にある規定に準拠しなければならないことを，国際理事会は方針と

してここに宜首する。
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標準版クラプ会則

第 1条名称

本クラプは ライオンズクラプと称し，

ライオンズクラプ国際協会（以下，国際協会という）

のチャーターを受け，その管轄ドにおかれる。

第2条目的

本クラプ(/)「l的は．次の通りである。

(a) 世界の人びととの間に相互理解の精神をつちかい

発展させる。

(b) よい施政とよい公民の原則を裔楊する。

(c) 地域社会の生活．文化，福祉および公徳心の,,.,J上

に梢極的l具l心を示す。

(d) 友情，親善，相互理解(/)ぎずなによって会HIi11の
融和をはかる。

(e) 一般に関心のあるすべての問題を自山に討論でき

る場を設ける。ただし政党．宗派の問題をクラプ

会員は討論してはならない。

(f) 奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに

社会に奉仕するようはげまし， また，商棠，」．．業，

専門職業．公共事業および個人小業の能率化をはか

り．道徳的水準をさらに高める。

第3条会員

第 1項 クラプ会員となる資格。袴良な徳性の持七で，

地域社会において声望のある成人は．付則第 1条の

規定に従い．本クラプの会員になる資格を持つ。本
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会則及び付則に，男性を表す用語が用いられている

場合はすぺて，男性と女性の両者を意味するも(/)と

解釈する。

第 2項 入会招請。本ライオンズクラプヘの入会は，招

語のみによる。招請推薦は，スポンサーとなるグッ

ドスタンディングの会員が行うものとし，会員委員

長またはクラプ幹事に提出しなければならない。会

貝委員会が検討した上で，会員委員長または幹事は

この推脱苔を理事会に提出する。理事会の過半数の

承認を得た場合に，新会員候補者は入会招請を受け

て本クラプの会員となることができる。必要事瑣と

署名がきちんと記入された所定の会員用紙を入会1~

及び会特と共に幹事が受け取るまでは，会員候補者

が国際協会に報告されてはならないし，ライオンズ

会員として協会から正式に認められない。

第 3項会員資格の喪失。正当な理由に対して理¥会全

構成員の 3分の 2の賛成投票があれば，会員を除名

することができる。クラプからの除名と同時に，あ

らゆる「ライオンズ」という名称，紋章その他クラ

プと国際協会の有する標章を使用する権利も喪失す

る。クラプは，国際会則及び付則と理事会方針の規

定に違反するとみなされる行為を行い，国際協会に

よりライオンとしてあるまじきとされた会員を除名

すべきであり，これを行わないことはクラプ解散処

分にあたる。

第4条 紋章，色，スローガン及びモットー

第 1項 紋章。本協会及び正クラプの紋章は，下記の通
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りである。

第 2項 名称及び紋章の使用。協会の名称，紋章，その

他の標識の使用は，付則に随時定められる甚準の通

りである。

第 3項 色。本協会及び正クラプの色は，紫色及び金色

である。

第 4項 スローガン。本協会のスローガンは，「Liberty,

Intelligence, Our Nation's Safety（自由を守り，知

性を重んじ，われわれの国の安全をはかる）」であ

る。

第 5項 モットー。本クラプのモットーは，「WeServe 

（われわれは奉仕する）」である。

第5条優越性

地区（単一，準，複合）及び国際会則及び付則と

ライオンズクラプ国際協会の方針に抵触することな

くクラプがこれを改正した場合を除き， クラプは標

準版クラプ会則及び付則に準拠するものとする。ク

ラプの会則及び付則と地区（単一・，準，複合）会則

及び付則の規定の間に抵触または矛盾が存する場合

はいかなる場合も当該地区（単．ー，準，複合）会則

及び付則に準拠するものとする。さらに，クラプの
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会則及び付則と国際会則及び付則の規定または理事

会方針の間に抵触または矛盾が存する場合は，いか

なる場合も国際会則及び付則と埋事会方針に準拠す

るものとする。

第6条 クラプの大きさ

ライオンズクラプは， クラプ結成認証状を受ける

ために必要な最低会貝数である20人の会員維持に努

める。

第7条役員

第 1項役員。会長，前会長，副会長，幹事，会計，奉

仕委員長，マーケティング委員長，会員委員長を，

本クラプの役員とする。

第2項解任。本クラプのいかなる役員も，正当な理由

があれば，全会員の 3分の 2の賛成投票によって解

任することができる。

第8条理事会

第 1項 構成員。理事会の構成員は，クラプ役員，ライ

オン・テーマー（任意），テール・ツイスター（任

意），クラプ LCIFコーディネーター，プログラ

ム・コーディネーター，安全管理担当役員（任意），

指名された場合には支部会長，並びに選出されたそ

の他の全理事及び／又は委員長である。

第2項 定足数。理事会のいかなる会議においても，構

成員の過半数の出席をもって定足数に達したとみな

される。他に特に規定される場合を除き，理事会の

会議に出席した構成員の過半数の決議は，理事会全

体の決議となる。
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第3項 任務及び権限。本会則及び付則で他に規定され

た任務及び権限に加えて．理事会は下記の任務及び

権限を持つ。

(a) 理事会は本クラプの執行機関であり．各役員を通

し． クラプに承認された方針を履行する責任を持

つ。本クラプの新しい企画及び方針は．まず理事会

が検討し形成した上， クラプ例会又は特別会合で提

案され．会員の承認を受けなければならない。

(b) すぺての支出には．理1i会の承認を必要とする。

理事会は．本クラプの現収人を超過する負債を負っ

てはならない。また． クラプが承認した企画及び方

針に反する目的のためにクラプ賓金の支払を承認し

てはならない。

(c) 理事会は．本クラプ役員の決断を修正あるいは撤

回する権限を持つ。

(d) 理事会は．年 1回または必要と認めた時は更に頻

繁に．本クラプの会計及び運営の記録の監査を受け

る。また．本クラプの役貝．委員会，あるいは会員

によるクラプ資金の扱いについて会計報告を要求す

る，又は監査を受けることができる。

本クラプのグッドスタンディングの会員は，要請

すれば．妥当な日時に妥当な場所で上記監査又は会

計状況を検査することができる。

(e) 理事会は財務委員会の推脳を受けて．本クラプ資

金を預金する銀行を指定する。

(f) 理事会は．本クラプ役員の任務遂行を保証するた

めの担保を定める。
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(g) 理事会は，事業を行って一般人から資金を果めた

場合には，その事業の収益を本クラプの運営のため

に費やすことを承認したり許可してはならない。

(h) 理事会は，すぺての新企画及び方針をそれぞれ担

当の常設委員会又は特別委員会に委託し，提言を求

める。

(i) 理事会は，一般に認められる会計法に従って，少

なくとも二つの分,,個の資金を設ける。一つの賓金

は，会費テール・ツイスターのファイン，その他

クラプ内で集めた運営牲を記録するためのものであ

る。二つ目は公衆の協力を求めて集めた事業浴金又

は公共資金を記録するために設けるものである。こ

のような資金の支出は，本条(g)項に厳密に従って行

われるものとする。

第 9条 国際大会及び地区の大会への代議員

第 1項 国際大会に代議員を派遣する権利。国際協会は

大会に参加するライオンズクラプによって統治され

るので，協会の諸事項に関して本クラプが発言でき

るよう，本クラプは，協会の年次大会に代議員を派

逍するのに必要な経費を支払う権利を持つ。本クラ

プは，大会開催前月 1日現在の国際協会の記録に基

づき，会員数25人ごと並びにその過半の端数につい

て，代議員及び補欠代議員を 1人ずつ，国際協会の

いかなる大会にも派逍する権利を持つ。ただし本ク

ラプは，代議員及び補欠代議員を少なくとも最低 l

人，派逍する権利を持つ。本項にある過半の端数と

は， 13人以上の会員数である。
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第 2項 地区／複合地区の大会に代議員を派遣する権

利。地区に関する事項は地区（単一，準，複合）大

会に提出され採用されるので，本クラプは，そのよ

うな大会に割当てられた数の代議員を全員派遣する

と共に，その大会に出席する代議員のために必要な

経代を支払う権利を持つ。本クラプは，大会開催前

月1日現在の国際協会の記録に基づき，少なくとも

1年と 1日クラプに在籍している会員数10人ごと並

びにその過半の端数について，代議員及び補欠代議

員を 1人ずつ，その地区（単一，準及び複合）の各

年次大会に派逍する権限を持つ。ただし，本クラプ

は，代議員及び補欠代議員を少なくとも最低 1人，

派遣する権利を持つ。賓格を証明され出席している

代議員は，大会で選ばれる各役員につき l栗を， ま

た大会に提出された各議題について 1票を，いずれ

も本人の意思に甚づいて投ずる権利を持つ。本項に

ある過半の端数とは， 5人以上の会員数である。

第 3項 クラプ代議員及び補欠代議員の選出。理事会ま

たは理事会により委任を受けた委員会は， クラプ会

員の承認の下に，地区大会（単一又は準），複合地

区大会，国際大会に派逍する代議員及び補欠代議員

を選び，任命する。有賓格の代議員はグッドスタン

ディングのクラプ会員で， この会則及び付則の別紙

Aにある会員種別表に示された会員の権利と特権に

おいて必要な投票権を有していなければならない。

第10条 クラプ支部プログラム

第 1項 支部編成。事情があって正クラプ結成をサポー
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トできない場合，その地域にライオニズムを広めら

れるよう， クラプは支部を編成することができる。

支部は，親クラプの一つの付設組織として会合し，

支部の地域社会において奉仕活動を行うものとす

る。

第2項 親クラプにおける会員籍。支部会員は，親クラ

プの会員として認められる D 会員は，付則第 1条に

記されている会員種別のうちの一つに分類される。

第3項 資金獲得。支部が公衆に協力を求めて集めた活

動汽金又は公共福祉のための金銭は，そのような目

的を記録するために設けられた賓金口座に保管され

なければならない。別に具体的に指定されない限

り，この資金は支部のある地域社会で使用されなけ

ればならない。クラプ支部理事会は，手形に連署す

る権限を，親クラプ会計に与えることができる。

第4項 クラプ支部の資金。クラプ支部が解散する場合

には，支部に残っている資金はすぺて親クラプに戻

されるものとする。クラプ支部が新たに正クラプと

して変換する場合には， クラプ支部用に残っている

賓金はすべて，この新クラプ用に振り替えられるも

のとする。

第5項解散。支部は，親クラプ全会員の過半数による

賛成投票で解散できる。

第11条クラプ資金

第 1項事業（活動）資金。公衆から集めた資金は公衆

のための使用に帰されるぺきであり， これは公衆か

ら集めた資金を投資した結果得た行金にもあてはま
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る。事業資金から拠出してよい唯一の例外は．資金

獲得活動を行うための直接経特のみである。同賓金

への利子として獲得した賓金もまた，公衆のための

使用に帰されなければならない。

第 2項 運営資金。運背賓金には．会費，テール・ツイ

スターのファイン．その他の寄付などクラプ会Uか

ら集めた資金が充てられる。

第12条改正

第 1項 改正手順。理事会があらかじめ改正の必要を認

めた場合，本クラプのいかなる例会又は特別会合に

おいても，定足数の出席者があれば，投票した会員

の3分の 2の賛成投票によって．本会則を改正する

ことができる。

第 2項 通知。改正案に対する梨決は．改正案を説明す

る文書による通知が．漿決を行う会合の暦」：少なく

とも14日前までに本クラプの各会員に郵便又はウェ

プサイトや電子メール等の手段により公表される

か，又は直接届けられない限り，行われない。
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い貢献をし． クラプが名誉会員の称号を与えるこ

とを希望した者。クラプは，名誉会員の入会金，

地区会費及び国際会費を支払う。名脊会員は会

合に出席できるが，正会員が持つ特権を持たな

い。この種類の会員は．クラプ代議員数算出の対

象とならない。

(d) 優待会員： 15年以上クラプ会員であって．病

気老齢その他クラプ理事会の認める正当な理由

により正会員であることを放棄した者。優待会員

はクラプが課す会費を納入しなければならない。

その会費には地区会費及び国際会喪が含まれる。

優待会員は投票権を持つほか．会員としての他の

いかなる特権も持つが．クラプ，地区，又は国際

の役員職に就くことはできない。この種類の会員

は．クラブ代議員数算出の対象となる。

(e) 終身会員： 20年以上ライオンズ正会員であり，

かつ所属クラプ．その地域社会．あるいは国際協

会に対する会員としての功績が著しい者．又は，

重病人．あるいは15年以上正会員であり．かつ少

なくとも70歳に達している者は，次の手続によっ

てクラプの終身会員となることができる。

(I) 所属クラプが協会に推薦，

(2) 今後の国際会費全額の代わりに us$650も

しくは現地通貨による us$650相当額を所属

クラプが納入．及び

クラプは，終身会員に対してクラプが適当と見

なす額の会費を課すことができる。
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(g) 賛助会員：現在のところ，クラプの正会員とし

て全面的に活動できないが，クラプとその奉仕活

動を支持しており， クラプヘの賛助を希望する地

域社会の優れた人物である。この地位は， クラプ

理事会の招請によって与えられる。

賛助会員は， Ili席している会議においてクラプ

事項に対する投票権を持つが，クラプを代表し

て，地区（単一，準 '1町定，及び／又は複合）大

会又は国際大会の代議員になることはできない。

この会員はクラプ，地区，又は国際の役員職に

就くことも，地区，複合，又は国際の委員会への

任命を受けることもできない。賛助会貝は，地区

会費，国際会費，その他クラプが課す会役を払わ

なければならない。この種類の会員は．クラプ代

議員数算出の対象となる。

第 2項 グッドスタンディング。幹事から文書による通

知を受けてから30日以内に，本クラプに対する負偵

を支払わない会員は，その全額を支払うまで，グッ

ドスタンディングの会員ではなくなる。グッドスタ

ンディングの会員だけが，投票権を行使することが

でき，役員になることができる。

第 3項 二重クラプ会員籍。名脊会員又は準会員を除い

て，いかなる会員も同時に本クラプ及び他のライオ

ンズクラプの会員になることはできない。

第4項退会。いかなる会員もクラプから退会すること

ができ，退会は，理_~U会がそれを認めた時に有効と

なる。ただし．その会員が未納金をすべて支払い，
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クラプ惰金及び財産をクラプに返却するまで，理巾

会は退会の承認を保留することができる。本クラプ

及び協会の「ライオンズ」という名称，紋京，その

他の標識を使用するすぺての権利は，会員籍が取り

消された時点で消滅する。

第5項 再入会。グッドスタンディングで退会した会員

は誰でも，クラプ理事会が再入会を認めることがで

き，合計年数のライオンズ奉仕歴の一部として以前

のライオンズ奉仕歴を記録に維持することができ

る。退会していた期間が12カ月を超える場合には，会

則第 3条第 2項の規定に従った承認が必要となる。

第6項転籍。本クラプは，転籍要請時に会員がグッド

スタンディングであることを条件に，他のクラプを

退会したか退会予定の者の転籍を認めることができ

る。前クラプ退会と転籍会員用書式又は会員カード

提出の間が12カ月を超える場合には，会則第 3条

第 2項の規定によってのみ，本クラプに入会でき

る。このクラプから他のクラプヘの転籍を希望する

会員は，クラプ幹事により作成された転籍会員用書

式を提出しなければならない。幹事は，理事会が当

該会員の転籍を会牲等の未払いやクラプ資金または

財産の返済・返却がされないために保留としている

場合を除ぎ，遅滞なく転籍会員用書式を記入する義

務を負う。

第7項 不払い。幹事は，文書による幹事からの請求を

受けてから60H以内に本クラプに対する負梢を支払

わない会員の氏名を理事会に提出しなければなら
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ない。理事会は，その会員を除名するか会員として

維持するか決める。

第8項 出席及び参加。クラプふその会合及び活動へ

の定期参加を奨励する。

第2条選挙及び空席補充

本クラプの役員は，前会長を除き，選挙で選ばれる。

第 1項年次選挙。理事を除くすぺての役員及び理事会

構成員は，本条 7及び 8項の規定に従って毎年選出

され， 7月 1日に就任する，任期は 7月1日から 1

年間又は後任者が選出されて就任するまでとする。

幹事は，選挙後15日以内に速やかに選出された役

員を国際協会に報告しなければならない。

第2項 理事選出。理事は半数ずつ毎年選出され，任期

は，選挙直後の 7月1Hから 2年間又は後任者が選

出されて就任するまでとする。ただし，本会則採用

後の第 1回選挙では， 2年任期及び 1年任期の理事

をそれぞれ半数ずつ選出する。

第3項 役員になるための資格。グッドスタンディング

の正会員以外は誰も，本クラプの役員になることは

できない。

第4項 指名委員会。会長は指名委員会を任命する。同

委員会は，各役員の候補者名を指名会でクラプに提

出する。指名会の席上でも，次年度のすべての役職

に対する候補者を指名推脱することができる。

第5項 指名会。指名会は毎年 3月，もしくは理事会の

決定に従い，理*会が定める日時及び場所において

開かれるものとする。開催通知は，文書，電子メー
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第 9項 就任できない候補者。指名会から選粘会の間

に，指名された候補者が何らかの理由で役員就任不

可能になり．その他に推載された候補者がいない場

合には，指名委H会が追加の候補者名を選挙会で提

出する。

第10項 欠員。会長又は副会長が何らかの理由により欠

員となった場合は，副会長が順位に従って昇格す

る。この昇格規定によっても会長職あるいは副会長

職が補充されない楊合は．理事会が直ちに特別選挙

会を招集する。理1且会はその日時及び場所を決定

し．暦上の14H Iliiまでにグッドスタンディングの各

会員に会長職を補充する選挙が行われる旨通知す

る。

その他の役職に欠Uが生じた場合は，理1i会がそ

の役職に残る任期の後任者を任命することがでぎ

る。

理事に欠員が生じ．理事会の定足数を満たすこと

ができなくなった場合は．クラプ会員は．あらかじ

め通知した卜で例会における選挙によって空席を補

充する権限を持つ。通知の方法は下記II項に準ず

る。通知は残りの役員又は理事がするが．役員が残

っていない場合はいずれの会員が行ってもよい。

第11項 次期役員の交代。役員に選出された者が．任期

の始まる前に何らかの理由で就任不可能になった

り．あるいは就任を拒否した場合は．会長はその役

職を補充するため．特別指名会及び選挙会を招集す

ることができる。肝l．．の14日Hiiまでにその会の目
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的， H時及び場所を記載した通知苔を各会員に送付

する。選挙は指名締め切り後直ちに行うものとし，

最贔得票者を当選者とする。

第 3条役員の任務

第 1項 会長。本役職の責務は次の通りである。

(a) 本クラプの最高執行役員を務める。

(b) 本クラプの理事会のすべての会合を主宰する。

(c) クラプ・グローパル・アクション・チームのフ

ァシリテーターを務め，以下を確実にする。

(I) 適格なライオン・リーダーが選出され， クラ

プ奉仕委員長， クラプ会員委員長， クラプ副会

長（指導力育成委員長を兼任）の役職に就くよ

うにする。

(2) 定期的に会議を行いグローパル・アクショ

ン・チームにより企画された取り込みを検討し

進める。

(3) 地区グローパル・アクション・チーム及び他

のクラプ会長と連携し，人道奉11:(/）拡大，指羽

カ育成，会員増強に重点を闘いた取り組みを推

し進める。

(d) クラプ役員及び委員会委員長と連携し， クラプ

理4i会により提示及び承認された会貝増強，地域

関与，運営向上，人道的奉仕遂行に向けた計画を

実行する。

(c) 本クラプの理事会会議及び定例会議並びに臨時

会議を招集する。

(f) 常設委員会及び特別委員会を任命し，委員長と
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協力して各委員会がその役割をきちんと果たし，

報告するようにする。

(g) 選挙日が決められ，その通知が出され，選挙が

行われることを確認する。

(h) クラプが現地の法律に従って運営しているよう

にする。

(i) クラプ運営の適切な管理を確実にするぺく，す

べてのクラプ役員及び会員がクラプ会則及び付則

と国際会則及び付則を遵守するよう計らう。

(j) 外交的な対応を奨励し，必要であれば，紛争処

理手順を用いて公明正大な方法で対立を解消す

る。

(k) 本クラプが所属するゾーンの地区ガパナー諮問

委員会の正規構成員となる。

(I) 副会長のメンター役を務め，効果的なリーダー

シップの継続を確実なものにする。

第2項前会長。他の元会長とともに，クラプ会長及び

副会長のメンター役を務める。また，他のライオン

がこの職に任命される場合を除き，前会長はクラプ

LCIFコーディネーターを務める。

第3項 第一副会長。本役職の責務は次の通りである。

(a) 第一副会長の任期中，クラプ活性化のための年

次調査を実施するとともにクラプ役員（特にクラ

プのグローパル・アクション・チームのメンパ

ー）及び他の委員会委員長と連携して，会長とし

ての任期中にクラプ理事会により提示及び承認さ

れる会員増強，地域関与，人道奉仕遂行に向けた
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計画を策定する。

(b) クラプのグローパル・アクション・チームの重

要なメンパーとしてクラプ指導力育成委員長を務

め．指導力育成委員会の他のメンパーとともに以

下を行う。

(1) クラプ会員委員長と協力して，新会員に効果

的なオリエンテーションが実施されるように図

り．地区複合地区，およびライオンズクラプ

国際協会内でクラプがどのように運営されるか

を新会員が理解できるようにする。

(2) 現および／または次期クラプ役員が．地区や

ライオンズ学習センター (LLC) を通じて提供

される研修を受けるようにする。

(3) 研修の必要性，新リーダー候補者名． クラプ

の会員が出席する指迎力育成行事について．地

区グローパル指染力育成コーディネーターに伝

える。

(4) リーダー候補者を特定し，将来のリーダーと

してのその成長を促す。

(5) 地区，複合地区．ライオンズクラプ国際協会

が開催する指荘力育成研修への参加を会員に奨

励する。

(c) 会員維持において軍要な役割を果たすととも

に．クラプ運営の改善に向け会員の満足度を調ペ

意見等を活用することにより．確実に組織を向上

させる。

(d) 地区の活動やイベントにおけるクラプの役割を
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理解する。

(e) 他のクラプの役Uとのネットワークを築き， ク

ラプに応用可能なアイデアを得る。

(f) 指導力育成，会U増加，人道奉仕の拡大をサポ

ートする地区複合地区の取り組みについて知識

を深める。

(g) 本クラプが所屈するゾーンの地区ガパナー諮問

委員会の正規構成Uとなる。

(h) 会長が何らかの理巾でその任務を遂行できない

場合には，副会長が順位に従ってその職に就き，

会長と同じ権限をもってその任務を果たす。

(i) 会長から割り‘りてられた本クラプの各委員会の

活動を監腎する。

第4項 副会長。会長が何らかの理由で任務を遂行でき

ない場合には，副会長が順位に従ってその役に就

き，会長と同じ権限をもってその任務を果たす。各

副会長は，会長の指揮の下に，会長が割り当てた委

員会の活動を監督する。

第 5項 幹事。幹1iは，会長及び理事会の指羽監督の下

に， クラプが所属する地区（単一又は準，及び複

合）並びに国際協会と， クラプとの間の連絡係を務

める。本役職の討務は次の通りである。

(a) 国際理事会が要求する情報を記入した月例報告

及びその他の報告を，国際本部に提出する。

(b) 地区ガパナーのキャピネットが要求する報告書

を，同キャピネットに提出する。

(c) クラプが所属するゾーンの地区ガパナー諮問委
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る。

(b) 会員増強の取り組みについて地区グローパル・

アクション・チームと協力する。また，地区， リ

ジョン，ゾーンにおける関連会議や行事にも参加

する。

(c) クラプの会員増強目標を達成し会員の体験をよ

り充実したものにするための行動計画実施を支援

する会員委員会を築き，その指揮を執る。

(d) 会員候補者をクラプに招請することによって会

員増強に参加するよう，全会員に促す。会員候補

者へのフォローアップを遅滞なく行う。

(e) クラプ理事会と協力し，会員体験を実りあるも

のにすることの妨げとなっている懸念材料につい

て耳を傾け，対処することで，クラプの雰囲気が

協調的になるよう推進する。この方法にはアンケ

ートやその他フィードパックが得られる機会を活

用することも含まれる。

(f) 新会員にとって関心がある活動に，新会員を参

加させる。

(g) クラプ奉仕委員長及びクラプの他の委員会と協

力して，会員増強の機会を推進する。

(h) 会員の種類，及び用意されているプログラムに

ついて理解し， クラプ会員に対し，各種会員関係

プログラムを推進する。

(i) クラプ第一副会長／クラプ指導力育成委員長の

支援のもと，新会員に効果的なオリエンテーショ

ンが実施されるように図り，地区，複合地区，お
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団が用慈している各種ツールとt，'i報賓料を活用す

ることにより．地域社会の現在のニーズ対応に役

立つクラプの情報源としての役割lを朱たす。

(g) 奉仕 ’ l i．槃への参加 • 関与を呼びかけ，会員の満

足度を研める。

(h) クラプの会は委貝長及び他の委且会と連携し，

奉仕しド業実施中，非ライオンズに対して入会の機

会をアヒールする。

(i) 必要に応じて，木クラプが所屈するゾーンの地

区ガパナー諮間委は会に出席する。

第 9項 マーケテ ィング委員長。本役職の立務は次の辿

りである。

(a) クラプ会n委H長と協力して． クラプ会且， ‘ノ

ーシャルメディアや報道機関，支持者／協賛杵

新会貝候補者を含む，ライオンズ内外に向けに考

廊された，年間のマーケティング計画を策定及び

実施する。

(b) グローパル ・アクション・チームと 1r!i:接に協力

して，すべての会員，指芍｝Jfi)l凡奉仕プログラ

ム，プロジェクト及び催しとの繋がりが保てるよ

うにする。

(c) グローパル・プランドガイドラインを理解し，

クラプの催しや奉仕プロジェクトにプランド索材

の適切な使JI]を支援する。

(d) ソーシャルメディアでクラプの活動を宣伝す

る。ソーシャルメディアの投柏カレンダーを作成

して， クラプの奉仕，地域社会の活動，会貝活動
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第4条理事会

クラプ役員のほかに． クラプが必要とみなし選挙

で選ばれるその他の役職に加え．選出された場合に

は下記が理事会のメンパーを務めることができる。

第1項 プログラム・コーディネーター。クラプ会員の

関心事に甚づいて例会のために講演やエンターテイ

メントを手配することにより．例会の充実化を図る

とともに会員にとって重要な話題について常時伝達

する。プログラム・コーディネーターは，会長から

スピーカーについて許可を得た上で．例会次第に記

載されるようクラプ幹事に情報を伝え．効果的な告

知を確実にするためにマーケティング委員長に連絡

する。例会に到着したスピーカーを歓迎し，例会で

は適切な座席が用意され．スピーカーが歓待される

ようにする。

第2項 クラプ LCI Fコーディネーター。 LCIFの使

命及び実績とライオンズクラプ国際協会におけるそ

の重要性を伝え，クラプ内で LCIF開発戦略を実施

するとともに，地区 LCIFコーディネーターと連携

して地域で LCIFを推進することにより．地区の目

標と一貰するようにする。また． クラプ奉仕委員長

及びグローパル・アクション・チームとも連携 L,

クラプの取り組みを支援する。

第3項 安全管理担当役員（任意）。安全対策が整って

いるようにするため，各アクティピティを検討して

潜在する危険を見極めるとともにライオンズクラプ

国際協会から入手可能な自己点検チェックリストの
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2年である。

第5条委員会

第1項 常設委員会。クラプ会長は次の常設委員会を設

固することができる。ただし．理事会メンパーを務

める委員長は．選学で選ばれる必要がある。この他

にも， クラプJI胆li会が決定した委員会を設置するこ

とができる。

(a) グローパル・アクション・チーム。クラプ会長

がファシリテーターを務めるこのチームには．ク

ラプ第一副会長（指導力育成委員長を兼任）， ク

ラプ会員委員長， クラプ奉仕委員長が含まれる。

理事会の支援を得て，人道奉仕拡大，会員増加達

成．将米のリーダー育成に向けた組織的な計画を

策定し，実行する。クラプ会員と定期的に会合

し，計画の進捗状況と，計画を支援する可能性の

ある取り組みについて討議する。地区グローパ

ル・アクション・チームのメンパーと連携してさ

まざまな取り組みや成功事例について学び．活

動，成果，課題をグローパル・アクション・チー

ムのメンパーと共有する。地区ガパナー諮問委員

会会議や，半il:．会員増強．または指導力育成の

取り組みを取り上げるその他のゾーン， リジョ

ン，地区あるいは複合地区の会議に出席して意

見を交換し， クラプの取り組みに利用できそうな

知見を得る。

(b) 会則及び付則委員会。クラプの会則及び付則を

解釈する。改正手順に従って．改正を進める責任
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が課せられることもある。

(c) 財務委員会。クラプ会計を委員奴とし，詳細に

わたる予功を編成してクラプ理事会の承認を仰

ぎ，賓金に関する適切な古類作成と権限の確保，

クラプロ座の年次監査の手配，財務に関わるあら

ゆる佑報の後任委貝会への引き渡しが確火に行わ

れるようにする。

(d) 会員委員会。会員委員長を議長とし，新たなマ

ーケットに働きかけ，柏極的に会員を勧誘すると

ともに会員が満足するように計らうことで，会且

が増えるようにする。この委員会は，会且候補者

の夜格要件も検証する。候補者は， クラプ会tll]第

3条第2項にあるように， クラプ理事会により検

討される。会員委員会には，前年度の会旦委員

長会貝副委員長，並びに新会員勧誘及び（又

は）会貝の尚足度向上に1具l心のあるクラプの会員

を含めるべきである。

(e) マーケティング委員会。クラプマーケティン グ

委員長を議長とするマーケティング委員会は，ク

ラプのマーケティング計画の策定を支援する。マ

ーケテ ィング委員会は理事会の支援を得て， クラ

プ内外に効果的な情報伝達が行われるようにし，

地域社会におけるクラプの活動に対する一般の慈

識を高め，認知度向上を図る。

(f) 奉仕事業。クラプ奉仕委員長が議長を務める。

奉仕の目標と行動計両を策定し，実施可能な'.li業

を見極め，事業計両立案と実施において指祁し，
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クラプ会員が有意義な奉仕に参加するよう支援す

る。グローバル奉仕フレームワークに関わる奉仕

事業における効果的なリーダーシップを調整・確

保することにより． クラプの各奉仕事業を担当す

る委員長をサポートする。この委員会は． クラプ

理事会の承認のもとに，関連のある LCIF交付金

の申請や．地域におけるパートナーシップの構築

に責任を担うこともある。

(g) 情報技術テクノロジー委員会。必要に応じてオ

ンラインツールやコミュニケーションヘのアクセ

ス及び／又は支援を提供することにより，会員に

力を貸す。また． クラプのウェプマスターとして

支援を提供及び／又はその役割を果たすこともあ

る。

(h) 指導力育成委員会。第一副会長が委員長を務め

る。地区複合地区，ライオンズクラプ国際協会

が提供する研修の機会はもとより．クラプの会員

に役立つ可能性のあるライオンズ外の研修プログ

ラムについてもクラプ会員に知らせる。

第2項特別委員会。会長は時折．理事会の承認の下

に，自分の判断又は理事会の判断で必要とみなされ

る特別委員会を設置することができる。

第3項会長の職権。会長は．職権上すべての委員会の

メンパーとなる。

第4項委員会の報告。必要に応じて．各委員会はその

委員長を通して．口頭又は文書で毎月理事会に報告

することが．奨励されるぺきである。
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第6条会議

第 1項理事会の定例会議。理事会の定例会議は．理事

会が定める日時及び場所で開かれる。（理事会は毎

月少なくとも 1回会合することが勧告される）

第2項理事会の特別会議。理事会の特別会議は，会長

又は 3人以上の理事会構成員の要求があったとき

に．会長が定める日時及び場所で開かれる。

第3項 クラブ例会／催し。本クラプの例会は．理事会

に推薦されクラプで承認された日時及び場所で．開

かれる。本会則及び付則で他に特に定められる場合

を除き，理事会が例会及び／または催しについてク

ラプの全会員に的確に連絡し参加を促すのに適当と

定めた方法で．例会の通知が行われる。クラプの例

会は．クラブの会員が決定した奉仕事業またはその

他の催しに置き換えることができる。（クラプは毎

月少なくとも 1回会議．催し． もしくは奉仕活動を

行うことが奨励される）

第4項 クラブ特別会合。会長は，自分の判断で本クラ

プの特別会合を招集することができ，理事会の要求

があった場合には，要求者が定める日時及び場所

で．これを招集しなければならない。会長が理事会

の要請による特別会議の招集を怠った場合，過半数

の理事会が．理事会により決定された時間と場所に

おいて会議を招集する権限を持つ。会合の目的，日

時，場所が記載された特別会合通知書は．会合日の

少なくとも 108前までに，本クラプの各会員に郵

便，電子メール等の方法で送られるか．又は直接届
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けられなければならない。

第 5項年次会合。理事会が定める日時及び場所で，’ラ

イオンズの毎会計年度終了と併せて，本クラプの年

次会議を開催する。この会議では，任期を終わらせ

る役貝がその最終報告を行い，新しく選出された役

員が就任する。

第6項代替会議形式。本クラプ及び／又は理事会の定

例会議又は特別会議は，会長又は理事会構成員の 3

人以上の会員の提議により，電話会議及び／又はウ

ェプ会議の形式により開催することができる。

第7項 周年記念。チャーターナイト周年記念会を毎年

開催することができ，その際には，ライオニズムの

目的及び道徳綱領並びに本クラプの歴史が，特に強

調される。

第8項 定足数。本クラプのいかなる会合においても，

定足数には，グッドスタンディング会員の過半数の

出席が必要である。他に特に定められていない限

り，いかなる会合においても，出席した会員の過半

数の決議は，クラプ全体の決議となる。

第9項 業務処理の方法。本クラプは郵便又は屯子コミ

ュニケーションにより業務処理を行うことができ

る。ただし，全クラプ会員の 3分の 2の書面による

賛成が得られない限り，そのような行為のいかなる

ものもh効とはならない。このような行為は会長ま

たはクラプ理事会のいずれか 3人により提議するこ

とができる。

第7条入会金及び会喪
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クラプの年次会議における会員の承認による

第 1項 入会金。新会員，再入会員，転籍会員はそれぞ

れ，国際協会入会金を含め一＿~円の入会金を納入

するものとする。この入会金は，その会員が本クラ

プ会員として記録され，クラプ幹事がライオンズク

ラプ国際協会に報告する前に，支払われていなけれ

ばならない。ただし理事会は，前クラプ退会後12カ

月以内に転籍又は再入会を認められた会員の入会金

のうち， クラプ人会金の全額又は一部を免除するこ

とができる。

第 2項 年間会費。本クラプの各会員は，下記の経常年

間会投を支払わなければならない。この金額には，

lI4際協会並びに地区（単・一又は準，及び複合）の会

牲（ライオン誌購読牲，国際協会の運営及び年次大

会抒，並びに同様の地区の経費を支払うため）が含

まれ，理事会が定める時期までに前納しなければな

らなし、0

正会員 円

1寸在会員 円

名脊会員 円

優待会員一円

終身会員 円

準会貝 円

贄助会員 円

本クラプ会計は，国際会費及び地区及び複合地区

会費を，それぞれ国際会則及び複合地区会Jlljで定め

られる時期に納入しなければならない。
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第 8条 クラプ支部運営

第 1項 クラプ支部役員。支部を構成する会員が支部会

長，幹事及び会計を選出する。以上の 3人と支部連

絡員が支部の執行委員会を構成する。支部の会員

は，親クラプ理事会のメンパーとなる支部会長を選

出する。また，支部の種々記録，予定されている支

部活動，月例財務報告書を提供し，支部と親クラプ

との間の率直な話合い及び効果的なコミュニケーシ

ョンを推進する努力を統制するため，支部会長に

は，親クラプの例会及び（又は）理事会会議及びア

クティピティに出席することが奨励される。支部会

員には，親クラプの例会及びアクティピティに出席

するよう奨励される。

第 2項 連絡員。親クラプは，支部の進展状況を見守り

必要な時には支部に助力する者を，親クラプ会員の

中から 1人選んで任命する。この役職を務める会員

は，支部の 4人目の役貝も務める。

第 3項 投票する権利。支部会貝は，支部の活動につき

投栗することができると共に，親クラプの例会に出

席している場合には親クラプの投票権のある会員で

ある。親クラプの会合に出席している場合にのみ，

支部会員は親クラプの会合の定足数の数に入れられ

る。

第 4項 入会金及び会喪。クラプ支部への新会員，再入

会員転箱会員はそれぞれ，国際協会入会金を含め

---—円の入会金を納入するものとする。クラプ支
部は親クラプとは別に入会牲を請求することがで
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は，最新版ロパート議事規則による。

第 3項 政党／宗派。本クラプは公職の候補者を後援又

は推薦してはならない。また，本クラプのいかなる

会合においても政党，宗派に関して討論してはなら

なしヽ。

第 4項 個人的利益。本クラプ役員及び会員は自らのラ

イオン歴を推進させる場合を除き， どんな個人的，

政治的その他の野心のためにも，会員であることを

利用してはならない。また， クラプ全体としてもク

ラプの目的に反する運動に参加してはならない。

第 5項 報酬。幹事を除きいかなる役員も，役員として

行った本クラプヘの奉仕に対して，報酬を受けては

ならない。幹事に報酬を与える場合には，理事会が

定める。

第 6項 資金の要請。クラプの会貝以外の者が，会合の

席でクラプに資金を求めることはできない。本クラ

プの会合中に通常の経常支出として計上されていな

い臨時支出の要請又は提案がなされた場合には，そ

のいかなるものも，さらなる検討を受けるぺ＜適切

な委員会あるいは理事会に付する。

第10条 クラプ紛争処理手順

会員であることに関して， クラプ会則及び付則の

解釈，違反，適用に関して， クラプからの会員除名

に関して，あるいは他の方法で満足のいく解決がで

きないその他すぺてのライオンズクラプ内の問題に

関して，会員又は元会員とクラプ又はクラプ理事会

の役員との間で生じる紛争もしくは申し立てはすぺ
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編集註：国際協会ウェプサイトに掲載された標準版クラプ会則及び

付則 (2021年 6月29EI改定）を底本として原稿を作成しているが，

クラプ付則第 1条会員については，国際埋事会方針書第17章 (2021

年JO月31B改訂版）の H本語翻訳を採用している。
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別紙A 会員種別表

会際支プ．）払費地（区即ク時国ラ

クラ りし、
地且ク区：ラ又ブは． 地会国際区又の大は

種別
加ヽ悶ぇ！ 霜 投票権 への代

言動 補
議員

贔 必要 必要 必要 有 布 1.l. 

隷 必要 潤 必要 無 ク項ラのプみ事 無

贔
クラプ会支

講 及プ地事（第）びラ項区ク1第プ大（クラ第2）^  モフブク1 牧のみ 必要 無 無
払う

必要なし
クラプが

訊 地牲国際区を及の支^屈び 贋 必要 無 無 無

う

クラプ及

払墟会払い1わ9，貿はな国支い際
正義会務員の 正茫会員の j義£務会員をの果

闘 潤 必要
を果 を果

たしてい してい たし£て有い
れば有 れば有 れ1

訊 必要 講 必要 無
クラプ1i

無項のみ

牒 必要 講 必要 無 ＃ 有
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会員種別に関する制限

名脊会員：実際の会員総数の 5％を超えてはならない。端数

がある場合には，更にもう一人の名脊会員が認められる。

賛助会員：実際の会員総数の25％を超えてはならない。

別紙B 投票用紙見本

クラプ会長選出：投栗したい候補者の名前の横にチ

ェックマークをつけてください。

□山田一郎

口田 中花子

ロ

＿
―
＿
＿
＿
璽
＿
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2014-2015議長連絡会議は家族会員の例会出席義務について

検討し， クラプが採択できるように正会員の表を分割し，ニ

人目以降の家族会員の表を挿入することが提案された。クラ

プ付則を改正する場合は，標準版クラプ付則による。

会員種別

正 会員

•人 l1 の家族
会員

―ー：人日以降の
家族会員

賛助会員

会員種別

正会 H
→人目の家族

会U

二人目以降の
家族会員

賛助会員

別紙A 会員種別と義務

定期的な
会費（国
際，地区，

出席
クラプ）の

（例会）
即時支払

要 要

要 要

（可能な 国際会費
時） 半額

（可能な 要
時）

（以下略）

権利および特権

クラプ活

動参加

要

要

可能な時

（可能な
時）

良好のイ
メージを
示す誼動

要

要

要

要

国際協会，地区 国際または
クラプの役職に 投票権 地区の大会

立候補 で代議貝

可 可 可

可 可 可

可 可 可

不可
クラプ．＇胆項

ーイ＜可
のみnJ

（以下略）
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出席メーク・アップ規則

1. 例会の前後それぞれ13El間以内に次のいずれかに該当す

る場合は例会に出席したものと見なされる。

a. 他クラプの例会または特別会合への出席

b. 所属クラプの理事会の会合への出席

c. 所属クラプの常設委員会の正式会合への出席

d. 所属クラプ七催の会合（クラプ・アクティピティ資金

獲得活動を含む）への出席

e. リジョンまたはゾーンの会合への出席

f. 国際大会，東洋東南アジア・フォーラム，複合地区，地区

大会またはその他の正式なライオンズの会合への出席

g. 上記期間中における国際本部，外国の地区または複合

地区 (state)事務局訪問（訪問の証明書が用意されてい

る）

2. 病気のため欠席した会員は医師の診断害を提出すること

によって自動的に出席したものと見なされる。

3. 軍務，証人として裁判所Il1席，公務出張．公職選挙法に

よる公職条例の要請のため欠席した会員は出席したもの

と見なされる。この場合証明苔の提出を求めるかどうかは

クラプの理事会が決定する。

4. 職務の関係で相当日数にわたる出張（海外出張を含む）

のため，例会に出席不可能であり，クラプが正当と判断し

た場合は出席と見なされる。

5. 近親者（配偶者． 2親等内の血族および 1親等内の姻

族）の喪に服する場合． 10日間以内は出席と見なされる。

6. 妊娠または出産のために会貝がやむをえず例会を欠席し
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なければならない場合，クラプ理事会とその会員が適切で

あると合意した期間は，出席したものとみなされる。

7. 会員が出席メーク・アップの必要要件を満たしているこ

とを証明する責任はクラプ幹事にある。

編集註：上記メーク・アップ規則の採択はライオンズクラプ会

員の決議による。

2014年国際協会は例会のあり方を見直し，厳格な式次第に従

いプロトコールや懺礼を重視する伝統的タイプ，サイバークラ

プとも呼ばれるテクノロジーを駆使しカジュアルな交流目的の

つながり重視タイプ，伝統重視の例会を開きコミュニケーショ

ンはEメールやスマートフォンを使う混合タイプの 3種類を掲

げており， クラプは会員のニーズに合わせて，有意義な例会を

作るよう提案している。
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第3条構成

複合地区は，別表 1の地区内において結成され，ラ

イオンズクラプ国際協会の認証を受けたすべてのライ

オンズクラプから成る。

第4条優越性

国際会則及び付則とライオンズクラプ国際協会の方

針と抵触せずに複合地区がそれを改正した場合を除

き，複合地区は標準版複合地区会則及び付則に準拠す

るものとする。複合地区の会則及び付則と国際会則及

び付則の間に抵触する規定または矛盾が存する場合は

いかなる場合も，国際会則及び付則に準拠するものと

する。

第5条複合地区ガパナー協議会

I. 複合地区にはガパナー協議会を設ける。その構成員

は，議長および複合地区内のすぺての地区ガバナーと

する。

2. ガパナー協議会の役員は，議長，副議長，幹事およ

び会計，並びに協議会が必要と認めたその他の者とす

る。

3. 協議会議長を含む，協議会の各構成員は 1票を投じ

る権利を有する。協議会議長は 1年任期を 1期のみ務

めるものとし，この役職を再び務めることはできな

し‘o

4. 地区ガバナーエレクトは会合を開いて，次期協議会

議長を選任または選出する。協議会議長はその役職に

就任する時点で，現または前・元地区ガバナーになっ

ていなければならない。
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職に空席が生じた場合には，残る任期について，述や

かにガパナー協議会を淵き．後任議長を旧際付則第 8

条 4項の規定に従って選ぶことができる。その空席を

埋めるまでは．副議艮が議長代理としてその任務を果

たし．議長と同じ権限を持つ。副議長が空席とな った

場合には，ガバナー協議会構成且の中から後任者を選

ぶ。

7. ガパナー協議会は，国際協会会則および付則の規

定，国際理事会および国際年次大会の方針．本会UI]お

よび複合地区年次大会の決定に従って，複合地区の運

営を管理し，役員を選任し．会議をl紺き，賓金を管理

運用し，その他複合地区に関する・μ項を遂行する。

複合地区役員の任期は地区ガパナーの任期と同じと

する。

8. ガパナー協議会の定例会議は年 3回とし．その他必

要に応じて開くことができる。会議は構成且の過半数

をも って定足数とし，決議は出席描成且の過半数をも

って決する。

ガパナー協議会構成且以外の複合地区役且は，招集

に応じてガパナー協議会に出席し，意見を述べること

ができるが，投票権は持たない。

9． ガパナー協譲会は必要に応じ，前期のガパナー協議

会語長その他を会議に招集して諮I!ilすることができ

る。

10. ガパナー協議会の過半数の要諮により，協議会議

長解任を H的とした協議会特別会議を招集することが

できる。協議会議長の選出方法にかかわらず，正当な
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かじめ決定される大会議事規則によって行われる。

6. 複合地区大会の諸決議は出席し，投票した複合地区

内の現・元国際協会役員およびクラプ代議員の過半数

をもって決する。代議員が参加できないときは補欠が

これに代わる。

7. 複合地区大会は国際理事候補者推薦選挙手続規則に

基づいて，国際理事候補者の推薦を行い，国際第 3副

会長立候補者推薦手続規則に基づいて，国際第 3副会

長候補者の推薦を行う。

8. 複合地区大会においては国際協会会則および付則に

反しないかぎり，国際協会への提案事項を含めてあら

ゆる事項を決定できる。

9. ガパナー協議会構成員の 3分の 2の賛成投票によ

り，複合地区を構成するクラプの特別大会を，ガパナ

ー協議会が決定する日時および場所で招集することが

できる。ただしかかる特別大会は遅くとも国際大会

の開催日の15日前までに終了していなければならな

い。特別大会の開催日時，場所， 目的が記載された書

面による通知は，協議会幹事によって，遅くともかか

る特別大会開催日の3OH前までに複合地区内の各クラ

プに対して行わなければならない。

第7条複合地区委員会

1. ガパナー協議会は必要に応じ各種の委員を委嘱す

る。

2. 委員の任期は地区ガパナーの任期と同じとする。た

だし，次のガパナー協議会が同一人に再び委嘱するこ

とを妨げない。
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3. 複合地区内の IT技術促進のため， I T専門委員を

委嘱する。

4. Y CE委員および IT委員は，必要があれば，翌年

度の 8月31日まで，翌年度のガパナー協議会によって

委嘱され，実務に当たる。

第8条 ライオン誌日本語版

1. 国際協会が直接発行する公式雑誌とは別個に，国際

理事会の方針により，複合地区は他の複合地区と共同

して共通のライオン誌日本語版を公式に発行する。

ライオン誌H本語版は，国際理事会の全面的な統括

監督のもとに発行され，複合地区のガパナー協議会議

長は他の複合地区のガパナー協議会議長及び第 4項に

定める委託先である一般社団法人日本ライオンズの理駈

事長とともにその監督に当たる。

2. ガパナー協議会が任命する各複合地区それぞれ 1名

の代表者をもってライオン誌日本語版委員会を組織

し，ライオン誌□本語版の発行に当たる。同委貝会は

互選により委員長を選出し，委員長は発行の責任者と

なる。なお， H本から選出された現国際理事は同委員

会の職権委員となる。

3. ライオン誌H本語版委員会ぱ，同委員会構成員ある

いは構成員以外の者から 1名のライオン誌日本語版編

集長を任命する。ただし，編集長が委員会構成員以外

の者から任命された場合は，任命と同時に委員会構成

員となる。同編集長はライオン誌日本語版編集の責任

者となる。

4. ライオン誌H本語版の発行業務は，一般社団法人日

--145-



本ライオンズに委託して行う。

5. 前項の発行牲用は，国際理事会方針書第16章

B.2.に定められた補助金と一般社団法人日本ライオ

ンズの会授で賄うものとする。

第 9条一般社団法人日本ライオンズ

1. ライオンズクラプ国際協会の目的を推進し，適正迅

速な情報の交換を図りつつ複合地区ガバナー協議会を

サポートし， H本のライオンズクラプの発展のために

一般社団法人日本ライオンズ（以下日本ライオンズと

いう）を設立した。

2. ガパナー協議会議長並びに地区ガパナーは，ガパナ

ー協議会の同意の下に日本ライオンズの運営に参画す

る。

3. ガパナー協議会議長並びに地区ガパナーは，就任と

同時に日本ライオンズの正社員として入社申し込みを

し，社員総会で入社が承認されて正社員となる。

ガパナー協議会議長並びに地区ガパナー以外で理

事・監事に就任するものは，正社員として入社申し込

みをし，社員総会で入社が承認されて正社員となる。

各複合地区は日本ライオンズの定款に定める賛助社

員とする。

賛助社員は，賛助会賛を支払う。

4. 前年度に入社した社員は，前項の正社員入社承認後

速やかに日本ライオンズに退会届を提出し退会する。

5. 理事及び監事は，社員総会の決議によって正社員の

うちから選任する。

6. 日本ライオンズの監事を選出していない複合地区か
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し、

II. いくつかの複合地区に共通する事項につき，関係す

る複合地区の代表者が日本ライオンズの執行理事会又

は委員会とは別に協議することを妨げない。

第10条 ガバナー協議会事務局

ガパナー協議会は，複合地区の業務を処理するた

め，ガパナー協議会事務局を設憫する。

事務局の運営はガパナー協議会が決定する規則によ

る。

第11条複合地区会計

I. 複合地区の会計年度は 7月1日から 6月30日までと

する。

2. ガパナー協議会は複合地区の運営に必要な賓金およ

び所有財産の運用管理に当たり，その経過を複合地区

大会に報告し，その承認を得る。

3. 複合地区内のライオンズクラプは必要な喪用を負担

するため，複合地区大会費及び複合地区運営牲とし

て，複合地区大会で決定する額の会牲をガパナー協議

会に納入する。

(a) 上記会費は 6ヵ月分前納を原則とする。

(b) 上記複合地区運営費の中から，会員 1名当たり 1

ヶ月80円を一般社団法人日本ライオンズの賛助会特

に充当する。

(330 • 331 • 332 • 333 • 335 • 336 • 337複合地区）。

◎ 3. 複合地区内のライオンズクラプは必要な代用を負担

するため，複合地区大会費及び複合地区運営費とし

て，複合地区大会で決定する複合地区運営牲，複合地
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2. 地区キャピネットの承認があり，かつクラプ，地

料国際協会にとって最将である場合に．地区ガパナ：

ーは， リジョン及びゾーンを変更することがでぎる。

地区は， 16以下及び10以．卜のクラプを持つリジョン

に分ける。各リジョンは， クラプの地理的位罰を卜分

考曲して， 8以卜及び 4以 l̀．のクラプを持つゾーンに

分ける。

第14条 地区ガパナー，第 1および第 2副地区ガパナー

地区ガパナー，第 1および第 2副地区ガパナーの候

補者の夜格は，それぞれ，国際協会付則第 9条 4項，

第 9条6項(b)(c)の規定による。

1.地区ガパナー

本協会の国際役貝として，また国際理事会の全般的

監腎のもとに，所属地区において国際協会を代表す

る。さらに，地区の最翡行政役員として， リジョン ・

チェアパーソン，ゾーン ・チェアパーソン，キ ャピネ

ット倅lI及び会計 （または幹'li兼会計），その他巾一

地区または複合地区の会則および付則に定められるキ

ャピネット構成員を肛接指祁監腎する。具体的な廿任

は次の通りである。

(a) 本協会の目的を推進する。

(b) 地区レベルのグローパル会以増強チーム (GM

T) を監腎すると共に，他の地区役員に対し， 会且

増強及び新クラプ結成をfi'l極的に支援するよう働き

かける。

(c) 地区レベルのグローパル指荘力育成チーム (GL 

T) を監督する と共に，他の地区役員に対し，クラ
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長を務める。

(h) 必要に応じてガパナー協議会会議に参加する。

(i) 地区予算作成に協力する。

(j) 翌年度にも継続される事項のすぺてに梢極的に関

与する。

(k) 地区ガバナーの要請に従って，適切な地区委員会

を監腎し，地区内クラプの長所及び弱点の評価に関

与する。

3.第2副地区ガパナー

第 2副地区ガパナーは，地区ガパナーの指荘監督の

もとにある。具体的な責任は次の通りである。

(a) 本協会の目的を推進する。

(b) 地区ガパナー・チームにおけるグローバル指尊力

育成チーム (GLT) との主要連絡役を務め，効果

的な指導力育成の実施及び促進において，自ら積極

的に参加すると同時に他の地区役員に働きかける。

(c) 地区ガパナー，第 1副地区ガバナー，およびグロ

ーパル会員増強チーム (GMT) と協力し，地区全

体の会員増強計画を策定及び実施する。

(d) 地区ガパナーから割当てられる任務を果たす。

(e) 本協会の方針に従って，その他任務を遂行する。

(f) すべてのキャピネット会議に梢極的に参加し，地

区ガパナー及び第一副地区ガパナー不在の際には，

すぺての会議において議長を務める。

(g) 地区予算作成に協力する。

(h) 翌年度にも継続される事項のすぺてに積極的に関

与する。
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(i) 地区ガパナーの要請に従って，適切な地区委員会

を監1外し，地区内クラプの長所及び弱点の評価に関

与する。

4.空席の補充

(I)地区ガパナーの空席補充

死亡その他の理rt・,により地区ガパナーが空席とな っ

た楊合は，国際協会付則第 9条6項(d), (e)および標

準版地1メ付則第 2条5項に規定する手順により，有
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（ハ） 第 1または第 2副地区ガパナー就任の時、＇・ 1i

で，

(i) ライオンズクラプの役員として全期または

過半の期間，かつ

(ii) 地区キャピネ ットの構成はとして全期また

は過半の期間を務めた者でなければならな

し、

゜
(iii) I:記のいずれの役職も，同時に達成させる

ことはできない。
- -

（二） 地区ガパナーとして全期または過半の期間務

めていない。

第15条地区ガパナー・キ ャピネ ット

l. 地区ガパナー ・キャピネット（以下本会則において

キャピネットと称する）は，第16条に示されるキャピ

ネット構成員をもって構成され，キャピネット構成且

は地区役只となる。

なお，本条および第16条，第18条にあるリジョン ・チ

ェアパーソンは地区ガパナーが自己の任期中に任命す

るかどうか定める権限を持ち，任命されなかった場合

は空席となる。

2. キャピネットは地区運営方針を決定し，その実行に

当たる。

3 地区ガパナーはキャピネットの会議を上字する。定

例会議は年 4回とし，その他必要に応じて淵くことが

できる。これらの会議で地区ガパナー， 1)ij地区ガパナ

ー，第 1副地区ガパナー，第 2副地区ガパナー，地区

名脊顧問会議長，キャピネット幹‘lt，キャピネット会
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み「地区ライオネス委UK・」が残っている。

◎ (c) その他地1メ．．ガパナーの任命する地区委員長 (330

• 331 • 332 ・ 333 • 334 • 335 • 337複合地区）。

◎ (c) その他地区ガパナーの任命する地区委貝長並びに

キャピネットlill幹'li・副会計 (336複合地区）。

2. 前地区ガパナー，第 1および第 2副地区ガパナー以

外のキャピネット構成貝は地区ガパナーによ って任命

される。

3. 前記キ ャピネッ ト構成iiのうち，委員長は他の委員

長をJK任することを妨げない。

4. キャピネッ ト構成且の任期は地区ガパナーの任期と

同じとする。ただ し，地区 YCE委員長および地区 I

T委員艮は，必要があれば，翌年度の 8月3]日まで，

翌年度の地区ガパナーによって任命され， 実務に当た

る。

第17条地区委員その他

地区委uおよび第16条I.に規定される以外の者は必

要に応じ地区ガパナーによって任命される。その任期

は第16条4.に利iずる

第18条 キャピネ ッ ト構成員の任務

I. 前地区ガパナーは地区の調和を回る。

2. キャピネット幹'liは地区ガパナーの指揮のもとに，

キャピネットの運背'li務をつかさどる。

3. キャピネット会叶は地区ガパナーの指揮のもとに，

キャピネットの出納をつかさどる。

4. リジョン ・チェアパーソンは地区ガパナーを補佐

し，地区ガパナーの指揮(/)もとに，貢任者としてリジ
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ョンの運営に当たる。

5. ゾーン・チェアパーソンは地区ガパナーおよびリジ

ョン・チェアパーソンの指揮のもとに．責任者として

ゾーンの運営に当たる。

6. 地区会則委員長は地区ガパナーの指揮のもとに，会

員に対して諸会則，諸規則の周知を図り，また，会則

に関する諮問事項に答えるとともに，必要な場合には

意見の具申を行う。

7. 地区PR委員長は地区ガパナーの指揮のもとに地区

内クラプ間の PRおよび公衆に対する PR活動を担当

する。

8. 地区 IT委員長は地区ガパナーの指揮のもとに地区

内クラプ間のインターネットヘの理解と普及活動を推

進する。

9. 地区会員委員長は地区ガパナーの指揮のもとに，地

区内全会員を活動的なしかも熱心な会員に養成するこ

とおよび各ライオンズクラプに対し，奉仕的精神に富

んだ人を積極的に新会員に選択するようその推進に当

たる。

10. 地区国際関係委員長は地区ガパナーの指揮のもと

に国際間の相互理解と協力の推進に当たる。

11. 地区YCE委員長は地区ガパナーの指揮のもとに，

青少年の交換指導を担当する。

12. 地区ライオンズ情報委員長は地区ガパナーの指揮の

もとに，会員にライオンズクラプの歴史，組織，規

約，行事計画などライオンズ全般にわたる情報を提供

する。
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13. 地区エクステンション委員長は地区ガパナーの指揮

のもとに．エクステンションに関する活動を行い，新

ライオンズクラプの健全な育成を図る。

14. 地区視党悴'Jf者福祉委員長は地区ガパナーの指揮の

もとに．視此悴害者のための諸活動を遂行する。

15. 地区聴党 ・ふ邸店害者福祉委員長は地区ガパナーの

指揮のもとに． 1徳悦節害者および言語即害者のための

諸活動を遂行する。

16. 地区レオ委U長は地区ガパナーの指押のもとに． レ

オクラプ結成および活動の推進指祁に当たる。

17. 地区環境保全委ULミは地区ガパナーの指揮のもと

に，環境保全のための諸活動の推進指迎に当たる。

18. 地区 LCIF委且長は地区ガパナーの指揮のもと

に． ライオンズクラプ国際財団の諸活動に協）Jする。

19. 地区アラート委員長は地区ガパナーの指揮のもと

に．アラー 1-t舌動の推進 ・指染に当たる。

20. 地区大会参加委員長は地区ガパナーの指揮のもと

に，各種大会に1具lする会員の認識を深め参加を奨励す

る。

21. 地区指祁）j百成委貝長は地区ガパナーの指揮のもと

に．指i(/.)J育成のための諸活動を推進する。

22. 地区ライオンズクエス ト委員長は地区ガパナーの指

押のもとに．麻薬 ・党醒剤などの薬物およびアルコー

ルによる‘,1r品に関する廿少年のための教育プログラム

を企11ff1・推進するとともに．行少年の健全な成艮を図

る。

23. 地区献l(ll委U長は地区ガパナーの指揮のもとに．献
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る。

6. 地区大会の諸決議は出席し，投県した地区ガパナー

その他の地区内国際役員．元国際理事． nii・元地区ガ

パナーおよび代議員の過半数をもって決する。代議員

が参加できないときは補欠がこれに代わる。

7. 地区大会は次期の地区ガパナー．第 1および第 2副

地区ガパナーを選出する。

8. 地区大会は国際理巾候補者推胞選挙手続規則に甚づ

いて．国際理＃候補者の推鷹を行い，国際第 3副会長

立候補者推脳手続規則に基づいて．国際第 3副会長候

補者の推臆を行う。

9. 地区大会は国際協会会則および付則に反しないかぎ

り，あらゆる1i項につき決議を行うことができる。た

だし．国際協会への提案については．さらに複合地区

大会を経なければならない。

10. 地区キャピネット構成貝(/)3分の 2(/）賛成投票に

より．地区を構成するクラプの特別大会を．地区キャ

ピネットが決定する L1時および場所で招集することが

できる。ただし，かかる特別大会は遅くとも国際大会

の開催日の30|」前までに終了していなければならず，

そのような特別大会は地区ガパナー，第 1副地区ガパ

ナー．あるいは第 2副地区ガパナーの選挙を行うため

に開かれてはならない。特別大会の開催日時．場所．

目的が記載された1t面による通知は．地区キャピネッ

卜幹事によって．遅くともかかる特別大会開催日の30

H前までに地区内の各クラプに対して行わなければな

らなし‘o
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第20条地区名誉顧問会

地区ガパナーは地区名誉顧問会を設ける。地区名脊

顧問会は，主として前・元地区ガパナーの中から地区

ガバナーが任命した名脊顧問をもって構成され，地区

の調和を図る。地区名脊顧問会議長には原則として前

地区ガパナーを任命するものとする。

第21条 地区ガバナー諮問委員会

I. 地区ガパナー諮問委員会は地区ガパナーの諮問機関

として各ゾーンごとに設置され． ゾーン・チェアパー

ソン，ゾーン内のクラプ会長． クラプ第 1副会長． ク

ラプ幹事をもって構成される。ゾーン・チェアパーソ

ンは本委員会を主宰する。

2. 各ゾーンにおいて，ゾーン・チェアパーソン，各ク

ラプ会長，第 1副会長，並びに幹ギは，地区ガパナー

ノ チェアパーソン諮問委員会の構成員となり 、J-‘

はその委員長となる。ゾーン・チェアパーソンが定め

る日時及び場所において，国際大会閉会後90日以内に

第 1回会議を開き，第 2回会議はII月に，第 3回会議

は2月又は 3月に，第 4回会議は複合地区大会の約30

日前に開く。クラプ奉仕委員長， クラプ・マーケティ

ング委員長， クラプ会員委員長は，各自の役職に関係

のある情報が共有される場合には出席する必要があ

る。この委員会は，諮問に答えるゾーン・チェアパー

ソンに助力し，ゾーン内のライオニズム及びクラプの

福利に関する勧告をまとめた上で，それをゾーン・チ

ェアパーソンを通して地区ガパナー及びキャピネット

に伝える。

-161-



第22条キャピネット事務局

地区ガパナーはキャピネットの業務を処理するた

め，キャピネット事務局を脱くことができる。事務局

の運営はキャピネットが決定する規則による。

第23条地区会計

l. 地区の会計年度は 7月 1日から 6月30日までとす

る。

2. 地区ガパナーは地区の運営に必要な汽金および所有

財産の運用管理に当たり，その経過を地区大会に報告

し，その承認を得る。

3. 地区内のライオンズクラプは必要な特用を負担する

ため，地区大会で決定する額の会費を地区ガパナーに

納入する (6カ月分前納）。

4. 地区ガパナーは会員の中から委嘱した 2名以上の監

査委員によって，年 2回以上経常会計のほか地区大会

その他各種事業などの特別会計のすべてにわたって会

計監査を受けなければならない。

これら特別会計についても地区大会に報告し，その

承認を得なければならない。

5. 会計年度終了の際残余財産があるときは，これを次

期ガバナーに引き継ぐものとする。

第 3章改正その他

第24条改正

本会則の改正には複合地区大会に出席し，投票した

代議員の 3分の 2以上の賛成投票を要する。
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会がすべて終 rした時から効力を発する。

別表 1

330複合地区 330-A地区 東京都

330-B地区 神奈川，山梨の各県

（伊豆大島を含む）

330-C地区埼玉県

331複合地区 331-A地区 北海道一道央地区

331-B地区 北海道一道北・道東地区

331-C地区 北海道一道南地区

332複合地区 332-A地区青森県

332-B地区岩手県

332-C地区宮城県

332-D地区福島県

332-E地区山形県

332-F地区秋田県

333複合地区 333-A地区新褐県

333-B地区栃木県

333-C地屁 千葉県（神津島を含む）

333-D地区群馬県

333-E地区茨城県

334複合地区 334-A地区愛知県

334-B地区岐阜，三重の各県

334-C地区静岡県

334-1)地区富山，石川，福井の各県

334-E地区長野県

335複合地区 335-A地区 兵庫県ー東
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335-8地区大阪府，和歌山脹

335-C地区 京都府，滋賀，奈良の各県

335-1)地区兵庫県一西

336複合地区 336-A地区 愛媛，香川，航知，徳島の各県

336-B地区 岡山，烏取の各県

336-C地区広島県

336-D地区 山口，島根の各脹

337複合地区 337-A地区 福岡県（対馬，壱岐を含む）

337-B地区大分，宮崎の各県

337-C地区長崎，佐賀の各県

337-1)地区鹿児島，沖縄の各県

337-E地区熊本県
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国際理事候補者推薦選挙手続規則

第 1章 準地区および複合地区大会の推薦

第 1条資格

国際理巾立候補者（以下立候補者という）の資格は国際

会則および付則の定めるところによる。

第 2条意思表示

立候補者の国際理事立候補の意思表示は，有資格者であ

る本人から，所属クラプを経由して，地区ガパナーに宛て

た所定の文書をもって行う。

第 3条届出

立候補者の所属するクラプは，選挙の行われる国際年次

大会が開催される前年度の準地区の年次大会議案として提

案ができる期日までに本人の立候補届出害および履歴書な

ど必要害類を地区ガパナーに提出する。不測の事態により

新たな立候補予定者が必要になった場合には，当年度の準

地区年次大会議案として提案がでぎる期Hまでに，本人の

立候補届出書および履歴書など必要書類を地区ガパナーに

提出する。

第4条 準地区年次大会での推薦

地区ガパナーは立候補を届け出た国際理事立候補予定者

の資格が適格であることを確かめ，準地区の年次大会で国

際理事立候補予定者としての推胤を諮る。

準地区の推薦が得られた後，地区ガパナーは推薦書を複

合地区ガパナー協議会議長に提出しなければならない。
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第 9条 一般社団法人日本ライオンズヘの推薦要求

準地区および複合地区年次大会において推鷹を受けた候

補者は一般社団法人日本ライオンズ（以下日本ライオンズ

という）に対し，推薦を求めることができる。

第 2章 国際理事候補者推薦選挙管理委員会

第10条名称

本組織の名称を国際理事候補者推胤選挙管理委員会（以

下選学管理委員会という）とする。

第11条目的

選挙管理委員会は候補者がH本に割当てられた人数（以

下割当枠という）を超えた場合日本ライオンズの付託を受

け，割当枠と同数の推薦をするため日本国内で選挙を行

い， H本ライオンズとしての推薦候補者を決定することを

目的とする。

第12条推腐決定の効力

前条の選挙による推薦決定は，国際大会の選挙に何らの

拘束力を持つものではなく，候補者の国際理事立候補届が

国際本部で受理され候補者として登録された時点で，当然

として日本でも候補者となる。

第13条選挙管理委員会の構成

選挙管理委員会は， 日本ライオンズの理事の中から選出

された委員長 1名と， 330~337複合地区ガパナー協議会に

よって任命された各 1 名の委員， iI•9 名をもって構成す

る。ただし，候補者およびその支援に係る費任者を除くも

のとする。
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第14条推西要望書の提出

(I) 第 1音第 9条による II本ライオンズの推瓶を希望する

候補者は，選挙の行われる1暉際年次人会と同ュ年度の 7

J J 3 I IIまでに，推戒要望；りを複合地区ガパナー協議会議

隕罰lで選学管理委員会に提出し なければならない。

(2) 推）屈炭渭4；りには，次の曹類を添付するものとする。

(a) 候補者の氏名，股歴， 1肝信を記載した書而

(bl 所屈する準地区および複合地区年次大会での推脱

決議が記載された議 • lJ録の写し 。

(cl クラプ会長，地区ガパナー，複合地区ガパナー協

油会議長の推脱書

第15条選挙管理委員会の開催

(I) 推）i忍を希沼する候補者がある場合，選挙管理委且会は

選沖の行われる国際年次大会と j,iJ一年度の 8月IOIIまで

に， II本ライオンズ執行理'lI会の決める日時 ・楊所で会

合を1}廿き，委員長を互選し，投梨要領等を決定する。

(2) 選学符狸委旦会の会合は，委且長が必要と認めた時，

または委Uの過半数が要諮したときに開催することがで

きる。

第16条投票人

投票人は， 330~337複合地区に所属する会貝のうち以ト・

の通りとする。

現 ・｝t国際会長

現 ・元国際理ch
現 ・｝C国際理＇μ会アポインティ

現 ・JCLCIF理事

現般社団法人日本ライオンス•El!’li会構成貝
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現地区ガパナー

第1副地区ガパナー

第 2副地区ガパナー

選挙管理委員会の委員長並びに委員および候補者は投票

人になることはできない。

第17条選挙管理委員会の選挙による推囲

(I) 選挙管理委員会は 8月31日までにすぺての投票人に対

して，すべての推薦希望者の氏名，履歴，所信などを公

平に公表し，推薦投票を求めなければならない。

(2) 推薦投票は無記名によるものとし，すべて郵送によっ

て行う。投栗人は選挙管理委員会所定の投票用紙を用い

所定の封筒に封入し，選挙管理委員会に郵送する。

(3) 投票期間は， 10月1日から10月10日までとする。投票

期間内の投票かどうかの判定は，郵便消印の日付をもっ

て判定する。

(4) 開票は郵便配達遅れの恐れも考慮し， 10月15日に行

う。但し，当日が土・日・祝祭日の場合は，その後の最

初の平日に行う。

(5) 開票作業は選挙管理委員会が行い，最高得票者をもっ

て，日本ライオンズの推眺候補者とする。但し， 日本に

2名の割当枠がある年度は，上位 2名を H本ライオンズ

の推薦候補者とする。

(6) 推薦候補者が死亡した場合または推薦辞退届が書面で

提出された場合は，次位得票者をもって推薦候補者とす

る。

(7) 推薦を希望する候補者が定貝を上回らない場合は， 日

本ライオンズは選挙管理委員会に付托する選挙を省略し
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て．その候補者を． 日本ライオンズの推薦候補者とす

る。

第18条被選挙人の義務

候補者およびその支援者は．投票人が投票判断を行うの

に十分な．被選挙人の経歴，抱負，活動方針等の有用な情

報を．投票人およびその他の会員に提供するよう努力す

る。但し，その活動は，投票期間が始まる前日までとす

る。

第19条諸費用の負担

(I) 選挙管理委員会出席のための委員会構成員の旅費は．

プール制によって各複合地区が均等に負担する。

(2) 選挙管理委員会の会場費．事務費などは日本ライオン

ズの経費をもって充当する。

(3) 選挙管理委員会が行う選挙に係る直接費用は．候補者

を推薦した複合地区が均等に負担する。

第3章改正その他

第20条 本規則の改廃には日本ライオンズ理事会の承認を得

た後複合地区年次大会に出席し．投票した代議員の過半

数の賛成投票を要する。

第21条 本規則は330~337すべての複合地区年次大会の決議

を得た後実施する。

第22条本規則は， 2021年以降の候補者を推薦するために．

2020年 7月1日から実施する。
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オセアルのガイドライン

2017.2.9 

オセアル会則地域（会則地域 5)からの国際理事および国

際副会長候補者の承認および候補者となるための賓格基準に

関するガイドライン

このガイドラインは準地区．単一地区または複合地区が国際

理事または国際副会長候補者をエンドース（推薦承認）する

にあたり，またはライオンズ会員がこれらの役職に立候補す

るにあたり．その資格基準としての指針を示すものである。

このガイドラインは，これらの役職が果たすべき役割や責任

をもとにして定めたものであり，また，各代議員が候補者を

検討するに際してその判断のためのチェックリストとして機

能するものである。

このガイドラインは，オセアル・スタンディング委員会が

2016年11月第55回オセアルフォーラムにおける決議に従い，

国際役員候補者の賓格をレピューするに際してもそのチェッ

クリストとして使用される。

国際理事及び国際副会長候補者の資格要件

a) 複合地区による承認を求める以前に，少なくとも 2回の

エリアフォーラムと 2回の国際大会に出席し，積極的に活

動に参加しているべきである。

b) 地域及び国際理事会のリーダーは，候補者となる人物に

いつもおiIt話になっています。以ドの要件を満たすことを

期待する。複合地区及び地区は，候補者となる人物を推薦
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承認する前に，その人物に以下の打質があることを確認す

ることが求められる。

l) 地区・複合地区の活動への参加

候補者は地区のプロジェクトや活動に活発に参加して

きた経歴がある。

2) ライオニズムにおける経験

候補者はライオンズクラプ国際協会，複合地区及び地

区の行う各種プログラムヘの参加を通じて，必要なライ

オンズに関する知識と経験を有する。

3) ライオンズにおける成果実紐（国際会長アワード，

PMJF等）

候補者は国際会長アワード， リーダーシップメダルそ

して（または）累進メルビン・ジョーンズ・フェロー等

の実紐がある。

4) ライオンズリーダーおよびrIilしとしての好ましいイメ

ージ

候補者はライオンズリーダーとしてふさわしい良いイ

メージの持ち主であり，地元の市町村，コミュニティに

おいて一般に良いリーダーそしてIIi民として認められて

し、る。

5) 会員増強への貢献

候補者は推薦承認を得るまでにライオンズ会員として

最低でも 5名の会員をスポンサーしている。

6) リーダーシップの資質

候補者はリーダーとしてよいマナーを身に着け，人の

話を聞き，自ら意思決定を行い，思いやりをもち，国際

協会の利益のために適切でよく抒えられた決断を行う能
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力がある。

7) 効果的なプレゼンテーションの能力

8) 国際的視野

候補者は，世界のライオンズとして，自らの地区，複

合地区，会則地域の枠の中だけでなく，国際的な視野と

識見を有する。

9) 活動に必要な時間

候補者はライオンズの行事や仕事に必要とされる際に

出席し，活動を行うために自らの時間を調整し時間を作

ることが可能である。

c) 碁本的な IT処理能力
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国際第3副会長立候補者推薦手続規則

第 1章 準地区および複合地区大会の推薦

1. 資格

国際第 3副会長立候補者の資格は国際会則および付則の

定めるところによる。

2. 意思表示

国際第 3副会長立候補の意思表示は，有資格者である本

人から，所属クラプ経由地区ガバナーあてに所定の文書を

もって行われるものとする。

3. 届出

立候補者の所属するクラプは，選挙の行われる国際年次 一

大会が開催される前年度の 1月31日までに，本人の立候補 ＇ 

届出書および履歴書などを地区ガパナーに提出する。

I 4. 地区ガバナー

地区ガパナーはその立候補者の資格が適格であることを

確認しこれを準地区の年次大会に提出して推薦を求め，

推薦書をガパナー協議会議長に提出する。

5. ガバナー協議会議長

推鷹書の提出を受けたガパナー協議会議長は，これを複

合地区年次大会に提出して推薦を求める。

6. 周知

地区ガパナーおよびガパナー協議会議長は，それぞれ準

地区および複合地区年次大会に先立ち，立候補者の氏名，

履歴，所信その他必要な事項を大会議案書に掲載するなど
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適当な方法をもって"Hiiに代議員および全会員に）ii知させ

なければならない。

7. 推薦方法

準地区および複合地区年次大会における立候補者の推胞

は，無記名投票によるものとし出席し，投票した代議U
の有効梨数の過半数得票者を推薦する。

ただし，いずれの立候補者も過半数に満たない場合は同

日に上位 2名で再度投票を行う。

複合地区で推枇を得るには， まず所属準地区の推脱を得

なければならない。

8. 国際本部への届出

推胤が行われた場合，地区ガパナーおよびキャピネット

幹事，並びにガパナー協議会議長および幹事は，準地区お

よび複合地区の推薦証I~］書を選挙の行われる国際年次大

会開会の90H前までに国際本部に到着するよう提出しなけ

ればならない。ただし投票人による選挙が予想される状

況においては投梨結果が出るまで，推胞証明書の提出を差

し控えるのが望ましい。

9. 国際第 3副会長候補者選挙管理委員会への推囲要求

準地区および複合地区年次大会において推薦を受けた候

補者は本規則の国際第 3副会長候補者選挙管理委員会の推

薦を求めることができる。

第 2章 国際第3副会長候補者選挙管理委員会

1. 名称

本組織の名称を国際第 3副会長候補者選挙管理委員会
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（以卜選洋符J:l阻委員会という）とする。

2. 目的

国際大会の選挙において330~337複合地区からの国際第

3副会長が円滑に選出されるために， 1名の候補者を選出

することを H的とする。

3. 構成

選挙管理委員会は330~337複合地区のガパナー協議会に

よって任命されたそれぞれ 1名の委員をもって構成する。

ただし，国際第 3副会長候補者およびその支援に関する責

任者を除くものとする。

4. 推薦要望書の提出

(I) 第 lt;t 9項による本選挙管理委員会の推胤を希望する

候補者は，選挙の行われる国際年次大会と同一年度の 7

月31日までに，推薦要望書をガパナー協議会議長経由で

選挙管理委員会に提出しなければならない。

(2) 推屈要望苔には，次の書類が含まれていなければなら

なし、

(a) 候補者の氏名，履歴，所信

(b) 所属する地区および複合地区年次大会の決議

(c) クラプ会長，地区ガパナー，ガパナー協議会議長

の推薦書

5. 選挙管理委員会

(I) 推胞を希望する候補者がある場合，選挙管理委員会は

選挙の行われる国際年次大会と,,.]一年度(/)8月10日まで

に，ガパナー協議会議長連絡会議の決める H時・場所で

会合を開ぎ，委員長を互選し，投票要領を決定する。

(2) 選挙管理委員会の会合は，委員長が必要と認めたとき
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または委員の過半数が要請したときに開催することがで

きる。

(3) 当委員会は，国際第 3副会長候補者を選出する状況が

生じた年度のみ設骰するものとする。

6. 投票人

投票人は，現・元国際協会役員および現・元キャピネッ

ト構成員のうちから，各複合地区ガパナー協議会によって

選任されるものとする。その数は，各複合地区からそれぞ

れ50名，並びに前年度末の複合地区会員数300名ごと，お

よびその端数151名以上について 1名とする。選挙管理委

員会の委員は投票人になることはできない。

7. 選挙管理委員会の選挙による推薦

(1) 選挙管理委員会は 8月31日までにすぺての投票人に対

して，すぺての推薦希望者の氏名，履歴，所信などを公

平に公表し， 9月30日までに文書による推薦投票を求め

なければならない。

(2) 推臆投票は無記名によるものとし，有効投票数の過半

数得票者をもって，選挙管理委員会の推薦候補者とす

る。

(3) 推薦候補者が死亡した場合または推薦辞退届が書面で

提出された場合は，当年度の推胤は取りやめる。

(4) 推薦を希望する候補者が 1名の場合でも，投票人によ

る選挙を行うものとする。

8. 諸経費

(1) 選挙管理委員会出席のための代用は，プール制によっ

て各複合地区が負担する。

(2) 選挙管理委員会の会場費，事務代などは一般社団法人
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日本ライオンズの経費をもって充当する。

(3) 推薦投票にかかる費用は，推薦を希望する候補者また

は複合地区が均等に負担する。

第3章改正その他

1. 本規則の改正，廃棄には複合地区年次大会に出席し，投

票した代議員の過半数の賛成投票を要する。

2. 本規則は330~337すべての複合地区年次大会の決議を得

た後実施する。

3. 本規則は， 2003年以降の国際第 2副会長候補者を推眺す

るために2002年 7月1日から実施する。

編集注：国際会則の改正により， 2016年から国際第 3副会長職が復

活したので，国際第 2副会長立候補者推薦手続規則は国際第 3副会

長立候補者推脱手続規則と読み替える。第 1及び第 2章の文中の

「第 2副会長」はすぺて「第 3副会長」に変更するが，第31,'I:につい

ては，各複合地区大会で改正された後に変更する。
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33X複合地区緊急援助資金規定

1．目的

緊急災害その他これに類するビ胆項の応急的援助のため，

0年0月〇日現在00円をもって「緊急援助汗金」（以下

賓金という）を設ける。

2. 資金の調達

(I) 賓金から生ずる利息は資金に繰り入れる。

(2) 今後，複合地区および全 H本レベルで行うアクティピ

ティ・行事などが完fし剰余金（全日本レペルの場合は

剰余金の配分金）が生じた場合は，ガパナー協議会の決

議を経て， これを沼金に繰り入れることができる。

(3)「緊急援助資金」が著しく少額になった場合〔199,t年5

月336複合地区大会改正（最低額をI,000万円として，最

低額に不足が出た場合）〕は，複合地区大会の決議を経

て会員に資金の拠出方を要請することができる。

3. 援助の対象

援助の対象は，災宮救助法を適用された複合地区内の災

害並びにこれに準ずるllW内および国外の災苔のうちから，

緊急援助資金委員会（以下委員会という）の決議により採

択する。

4. 委員会の構成

委員会は，ガパナー協議会構成員をもって構成する。

委員長にはガパナー協議会議長が当たる。

5. 運用

(I) 援助の発案は地区ガパナーが行う。

(2) 援助に当たっては，全委員の 3分の 2以上の賛成を要
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する。ただし，必要に応じて軍信電話によって決定し，

事後文書でそれを確認することができる。

(3) 援助の額および援助の方法は，その都度決定する。

(4) 発案した地区ガパナーまたは援助を受けた地区の地区

ガパナーは，速やかにその使途を報告する。

6. 監査

委員会は，複合地区会則第11条 4項に準じてこの資金の

監査を受け，期末における残額は次期委員会に引き継ぐも

のとする。

7. 施行および改廃

この規定は， 1979年0月〇日から施行し，以後，複合地

区年次大会に出席し，投票した代議員の 3分の 2以上の賛

成投票によって改廃することができる。

（注）第 1項中の年月日と金額および第 7項中の月日は，複

合地区ごとにそれぞれ定められている。
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会則及び付則

00レオクラプ

標準版レオクラプ会則

第 1条名称

本クラプの名称を． 00レオクラプとする。

第 2条目的

地域社会の青少年に，指鵡力 (Leadership)．経験

(Experience)．並びに機会 (Opportunity) を与え．

個性豊かな人間に成長させるための奉仕活動を推進す

る。会員の間で，友情．親善．相互理解の精神を育成

する。

第3条スポンサー

A. 本クラプは． 00ライオンズクラプによってスポ

ンサーされるが．本クラプは，そのライオンズクラプ

の一部ではない。本クラプ及び会員は，前記ライオン

ズクラプあるいはライオンズクラプ会員が持つ権利及

び特権は持たない。

B. 本クラプの運営には． 00ライオンズクラプの指迎

と監督を受ける。この指迎監督は．下記のうち一つの

方法で行われるものとし．その選択は．スポンサー・

ライオンズクラプとレオクラプが共同で決める。

1. レオクラプの例会又は理事会々議には毎回，スポ

ンサー・ライオンズクラプの会員が少なくとも 1人

出席する。又は．
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2. 両クラプからそれぞれ 3人の代表者が月例合同会

議に出席し，共通の関心事と計画を話し合い，レオ

クラプ又はその理事会の決断を考察する。代表者の

間で異論が出た場合には，スポンサー・ライオンズ

クラプが最終的決断を下す。又は，

3. レオクラブの役員が，会議の後15日以内に，会議

に関する報告書又は議事録をスポンサー・ライオン

ズクラプ幹事又は他の指定クラプ代表者に提出し，

承認を受ける。スポンサー・クラプはその後， 3人

のレオクラブ代表者及び 3人のスポンサー・クラブ

代表者を集めて会議を開き，共通の関心事と計画を

話し合い，レオクラプ又はその理事会の決断を考察

する特権を持つ。代表者の間で異論が出た場合に

は，スポンサー・ライオンズクラプが最終的決断を

下す。

C. 本クラプの運営に学校当局の協力が何らかの形で必

要な場合には，レオクラプ及びその会員は，学校の方

針及び規則に従わなければならない。

第4条奉仕活動

A. 本クラプは，会則第 3条に従って，会員の労力に

よる奉仕活動を企画し，これを地域社会で実施する。

その奉仕活動の全責任は，他のレオクラプ又は他の組

織団体と共同で行われた場合を除き，本クラプにあ

る。

B. 奉仕活動には，クラプが集めた資金が充てられる。

ただし，何か価値ある形で返礼するのでない限り，個

人，企業，組織団体から資金を募ってはならない。
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C. 本クラプは，

1. 必要以上に00ライオンズクラプ又は会員に経済

的援助を要請したり，受け取ってはならない。

2. スポンサー・クラプ以外のライオンズクラプに経

済的援助を要請してはならない。

3. 他のレオクラプに経済的援助を要請してはならな

し‘o

D. 公衆を対象に事業を行って得た純益はいかなるも

のも．本レオクラプ又は会員が直接あるいは問接的に

利を得るようなことに使用してはならない。

第5条会員

A. 良い性格を持ち．スポンサー・ライオンズクラプ

のレオクラプ委員会が適切と認めた青少年男女が．レ

オクラプに入会できる。標準版レオクラプ会則及び付

則に男性を表す用語が使われている場合にはいつで

も．男性と女性の両方を意味するものと解釈する。

B. 分類：レオクラプの会員は．次のように分類され

る。

l. 正会員：レオクラプの会員であることから得られ

るすぺての権利及び特権を持つとともに．会員であ

ることに伴うすぺての義務を負う会員。かかる権利

及び義務を制限することなくこの権利には．他に規

定される資格を有することを条件に． レオクラプの

役貝及びクラプが所属するレオ地区又は複合地区の

役員に立候補する権利，並びに会員の投票を必要と

する諸巾項に対して投票する権利が含まれる。義務

には．例会出席．速やかな会費納入． レオクラプの
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活動参加，並びに地域社会に対してレオクラプの良

い印象を与えるような言動が含まれる。

2.不在会員：本レオクラプの所在地から転出したク

ラプ会員又は健康上の理由やその他の正当な理由に

より規則正しくレオクラプの会合に出席することが

不可能な会員で， レオクラプにとどまることを希望

し．これをレオクラプ理事会が適当と認めた者。不

在会員の賓格は， 6カ月ごとにレオクラプ理事会で

再検討されるものとする。不在会員は役職に就く賓

格もレオ地区会議又は複合地区会議で投累する賓格

も持たないが． レオクラプが課す会費は納人しなけ

ればならない。

3. アルファ会員： 12歳から18歳までのレオクラプ会

員。

4. オメガ会員： 18歳から30歳までのレオクラプ会

員。

C. 会員資格終了：下記の場合，自動的にレオクラプの

会員としての資格を失う。

1. 最高年齢制限を 1年超えた場合。

2. 会則第15条に基づいて本レオクラプが解散した場

＾ 
口 o

3. グッドスタンディング会員の 3分の 2の票決があ

った場合。

D. 転籍会員：本レオクラプは，下記を条件として，他

のレオクラプを退会したか退会予定のレオが転籍会員

として入会することを認めることができる。

1. 前所属レオクラプ退会後6カ月以内に，転籍申し
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込みの通知が，前レオクラプのスポンサー・ライオ

ンズクラプから入会予定先レオクラプに提出され，

そのスポンサー・ライオンズクラプ幹事に写しが送

られた場合。

2.退会時にグッドスタンディングであった場合。

3. 転籍を希望する会員の年齢が，入会先レオクラプ

の規定年齢範囲内である場合。

前クラプを退会してから 6カ月以上経過した後に

転籍手続きをした場合には，第 5条A項の規定に基

づいて入会する。

E. 各レオクラプは，アルファ・レオクラプかオメガ・

レオクラプのいずれであるかを国際本部に報告しなけ

ればならない。

第6条例会・会議

A. クラプの会合：

1. 本レオクラプの例会は，少なくとも毎月 2回，で

きれば毎週，付則で定められた日時に，定められた

場所で開かれる。

2. クラプ会長は，随時，あるいはグッドスタンディ

ングの会員10人以上による文書での要請があった場

合， クラプの臨時会合を招集することができる。招

集通知は口頭又は文書のいずれかで行うことができ

るが，グッドスタンディングの会員全員に対して通

知し，かかる会員に都合のよい会合の日時と場所並

びに会合の目的を指定しなければならない。文書に

よる場合は，通知発送時のクラプの記録にある住所

で各会員に郵便又は軍子手段により送られた時点
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で．通知されたとみなされる。

3.定足数：本クラブのいかなる定例会合又は特別会

合においても，定足数を満たすには．グッドスタン

ディング会員の過半数の出席が必要である。

B. 理事会会議：

1. 理事会定例会議は，付則に定められている日時

に．定められている場所で．少なくとも毎月 1回開

かれるものとする。

2. クラプ会長は．随時，理事会の特別会議を招集す

ることができる。また理事会のいずれかのメンパー

による文書での要請があった場合には．理事会特別

会議を招集しなければならない。理事会の招集通知

は口頭又は文書のいずれかで行うことができるが．

理事会メンバーに対して通知し．かかるメンバーに

都合のよい会合の日時と場所並びに会合の目的を指

定しなければならない。文書による場合は．通知発

送時のクラプの記録にある住所で各会員に郵便又は

電子手段により送られた時点で．通知されたとみな

される。

3.理事会のいかなる定例会議又は特別会議において

も．定足数を満たすには．会長又は副会長，並びに

その他の理事会メンパー 3名の出席が必要である。

4.本レオクラプのグッドスタンディングの会員は誰

でも．理事会の定例会議又は特別会議に出席できる

が．理事会の同意なしには発言できない。

第7条役員

A. 本レオクラプの役員は．会長．副会長，幹事．会
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計，並びに付則で定められたその他の役員とする。役

員は．グッドスタンディングの会員でなければならな

い。任期は， 1年間あるいは1i資格の後任者が就任す

るまでとする。上記役職は兼任することができない。

B. レオ会長職に空席が生じた場合には任期延長が可能

であるが， 3期を超えることはできない。

C. 本会則に規定されていない限り，役員の職責は．最

新版ロパート議事規則に基づくものとする。

第 8条理事会

第 3条に従い．

A. グッドスタンディングの会員から選ばれた役員全

員並びに 3人の理事で構成される理事会が，本レオク

ラプの運営管理に当たる。

B. クラプ役員を通して理巾会が． クラプに承認された

方針履行の責任をもつ。すべての新事項及び方針はま

ず理事会が検討して形成し．例会又は臨時会議でクラ

プ会員の承認を受ける。

C. 理事会は，すべての委員会及び役員を統括し，いか

なる役員の決定も無効にすることができる。正当な理

由があれば役員を解任し，別のグッドスタンディング

会員をその残存期間の後任者として任命することがで

きる。

D. 埋事会は． クラプ運営に関する年次報告書を． クラ

プ会員及びスポンサー・ライオンズクラプに提出しな

ければならない。

第 9条選挙

役員及び理事の選＞作は． 00ライオンズクラプのO
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0委員会が定めた時期に，委員会が認める手順に従っ

て行われるものとする。当選には，過半数の投梨を必

嬰とする。

第10条委員会

財務，奉仕活動，その他クラプ運営に必要な‘常設委

員会は，付則によって定められる。会長は，理事会の

承認を得て，必要に応じ特別委員会を任命することが

できる。

第11条入会金及び会費

A. 本レオクラプは， 00ライオンズクラプがレオク

ラプの運営上必要であるとみなした額の会費を徴収す

る。スポンサー・クラプが国際協会に毎年支払う納人

金をこの会費の中に含めて，その額をレオクラプがス

ポンサー・クラプに支払ってもよい。

B. 本レオクラプヘの財政上の義務を怠っている会員

は，例会又は特別会合で投栗が行われる際，あるいは

グッドスタンディングであるか否かが問題になった場

合には，自動的に投票権を失い，支払が完了するまで

は，グッドスタンディングとはみなされない。

第12条 本クラプ会員は，入会したことにより，本クラプの

会則及び付則に従うことに同意した，とみなされる。

第13条付則

耶事会は，本レオクラプの連営を能率的にするため

に必要な付則を提案し，グッドスタンディング会員が

これを採択する。ただし，付則はすべて本会則に・貫

するものとし本会則に反する付則及びその改廃は，

すぺて無効とする。
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第14条紋章

A. 国際レオクラプ・プログラム及びレオクラプの紋

章は，二つのライオンの顔がそれぞれ外側を向き，そ

の間には縦長の四角い枠があり，「LEO」という字が

上から下に記されているものとする。

書
B. レオクラプ(/)紋践は， レオクラプ会員にのみ使用さ

れる。会員は在籍中，威厳があり， レオクラプ会員と

してふさわしい方法で， この紋章を着用あるいは表示

する資格を有する。会員は， クラプを退会した場合，

又はクラプが解散した場合，その賓格を失う。

第15条存続期間

A. 下記のいずれかが生じた場合， レオクラプは解散

する。

1. 本レオクラプ解散が票決された場合。

2. ライオンズクラプ国際本部が， 00ライオンズク

ラプから， レオクラプ解散書によるスポンサー取り

やめの通知を受領した場合。

3. 本レオクラプ会長又は副会長が，本クラプに授与さ

れた結成確認書取り消しの文書を国際協会から受領

した場合。

B. A項に甚づいてクラプが解散した場合，本レオクラ

プ及び会員は，個人としても，クラプ全体としても，
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「レオ」の名称及び紋章に関するすべての権利と特権

を失う。

第16条議事進行

本会則で別の規定が設けられていない限り，本クラ

プ運営に関する議事進行手順は，すべて最新版ロパー

ト議事規則に従うものとする。

第17条改正

本会則は，ライオンズクラプ国際協会理事会の採決

によってのみ改正され，改正と同時に自動的に効力を

発する。

第18条 本クラプの会計年度は， 7月1Hから 6月30日まで

とする。

標準版レオクラプ付則

第 1条選挙

A. 本クラプの役員及び理事の選挙は，毎年00月0

0日までに行われる。当選者は，選挙後 7月1日に就

任する。

B. 役員候補者の指名は，文書によるか，あるいは議場

における口頭のいずれかにより行われる。役員選挙

は，候補者が指名された会合の次の例会で行われる。

選挙は，無記名投票とし出席したグッドスタンディ

ング会員の過半数の票を得た候補者を，当選者とす

る。

第2条入会金及び会豊

A. 新会員は， 00円の人会金を納入する。
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B. 会牲は，年額00円とする。

C. いかなる H的のためにも，上記以外の金額を会員か

ら徴収してはならない。

第 3条委員会

A. 理事会の承認を得て会長は，下記の常設委員会を

設憐する。

1. 財務委員会。本委員会は，すべてのクラプ運営費

及び奉仕活動の財源を確保することに責任をもつ。

2. 奉仕活動委員会。本委員会は，地域社会への奉仕

活動の計画及び実施(l)貨任を持つ。

B. 正当に成立した例会において，出席会員の過半数の

投票によって承認されるまでは，本クラプの会員のみ

で構成されている委員会は，その計画を実行すること

はできなし、0

第 4条改正

A. 本付JIljは，例会あるいは特別会合において，グッ

ドスタンディング会員の過半数の賛成投票によっての

み改正される。ただし (I)改正案，並びにその投票が

行われる会合の II時は，少なくとも 14日前に定足数が

出席している例会で発表され， さらに，（2）改正が， 0

0ライオンズクラプによって承認されなければならな

し、
゜

B. 本クラプの会ltljに反する付則の条項は，すぺて無効

となる。

（その他，能率的なクラプ連営に必要な規定）
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ライオンズクラプ国際財団 (LCIF)

ライオンズクラプ国際財団 (LCI F)は1968年に国際協

会によって設立された，米国の内国歳入法典 (IRC)第50

1条(c)項(3)項に規定される財団である。寄贈された碁金によ

って人類の福祉に貢献することを目的としており，営利を目

的とせずに組織され，またいかなる利益も関係者に分配し

ない。財団は LCIF理事会によって運営されている。 LC

I F理事会は，直前国際会長が LCIF理事長を務め，現会

長及び副会長，八つの会則地域から各 1名，会員数の多い国

(1番目， 2番目），会員一人あたりの寄付額の多い国 (1番

目～ 3番目），前・元 LCI F理事長，アポンティ 2名で構

成される。

LC IFを支援し寄付を行った会員に対して，その支援を

正式に認証し謝意を表するため，各種のアワードプログラム

が設けられている。特に， 1,000ドルを寄付した人を讃える

ために， メルピン・ジョーンズ・フェロー (MJ F) プログ

ラムが1973年設けられた。 1,000ドルを超える寄付をした場

合は，プログレス・メルピン・ジョーンズ・フェロー (PM

J F)プログラムが加えられ， 54のレベルのアワードが用意

されている。世界全体のMJF受賞者は約47万人以上， PM 

J F受宜者は約99万人以上との報告がある。

LC I Fは世界保健機関 (WHO)をはじめ，多くの団体

とのパートナーシップを提携している。予防し可能な失明を

なくすため，視カファーストを世界に広げ， 2001年LCIFは

スペシャルオリンピックスと提携し，オープニング・アイ

ズ・プログラムを通じて選手の視カスクリーニング検査を始

めている。また， ラテン・アメリカとアフリカの河川失明症

（オンコセルカ症）の予防のため， カーター・センターに賓
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金を供与し，アフリカのトラコーマ撲滅に協）Jしている。

LC IFの使命とは，「ライオンズク ラプ，ポランティア，

そしてパートナーが，世界中の人々の暮らしに影響を及ぽす

人道奉仕と交付金を通じて，健康と福祉を改善 し，地域社会

を強化し，恵まれない人々に支援を提供するとともに．平和

と国際理解を促進できるよう，力を与える」ことである。

各種父付金プログラムが設け られている。 人道支援マ ッチ

ング交付金 (IR「一般援助交付金」交付される金額は10,000

ドルから 100,000ドル）， LCIF緊急援助交付金 (I0,000ドル

まで），糖尿病交付金（複合地区は200,000ドルまでの複数年

にわたる交付金），近年新たにレオ奉仕交付金と地区及びク

ラプシェアリング交付金 (DCG)が迎入されている。交付

金符理者に最終報告・，りの提出義務があり，例えば，人道支援

マッチング交付金事業の楊合，最終報告はプロジェクト完了

から451:1以内に LCIFに提出が必要である。

キャンペーン100:LCIF奉仕に力を

CAMPAIGN In.⑪⑪  2018-19年度から2022年6月30日

1oo までに集められた狡金の総額が，

モントリオール国際大会で発表さ

れた。

LCI;-EMPOWERING ;;;-VICEー 総額 US324,687, 263ドル

キャンペーン100の狡金は次の11的に使われる。

・奉仕のインパクト強化

・納尿病との闘い

・グローパル重点分野の拡人-
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役員および来賓の席順

公認プロトコール

下記は，ライオンズクラプ国際協会公認プロトコール方針

である。主要スピーカーだけが，講演の初頭に挨拶として，

臨席の賓客全員の名を挙げて紹介する必要がある。

A.役職の順位

＊役職によっては，特定の会則地域には該当しない場合が

ある。現地の慣行により，妥当とされるプロトコールを使用

する。

ライオンズの順位は，次の通りとする。

1. 国際会長

2. 前国際会長／LCI F理事長

3. 国際副会長（地位の順）

4. 元国際会長(b)

5. 国際理事

（理事会アポインティ） ＊ （レオーライオン理事会リエ

ゾン） ＊＊ （a) 

6. LCIF理事会

7. 元国際理事(c)

8. 元LCIF理事及び元理事会アポインティ

9. GAT/LC IF会則地域リーダー(a)

10. LC I F会則地域副リーダー， GAT各国全域リーダ

11. LC IFエリアリーダー， FWC/GATェリアリー

ダー， 日本担当会則地域副リーダー(a)

12. 複合地区協議会議長(a)
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13. 地区ガパナー

14. コーディネーター・ライオン

15. 国際協会運・/：t役且

16.複合地区 FWC/GI.T/GMT/GST/LCIF

コーディネーター

17. 前地区ガパナー(a)

18. 副地区ガパナー（地位の順）

19. 複合地区の各委U会委U長(a)

20.)t協議会議民(a)

21. ）じ地区ガパナー(a)

22. 複合地区協議会幹’li.（ポランティア） （a) 

23. 複合地区協議会会計（ポランティア） （a) 

24. 地区幹巾(a)

25. 地区会計(a)

26. 地区 FWC/GI.T/GMT/GST/1、Cl Fコー

ディネータ ー(a)

.2i． リジョン ・チェアパーソン(a)

28. ゾーン ・チェアパーソン(a)

29. 地区の各委且会委UL<（a)
30. クラプ会長(a)

31. 1i1iクラプ会長(a)

32. ）じクラプ会長(a)

33. クラプ幹」i(a)

34. クラプ会計(a)

35. 複合地区幹1i（職W (a) 

36. 複合地区会計（職0)(al 

37 . 地区運営幹 ‘l~ （戦且） （a) 
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〔2022年4月旧際理’1i会決議〕

＊国際理事会委員会メンパー及びLCIF執行委員会のメ

ンパーとして国際会長から任命されたアポインティを，

同じ役職に就いた他のライオンの前に紹介する。紹介時

に，その人がアポインティであることを言い添える。

＊＊レオーライオン・リエゾン・プログラムが終了したとき

には，この役職はプロトコールから削除される。

上記アルファペットの説明

(a) 2名以上いる場合には，姓のアルファペット順で決め

る。姓の最初の字が同じなら，姓の 2番目， 3番目と順

にずらす。姓が全く同じ場合には，同じ要領で名によ

る。姓も名も同じ場合には，ライオン歴の長い人が先に

なる。

(b) 2名以上いる場合には，最も近年にその役を務めた人

が先になる。

(c) 2名以上いる場合には，元国際会長と同様（上記(b)項

参照）によるが，同じ年度に理事を務めた元国際理事が

2名以上いる場合には(a)の規定が適用される。

一般事項：ライオンズの役職を二つ以上持つ人の場合は，

そのうちの最高役職で順位が決まる。上記のほかに，そ

れぞれの地域の習柑により，特に紹介すぺき役職があれ

ば，その地域の習慣に従ってつけ加える。ただし，選出

された役員は常に，任命された役員の先になる。メルピ

ン・ジョーンズ・フェローも， まとめて紹介するよう奨

励される。スピーカーがメルピン・ジョーンズ・フェロ

ーであれば，紹介の際にその旨を述べる。

B. ノン・ライオン安客
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ノン・ライオンの順位は．それぞれの地域のプロトコー

ルや習慣に従って決めるが．ノン・ライオンが主なスピ

ーカーである場合には．会議議長の右側に席をおく。

C.メーンテープル座席表

真中に演台が置かれていない場合，主宰役員又は会議議

長は常に． 1として示される（第 1図）真中の席に座ら

なければならない。主要スピーカーは， 2の席につき．

他のライオンズの席は．前記の順位リストに従って決め

られる。出来る限り．議長又は主宰役員（通常．クラプ

会長．地区ガパナー．協議会議長．又は国際会長が務め

る）の両側に同数の席をおくようにする。

（聴衆） 第 1図

| 7 | 5 | 3 | l | 2 | 4 | 6 | 
第2図が示す通り．演台が置かれる場合のメーンテープ

ルの座席も大体同じである。但 L.会議議長又は主宰役

員は．常に（聴衆に向かって）演台の左側に座り．主要

スピーカーは右側に座る。

（聴衆） 第2図

| 7 | 5 | 3 | 1 1演台 I 2 | 4 | 6 | 8 | 
配偶者が出席している場合にはテープルの左側に消席す

る会員の配偶者はその会員の左隣に，テープルの右側に

着席する会員の配偶者はその会員の右隣にそれぞれ座

る。

D.司会者及び会議書記

-202-



時には，議長又は主宰役員以外の人が，司会者を務める

場合がある。その場合には，司会者は地元の習慣に従っ

た席に座るか，メーンテープルの端の席につく。しかし

順位のリストによって特定の席が決まっている（例え

ば，地区行事における元国際会長）場合には，その席に

つく。稀ではあるが，会議書記がいる場合もあり，その

時には地元の習慣に従う。

E．二つ以上のメーンテープル

メーンテープルが二つ以上ある場合には，最前列にある

テープルが上位のテープルとみなされる。同位のライオ

ンズを別々のテープルに着席することがないよう，留意

する。

F. メーンテープル紹介

メーンテープルに座っている人の紹介は，会議議長又は

主宰役員に続き，最低順位の人から最高順位の人へと逆

順に紹介する。配偶者がメーンテープルに座っている場

合には，会員の紹介を先にする。（例えば，山田一郎元

国際理事及び花子夫人）

G.国歌

国際理事会の公式代表者として他国のライオン（現職又

は元の理事会メンバーに関わらず）が出席しており，そ

の会議で通常国歌が演奏される場合には，そのライオン

の国の国歌も演奏して敬意を表するぺきである。
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グローパル・アクション・チーム (GAT) 

行動の力を通してクラプを強化

グローパル・アクション・チーム (GAT)は，ライオン又

はレオの 1人が， 1 Hに世界のニーズの 1つに奉仕によって

応えることをピジョンに編成した。このチームは，ライオン

ズの 3つの重要な分野が統合されたものである。

・指尊力育成 ・会員増強 ・奉仕

グローパル指導力育成チーム (GLT)，グローパル会員増

強チーム (GMT)，グローパル奉仕チーム (GST)をグロー

バル・アクション・チームとしてまとめることで，クラプの

成長と奉仕に相乗効果と新しい機会を創出する。

ミッションーグローパル・アクション・チームは， ラ・イオ

ンとレオの奉仕に対する熱意を基盤に LCIとLCIFのピジ

ョンを支持する。

目的ー地区とクラプがH標を達成し，成果を高められるよ

うにする。グローバル・メンパーシップ・アプローチのコミ

ュニケーション窓口となり会員減少に対処する地区への支

援。

グローパル・アクション・チームの特長

グローパル・アクション・チームは， クラプに活気をもた

らし次のレベルに進めるよう支援する。

・奉仕事業に役立つ資料の提供と動的な事業の支援

・すぺてのライオンの強化に役立つ指導力育成の機会の特

定

・思いやりのある新会員の勧誘と既存会員の参加の促進
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新ライオンズクラプ結成手順

新しくライオンズクラプを結成するには，以下の条件を滴

たすことが必要である。

• 20人以上のチャーター・メンパー

・スポンサーとなるクラプ， ゾーン， リジョン，地区キャ

ピネットまたは地区委員会

・必要事項がもれなく記入されたチャーター申請書及びチ

ャーター・メンパー報告書 (MyLCIで提出）

・現職の地区ガパナーの承認

2つまでのクラプが共同してスポンサーとなることができ

る。従来型クラプは， もっとも一般的なクラプタイプであ

り， クラプ支部のタイプでは，会員20名というチャーター要

件に満たなくとも小人数でクラプを結成できるので，より迅

速に地域社会で活動を開始することができる。チャーター申

請に係る手続きは， MyLCIにおいてオンラインで行う。チ

ャーター1t35ドル，転籍チャーター特20ドルを納めた後に，

結成が承認される。その後所属の地区ガパナー宛てにチャー

ター（認証状）が送られるが，結成承認から約45日程度かか

る。

2017年8月に開始されたスペシャルティクラプ・プログラ

ムは，共通の関心事と情熱を有する会員の連携を深めるクラ

プを結成するためのもので，共通する関心事としては，趣

味職業民族などの背景が考えられる。また，電話やパソ

コンを使って地域社会に奉仕するパーチャルクラプを選択す

ることもできる。
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結成会次第

〔結成会は最初のクラプ例会であり，セレモニーというよ

りむしろピジネス・ミーティングとして捉えられたい。以

下は一例であるので，必須事項 (5~10)が脱落しないか

ぎり，自由な形式で行ってさしつかえない〕

1. 開会のことば

2. 国歌斉唱

3. 地区役員，スポンサークラプ役員などの紹介

4. 経過報告

5. クラプ会則の採択

（国際理事会が制定している「ライオンズクラプ会

則および付則標準版」を採択するよう勧められる）

6. チャーター申請書記載事項など結成に関する諸事項

の確認

7. クラプ役員の選出および紹介

8. クラブ入会金，クラプ会費の額の決定

9. 例会の日時・場所，例会費の決定

10. 新クラプ会長によるチャーターナイト委員長の任命

（委員は，委員長の助言を得て会長が任命する）

11. 地区ガバナーあいさつ

12. 新クラプ会員の紹介

13. 新クラプ会長あいさつ

14. スポンサークラプ会長あいさつ

15. ライオンズ・ソング

16. 閉会のことば
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チャーターナイト次第

〔本次第はあくまでも一つの例である。これを参考として

チャーターナイトの精神を尊重し，主要な事項が脱落しな

いかぎり，自由な形式で行ってさしつかえない〕

I. 開会宜言（会長）

2. 国旗に敬礼，国歌斉唱

3. ライオンズ・ソング

4. 来賓およびキャピネット役員など紹介

5. 歓迎あいさつ（チャーターナイト委員長）

6. チャーター伝達および地区ガパナーあいさつ

7. ホームクラプ会員宣普

8. スポンサークラプ会長あいさつ

9. 会長謝辞

10. チャーターナイト記念事業発表（会長または副会

長）

II. 記念事業目録贈呈

12. 祝辞

13. 祝電披露

14. ライオンズ・ソングおよびライオンズ・ローア

15. 閉会あいさつ（会長または副会長）

16. 閉会宣言（会長）
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チャーターナイト会場（一例）
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ライオンズクラプ名称変更，合併，解散の手順

地区ガパナーは国際本部の太平洋アジア課に，下記の必要

な書類を提出する。

クラプ名称の変更〔申請書〕

1. 名称変更がクラプ理事会によって決議されたことを証

明する文苫

2. クラプ名変更を承認する旨を記した現職地区ガパナー

による堺名付ぎ文菖

3. 名称変更を希望するクラプに隣接する各クラプの同意

を示す文苔

クラプの合併〔申請書〕

1. それぞれのクラプで合併が承認された旨を示す決議文

の写し。

2. 合併を承認する地区キャピネットの決議の写し。

3. 合併後に存絞するクラプの月例会員報告書の写し。そ

れには，合併後解散するクラプの会員が転入会員として

報告されていなければならない。

4. 国際協会，複合地区，地区に対して未納金を持たない

ことを示す文害。

クラプの自主解散〔書式は自由〕

1. クラプ解散の決議と理由書。

2. クラプロ座消箕の証明（未納なし）。

3. 現職地区ガパナーの承認。

注： 国際本部(/)クラプ解散承認後12カ月以内であれば． クラプ復袖報

告甚を提出し解散を撤回してクラプを復活させることができる。
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世界のライオンズ (2022年6月30ll)

国または領域一•一••"．．．．．~••• .. 200以上

クラブ数 50,077 

会員数一――-．．．．．．ー ・--1,374,497 

おもなライオンズ10カ国 (2022年6月30H)

(Iii 名 クラプ数 会且数 比率

I. イ ン ド 8,803 284,224 (20. 7%) 

2 アメ リカ合衆国 10,258 268,600 (19 5%) 

3 11 本 2,805 98,572 (72%) 

4 僻 IKl 2,036 71,826 (S2%) 

5 ド イ ツ 1,581 51,416 (J 7%) 

6 ネ I< Jレ 1,931 42,760 (3.1%) 

7. MDJOO 介 湾 1,205 42,027 (31%) 

H. ブ ラ ジ 1レ 1,446 38,157 (28%) 

9, イ ク リ ア 1,368 38,437 (28%) 

10. カ ナ グ 1,478 31,490 (23%) 

日本のライオンズ (2022年6月3011)

複合地区 m地区 クラプ数 全員数 複合地区 11'1地区 クラプ数 会は数

330 330-A 191 5,611 334 334-A 1 08 5.307 

330-B 147 3,571 334-B 74 3,662 

33区 72 1,732 334-C 73 2.885 

,J、 3i 410 10,914 334-D 92 4,601 

331 331-A 72 2,330 334-E 49 2,287 

331-B 73 2.117 小計 396 18.742 

331-C 43 1,465 335 335-A 69 1,744 

小 at 188 5,912 335-B 151 6.328 

332 332-A 61 1,941 335-C IOI 3,543 

332-B 50 1,895 335•D 57 1,671 

332•C 54 1,525 小，If 378 13,286 

332-D 67 2,164 336 336•A 137 5,177 

332-E 51 1.649 336•B 85 2,461 

332-F 45 1.254 336-C 79 2,858 

4ヽ 111 328 10,428 336-D &l 2,629 

333 333-A 69 2,651 ,jヽ 計 385 13,125 

333-8 45 1,428 337 337-A 1 14 4.487 

333-C I IO 2.708 337-8 62 2.184 

333-D 47 1.822 ]]7-C 7) 3,086 

333•E RO 4,017 337-D 紐 2,124 

,jヽ 計 35 1 12,626 337-E 52 1,658 

,Jヽ it )69 13,539 

合 Jt 2,805 98,572 

t11所． rq~t!l 公 d9/1 例会 U債竹以ItR より作成J
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註：ライオンズに関する主要な用語を五十音順に配列し，末

尾は掲載ページを示す。

-217-



用語解説

（ア）

アクティピティ Service Activity 

ライオンズクラブが．その地域社会などに対して行うあ

らゆる奉仕活動のことを日本では短かく，アクティピティ

といっている。アクティピティは．クラプが単独で行なう

のが基本である。しかし現実には地域社会の情報化に伴

い．いくつかのクラプが合同で，あるいは他の奉仕団体や

地方自治体と合同で行なったり．地区単位で行なう場合が

ある。また地展や洪水などにより，大災害が発生した湯合

は，地区が全国のクラプに救援を呼びかけることもある。

阪神・淡路大巽災の時は．全国のクラプから． 11億円が集

められた。東日本大震災の時は． 日本を含めて全世界から

LCIFへ2,100万ドルが指定寄付された。

ライオンズには国際的アクティピティ機関として LCIF

があるが， 日本ライオンズはこの LCIFへの支援において

も際立っている。

アクティピティはクラブ存立の根幹にかかわる問題であ

る。各クラブは地域の人々から共感を得られるような．す

ぐれたアクティピティを実施するため日夜精進している。

(P.25) 

アテンダンス Attendance（出席）

例会出席のこと。会員の主要な義務の一つで，万一例会
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に出席できなかった場合も規則に基づいてメーク・アップ

すれば出席したものとして取り扱われる。 5年． 10年． 15

年など連続皆出席の会員には．有料ではあるが．賞が用意

されている。

アポインティ Appointee 

国際理事会アポインティの項 (P.230)参照

アワード Award（賞）

国際会長または地区ガパナーなどから．個人またはクラ

プに与えられる各種の賞のこと。会員キー賞，エクステン

ション打，各種功労賞などがある。

（イ）

インタークラプの会合 Inter-Club Meeting 

同一ゾーン， リジョンまたは地区内の他クラプとの会合

のこと。多くの場合社交的なものであり．強制的なもので

はない。

（エ）

エクス・オフィシオ・メンバー

Ex-Officio Member（職権委員）

職権委員の項 (P.231)参照。

ェクスカーション Excursion 

チャーターナイト，地区大会などの際に行われる親善旅

行，見学旅行など。
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エクステンション Extension 

ライオニズムを拡張するという意味で，具体的には国の

内外に新しいクラプを結成することをいう。 (P.205)

日本ライオンズ創立以来，社会奉仕の新しい同胞クラプ

を作ろうという動きは全国に広まり， 1990年代にクラプ数

が3千を超えたこともあったが．最近は一時期ほど新クラ

プの結成は多くはなく，趣味や職業など共通の関心事を中

心とするスペシャルティクラプ・プログラムが実施されて

いる。

外国へのエクステンションでは， 1993年に東松山クラプ

(330-C)がモンゴルのウランバートルに， 1998年に千葉

市内の 3クラブ (333-C)がカンポジア王国のプノンペン

に． 2001年に郡山クラプ (332-D)がカンポジア王国のプ

ノンペンに現地クラプと合同で．新クラプを結成した。

2012年には市川クラプ (333-C)がセルピア共和国のクラ

グィヴァツに，船橋と千葉市内の 4クラプ合同でカンポジ

ア王国のシェムリアップに新クラブを結成している。さら

に2014年．千葉・船橋・柏市内の 4クラプ (333-C)が合

同でシェムリアップに新クラプを結成している。また2018

年には，福岡ホストクラプ (337-A)がミャンマーのヤン

ゴンに新クラプを結成している。

エル・シー・アイ・エフ (LCIF)

ライオンズクラプ国際財団の項 (P.246)参照。

（オ）
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オセアルフォーラム OSEAL Forum 

東洋東南アジア・フォーラムの項 (P.239)参照。

（力）

会員の移籍 Transfer of Membership 

会員が一度クラブを退会し，再びクラプに復帰する場

合，元のクラプに入会した会員を再入会員，他のクラプに

入会した会員を転籍会員と一般に呼んでいる。

一度退会した会員が12カ月以内にクラプに戻れば，国際

協会入会金を支払うことなく会員資格を継続させることが

できるが， 12カ月を経過した場合は， クラプ理事会の承認

を得て新たに国際協会入会金を支払い新会員として入会す

る。

会員の種別 Categories of Membership 

会員の種別には正 (Active)，不在 (Member-at-Large),

名脊 (Honorary)，優待 (Privileged)，終身 (Life)，準

(Associate) および賛助 (Affiliate) の 7種類がある。

(P.85, 89, 105, 134) 

会員委員長 Membership Chairperson 

会員委員長は，クラプのグローハル・アクション・チー

ムの主要メンパーでクラプ理事会構成員となり，新会員を

勧誘する。 (P.99, 117) 

会計年度 Fiscal Year 

ライオンズクラブ国際協会，複合地区，地区およびクラ

プの会計年度はすべて 7月1日から翌年 6月30日までの 1

年間であり， 12月31EIを境として上半期と下半期に分けら
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れている。 (P.61, 131, 148, 162) 

会則および付則 Constitution and By-Laws 

国際協会会則および付則，複合地区会則，クラプ会則お

よび付則， レオクラプ会則および付則などがある。国際協

会会則および付則はライオンズの最高規定である。クラプ

は，クラプ会則および付則標準版を採用するよう勧められ

てしヽる。 (P.40, 96, 139, 182) 

会費 Dues

クラプ運営費に充てるために会員が納入するもので，そ

の額はクラブごとにその会則で定めるが，会食費その他ク

ラプ運営以外に使用されるものは会費とは呼ばれない。ク

ラプは，この会費から国際会費，複合地区会費（複合地区

大会費を含む），地区会費（地区大会費を含む），一般社団

法人日本ライオンズ会費およびライオン誌送料，その他を

支払う。国際付則第12条第 2項(a)に定める国際会費は，

2022年モントリオール国際大会で 3年に亘って 7ドルの値

上げが決定された。半期分国際会費は2023-2024年度23ド

ル（年間 US$46),2024-2025年度24ドル（年間 US$48),

2025-2026年度以降25ドル（年間 US$50) となる。家族会

員 2人目から 5人目は半期分国際会費の半額を納める。

(P.81, 128, 130, 148, 162) 

ガイディング・ライオン Guiding Lion 

新結成クラブ，既存のクラプまたは優先指定されたクラ

プに対して必要な助力と指導を行い，その情報を地区や国

際本部に報告する任に当たる会員。指定の研修コースを完

了した公認ガイディング・ライオンは， 2年間クラプの指

導にあたる。
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家族会員プログラム Family Membership Program 

2007年 1月1日より適用されている国際会費割引制度。

国際付則第12条に規定されているとおり， 1人目の家族会

員（世帯主）は半期分国際会費を全額支払い， 2人目から

5人目までの家族会員は半期分国際会費の半額を支払う。

(P.82) 

ガパナー District Governor 

正式には地区ガパナーといい国際協会の役員である。

地区年次大会において選出され，地区においてライオンズ

クラプ国際協会を代表し，さらに，地区運営の責任者とし

てキャピネット構成員を指芍する。また，その任期中に地

区内のクラプに対して公式訪問を行う。任期は国際大会の

閉会時から次の国際大会の閉会時までで，連続再選は許さ

れない。 (P.19,41, 67, 74, 150) 

ガパナーエレクト District Governor-Elect 

地区ガパナーは地区の年次大会で選出されて，その年度

の国際年次大会閉会と同時に正式に就任するのであるが，

選出されてから就任するまでの間ガパナーエレクトと呼ば

れる。

ガパナー協議会事務局 Office of District Governors Council 

複合地区会則によって．それぞれの複合地区に設置さ

れ，複合地区の種々の業務を処理している。

ガバナー公式訪問 District Governor's Official Visit 

国際付則第10条2項(a)に碁づき，その任期中に必ず 1回

は原則として単ークラプを公式に訪問し，直接，指導監督

する。ゾーン・レベルやオンラインでの訪問も可能。
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ガパナー諮問委員会 District Governor's Advisory Committee 

ゾーン・チェアパーソンを議長に． ゾーン内のクラプの

会長，第 1副会長および幹事で構成される地区ガパナーの

諮問機関である。年に 4回定例会議を開く。 (P.161)

監 査 Audit

国際付則第4条 1項には，監査が国際理事会の常設委員

会の筆頭に挙げられている。 (P.56)

クラプ理事会はクラプ会則第 8条3項(d)によって監査を

受ける。監査は公認会計士によるのが理想であるが，必ず

しもそこまで行う必要はなく，会員中から 2名程度の適任

者を監査委員に選任して監査させてもよい。選任方法には

選挙による選出およびクラプ理事会または会長による任命

があるが．ことの性質上選挙による選出が望ましい。また

監査の対象は一般的にクラプの会計とその執行状況と考え

られる。 (P.100, 123) 

換算率 Conversion Rate 

国際会則によると，国際会費は US ドルまたはこれに

相当するその国の通貨で支払うことになっている。 H本の

ライオンズの場合， クラプはドル相当額の日本円をみずほ

銀行第 5集中支店ライオンズクラプ国際協会口座へ振り込

む。 ドルと円の換ヰ率は毎月国際協会が決定する。

（キ）

キー賞 Key Award 

2名以上の新会員をスポンサーした会員に国際協会から

贈られる賞。新会員 2名から500名まで17種類の新しいデ
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ザインの賞がスポンサーした会員に贈られている。スポン

サーした会員が 1年と 1日以上在籍しなければ，アワード

の対象にならない。

キー・メンパー Key Member 

キー賞を受けた会員をいう。

キャピネット Cabinet 

地区ガパナー・キャピネット (DistrictGovernor's 

Cabinet)を略してこういう。議長としての地区ガパナー，

前地区ガパナー．第 1および第2副地区ガパナー，地区名

脊顧問会議長，キャピネット幹事，キャビネット会計， リ

ジョン・チェアパーソン，ゾーン・チェアパーソン，地区

委員長などをもって構成される。 (P.64, 154) 

緊急援助資金（複合地区） Emergency Reserve Fund 

複合地区において災害に備え緊急援助資金として積み立

てたもので，複合地区が定めた緊急援助資金規定に従って

援助が実施される。この規定によって行われる災害援助は

複合地区としての速やかな意思表示に重点を置くもので，

大きな災害が生じた場合は，地区またはクラプは従来どお

り援助活動を積極的に行うぺきである。

緊急援助資金が著しく少額となった場合には，複合地区

大会の決議を経て会員に資金の拠出を要請することができ

る。 (P.180)

（ク）

グッドスタンディング Good Standing 

クラプが国際協会や地区に対して．国際会則第8条（ク
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ラプ）．国際付則第11条4項（クラブの責務），第12条（会

費）をはじめ会則・付則の各条項を遵守して運営されてい

ること。ステータスクオであったり，国際（地区）会費が

未納であったり， 50ドル以上の一般債務の未払残闊が90日

以上経過したりなどしているクラプは該当しない。グッド

スタンディング・クラブでなければ各種大会に代議員を派

遣することができない。

また， クラブを構成する各会員は，その所属クラプに対

し上記に準じてグッドスタンディングでなければならな

い。グッドスタンディング会員でなければ代議員にはなれ

ないし，クラプ，地区または国際協会の役員になることも

できない。 (P.40,46, 50, 61, 108, 110) 

クラプ活性化計画 Club Quality Initiative 

クラプ向J::プロセス (CEP)が， 2017年全面的に改訂さ

れて「クラプ活性化計画」となり，ライオンズクラプ国際

協会が推進する国際戦略計画を理解し，変革の必要性，目

標設定，計画の策定，変革の実現と持続を図る。

クラプ支部プログラム Club Branch Program 

クラプ会則第10条により，親クラプの一つの付設組織と

して支部を開設し，独自に例会を開いて奉仕活動が始めら

れるようになっている。 (P.102)

クラブ年次会合 Club Annual Meeting 

毎年6月に理事会の決定する日時および場所で開催され

るが，例会をこれに当ててもよい。ここで役員は任期中の

最終報告を行い，新しく選出された役員が披露される。

(P.128) 
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クラプ優秀賞 Club Excellence Award 

グッドスタンディング．マンスリーレポート提出．新入

会員など一定の条件を満たしたクラプの当該年度の会長に

国際協会から贈られるアワード。

クラプ理事 Club Director 

任期は 2年で，半数ずつ毎年改選される。理事の呼称に

ついては国際理事とト―i]様に． 1年目の理事を 1年理事． 2 

年目の理事を 2年理事とする。理事はクラプ役員

(Officer)であり．すべての理事は他の役員とともにクラ

プ理事会を構成し，クラプ会則第 8条 3項の任務を遂行す

る。 (P.99, 110, 123) 

グローパル・アクション・チーム (GAT)

Global Action Team 

2017年 7月に開始され，グローパル指導力育成チーム

(GLT)，グローパル会員増強チーム (GMT)に新たにグ

ローパル奉仕チーム (GST) を加えて， 3つの重要な分

野を統合した。日本の場合は， FWTを含めた 4つのチー

ムとなる。

GATは，世界的な会員減少に対処する地区を支援する

ために構築された「グローパル・メンバーシップ・アプロ

ーチ」のコミュニケーション窓口として，新クラプ結成に

よる地区若返りや新会員を加えたクラプ活性化，親睦と興

味深い奉仕で既存会員の意欲を高めるといった支援を行

う。

グローパル奉仕フレームワーク Global Service Framework 

糖尿病 (Diabetes)，環境 (Environment)，視力

(Vision)，小児がん (ChildhoodCancer)，飢餓 (Hunger)
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への奉仕を2017年から 5年以上継続することが決定してい

る。

（ケ）

ゲスト・スピーカー Guest Speaker 

クラプ例会に招かれて講演する当該クラプ会員以外の人

を指す。 (P.122)

（コ）

国際協会OSEAL調整事務局

Lions Clubs International OSEAL Regional Office 

2018年 1月4日より， ライオンズクラプ国際協会

OSEAL会則地域における出先機関にあたる位閻づけとし

て開設された。主な業務は， リーダー（国際役員および国

際協会任命による各役職）へのサポート，複合事務局，地

区キャピネットを介した会貝サポート，オセアルフォーラ

ム運営に関する支援， OSEAL執行委員会および会則地域

全体の支援， LCIFへの支援およびアワードの発送， クラ

プ用品発注およびクラプ用品に関する支援である。(P.340)

国際理事 International Director 

国際会則第 5条第 3項により，全世界から35名の国際理

事が選出される。選出方法は国際会則第 5条および付則第

2条による。 H本からは P.322のとおり 67名がすでに選出

されている。国際会長，前会長， 3名の副会長およびすぺ

ての国際理事によって構成されている国際理事会は協会の
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最高執行機関であって，国際大会直後， IO月または11月，

3月または 4月および国際大会直前の年4回定例会議を開

いている。 (P.41-46,58) 

国際理事会アポインティ Board Appointee 

国際付則第4条によって国際理事会の各種委員会が設置

され，すべての国際理事はそのいずれかの委員会に所属す

るが，国際会長は，国際理事のほかに 6名を超えない範囲

内で元国際役員をこれら委員会の委員に任命することがで

きる。この委員を国際理事会アポインティというが，国際

理事会における表決権はない。 (P.57)

（サ）

賛助会員 Affiliate Member 

1997年7月フィラデルフィア国際大会で国際会則が改正

され，新設された会員。クラプの正会員として全面的に活

動できないが， クラプとその奉仕活動を支持し，クラプを

賛助したい地域社会の優れた人物。この会員籍はクラブ理

事会の招請によって与えられる。

賛助会員は，クラプ関係の事項について各種レペルの大

会代議員になることはできないし，クラプ委員になること

を除いて，各レペルにおける役員，委員になることはでき

ない。ただし，この会員は地区会費，複合地区会費，国際

会費，そのクラプが課す会費を払わなければならない。

(P.87, 89, 108, 134) 
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（シ）

シェプロン Chevron 

長期在籍を認めるチャーター・モナークとモナーク・シ

ェブロンは10年の在籍年数を初めとして，以後 5年ごと

(10年， 15年， 20年， 25年…）無償交付され，毎年度第 1

四半期に地区ガバナー宛に一括発送される。クラプは，チ

ャーター・モナークとモナーク・シェブロンを，公式クラ

プ用品カタログにより購入することができる。なお「シェ

プロン」とは，アワードの名称ではなく，山形の襟章や袖

章のことである。

職権委員 Ex-Officio Member 

ある役職に就くと，そのことから付随的に特権を持つこ

とになり，発言権はあるが，表決権を持たない構成メンパ

ーになる場合がある。国際理事会方針により国際理事はラ

イオン誌日本語版委員会に職権委員として加わり，標準版

クラプ付則第 5条 3項によりクラプ会長はすべての委員会

の職権委員となる。ただし出席の義務は負わないため，会

合において定足数に達 Lているかどうかの判断には含めな

いし，根拠となる役職を辞任した場合は，職権委員の賓格

も自動的に終了する。 (P.126, 145) 

終身会員 Life Member (ライフ・メンバー）

20年以上正会員であり，所属クラプ，その地域社会もし

くは国際協会に対してその功績の著しい者， または重病

人，あるいは15年以上正会員であり，少なくとも70歳に達

している者は，今後の国際会費全額に代わる650ドルの納
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入等所定の手続きを経れば終身会員になることができる

(1994年 7月の国際大会において，正会員としての年数が

「継続」から「通げ」に改められた）。（P.86,89, 106, 134) 

準会員 Associate Member 

1996年 7月のモントリオール国際大会で国際会則が改正

されてできた全く新しい概念の会員である。この準会員の

取り扱いについてはfめ元のクラプと新しいクラプで，次

の事項について協議決定しておくことが望ましい。

1. 準会員の新クラプでの例会出席について元のクラプへ

の月々の報告

2. 原則として徴収しないが，必要な場合の新クラプヘの

入会金

3. 新クラプヘ納人する準会員の年額運営費，アクティピ

ティ資金など (P.87, 89, 107, 134) 

準地区 Sub-District 

複合地区の•部分を形成する 1 地区をいう。準地区は地

区ガパナーを選出する。特に区別を要しない場合は，単に

「地区」と呼称すればよい。 (P.61)

（ス）

ステータスクオ Status Quo（活動停止）

ステータスクオとは． ライオンズクラプのチャーター，

権利．特権，義務の—·時的な停止処分である。ライオンズ

クラプは以下の場合にステータスクオ処分を受けることが

ある。 (P.80)

•協会の目的に背いた場合や． クラプ内の紛争を解決しな
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い，訴訟の当事者となる等（ただしこれらの例に限られ

ない），ライオンズクラプとして相応しくない行動を取

った場合。

•クラプの会議又は催しを定期的に行わない，月例会員報

告書を 3カ月以上連続して提出していない等（ただしこ

れらの例に限られない），正クラプとしての義務の一つ

でも履行を怠った場合。

•クラプが実在しない，あるいは架空のものである場合。

•クラプが自主解散，あるいはクラプ合併への参加を求め

た場合。

スポンサー Sponsor 

新会員をクラプに推薦すること，またはその推薦を行っ

た会員。スポンサーとなった会員は，新会員に対して常に

関心を持ち，新会貝が活動的な会員になれるよう配慮する

とともによき相談相手とならなければならない。クラプが

新クラプの結成を主力となって推進することもスポンサー

といい， このクラプをスポンサークラプと呼ぶ。スポンサ

ークラプは新クラプ結成後も，例会の指導やチャーターナ

イト開催の援助など，あらゆる指導と援助をする。 YCE

において，青少年を送り出す側になるクラプなど，ある事

業について特別の面倒をみるクラプもまたスポンサークラ

プと呼ばれる。 (P.97, 182, 206, 208) 

スローガン Slogan 

「自由を守り，知性を重んじ，われわれの国の安全をはか

る (Liberty,Intelligence, Our Nation's Safety)」は国際協

会のスローガンである。また，複合地区大会や地区大会に

おいてアクティピティの統一的目標を示すスローガンが採
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択されることが多い。 (P.10,41, 98) 

（ソ）

ゾーン Zone 

地区ガバナーは．地区管理のため．地区をいくつかのリ

ジョンに分け．さらに．そのリジョンを 4ないし 8のクラ

プから成るゾーンに分ける。ゾーンごとにゾーン・チェア

パーソン (ZoneChairperson)が地区ガパナーによって任

命される〔ガパナー諮問委員会の項 (P.225)参照〕。（P.

19, 64, 149) 

ゾーン・チェアパーソン Zone Chairperson 

地区ガバナーおよび（または）リジョン・チェアパーソ

ンの指導監督を受け．責任者としてゾーンの運営に当たる

とともに，ゾーンにおける地区ガバナー諮問委員会の委員

長として同委員会定例会議を開催し議長を務める。 (P.19,

64, 78, 155, 161) 

ソング・リーダー Song Leader 

例会や各種の催しでライオンズ・ソング (P.311参照）．

その他の歌などを参加者が気楽に歌えるように音頭をとる

会員。

（夕）

大会 Conventmn 

国際大会，複合地区大会，地区大会などがある。国際大

会は国際協会の最高の議決機関で，国際会長，副会長，理
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事を選出し，国際会則改正の権限を持つ。複合地区大会は

国際理事候補者などの推薦，複合地区に関する決議を行う

ほか，複合地区会則改正の権限を持つ。地区大会は地区ガ

パナー，第 1および第 2副地区ガパナーを選出し，国際理

事候補者などを推薦し，地区に関する決議を行う。国際協

会へ提出する議案は複合地区大会を経由しなければならな

い。国際大会，複合地区大会，地区大会の開催都市はそれ

ぞれ国際理事会，ガパナー協議会，前年の地区大会で決定

される。 (P.46,65, 101, 143, 159) 

代議員 Delegate 

代議員はクラプ会員の中から選ばれ，国際大会，複合地

区大会，地区大会などに出席して議案について表決する。

代議員の数は，国際大会へは会員25名ごと，その他の大会

へは在籍 1年と 1日以上の会員IO名ごとに 1名とし，代議

員に欠員が生じたときは補欠の者を代議員として表決に参

加させることができる。代議員でなければ大会に出席 Lて

も表決権を持たない。東洋東南アジア・フォーラムに参加

する会員も Delegateと呼ばれることもあるが，これは単

なる代表程度の意味で，正式の意味での代議員ではない。

(P.46, 65, 101, 143, 159) 

（チ）

地区 District

国際協会は，クラプを管理するために多くの地区に分け

られている。地区には単一地区 (SingleDistrict)，準地区

(Sub-District)および複合地区 (MultipleDistrict)があ
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る。国際付則第 8条 2項により地区編成の必要最低条件

は， 35クラプおよび1,250名の会員数である。なお国際理

事会の承認により規定に満たない暫定地区（Provisional

District)や移行地区 (TransitionalDistrict)が存在する。

単—•地区とはある一定の地域または国が一つの地区を形

成し， 1名の地区ガパナーを選出している場合をいう。 2

名以上の地区ガパナーを持ち，それが一つの単位としてま

とまって運営されている地域を複合地区といい，その構成

単位を準地区という。日本には現在330• 331 • 332 • 333 • 

334 • 335 • 336および3370)八つの複合地区があり， 330-

A地区という場合は330複合地区の中のAという準地区を

示すことになる。 (P.19,61, 139, 143, 159) 

チャーター Charter（認証・認証状）

国際理事会は，新たに結成されたクラプを国際協会の一

員としてチャーター（認証）し，その証（あかし）として

のチャーター（認証状）をおくる。

チャーター（認証）されたクラプは，その日からライオ

ンズクラプ国際協会の会員となり，すべての権利・義務が

与えられる。 (P.40,205) 

認証状

ライオンズクラプ国際協会は，本証書に記載されたチャ

ーターメンパー，正規の手続きを経て選ばれた会員並びに

将来選ばれる会員によって組織され， 00ライオンズクラ

プによってスポンサーされた H本国00都道府県， 00市
町村の00ライオンズクラプをその一単位として認証しま

す。

この認証は，現行並びに今後制定されるライオンズクラ
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プ国際協会会tliJおよび付則に規定する会員に与えられる一

切の権利および特権を付与するものであります。

この認証は，本書記載の日から，会員が本協会の会則お

よび付則を遵守するかぎり有効であり，これに反する場合

は，その効力を失います。

ここにライオンズクラプ国際協会は，会長および幹事の

署名を付し，協会のシールを添えて，貴クラプに認証状を

授与します。

年月 H

ライオンズクラプ国際協会会長

ライオンズクラプ国際協会幹事

チャーターナイト Charter Night（認証状伝達式）

新クラプが国際協会の一員となった証（あかし）として

交付される認証状の伝達である。認証状の伝達は，地区ガ

パナーが国際協会を代表して行なうのが通例。プラザーク

ラプは招かれて祝意を表し，新クラプはチャータークラプ

としての杵約を行なうなど，門出を祝う行事がなされてい

るが，奉仕団体の発足にふさわしいものとし，特に華美に

ならないよう留意する必要があろう。 (P.24, 207) 

チャーター喪 Charter Fee 

クラプ結成のときに，チャーターメンパーが国際本部へ

納める入会n(35ドル相当額） （転籍チャーターメンパー

の場合は20ドル相当額）。（P.205)

チャーターメンパー Charter Member 

クラプ結成の際の創立会員のこと。結成後90日以内（た

だし， 90[1より前にチャーターナイトが挙行された場合に
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は，その時点まで）に新結成クラプに加わった会員は，前

記チャーター抒を支払って，チャーターメンパーとして登

録することができる。

会員としての義務と権利については，その他の会員と異

なるところはない。チャーターメンパーは一度退会して

も，元のクラプに再入会して奉仕歴維持書式によって国際

本部に申請し承認されると，再びチャーターメンパーとな

る。しかし，他のクラプに入会した場合はそのクラプのチ

ャーターメンパーとはならない。 (P.205)

（テ）

テール・ツイスター Tail Twister 

例会やその他の会合で種々のアイデアによって会合を盛

り上げ，会員間の親睦を図るのがその任務である。そのた

めに会員にファインを課す権限が与えられている。

1998-99からテール・ツイスターをクラプに置くか否か

はクラプが自由に決めてよいことになった。しかし． 日本

ではテール・ツイスターはファインのほか， ドネーション

にも深くかかわっているので，一般にその設置は必要と考

えられている。 (P.123)

（卜）

登録料 RegistrationFee 

ライオンズの各種催しの際の参加料である。
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東洋東南アジア・フォーラム

Orient and Southeast Asian Lions Forum 

国際協会は会則で八つの地域 (Area)に分けられてお

り．日本は「東洋東南アジア」に含まれている。東洋東南

アジア・フォーラムは親善を深めることを主目的としてこ

の地域内のライオンズ国（日本．台濡，フィリピン，マレ

ーシア，シンガポール，プルネイ，韓国．タイ，グアム，

パラオ， ミクロネシア，サイパン，モンゴル．カンポジ

ア．中国（香港マカオを含む）．ラオス）のクラプの代

表の参加によって開催され，この地域に共通の問題を話し

合っている。国際理事会は，このような地域フォーラム

(Area Forum)を，友好．親善．経験交換．ライオニズム

高揚のための行事として認めているが，その決議はクラプ

または会員を拘束することはできないという点で．地区大

会，複合地区大会．国際大会と甚本的には異なる。東洋東

南アジア・フォーラムは OSEALフォーラムと略称されて

いる。

ドネーション Donation（寄付金）

会員の慶事．誕生．結婚．入学．新築．全快などの内祝

や弔意見舞などに対する謝礼その他の意をもって会員が

自発的に行った寄付金がこれである。金額に制限はない。

テール・ツイスターはいろいろな事実を紹介して．会員が

寄付を行うのを助ける。

（二）
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日本ライオンズ JapanLions 

複合地区会則に甚づいて設散され，各複合地区共有・共

同の事務所として， LI本国内の各複合地区に共通する事務

の処理を行っている。 2016年7月，一般社団法人日本ラ

イオンズ設立。 (P.146, 340) 

入会金 EntranceFee 

新会員は入会に際し， クラプ会則で定められた入会金を

納入する。クラプはこの中から．国際協会入会金を国際協

会へ納入する。国際理1i会は国際協会入会金を35ドルと定

めている。 (P.81, 128, 189) 

認証状 Charter

チャーターの項 (P.236)参照。

（ハ）

バナー Banner（旗）

正式クラプ旗のこと。各クラプの創意と工夫で作られる

テープル・パナーあるいはフレンドシップ・パナーのこと

を単にパナーという場合も多い。このパナーの交換が国の

内外を問わずクラプの間で行われている。 (P.123)

（フ）

ファイン Fine 

ライオンズの例会その他の会合において，その場の空気

を沸き立たせ，会且相／i．の親睦を図る日的で，テール・ツ

イスターはファインを課す権限を持っている。クラプ会則
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ではファインの額はクラプ理事会が定める額以下とし． l 

会合で同一会員は 2回を超えてファインを課せられない

しまた．テール・ツイスターからは満場一致でなければ

ファインを取ることができないとしている。ファインは金

額的には僅少なもので．アクティピティ資金の当てにする

べきではなく．運営費に繰り入れるのが原則である。

(P.28, 101, 123) 

ファシリテーター Facilitator 

一般的な言菓で，進行役／促進者などと訳されている。

国際協会が推進するブログラムにおいて，ファシリテータ

ーの役割は大きい。従来型の講師が一方的に話して参加者

に教え込むことに対し．ファシリテーターは参加者が自発

的にテーマに沿って考え行動し．最終的な結論が得られる

よう支援する。会議においては中立的な立場を維持する。

(P.113) 

フォーラム Forum 

国際協会のH的の (g)項にいう自由に討論できる場を指

すが，その決議が会員およびクラプに対して拘束力を持た

ない会合を．大会と区別してこのように呼ぶこともある。

東洋束南アジア・フォーラムの項 (P.239)参照。

複合地区 Multiple District 

1国または 1地域が多数の地区に分割されているとき．

これらを総合して複合地区を作り，複合地区を形成する各

地区は準地区 (Sub-District) となる。複合地区は複合地

区会則に碁づいて運営される。

1976年7月から日本ライオンズは330• 331 • 332 • 333 • 

334 • 335 • 336および337の八つの複合地区に分割され．そ
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れぞれのガパナー協議会のもとに複合地区が運営されてい

る。しかし，会則， YCE活動，国際大会参加など共通の

問題は 8複合地区の協議によって処理されている。 (P.139)

副地区ガパナー Vice District Governor 

1994-1995年度から副地区ガパナー制度が設けられ，

2008年国際付則改正により第 1および第 2副地区ガパナー

の複数設置となった（国際付則第 9条 6項(b)(c)参照）。そ

の任務は付則第10条 2項に規定されるとおり，地区ガパナ

ーとチームを構成し，力を合わせ地区において効果的にリ

ーダーシップを発揮する。地区ガパナー・チームは地区に

おける協会の代表者であり，国際理事会の全般的監督下に

置かれる。 (P.69, 75) 

プラザー・クラプ Brother Club 

兄弟クラプのこと。狭い意味では同一のクラプによって

スポンサーされたクラプどうしのことを指すが，広く全地

区，全日本，全世界のクラプをこのように呼ぶ場合が多

1,ヽ

（ホ）

保険 Insurance 

ライオンズクラプおよび地区， さらにレオクラプは，ラ

イオンズクラプ国際協会が DSPInsurance Servicesという

保険会社を通して加入している一般責任保険の被保険者と

なっている。この保険は， クラプや会員がライオンズ事業

に参加している間に生じた但害に対して賠償する法的責任

を負わされた場合に適用される。保険は自動的にかけら
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れ，保険料は会員が協会に納める国際会費から支払われて

いる。保険の補償範囲や総責任限度額など詳細について

は，国際本部の法律部に問い合わせる。

ホスト・クラプ Host Club 

客を迎える主人側のクラプの意味で，会合，催しなどを

主催する地元のクラプやYCE学生の受け入れ側のクラプ

をこのように呼ぶ。地区大会や複合地区大会を設営するの

もホスト・クラプである。また，同一市内に多くのクラプ

があるときは，そのうちの最も古いクラプは国際協会の認

可に甚づいてホスト・クラプと名乗ることができる。

(P.143, 159) 

（マ）

マイエルシーアイ MyLCI（会員報告サイト）

国際協会が2013年開設したウェプサイト。クラプは

MyLCIヘアクセスし，会員データを閲覧したり，会員名

簿などを印刷できる。会計計算書の確認のほか，会員カー

ドの印刷を行うこともできる。 (P.79, 116) 

マイライオン MyLion 

国際協会と世界のライオンズクラプ，メンバーが直接つ

ながりをもつことのできるアプリのこと。アクティピティ

の計画実施，報告等を随時更新する。

マンスリーレポート Monthly Membership Report 

（月例会員報告書）

クラプ幹事が毎月オンラインで国際本部に提出する「月

例会員報告害」のこと。ウェプサイト上で行うことから，
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省略して WMMRと呼んでいる。

（メ）

名営会員 Honorary Member 

そのクラプの会U以外の者で，ライオンズクラプが奉ti:
をする地域社会のために著しい貢献をし，クラプが名抒会

員の称号を与えると希望した者。クラプは，名脊会員の人

会金，地区会1t，及び国際会費を支払う。名抒会員は会合

に出席できるが，正会員が持つ特権を持たない。旧際理事

会方針により，名脊会員の合計数はクラプの正会員の合計

数の 5％を超えてはならず（端数は一人分として追加する

ことができる），名脊会員の最低年齢は30歳である。

(P.85, 89, 105, 134) 

メーク・アップ Make up 

出席メーク・アップ規則 (P.137)参照。

メルピン・ジョーンズ・フェロー (MJF)

Melvin Jones Fellowship 

ライオンズクラプ国際財団 (LCIF)への1,000ドル寄付

者を表彰し， MJF(/）称号とともに記念の盾やラペル・ピ

ンが贈られる。 2lIl|H以降をプログレス・メルピン・ジョ

ーンズ・フェロー (PMJF) と呼び， 54の表彰レベルがあ

る。 10}jドルの寄付者は「人道支援パートナー」となる。

メンター Mentor 

ギリシャ語(l) 「羽く人」を語源とする一般用語。国際協

会はライオンズ・メンター・プログラムを開発し，新入会

員がクラプになじみ，奉仕事業に参画できるよう段階別に
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メンターが指導できるよう支援している。

（ラ）

ライオニズム Lionism 

ライオニズムとは最も崇高な人道的奉tl:の理想に専念す

るライオンズという共同体の連帯の意識を指す。

ライオニズムとは国籍，主義の異なった， また国境や海

や迷信などで引き離された人々をつなぎ合わせて．よりよ

い世界へ導こうとする信念である。

ライオン誌日本語版 The Lion in Japanese 

グッドスタンディングの会員数が5,000名以上に達した

地域においては，国際理事会の承認により，公式雑誌（北

米版・スペイン語版）とは別個に，その地域独自の雑誌を

発行することができる。ライオン誌日本語版もそのうちの

一つで，国際理―巾会の方針に従って発行されている。

(P.145, 340) 

ライオンズ・カラー Lions Color 

ライオンズ・カラーは紫色および金色である。紫は刹貴

と荘厳を，金色は同様高貴を表し，太陽とその光芭を象徴

するものである。 (P.41)

ライオンズクエスト・プログラム Lions Quest Program 

薬物乱用防止を含めた青少年健全育成のための教育支援

プログラムのこと。 1984年にクエスト・インターナショナ

ルとライオンズクラプ国際協会が共同で開発し，現在は

LCIFがすぺての権利を所有している。プログラムは 3種

類あり， H本語版は小学校低学年用の「小学生版」と小学

--245-



校高学年・中学生用の「思春期版」が開発され． NPO法

人青少年育成支援フォーラム (JIYD)が運営している。

ライオンズクラブ国際財団 (LCIF) 

Lions Clubs International Foundation 

1968年に国際協会によって設立された財団。 LCIF理事

会の構成は理事22名．執行委員 8名。寄贈を受けた基金を

運用して，大災害や緊急事態の救済その他全世界的に人類

の福祉に貢献することを目的とする。 (P.26, 197) 

ライオンズ（奉仕）デー Lions Day 

ライオンズクラプ国際協会の第 1回大会は1917年10月8

日から 3日間テキサス州ダラス市で開かれた。この第 1回

大会を記念して毎年10月8日をライオンズ・デーとし，活

発な記念事業を行っている。ライオンズ・デーは． 1962年

の日本の各地区年次大会および1965年の東洋東南アジア大

会でその実施が決議され．さらに． 1970年 7月マッカロー

国際会長は就任あいさつの中で初めてこれを世界ライオン

ズ奉仕デー (WorldLions Service Day)として実施するこ

とを訴えた。

ライオンズ・ローア Lions Roar 

文字どおり「ライオンズのおたけび」で．意図するとこ

ろは．本来．退屈．疲労または眠けを一掃するため．議事

を中断し．全員起立して両手を前方水平に突き出しつつ，

勢いっぱい「ウォーツ」とやったところにあるらしい。会

議の終了を示す場合または気勢をあげる形式としてのロー

アは．時代とともに推移したものと考えられる。いずれに

しても本来一声形式のものであるが，万歳三唱などの風習

に従い．三声形式も我が国では広く憫習化されている。
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(P.207) 

ライオン・テーマー Lion Tamer 

クラプ諸備品の整備，保管，会場設営などの職責があ

る。 2002年クラプ会則改正により，設置は任意となってい

る。 (P.123)

ライオネスクラプ Lioness Club 

ライオンズクラプがスポンサーし，共に奉仕活動を行う

目的で編成されたものだが．ライオネス・プリッジ・プロ

グラムが2021年6月30日に終了した現在．スポンサー・ラ

イオンズクラプの活動の一環とはみなされず．国際協会の

賠償責任保険による保護や，ライオネスのロゴを含む国際

協会のあらゆる登録商標の使用といった特典はない。

（リ）

理事 Director

クラプ理事については P.228, 国際理事については

P.229, 会員委員長については P.222を参照。

リジョン Region 

地区ガパナーがリジョン・チェアパーソンを任命 Lた場

合．地区は地区ガバナーにより．クラプの地理的位置によ

ってIOないし16のクラプから成るリジョンに分けられ， リ

ジョン・チェアパーソンがその運営に当たる。 (P.19,150) 

リジョン・チェアパーソン Region Chairperson 

1995年7月の国際会則改正により． リジョン・チェアパ

ーソンはその年度の地区ガパナーが任命するか否かを決定

することになった。任命された場合リジョン・チェアパー
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ソンは地区ガパナーの指導監督を受け，責任者としてリジ

ョンの運営に当たるとともに， リジョン内の各ゾーン・チ

ェアパーソン，および地区ガパナーが担当するように決め

た場合は地区委員長の活動を監督する。 (P.19, 64, 77, 

156) 

リテンション Retention 

会員の脱落を防止し，会員数を維持すること。新会員の

獲得も重要なことであるが，現在の会員のクラプに対する

興味と関心を高め，脱落の防止に努めることは極めて重要

なことである。

（レ）

例会（クラプ） ClubRegular Meeting 

クラプは一定の日時を決めて定例会を開く。厳格な式次

第に従う伝統的な会やインターネットなどテクノロジーを

駆使したオンライン会議など多様な開催方法をクラプが選

択することができる。 (P.23)

レオクラプ Leo Club 

ライオンズクラプのスポンサーおよび管理のもとに，ス

ポンサーライオンズクラプのレオクラプ・プログラム委員

会が適当と認めた青少年男女によって，クラプの所在する

地域に組織され，青少年に指尊力 (Leadership)，経験

(Experience)，機会 (Opportunity) を与え，個性豊かな

人間に成長させるための奉仕活動を推進し，会員の間に友

情，親善および相互理解の精神を育成することを目的とし

ている。毎月 2回以上例会を開き，スポンサーライオンズ
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クラプが適当と認めた額の会費を会員から徴収する。

レオクラプの会員であった者がライオンズクラプの会員

になる場合，所定の手続をすれば， レオとしての在籍年数

が1997年から加算されることになった。 (P.182)

レオ顧問 Leo Club Advisor 

スポンサーライオンズクラプの会員の中から選任され，

レオクラプ運営のあらゆる方面にわたって． レオクラプ会

員に対する指導・奨励・援助などを担当するとともに．レ

ォ．ライオンズ両クラプ間の連絡の役目を受け持つ会員。

ただし，学校を基盤としてレオクラプが結成される場合に

は．先生の中からレオ顧問が選ばれ，スポンサークラプの

レオ顧問と共同でその任に当たることもある。

レオ・デー Leo Day 

1979年， 80年の各複合地区大会において， 3月の第 3H 

曜日を「日本レオ・デー」とすることが決議された。

その後国際理事会によって．最初のレオクラプが結成

された日 (12月5H)を「国際レオ・デー」とすることが

決議されたが，「 H本レオ・デー」は時期的にも適切であ

るとの理由で存続されている。

この日を記念して．奉仕活動やPR活動が広範囲にわた

って実施される。

（口）

ロバート議事規則 Robert's Rules of Order 

米国の将軍ヘンリー M. ロパートが米議会の慣習を中

心に議事進行の規則を集大成．成文化したもの (1876年初
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版， 1915年改訂版）で．特に定められた規則のない場合の

議事進行に広く用いられている。会議の進行方法．特に各

種動議の取り扱い．登壇者．討議，投票などについて各事

例ごとに詳細な記述があり．中には我が国になじみの薄い

ものもあって．この議事規則のすぺてに精通することは困

難であろうが，規則の目的とするところは，多数決．少数

意見の尊重．不在者の権利の擁護という民主主義の原則の

実現であり．原著者は次のとおり述ぺている。

"Where there is no law, but every man does what is 

right in his own eyes, there is the least of real liberty." 

-Henry M. Robert -

（法がなく．すべての人間がそれぞれの正しいと考えると

ころに従って行動する場合には．真の自由は存在しない。）

働ロバート議事規則研究所

註：ロパート議事規則の日本語版は絶版。
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略語集

L 

LC 

LCI 

LCIF 

IP 

IPIP 

VIP 

PIP 

ID 

PID 

cc 
PCC 

DG 

IPDG 

PDG 

VDG 

FVDG 

SVDG 

MDC 

RC 

zc 
TT 
LT 

GAT 

Lion ライオン

Lions Club ライオンズクラプ

Lions Clubs International ライオンズクラブ国際協会

Lions Clubs International Foundation 

ライオンズクラプ国際財団

International President 国際会長

Immediate Past International President 前国際会長

Vice International President 国際副会長

Past International President 元国際会長

International Director 国際理事

Past International Director 元国際理事

Council Chairperson 協議会議長

Past Council Chairperson 元協議会議長

District Governor 地区ガパナー

Immediate Past District Governor 前地区ガバナー

Past District Governor 元地区ガバナー

Vice District Governor 副地区ガパナー

First Vice District Governor 第 1副地区ガパナー

Second Vice District Governor 第2副地区ガパナー

Multiple District Coordinator 複合地区コーディ

ネーター

Region Chai airperson リンヨン・チェアパーソン

Zone Chairperson ゾーン・チェアパーソン

Tail Twister テール・ツイスター

Lion Tamer ライオン・テーマー

Global Action Team 

グローハル・アクション・チーム
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GMT Global Membership Team 

グローパル会貝増強チーム

GL T Global Leadership Team 

グローパル指芍力育成チーム

GST Global Service Team グローパル奉仕チーム

FWY Family and Women Team 家族及び女性チーム

GMA Global Membership Approach 

グローバル・メンハーシップ・アプローチ

YCE Youth Camps and Exchange 

青少年キャンプ及び交換

LQ Lions Quest ライオンズクエスト

SON Special Olympics Nippon 

スペシャルオリンピックス日本

SDGs Sustainable Development Goals 

持続可能な開発目標

CN Charter Night チャーターナイト

CM Charter Member チャーターメンパー

闊JF Melvin Jones Fellowship 

メルピンジョーンス・フェロー

PMJF Progressive Melvin Jones Fellowship 

累進メルピンジョーンズ・フェロー

FY Fiscal Year 会計年度 例： FY2022-2023

MMR Monthly Membership Report 月例会員報告苔

CA Constitutional Area 会則地域

CA I United State of America, its affiliates, Bermuda and 

The Bahamas 

第 1会則地域 米国及びその領域、パミューダ、

パハマ諸島

CA II Canada 第2会則地域カナダ
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CA Ill South America, Central America, Mexico and 

Islands of the Caribbean Sea (FOLAC) 

第 3会則地域 南アメリカ、中央アメリカ、

メキシコ、カリプ海諸島

CA IV Europe 第 4会則地域 ヨーロッパ

CA V The Orient and Southeast Asia (OSEAL) 

第 5会則地域東洋東南アジア

CA VI India, South Asia and Middle East (!SAME) 

第 6会則地域 インド、南アジア及び中東

CA VII Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Indonesia 

and Islands of the South Pacific (ANZI-Pacific) 

第7会則地域 オーストラリア、ニュージーランド、

パプア・ニューギニア、インドネシア及び南太平

洋諸島

CA VIII Africa 第 8会則地域アフリカ

BPM Board Policy Manual 国際理事会方針書

LCIP Lions Certified Instructor Program 

ライオンズ公認講師プログラム

FDI Faculty Development Institute 

講師育成研究会

ALLI Advanced Lions Leadership Institute 

上級ライオンズ・リーダーシップ研究会

RLLI Regional Lions Leadership Institute 

地方ライオンズ・リーダーシップ研究会

ELLI Emerging Lions Leadership Institute 

初級ライオンズ・リーダーシップ研究会

NLLI Next-generation Lions Leadership Institute 

次世代リーダーシップ研究会（日本独自）
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日本のライオンズ年表
(1952~2022年） ＇ 

◎ ガパナー協議会議長

〇 ガパナー協議会副議長

＊ 物故（退会）



1952年`3n I東京クラプ結成

女エルパート第 1副会長来日

61--l Iメキシコ・シティで第35回国際大会開催．女エルパー

ト国際会長に就任

1953年7Jl |シカゴで第36回国際大会開催．女ドッジ国際会長に就

任

1953-54地区ガパナー 女石川欣―-（東京）

1954年7月Iニューヨークで第37回国際大会開催．＊ヌート国際会

長に就任

1954-55地にガパナー ＊岡部五峰（神戸）

1955年5月 第 IIり[302地似大会（神戸市）

6 J1 1アトランティック・シティで第38回国際大会開催．女

パレンゼラl削際会長に就任

1955-56地区ガパナー ＊進藤竹次郎（大阪）

1956年5J-11第 2回302地区大会（大阪市）

6 JJ マイアミで第39回国際大会開催．＊スティクレ一国際

会長に就任

1956-57地屁ガパナー ＊叶橋貞太郎（東京）

1957年5月 第 3回302地区大会（東京都）

6月 1サ ―／フフンシスコで第40回国際大会開催．女ヘイリー

国際会長に就任

1957-58地区ガパナー ＊原勝巳（岡山）

12JJ マニラで第 1回アジア大会開催

1958年 4月 1第 4回302地区人会（岡山市）

7月 シカゴで第11回国際大会開催．＊シムズ国際会長に就

任

ライオン誌H本語版創刊

1958-59地区ガパナー 合中沢良夫（京都）

10J-1 1籾都で初 2回アジア大会開催

11月 東京丸ノ内クラプが結成され． H本のクラプ数JOOに

達する

1959年5月 1第 5回302地区大会（京都市）

6月 ニューヨークで第42回国際大会開催．＊スターム国際
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会長に就任，＊石川欣—4国際理事に就任
302地区が東 (E)，西 (W)の2地区に分割

1959-60地区ガパナー E地区＊森勇（名古屋）， W地

区＊寺田豊（広島）

8月 石川欣ー死去，女岡部五峰国際理事に就任

9月 台北で第 3回アジア大会開催

1960年 7月 シカゴで第43回国際大会開催，＊デイピス国際会長に

就任

1960-61地区ガパナー E地区＊林隆行（新渇）， W地

区＊貝島義之（福岡）

8本ライオンズ10,000名に達する。

1961年4月 1東京都でオリエント・ガパナー会議開催

6月 創立者メルピン・ジョーンズ死去 (IH) 

アトランティック・シティで第44回国際大会開催，＊

ストール国際会長に就任，＊進藤竹次郎国際理事に就

任

302地区が 4地区に分割

1961-62地区ガパナー E I・＊塩原有（東京）， E 

2・＊士井登（金沢）， WI・＊野村康三（大阪）， W

2・＊緒方益図（高松）

9月 香港で第 4回アジア大会開催

1962年 2月 8本ライオンズ20,000名に達する

4月 東京都でオリエント・ガパナー会議開催

東京都で日本ライオンズ10周年記念式典開催

6月 1日本ライオンズとイタリア・ライオンズの姉妹関係成

立

ニースで第45回国際大会開催．＊ローピル国際会長に

就任

302地区が 6地区に分割

1962-63地区ガパナー EI・＊福島正雄（東京日本

橋）， E 2・＊安田梅古（岐9.•上半期議長）， E3·

＊飯室進（札幌エルム）， WI・＊伊藤五朗（大阪梅

田）， W2・＊根岸博（岡山・下半期議長）， W3・* 
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下田教雄（熊本）

I I JJ Iマニラで第 1回東洋東南アジア大会開催

盛岡不来方クラプが結成され． H本のクラプ数500に

達する

1963年4月 1日本ライオンズ30,000名に達する

東京都で国際理事会開催

6月 1マイアミで第46回国際大会開催．＊グリーン国際会長

に就任

302地区が 9地区に分割

1963-64地区ガパナー E 1・◎＊大原久之（東京）．

E 2・＊戸田利勝（浜松）． E3・＊菊池勝夫（函

館）． E 4・＊今泉清（仙台）． WI・＊川島消嗣（大

阪）． W2・＊山崎三省（米子）． W3・＊挟間京雄（北

九州）． W4・O＊仁井岡武司（呉）． W5・＊中村直

勝（京都）

II月 台北で第 2回東洋東南アジア大会開催

12月 インド救ライ・センター沿工

1964年3月 日本ライオンズ40,000名に達する

6月 東京都で第10回複合地区大会開催

7月 トロントで第47回国際大会開催．＊デポース国際会長

に就任．＊野村康三国際理事に就任

302地区が10地区に分割

1964-65地区ガパナー E 1・◎＊迫水久常（東京），

E2・＊橘直治（高岡）． E 3・＊石栖猛雄（小樽）． E 

4・＊佐々 木将城（青森）． WI・＊山内利三郎（大阪

東）． W2・＊橘亮吉（徳島）． W3・＊宮川伊喜松（長

崎）． W4・＊玉田太郎（岩国）． W5・0＊村上蕉（京

部）． W6・＊天児民博（神戸）

9月 京都で第3回東洋東南アジア大会開催

10月 オリンピック協力事業完成

1965年6月 大阪市で第II回複合地区大会開催

7月 ロサンゼルスで第48回国際大会開催．＊キャンペル国

際会鼓に就任
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302地区が12地区に分割

1965-66地区ガパナー EI・◎＊佐藤三蔵（東京関

東）． E 2 • 0＊本多静雄（名古屋南）， E 3 •合斎藤

二郎（旭川）． E4・汝藤沢良雄（盛岡）． E 5・＊小山

苔次郎（横浜）， WI•0＊秋山良三（大阪道頓堀）， W

2・＊赤松松鶴（松山）， W3・＊井上束（久留米）． w
4 • *B高忠男（松江）， W5・＊田辺哲1i:（京都洛

陽）， W6・＊小国博之（姫路）， W7・＊広瀬平次（鹿

児島）

日本ライオンズ50,000名に達する

11月 1香港で第4回東洋東南アジア大会開催

12月 国東クラプが結成され， 8本のクラプ数1,000に達す

る

1966年4月 1969年国際大会東京開催が決定

6月 名古屋市で第12回複合地区大会開催

7月 ニューヨークで第49回国際大会開催．＊リンゼイ国際

会長に就任．＊福島正雄国際理事に就任

302地区が14地区に分割

1966-67地区ガパナー EI・◎＊中島四郎（東京H

本橋）， E2・＊三輪fd・（浜松）， E3・＊）「山睦三

（釧路）， E4・＊小林亦治（山形）． E5・＊鳥居英造

（甲府）， E6・＊館寛治（匹日市）， E7• ＊小野謙三

（新潟）， WI・含広瀬行三（大阪）， W2•＊平田卓二

（店知）， W3・Oが 1濯正義（鳥栖）． w、1・＊小林政

夫（福山）， W5・＊北川敏夫（京都平安）， W6・0* 
田中豊・ （尼崎）， W7• 荒巻逸夫（大分）

10月 1・ノウルで第 5回東洋東南アジア大会開催

8本ライオンズ60,000名に達する

1967年7月Iシカゴで第50回国際大会開催，＊パード国際会長に就

fT: 
シカゴ大会でライオンズ国際協会50周年出念事業の平

和論文コンテスト開催

1967-68地区ガバナー EI・＊山口信汁（東京芝），
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E 2 • O＊安藤省三（豊楢）． E 3 • 0＊竹鶴可文（札

幌）． E 4・＊小野猟理（福島）． E 5・＊船引守一

（横浜）． E6・＊市橋粁（福井）． E 7・＊藪田至孝

（市川）． WI・◎＊烏渇j¥)j城（大阪南）． W2・＊別役

雄久馬（岡山東）． W3・＊小林茂（長崎）． W4・＊西

尾社平治（下関）． W5・＊白介・・夫（大津）， W6 • 

汝斎藤保次（神戸東）． W7・＊星野孝俊（宮崎）

11 JI バンコクで第 6回東洋東南アジア大会開催

1968年5月 日本ライオンズ70,000名に達する

6月 ダラスで第51回国際大会開催，＊エパンス国際会長に

就任．＊安田梅吉国際理事に就任

ダラス大会で世界冑少年会議開催

1968-69地区ガパナー EI・◎＊東久遁盛厚（東京堀

留）． E 2・◎＊J:松陽之助（飯田）． E3・＊神島辰雄

（室蘭）． E4・＊荻原麟次郎（秋田中央）． E5・＊

消水八束（甲府中央）． E6・＊村井三郎（岐阜南）．

E 7 ・森松田弘俊（長岡）， WI・＊橋本左内（堺）． w
2・＊佐藤誠（高松）． W3・＊和田亀吉（北九州八

幡）． W4・O＊潮村浪雄（広島）． W5・＊茨木基則

（奈良）． W6 ・＊岡本 •I;．次（神戸西）． W7 ・＊中山治

隆（熊本）

10月 1＊東久遁盛厚E]地区ガパナー並びに協議会議長を辞

任，＊I:松陽之助同議長に就任

〇＊柿本保（東京＿I:野） EI地区ガパナーに就任

]1月 1マニラで第 7回東洋東南アジア大会開催

1969年 7月 東京都で第52回国際大会開催．＊プライアン国際会長

に就任

302地区が15地区に分割

1969-70地区ガパ十一 EI •0＊柑井正俊（東京自由

ケ斤J, E 2・＊今井貞ー（一宮）． E 3・＊林正巳（帯

広）． E 4・＊小野吾郎（弘前）． E 5・＊田仲哲蔵（横

浜西）． E 6 • *山田治男（金沢）． E 7・＊坂本貢雄

（水戸）． E 8 • 0＊近江逸郎（仙台中央）． WI• ◎
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＊石田肋（大阪）． W2・＊松岡新平（鳥取）． W3• 
＊杉森iil（福岡）． W4・＊松坂定吉（浜田）． W5 • 

女熊谷康次郎（京都）． W6・＊藤井健造（川西）． w
7・女谷川榮ー（鹿児島）

11月 台北で第 8回東洋東南アジア大会開催

1970年2月 日本ライオンズ80,000名に達する

3月 万国博協力の身体阻害者センター完成

4月 横浜シーサイドクラプが結成され．日本のクラプ数

1,500に達する

7月 アトランティック・シティで第53回国際大会開催．食

マッカロー国際会長に就任．＊迫水久常国際理事に就

任

アトランティック・シティ大会で世界青少年会議IJIIflli
3021]本複合地区が302E複合地区と302W複合地区(/)

二つに分割

1970-71地区ガパナー 302 E．複合地区： E-1••* 1•• 
HI常降（東京）， E-2• 0＊江崎鐵郎（静岡）， E-3・貨

渡辺栄市（函館東）． E-4•＊樋 n 正文（水沢）， E-5 • 
女上保店保（横浜中央）． E-6・＊田岡純次郎（伊勢），

E-7．貨礎瀬勇（宇都宮）． E-8•女屋野俊八郎（会浪

若松）

302W複合地区： W-1・◎＊柏岡精三（大阪梅ml.w-
2 ・女平岡益夫（徳島眉山）． W-3• 0＊松下英志（佐

賀）． W-4・＊梅原亨（徳111), W-5•0＊大西芳雄（京

都葵）． W-6• *深沢初治（姫路懲城）． W-7・＊大河

原建男(IIIll) 

8月 1名古尿で第 9同東洋東南アジア大会開催

1971年6月 ラスペガスで第54回国際大会開催．＊アプリンガー同

際会長に就任

1971-72地区ガパナー 302E複合地区： E-1・◎＊鈴木

浩（東爪池袋）． E-2• 0*平子府吉（名古屋中）． E-

3 • *ULI：投也（札幌エルム）． E-4・＊京五郎（能代）．

E-5 • 0合勝俣進（甲府）． E-6・＊金森将衛（富山）．
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E-7・＊浅香足（前橋）． E-8・＊村山仙次郎（山形）

302W複合地区： W-1・◎＊久保田梅松（東大阪布施）．

W-2・＊平田陽一郎（松山中央）． W-3・＊樋口ir．規
（島原）． W-4 ・＊宮地常好（尾道）． W-5•0古 III杉競

（京都桃山）． W-6• 0＊有沢良一（芦屋）． W-7・＊横

田英児（宮崎）

10月 シンガポールで第10回東洋東南アジア大会開催

12月 H本ライオンズ90,000名に達する

1972年3月 東京都で国際理事会開催

6月 東京都で20周年記念全国大会開催

7月 メキシコ・シティで第55回国際大会開催，＊フリード

リックス国際会長に就任．＊小国博之国際理事に就任

1972-73地区ガパナー 302E複合地区： E-1・◎＊吉

永通雄（東京浅単）． E-2・＊青山房三（名古屋名城）．

E-3 • 0＊岡本康夫（小樽）． E-4・＊晶橋甫（八戸）．

E-5・＊堀之内斉（川崎）． E-6・＊安川繁次（福Jt中

央）． E-7• 0＊榎智光（千葉）． E-8・＊佐藤敏男（石

巻） 302W複合地区： W-1 ・◎＊古林兆ー•（大阪東）．

W-2・＊伊藤一郎（高知腰城）． W-3・＊池田悟ー（佐

僅保）． W-4• 0＊大谷敏夫（広島鯉城）． W-5• 0*  

消水三郎（京都洛陽）． W-6・＊杉本正雄（洲本）． w-
7・＊木村憲三（熊本第一）

9)]1ソウルで第11回東洋東南アジア大会開催

1973年6月 マイアミで第56回国際大会開催．＊コフィン［暉際会長

に就任．＊上田常隆国際理事に就任

1973-74地区ガパナー 302E複合地区： E-1・◎＊加

藤正見（東点赤坂）． E-2・＊滝沢治助（長野）， E-3• 
＊野村権作（旭川中央）． E-4・＊中村七三（盛岡）． E-

5• 0＊木村昌男（横浜南）． E-6• 0*木村義喜（大

垣）． E-7・＊松原俊麿（新潟東）． E-8・＊渡辺秋蔵

（郡山） 302W複合地区： W-1・◎＊橋本宜太郎（大阪

道頓堀）． W-2 ・＊越智哲三（倉敷中央）． W-3• ◎*

小山俊之（大牟田中央）． W-4・＊滝川弘信(tli‘ぷ）．
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W-5. ＊松 iIli武て郎(J;（都西）． W-6• 0＊武fl!輝一

（西宮）． W-7• 0食石塚菊＿．．郎（鹿児島）

9月IO武田岬死去． 0令梅111健一（西宮中央） W-6地区

ガパナーに就任

10月 日本ライオンプ、:100.000名：こ達する

12月 パンコクで第l2lil]東洋東南アジア大会開催

1974年2月 0石塚菊ー→．郎死去． 0古谷川榮ー（鹿児島） W-7地区

ガパナーに就任

6月I貨橘本宜太郎協議会誠長を辞任．女小山俊之同議長に

就任

7月 1サンフランシスコで第571り］国際大会開催．＊パルポ国

際会長に就任

302 E複合地区が10地区に分割され． E ・W計17地区

になる

1974-75地区ガパナー 302 E複合地区： E-A・◎＊

諸井益次郎（東JK堀留）． E-B• 0＊川 I:恒男（岡崎

南）． E-C・ゞ（本l!11貞雄（札幌）， E-D ・0＊中村栄

（秋田）． E-1•：・含百瀬舜太郎（甲府中央）． E-F • 

汝宮太郎（金沢東）． E-G．斉千原健郎（柏崎）． E-

H・*大河脱JJIIそ郎（鶴岡）． E-J・＊市橋長平（釧

路）． E-K．森谷LI恒郎（水戸葵） 302W複合地区：

W-A • 0介 l：射—·雄（大阪南）， W-B •＊谷口甚一

郎（大i-lt>.w-c・◎貨槌橋秀一（神戸）， W-D•* 
小JII 『i秀 (~·1;松）． W-E •0＊田村旦次（山口）． w

F.貨久野繁樹（北九州，fi塔）， W-G．＊内田躾；；j

（別府）

12)J 香港で第131ul東袢東南アジア大会開催

1975年3月 11本ライオンズ110,000名に達する

6月 ダラスで第58199ll叫際大会開催．女アスラン国際会長に

就任．女村＿l熊 l暉際理’,,に就任
1975-76地区ガパナー 302 E、複合地区： E-A◎女森田

浩一郎（東Jiし．1:野）． 1•:-B ・O女宇野紳七郎（沼沖）．

E-C ·．社加藤進• (卜H館北斗）． E-D・女波多野祥
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二（煤石）． E-E • 0女111i川精..（横浜山手）． E-

F. *金丸吉生（淳）， E-G ・古早川政雄（桐生），

E-H • *猪岡修一（仙台背葉）． E-J.古酒井富治

郎（帯広中央）． E-K・＊安Ill宗太郎（足利） 302W 

複合地区： W-A・◎古今西蒔雄（堺）． W-B• 0*  

近藤与吉（京都平安）． w-c• O*＊谷山水（神戸

束）． W-D．女船越晋（米r・錦）． w王・食馬場頂孝

（竹原）． W-F・＊牟田春ー（長崎みなと）． W-G• 
貨桜井俊一郎（宮崎橘）

ll}J I台北で第14回東洋東南アジア・フォーラム淵催

1976年2月 宇都宮ひかりクラプが結成され． II本のクラプ数2,000

に達する

6 n I＊ノルルで第59回国際大会開催．貨ソプラル国際会長

に就任．＊三輪信一国際理事に就任

302E. 302W各複合地区が分割され， 8複合地区， 24

地区となる。

1976-77地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎＊助

川貞二（東京成城）， 330-B• 0斉振古忠雄（横浜関

内）． 330-C.＊永瀬孝貞（川 II) 331複合地区： 33

I-A・◎＊金沢安三（室岡中央）， 331-B• C汝山口岩

男（北見） 332複合地区： 332-A• O*山ド勝久（一

関）， 332-B・◎＊渡辺嘉久・（福島） 333複合地

区： 333-A・◎＊五十嵐真作（新潟）， 333-B・◎女加

藤元彦（船橋） 334複合地区： :J34-A・◎＊山1:1:1鉛之

助（名占屋）， 334-B.＊藤Ill耕治（多治見）， 334-

C・＊府川耕作（消水）． 334-0・貨佐伯佐七（絲岡）．

33-1-E・＊笠原正文（松本） 335複合地区： 33かA•

◎貨梶山茂生（伊丹）， 335-B• 0＊米島忍（大阪

東）． 335-C・＊坂口正一（大和j¥"/jlTJ), 335-D・＊渡

辺索行（姫路白殻） 336複合地区： 336-A• 0,々梶博

久（徳島）， 336-8・＊原悦次（岡山）． 336℃ • ◎*  

武iii頂雄（広島平和）， 336-D・ *11i原r城（萩） 33 

7複合地区： 337-A• 0＊吉岡勝行（肝津）， 337-13• 
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◎＊浜坂明（熊本中央）

10月 日本ライオンズ120,000名に達する

11月 マニラで第15回東洋東南アジア・フォーラム開催

1977年2月 ◎加藤元彦死去． 0斉藤貞雄（船橋） 333-8地区ガ

パナーに就任。＊五十嵐貞作333複合地区協議会議長

に就任

~: I大阪市で251M年i已念全国大会開催
—ユーオーリンスで第60回国際大会開催，＊マクラク

リン国際会長に就任，＊橋本宣太郎国際理事に就任

1977-78地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎＊大

森繁（東京 11本栖）． 330-B• 0＊飯島茂秀（甲府），

330-C •・t（内 111 全ー（秩父） 331複合地区： :l31-A•

〇＊山本原二（苫小牧中央）， 331-8・◎＊佐藤il:．治

(/i!i／11) 332複合地区： 332-A• 0＊鈴木三五郎（大

館）， 332-B・◎＊山口隆義（山形） 333複合地区： 3 

33-A •◎ *Ill 中利夫（高崎）， 333-B • C＊鴻巣徳次

郎（土浦厖城） 334複合地区： 334-A・◎＊鈴木光男

（豊橋南）． 334-B• 0＊辻内恒夫（桑名）， 334-C・＊

稲留藤次郎（浜松）． 334-D・＊梅木参次郎（敦打），

334-E・＊石塚昌（上田） 335複合地区： 335-A・◎

＊布本1_1平（神戸阪神）． 335-8・＊前島正雄（大阪

阿倍野）． 335-C・＊大槻嘉男（角岡）． 335-D• 0* 
玉垣竹次郎（科砂） 336複合地区： 336-A・＊lこHI生

城（宇和島）． 336-B・◎＊宮本祥郎（津山）， 336-

C・＊中村茂（因島）． 336-D• 0＊河崎可成（ドl関
東） 337複合地区： 337-A・◎＊坂田嘉久（福岡西）．

337-B • D耀馬十郎（川内鹿児島）

10月 1福岡で第16回東洋東南アジア・フォーラム開催

11月 稲留藤次郎死去，＊石塚誠一・（浜松） 334-C地区ガパ

ナーに就任

1978年6月 1東）it都で第61回国際大会開催，＊ライナム国際会長に

就任')々村上煎国際第 3副会長に就任．＊梅原亨国際

理！ドに就任
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332複合地区が分割され， 27地区となる。

1978-79地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎＊嘉

悦康人（東京隅田川）， 330-B• 0＊麻野栄（川崎），

330-C・＊小田・一男（大宮） 331複合地区： 331-A• 

◎＊繁富一雄（札幌中央）， 331-B• 0＊北原実（網

走） 332複合地区： 332-A・◎＊廣澤信行（甘森中

央）， 332-B・＊菅彰（花巻）， 332-C• 0＊鈴木精三

（仙台）， 332-D・＊根本恒（いわき）， 332-E・＊丸山

長三郎（米沢） 333複合地区： 333-A• *井＿I;．憲司

（長岡悠久）， 333-B• 0＊手塚侶栄（宇都宮東）

（注〕◎＊鴻巣徳次郎（前地区ガバナー） 334複合地

区： 334-A・＊井桁斉（津島）， 334-B・＊加藤専一

（店山）， 334-C・◎＊土屋金康（熱海）， 334-D・＊国

分茂保（小松）， 334-E・＊小林与志郎（諏訪湖） 33 

5複合地区： 335-A・＊八木米次（西宮中央）， 335-

B・O＊吉川滋武（大阪北浜船場）， 335-C・＊畑栄作

（京都洛陽）， 335-D・＊滝竹蔵（加古川） 〔注〕◎

＊大槻嘉男（前地区ガパナー） 336複合地区： 336-

A・＊上田栄（麻知黒潮）， 336-B・＊常田修（鳥取中

央）， 336-C・◎＊神津幸直（呉）， 336-D• 0＊平下

武千代（江津） 337複合地区： 337-A• 0＊小原知利

（行梱）， 337-B・◎＊小坂哲也（大分）

9月1E1本ライオンズ130,000名に達する

II月 クアラルンプールで第17回東洋東南アジア・フォーラ

ム開催

1979年6月Iモントリオールで第62回国際大会開催，＊モーガン国

際会長に就任，＊村上煎国際第 2副会長に就任，＊加

藤正見国際理事に就任

337複合地区が分割され， 29地区となる

1979-80地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎＊矢部

四郎（東京姦ケ関）， 330-B・＊小林國臣（横須賀中

央）， 330-C• 0＊脊田唯雄（川越） 331複合地区： 3

31-A • 0＊三山英二（小樽中央）， 331-B・◎＊伊貝
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実（釧路まりも） 332複合地区： 332-A・＊応正邦

（弘前）， 332-8・◎＊平野iE#（盛岡不来方）， 332-

C・＊永野陸夫（古川）， 332-D• 0＊池田亮ー（白

河）． 332-E・＊荒川参治（本荘） 333複合地区： 33

3-A• 0＊松本恵介（太田）． 333-8・＊杉浦明（ガ

津） 〔注〕◎＊井1:憲司 <1lil地区ガパナー） 334複

合地区： 334-A・◎＊篠田博正（名古屋中）， 334-8• 

＊冨田光男（松阪）， 334-C・＊片岡好秋（島田）， 33

4-D・＊村本岸（富山）， 334-E• O*,Jヽ嵐正三（鼓野

中央） 335複合地区： 335-A・＊岸本芳郎（神戸ポー

ト）， 335-8・＊菊池二郎（大阪天満）， 335-C• * J: 
西喜代治（京都橘）． 335-D• 0＊吉川貞一 (ffli野）
〔注） ◎市川滋武（前地Iえガパナー） 336複合地区： 3

36-A・＊林正義（丸租）， 336-8・＊尾崎芳郎（児

島）， 336-C• 0＊原田東眠（広島）． 336-D・◎＊村

田寿太郎（防府） 337複合地区： 337-A・＊久原孝夫

（久留米りんどう）， 337-8.＊佐竹季治（宮崎中央），

337-C・＊喜多保（佐世保）， 337-D• 0＊村上望城

（熊本マグナ） 〔注〕◎女小原知利（前地区ガパナー）

171月1‘Jウルで第18回東洋東南アジア・フォーラム開催
1980年7月 シカゴで第63回国際大会開催，玄チャンドラー国際会

長に就任＊村ヒ薫国際第 1/.111会長に就任，＊4f本凸

平国際理’ドに就任

331複合地区が分割され， 30地区となる。

1980-81地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎＊小

川消司（東京渋谷）， 330-H• 0＊浅野鉄男（横浜港

南）， 330-C・＊海野陽（蕨） 331複合地区： 331-A• 

〇＊中山大五郎（札幌アカシヤ）， 331-B•＊山作与

作（留崩）， 331-C・◎1、・大越勝巳（函館東） 332複

合地区： 332-A・＊宮城嘉明（八戸）， 332-8・＊米谷

淳（大船渡）， 332-C・◎＊錦戸光一郎（仙台エコ

-), 332-D・＊猪本実（福島中央）， 332-E• 0＊岡

部正災（酒田） 333複合地区： 333-A・＊風間久雄
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（新潟西）． 333-B• 0＊清水武男（水戸西） （注）

◎杉浦明（前地区ガパナー） 334複合地区： 334-A• 

＊岡部利雄（碧南）， 334-B・◎＊岩田治喜（岐阜），

334-C • 0＊岡本一雄（浜松）， 334-D・＊野坂格（福

井）， 334-E・＊平林正（松本深志） 335複合地区： 3

35-A・＊近藤真一（宝塚）， 335-B・＊藤llllJ京一（大

阪北）， 335-C• 0＊伊豆蔵福治郎（京都鴨川）． 335-

D・女河原道夫（城崎） 〔注〕◎＊吉川貞ー（前地

区ガパナー） 336複合地区： 336-A・◎＊瀕川良雄

（徳島中央）， 336-B• 0＊小田廣士（岡山東）． 336-

C・＊峰重信（能央島）， 336-D・＊堀本 I)出男（柳

井） 337複合地区： 337-A・＊天野改造（北九州門司

みなと）． 337-B・児玉嘉生（別府中央）． 337-C• 0 
＊浜崎元（長崎中央）， 337-D・◎＊岡山徹（国分隼

人）

12月 1パンコクで第19回東洋東南アジア・フォーラム開催

山岸与作死去．＊阿部富久（留朋みなと） 331-B地区

ガバナーに就任

1981年4月 1日本ライオンズ140,000名に達する

6月 日本で2,500番目のクラプ，八栗クラプが結成される

フェニックスで第64回国際大会開催．＊村I:．薫国際会

長に就任．＊嘉悦康人国際理事に就任

333複合地区が分割され． 31地区となる。

1981-82地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎＊高

橋勝（東京文京）， 330-B• D＊小宮Ill要二（甲府），

330-C・＊千島勲（熊谷） 331複合地区： 331-A• 0 
＊鍵谷光ヲ（岩見沢中央）， 331-B・◎＊広島迪則

（帯広平原）， 331-C• 0＊山本松男（室蘭） 332複合

地区： 332-A• 0＊横山園吉（黒石）， 332-B・＊及川

清（北J::), 332-C・＊西條令終郎（石巻）， 332-D• 
◎＊小野祐護（会浄若松）， 332-E・＊山田消助（六

郷） 333複合地区： 333-A・＊早川武雄（伊勢崎）， 3

33-B • 0＊佐藤貞夫（宇都宮西）， 333-C・＊式場倭
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文夫（市川） 〔注〕◎*清水武男（前地区ガバナー）

334複合地区： 334-A・＊稲波泰ー（一宮中）， 334-

B・＊籠橋久衛（土岐）， 334-C・＊川島覗ー（富士吉

原）， 334-D• 0＊宮崎彦九郎（金沢兼六）， 334-E• 

◎*m中泰江（佐久） 335複合地区： 335-A・◎＊大

原頂之（尼崎）， 335-B• 0＊南野要（東大阪アポ

ロ）， 335-C・◎＊宮淳一（京都）， 335-D・＊柳Hl久

- （姫路） 336複合地区： 336-A• *永井正三郎 (tJI

予）， 336-B•◎古岡空昇（境港）， 336-C • 0＊北川

範二郎（府中）， 336-D・＊森山松夫（松江） 337複

合地区： 337-A・女仁田辰治（福岡舞鶴第一）， 337-

B•O＊工藤早苗（大分中央）， 337-C ・◎＊中尾清澄

（佐ff), 337-D • 0＊古賀大策（熊本第一）

8月I式場倭文夫死去，＊吉原稔人（市川） 333-C地区ガパ

ナーに就任

10月 1東京都で30周年記念全国大会開催

12月 香港で第20回東洋東南アジア・フォーラム開催

有本屈・平死去，＊坂口正一国際理事に就任 (1982年4

J I) 
＊大原重之335複合地区協議会議長を辞任，＊宮淳一

同議長に就任 (1982年2月）

1982年5月 1南野要死去，＊藤岡京・ー（大阪北） 335-B地区ガパナ

ーに就任 (6月）

7月 1アトランタで第65阿国際大会開催，＊グラインドスタ

ッフ国際会長に就任

1982-83地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎＊内

m順夫（東京壼谷）， 330-B• 0＊神戸由雄（横浜東），

330-C,＊古川俊隆（岩槻） 331複合地区： 331-A• 

◎＊浅井猛（札幌）， 331-B• 0*中川庄平（根室），

331-C • 0＊宮崎英夫（苫小牧） 332複合地区： 332-

A・＊西正夫（行森）， 332-B• 0＊島伊吉（釜石），33

2-C・＊副島良雄（仙台中央）， 332-D・＊成田幸一

（郡山中央）， 332-E・◎＊升川剛男（河北） 333複合
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地区： 333-A・＊杉本宗一郎（上越）， 333-8・＊関勝

馬 (H立）， 333-C・〇＊藤田定男（習志野） 〔注〕

◎＊佐藤貞夫（前地区ガバナー） 334複合地区： 334-

A・◎＊野田貴太郎（名古屋本丸）， 334-8• 0＊石ru
克久（四日市みなと）， 334-C・＊沢野順治郎（静岡

葵）， 334-D・＊井村東司三（高岡古城）， 334-E・＊

所沢千秀（伊那） 335複合地区： 335-A・＊萬谷健二

（明石セントラル）， 335-8・◎＊伊丹徳次（大阪旭

東）， 335-C• 0＊大塚正雄（京都平安）， 335-D・＊

藤田泰助（姫路中央） 336複合地区： 336-A・＊下司

孝麿（高知）， 336-B・＊浮田壽夫（津山）， 336-C• 
◎＊武井鹿之助（三原）， 336-D• 0＊名和田豊（山

陽） 337複合地区： 337-A• 0＊上原有城（北九州若

松）， 337-B・◎＊原田慈教（宮崎フェニックス）， 33

7-C・＊福田律三（大村）， 337-D・＊林榮光（鹿児

島）

9月 1島伊吉死去＊長谷川八三（釜石） 332-B地区ガパナ

ーに就任 (II月）

11月 1村上薫前国際会長死去

台北で第21回東洋東南アジア・フォーラム開催

1983年6月 1＊ノルルで第66回国際大会開催，＊ファウラー国際会

長に就任，＊谷川榮一国際理事に就任

1983-84地区ガバナー 330複合地区： 330-A・◎＊鈴

木芳二（東京赤坂）， 330-B• 0＊金子義一（藤沢），

330-C・＊長島鐵郎（浦和北） 331複合地区： 331-

A•O＊小塩進作（札幌エルム）． 331-B • 0＊横山功

（北見中央）， 331-C・◎＊松田惇二（小樽みなと） 3 

32複合地区： 332-A・◎＊三上祐啓（弘前）． 332-B• 
〇＊山下知射（水沢中央）， 332-C・＊部築智惹蔵

（仙台エイト）， 332-D・＊吉川誠次（福島飯坂）， 332

-E・＊成田久蔵（麿巣） 333複合地区： 333-A• O*  

小暮勝巳（館林）， 333-B・＊佐々木敬介（小山栃

木）， 333-C・＊石橋光（千葉中央） 〔注〕◎*藤田
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定男 (ilil地（えガパナー） 334複合地区： 334-A・＊福

井敏規（翌橋）． 334-B.＊井上孝：：：： （大垣）． 334-

C・ ◎介，1illIti（竹田）． 334-D• 0＊仙坊光男（福井

中央）． 3:l4-I•：・古奥井頂敬（長野） 335複合地区： 3 

35-A •咋浅片靖：：：： （西宮）． 335-B ・女梅井龍—ー、

（堺）． 335-C• 0合加納庄平（京都東）， 335-0・◎合

在田一・雄（西脇） 336複合地区： 336-A• 0女松本彰

（｛材松l；.操）． 336-8・六林富士郎（倉敷）． 336-C• * 

斎藤進（｝『しグリーン）， 336-D・◎＊宇都宮貞尚（徳

山東） 337複合地区： 337-A・◎＊中村泰山（直方），

337-8 •合羽rI1野投孝（別lf.f いでゆ）， 337-C • *大久

保博舜（疎'I'・）． 337-D• 0＊詣山堅次（沖縄）

11 H マニラで第22回東洋東南アジア・フォーラム開催

1984年7月 1サンフランシスコで第67回国際大会開催，玄メイソン

国際会lもに就任，合小川清司国際理事に就任

1984-85地区ガパナー :l30複合地区： 330-A・◎＊久

田孝（東JK爪橋）． 330-B• 0＊近藤俊朗（川崎北），

330-C・女池HI名iii:（上尾） 331複合地区： 331-A• 
〇＊遊什，fり．．，t（札幌ライラック）． 331-B・◎汝木―ド

正行（旭川大99;)．331-C・女浮田誠夫（静内） 332 

複合地区： :l32-A・*河村忠舗（八戸）． 332-B••* 
大野坐・（盛岡不来方）． 332-C• 0女早坂延夫（占

川中央）． 3:l2-D・ゞ （小野Ill英雄（原町）． 332-E・合

奥lllが古（天肯） 333複合地区： 333-A• 0女堤昇三

郎（新払）． 333-B• *小野武夫（土浦）． 333-C• * 

秋場党（ l:総—•宮） （注） ◎女小作勝巳（前地区ガパ

ナー） 334複合地区： 334-A• 0＊大森三郎（春日

井）． 3:l4-B・介木澤彰（災濃加茂）． 334-C• *蒻村

実 (i(iil!）． 334-D.＊中[Fl良三（能美）， 334-E・◎ 

貨伊藤導・（松本アルプス） 335複合地区： 335-A• 
〇＊瀧川左近（神）ら’4甲）． 335-B・＊北畑金治（八

尾）． 3:l5-C・◎＊大橋和孝（京都紫明）． 335-D• * 

}t 1•AL （八鹿） 336複合地区： 336-A・◎女岡元大-.
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（徳島H山）． 336-B• 0名越勉（倉吉）． 336-C・＊長

崎孝（広B鯉城）． 336-D・＊斧山信佐久（益田） 33 

7複合地区： 337-A・＊直藤武夫（大牟田）， 337-B• 

＊江本玉喜（人分）． 337-C• 0＊神尾廣海（唐津レ

インポー）． 337-D・◎＊松本文雄（宇土）

" |札幌で第23回東洋東南アジア・フォーラム開催

1985年6月 ダラスで第68回国際大会開催．ロプレスキー国際会長

に就任＊仁井岡武司国際理事に就任

1985-86地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎＊山

ロ敏彦（東点神楽坂）． 330-B• 0＊多田信一（横浜

神奈川）． 330-C・＊栗原洋三郎（東松山） 331複合

地区： 331-A• 0＊少党納（滝川）． 331-B・＊中野

栄（稚内）， 331-C・＊成松絲明（室蘭東） 〔注〕◎

＊遊佐店宜（前地区ガパナー） 332複合地区： 332-

A・＊八巻艇治（浪岡）． 332-B・＊澤IE1信夫（宮占

岩l'-), 332-C・◎＊曽根哲男（仙台グリーン）， 332-

D•O)々矢内芳夫（石川）． 332-E ・＊五十嵐卓（大

曲） 333複合地区： 333-A・＊安藤野一（高崎和Ill),

333-B • 0＊田部井澄（宇都宮中央）． 333-C・＊橋n
火（銚子中央） 〔注〕◎＊堤昇三郎（前地区ガパナ

-) 334複合地区： 334-A•＊本山亨（名古屋北）． 3

34-B・◎＊小川四郎（伊賀1-．野）． 334-C• 0＊長崎

浅泊（消水）． 334-D・＊村清（富山）． 334-E・＊堀

内泉 (J:111城南） 335複合地区： 335-A・◎＊鹿谷和

男 (Iビ崎北）． 335-B• 0＊金谷貢（守口）． 335-C• 
＊渡辺福之助（八1:1rff), 335-D・＊井上文雄（相生）

336複合地区： 336-A・＊山本哲也（新居浜）． 336-

B •◎＊大作満正（岡山）． 336-C • 0＊山仲ー．：：： （広

島デルタ）． 336-D・＊高藤博（岩国） 337複合地

区： 337-A・＊井澤鐵雄（北九州勝山）． 337-B• 0* 
麻橋頂行（延岡）． 337-C・◎＊土井博司（佐世保中

央）． 337-D・＊遠欠粋栄（大口）

11月1シンガポールで第24回東洋東南アジア・フォーラム開
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催

1986年7月Iニューオーリンズで第69回国際大会開催．＊アケスタ

ム国際会長に就任．＊繁富一雄国際理事に就任

1986-87地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎＊尾

平聰男（東点新橋）， 330-B• 0＊松本刊治（横浜

南）． 330-C．斉消水徳蔵（新座） 331複合地区： 33

1-A・＊千菓多加雄（札幌もいわ）． 331-B・＊畑中明

（紋別）， 331-C・◎＊三河新太郎（函館） 332複合地

区： 332-A• O*lfl戸端三次（青森中央）， 332-B・＊

工藤一彦（大迫h！池峰）． 332-C・＊黄川田肖典（女

JII). 332-[)・◎＊鈴木文雄（福島中央）． 332-E• 0 
武田茂（新庄） 333複合地区： 333-A・＊相澤春吉

（新潟セントラル）． 333-B• 0＊中山iE（水戸）． 33

3-C・＊平井月（館[II) 〔注〕◎*田部井澄 (Ilij地区

ガパナー） 334複合地区： 334-A・＊遠山邦孝（名古

屋）． 334-B・＊林投榮（岐阜）． 334-C・＊加藤俊助

（浜松）． 334-D・＊絲野修一（鯖江）． 334-E• 0＊本

多薫（岡谷） 〔注〕◎＊村消（前地区ガパナー） 335 

複合地区： 335-A• 0＊大崎恵太朗（神戸須序）． 335

-B.◎＊横山只義（大阪南）． 335-C• *中村iE作

（京都西）． 335-[)・＊法旨筆夫（姫路大手1111) 336複

合地区： 336-A・＊奥島団四郎（松山道後）． 336-B• 
＊松尾邦也 (ilりI［鶴山）． 336-C• 0＊石）卜淳（福

山）． 336-D• 0＊武田一良（下関ウエスト） 〔注〕

◎＊小林政夫（Jじ地区ガパナー） 337複合地区： 337-

A・O＊七屋呂式（福岡）． 337-B・◎＊友岡義和（別

府）． 337-C・,ヤ小川”―（長崎）． 337-D・＊中村愛

- （宜野湾普天IIIl)

140月 1ソウルで第25回東詐東南アジア・フォーラム開催

1987年4月 大崎恵太朗死去．＊fi崎隆雄（神戸須磨） 335-A地区

ガパナーに就任 (5JJ) 
7月 I台北で第70回国際大会開催．＊スティープンソン国際

会長に就任．＊小/II消司国際第 3副会長に就任．＊槌
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橋秀一国際理事に就任

1987-88地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎＊川

島遠人（東京銀座）， 330-B• 0＊花輪孝夫（峡西），

330-C・＊齊藤正男（川越初雁） 331複合地区： 331-

A•O＊窪田賢三（札幌ポプラ）， 331-B ・◎＊佐藤勲

（釧路丹頂）． 331-C• 0＊石橋幹雄（小樽グリーン）

332複合地区： 332-A• 0＊石戸谷折ー（弘llij東
奥）， 332-B• 0＊千葉一郎（一関中央）， 332-C・＊

菊地伸治（仙台青葉）， 332-D・＊嗚瀬寛繭（会淳喜

多方）， 332-E・◎＊中村賞（秋田千秋） 333複合地

区： 333-A・＊斎藤辰二（前橋）， 333-B・女大平一巳

（宇都宮）， 333-C• 0＊手塚勇（富律） 〔注〕◎＊中

山正（前地区ガパナー） 334複合地区： 334-A・◎＊

杉江ーニ（常滑）， 334-B• 0＊谷泊一郎（菰野）， 33

4-C・＊七澤三郎（三島）， 334-D•＊小倉慶春（金

沢）， 334-E・＊新井千廣（長野篠ノ井） 335複合地

区： 335-A・＊山村至（芦屋）． 335-B・＊速水常興

（和歌山葵）． 335-C• 0＊田中弘（京都桃山）， 335-

D・◎＊中塚靖雄（姫路） 336複合地区： 336-A• 0 
＊金山光利（高知桂）． 336-B・＊尾坂雅人（鳥取い

なば）， 336-c・＊向井達観（尾道瑠璃）， 336-D• 0 
女長岡俊雄（出雲） （注〕◎*滝川弘信（元地区ガバ

ナー） 337複合地区： 337-A・◎＊波多江保（糸島）．

337-B・戎井敬祐（宮崎橘）， 337-C・＊横尾貞美 (.0
栖）， 337-D• 0＊田中鶴夫（熊本中央）

10月 日本ライオンズ150,000名に達する

11月 パンコクで第26回東洋東南アジア・フォーラム開催

1988年7月 デンパーで第71回国際大会開催，＊ジェニングス国際

会長に就任，＊’Iヽ川消司国際第2副会長に就任，＊相

澤春吉および＊岡元大三国際理事に就任

1988-89地区ガパナー 330複合地区： 330-A• 0＊中

尾是正（東京渋谷）， 330-B・◎＊山口雄司（藤沢），

330-C・＊千葉優男（浦和） 331複合地区： 331-A• 
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◎＊福島潔（岩見沢）． 331-B• *増井寛治（名寄）．

331-C • 0＊福原1/ii．（苫小牧中央） 332複合地区：

332-A •◎千築満（八戸白圏）． 332-B • 0*菊地宏

（千厩）． 332-C• 0合佐藤利作（古川古城）． 332-D• 
＊木川佳則（郡山）． 332-E・＊佐藤留雄（米沢中央）

333複合地区： 333-A• 0＊登坂行雄 (-I•H 町）． 33

3-B •＊亀山利彦（水戸葵）， 333-C ・＊小泉昭（船

植）〔注〕◎*手塚!1iC1lii地区ガパナー） 334複合地

区： 334-A・＊萩原幹也（豊橋）． 334-8・＊日下部尚

（刹山）． 334-C・◎＊小野俊夫（藤枝）． 334-D• 0島

憲滅（i引岡志貴野）． 334-E・＊和田甲f郎（松本中

央） 335複合地区： 335-A• 0女樽谷清一（尼崎）． 3

35-8・女山田洋太郎 (l"J.中）． 335-C・◎＊森脇修

（福知111), 335-D．合岡田瀬三郎（加古川） 336複合

地区： 336-A・女石橋忠男（絲松東）． 336-B• 0＊満

谷士郎（玉島）． 336-C・＊安田豊登（竹原）． 336-

D.＊岡部巌（宇部） 〔注〕◎女林正義（元地区ガパ

ナー） 337複合地区： 337-A・＊尾上久（北九州くき

なみ）． 337-B•＊相沢就逍（国富）． 337-C • 0女宮

原陽（佐世保）． 337-IJ・◎＊石原光雄（鹿児島）

12月 1手塚勇死去．＊登坂行雄333複合地区協議会議長に就

任

香港で第27回東洋東南アジア・フォーラム開催

1989年6月Iマイアミで第72回国際大会開催．女ウーラード国際会

長に就任．含小川清司l-liJ際第 1副会長に就任．＊篠田

博1EI~際理·“に就任
1989-90地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎＊

加々It一夫（東京五反Ill). 330-B • 0＊馬本克美

（川崎南）． 330-C・ゞ （関根利夫（大宮北） 331複合地

区： 3:ll-A• 0＊松属汲禰（札幌クラーク）． 331-B• 

〇＊川村憲行（麻良野）． 331-C・◎＊野村政勝（室

曲中央） 332複合地区： 332-A・＊木村頂治（五所川

原）． 332-B・◎＊加藤芳太郎（盛岡中淳川）． 332-
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C・O＊鈴木康彦（仙台1i.城）， 332-D• 0＊南大作

（川俣）． 332-E• *砧橋廣泊（大館） 333複合地区：

333-A・◎＊大島宗作（桐生中央）． 333-B• 0＊麻野

弘郎（足利）， 333-C• *寺嶋周三（柏） 334複合地

区： 334-A• 0＊小行康正， 334-8・＊中村幸昭（鳥

羽）， 334-C・＊佐藤敏郎（新居町）． 334-D・＊三好

勇（武'!:),334-E・◎＊樫山幹男（佐久） 335複合

地区： 335-A・◎＊岡田仁（神戸西）， 335-8• 0＊菅

野敦次（大阪住吉）， 335-C・＊細川俊二（彦根）， 33

5-D・＊樋口町（姫路冦城） 336複合地区： 336-A• 

＊砂川健治（徳島西）． 336-8・◎＊千々木昭平（岡

山東）， 336-C• 0＊山田隆一（安芸）， 336-D・＊山

中健.::C:(ド松） 337複合地区： 337-A・＊ヨ原晴正

（苅田）． 337-8• 0＊中野公平（杵築）， 337-C・◎＊

宮崎幸康（島原）． 337-D・＊島袋全ー（宜野湾普天

1111) 
9 JJ 小川国際第 1副会杖死去

11月 台北で第28回東洋東南アジア・フォーラム開催

1990年2月 n本ライオンズ160,000名に達する

7月 セントルイスで第73同国際大会開催，ピッグス国際会

長に就任，＊米島忍国際理事に就任

1990-91地区ガバナー 330複合地区： 330-A・◎＊名

波倉四郎（東京杉並東）， :l:l0-8• 0＊野口順雄（横

浜戸塚）． 330-C・＊｛h・橋伸嘉（布}JII) 331複合地

区： 331-A• 0＊萩本和夫（札幌）． 331-B・◎＊横手

孝（帯広かしわ）． 331-C• O*熊野志郎（函館北斗）

332複合地区： 332-A・女柴Hl-：：： （青森八甲）， 33

2-B・＊福成党（釜石リアス）， 332-C・◎＊太田廣茂

（仙台萩）． 332-D• Oii'原敏（いわき小名浜）， 332-

E•O＊阿部恒犬（村11J) 333複合地区： 333-A• * 

長谷川恕（長岡蒼柴）， 333-8・◎女菅澤ウ（土浦亀

城）， 333-C• 0＊長嶋彪（佐原） 334複合地区： 334

-A ・女墨武司(•宮111), 334-B・◎＊林秀司（美濃
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大野）． 334-C・〇＊外山義一（富士岳南）． 334-D• 

＊細川久米犬（松任）， 334-E・＊水野良治（駒ヶ根）

335複合地区： 335-A・＊井本隆一（伊丹有岡）． 33

5-B・◎＊亀井良次（岸和田中央）， 335-C・＊小鍛冶

隆一（奈良）． 335-D• 0＊古城猛彦（赤穂） 336複

合地区： 336-A・＊桑村恒夫（今治）， 336-B・＊岩崎

官義（米子グレート）． 336-C• 0＊吉岡雅也（神

辺）， 336-D• 0＊岡田普富（松江湖城） 〔注〕◎＊

石井淳（元地区ガパナー） 337複合地区： 337-A• 0 
＊古沢貢（大川中央）． 337-B・◎＊帆秋慈裕平（大

分中央）． 337-C・＊田中久雄（武雄）， 337-D・＊多

田隈和成（熊本キャッスル）

10月 1マニラで第29回東洋東南アジア・フォーラム開催

1991年3月 □本で3,000番目のクラブ，豊岡こうのとりクラプが

結成される

6月Iプリスペンで第74回国際大会開催，＊バンカーl団際会

長に就任．＊菊地伸治国際理事に就任

1991-92地区ガパナー 330複合地区： 330-A• 山口桂

造（東京上野）． 330-B•＠＊海沼昭（甲府中央）， 33
0-C • 0＊川島清（行田） 331複合地区： 331-A・◎

＊春野守夫（札幌もいわ）， 331-B• 0女有里伸一

（網走）． 331-C• 0＊加藤三郎（静内） 332複合地

区： 332-A• 0＊佐藤巳代吉（弘前チェリー）， 332-

B・＊岡本山久（北J:).332-C・＊別部八郎（白石）．

332-D・◎＊鈴木豊二（白河）， 332-E• C＊山崎勝秀

（横手） 333複合地区： 333-A・＊吉濱和夫 (il'li崎），
333-B・◎＊檜山道（宇都宮南）． 333-C• 0吉田政勝

（習志野） 334複合地区： 334-A・＊今野寿泰（豊田

南）． 334-B・＊恩田正：：：： （鈴鹿）． 334-C・＊片山敏

朗（静岡橘）． 334-D・◎＊家城潔（富山神通）． 334-

E•O＊若麻績倍雄（長野） 335複合地区： 335-A• 

＊永山良一郎（神戸三宮）． 335-B・＊岩田正太郎

（池田）． 335-C• 0＊塚本達也（京都サウス）． 335-
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D・◎＊竹内弘（姫路中央） 336複合地区： 336-A• 

0宮内政三（松山東）， 336-B・＊赤堀和一郎（津山

やよい）． 336-C・＊安部俊美（三原浮城）． 336-D• 

◎＊植野芳樹（柳井） 337複合地区： 337-A・◎＊杉

原一志（福岡博多東）． 337-B・＊河野通（宮崎第

-). 337-C・＊上田市次（大村）． 337-D• 0吉田憲

史（熊本）

8月～ 9月 1守山市で世界青年会議（ライオンズクラプ国際協会創

立75周年記念事業）開催

10月 1鈴木豊二死去．＊猪本実（福島中央） 332-D地区ガパ

ナー並びに332複合地区協議会議長に就任 (II月）

11月 1神戸市で第30回東洋東南アジア・フォーラム開催

1992年6月 香港で第75回国際大会開催，＊メータ国際会長に就

任，＊土屋呂武および＊山口雄司国際理事に就任

1992-93地区ガバナー 330複合地区： 330-A• 0＊渡辺

豊隆（東京紀尾井町）， 330-B・＊星野敏治（横浜イ

ースト）， 330-C・◎＊大野元昭（川口） 331複合地

区： 331-A• 0＊近藤冨費雄（滝川中央）． 331-B• 0 
＊山田稔（旭川平和）． 331-C・◎＊松島宵（小樽）

332複合地区： 332-A• 0女別部辰ー（三沢）， 332-

B•O＊飯坂重雄（前沢）． 332-C ・＊馬場武雄（仙台

五城）． 332-D・＊酒井誠一（梁川）． 332-E・◎＊井

上財（酒III) 333複合地区： 333-A• 0＊松原進（柏

崎米山）． 333-B・＊奥田俊亮（水戸西）， 333-C・◎

＊欠田常古（千葉中央） 334複合地区： 334-A・◎＊

柳澤次郎（名古屋東）． 334-B• 0＊伊藤伸一（瑞

浪）． 334-C・＊寺田市郎（磐田）． 334-D・＊岡本等

（福井）． 334-E・＊砂田繁雄（大町） 335複合地区：

335-A・〇＊澤徳ー（三田）， 335-B・＊安藤純次（大

阪舒根崎）， 335-C・◎福井正憲（山城）， 335-D・＊

山口孝雄（播磨） 336複合地区： 336-A・◎＊田岡登

（尚知鷹城）， 336-B• 0柴田高志（児島鷲羽）． 336-

C・＊赤川安善（呉プルー）， 336-D・＊下川好通（下
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関孵灘） 337複合地lメ..::l37-A・＊坂本好市（つし

ま）， 337-B.ttt判｝｝彰（湯布院）， 337-C• 0大久保

彦（長崎東）， 337-D・◎ゞ rrli来健史（鹿児島谷1l1)

10月1仙台市で40周年，記念大会開催

11月 クアラルンプールで第31[III東詐東南アジア・フォーラ

ム開催

1993年 7 月 I ミネアポリスで第76l~II暉祭大会開催，＊コフィ国際会
長に就任．名越勉国際JIIUIIに就任

1993-94地lズガパナー 330複合地区： 330-A• c食吉

永貞雄（東 9;し•II 本栖）， 330-B • 0山下秀男（川崎多

摩川）， 330-C・＊泊水常犬（大宮氷川） 331複合地

区： 331-A•〇吟（中野正敏（札幌オーロラ）． 331-B • 

◎＊湯佐英 1i] （旭川東）． :l31-C• 0＊吉田久古（苫

小牧白島） :J32複合地区： 332-A・◎＊乗田炸三．（i＇i
森）， 332-B• 0森千田耕作（久慈）， 332-C• 0斉斎

藤清助（多打城）， 332-1)・古中村畠道（会沖若松鶴

城）， 332-E．介煤藤新・.（秋田中央） 333複合地

区： 333-A・◎＊占澤弥彦（伊勢崎中央）， 333-B• 0 
＊道山新・（佐野）， 3:l:l-C・＊松丸普次郎（下総III

山） 334複合地区： 334_A．古木村日 III雄（名古屋本

丸）， 334-ll•西村和茂 {ff.I I lt), :l34-C ·◎沿• H下部

和造 (i{filtT• 本）， 334-I) ・（）・；（作田勝（金沢兼六）．

334-E •公•北 1）;（守靭（丸 f) 335複合地lえ： :135-A• 

◎＊多久良男（神戸車水）， 3:l5-B• 0女内山宏（枚

ガ中央）， 33和C ・森岡本 J1i彦 (Jj(• 都）， 335-1) ・＊岡

田信次郎（姫路大手1lii) 336複合地区： 336-A・食塩

田正久（観音、1,'，）， 336-1う・◎・討h(（本辰雄（岡II), 33 

かC・O林朴樹（広島鯉城）， :l36-D・．此向ii:．災（浜

田） 337複合地区： 337-A．貨俗：．郎（福岡玄悔）， 3

37-B • 0貨字都宮文k （大分）， 337-C・◎＊溝口井

雄（佐ft中央）， 337-1)・食liif森穂（那覇守礼）

11月1‘ノウルで第32IIII東謬::アジア・フォーラム開催

1994年7月 フェニックスて第77回llil際大会1Jflili！，グリマルディ国
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際会長に就任＊松原文禰国際理事に就任

1994-95地区ガパナー 330複合地区： 330-A• 0合池崎

道男（東京）． 330-B・◎新堀豊彦（横浜ニューボー

ト）． 330-C・＊柏木惰英（与野） 331複合地区： 33

1-A・◎＊山形政明（札幌時計台）． 331-B• 0＊出村

勝信（稚内）， 331-C• 0＊斎藤光史（室蘭北斗） 33 

2複合地区： 332-A・工藤野治（黒石烏城）． 332-B• 

◎＊斎藤寅蔵（盛岡観武）． 332-C• 0＊飯岡:!li:雄
（仙台宮城野）． 332-D• 0伊藤弥栄（郡山開成）． 332

-E・廣瀬常男（上山） 333複合地区： 333-A・◎＊竹

ノ内智光（新潟南）． 333-R・＊木村敬之介（常陸太

田）． 333-C• 0＊江畑絣作（旭） 334複合地区： 334

-A•O＊松本喜久也（安城）． 334-B• 松波英・（岐

阜南）． 334-C・＊谷寅吉（消水羽衣）． 334-D•女橘

康太郎（高岡中央）． 334-E・◎＊小川明人（茅野）

335複合地区： 335-A・＊森照雄（南淡）． 335-R•• 
＊釜下正純（堺浜寺）． 335-C・女篠原寅（京都洛

陽）． 335-D• 0＊小谷果（豊岡） 336複合地区： 336

-A・＊高橋iE文（徳島東）． 336-B・＊来間廉（米子

中央）． 336-C・◎＊大井年そ（広島）． 336-D• 0緒

方正道（宇部新川） 337複合地区： 337-A• 0＊岡本

房ー（北九州高塔）． 337-B・◎＊森竹勇夫（延岡）．

337-C・川尻康平（佐世保東）． 337-D・＊伊藤智在

（荒尾）

172:~ Iバンコクで第33回東粋東南アジア・フォーラム開催
1995年7)］ ソウルで第78回国際大会開佃，＊ワンダー国際会長に

就任．福井正憲国際理事に就任

1995-96地区ガバナー 330複合地区： 330-A• 0宇田

川雄弘（東京練馬）． 330-B・＊鮎川良雄（甲府）． 33

o-c・◎戸塚隆（岩槻） 331複合地区： 331-A• 0* 
落合錦二（札幌ライラック）． 331-B• 0＊青柳健一

（根室）． 331-C・◎＊斎藤寿ー（函館海峡） 332複合

地区： 332-A・＊児島理（弘前中央）． 332-B・＊諸岡
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俊雄（紫波）． 332-C・◎＊庄子代ー（仙台シティ）．

332-D • 0＊安齋文—k （一本松）． 332-E• 0＊谷内忠

蔵（能代） 333複合地区： 333-A• 0久保田喜平（太

田中央）， 333-B・◎＊麻生貞市（小山）， 333-C・＊

林静滅（船橘中央） 334複合地区： 334-A・◎＊野田

京一一郎（名古屋サウス）， 334-8・＊村田太吉（朝

明）， 334-C• 0＊金森武火（浜松）， 334-D・＊家蒻

二郎（敦ff), 334-E・＊繁田信（長野白樺） 335複

合地区： 335-A ・＊ 1•JI忠夫（神戸東）． 335-B ・＊石井

博（大阪桜之宮）， 335-C• 0＊伊藤誠一（京都鴨

川）， 335-1)・◎＊江尻通原（姫路白殻） 336複合地

区： 336-A・◎ (I月から） ＊店岡祐三（伊予三島），

336-8 • 0 (I月から）古J「山進（岡山ひかり）， 336

-c.藤｝t・碁博（福山東）， 336-D••* （12月迄）古

谷篤生（防府ゴールデン） 337複合地区： 337-A・◎

＊小松弘義（飯塚）， 337-B・＊柑元利幸（都城）， 33

7-C • *i11口砂（諫早）， 337-D• 0＊有馬駿ー（川

12月I;；さで第341111東洋東南アジア・フォーラム開催

古谷篤生死去，•砂i岡祐三336複合地区協議会議長に

就任 (I月）

1996年3月 12002年1嘩際大会大阪開催が決定

7月 モントリオールで第79回国際大会開催，＊ソリパ国際

会長に就任， 9,iIII憲史国際FIPドに就任

1996-97地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎菅原

雅雄（東9;（堀留）， 330-B• 0内田勤（小田原）， 330-

C ・＊藤村秀 (.1:1.t) 331複合地区： 331-A• 0＊木

村伸男（府見沢中央）， 331-B・◎＊堀口泰司（釧路

みなと）， 331-C• 0玄猿橋僚（伊達） 332複合地

I><:: 332-A • 0介成諭（八戸中央）， 332-B・＊千葉賓

（一関中央）， 332-C・＊成澤治火（石巻）， 332-D•• 
＊菅野俊夫（みちのく鹿島）， 332-E• C佐藤悌次郎

（寒河江） 333複合地区： :l33-A•O＊鬼木雅治（新
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発田）． 333-B・◎女富塚浩（竜ケ崎）． 333-C• 0浮

谷俊行（松戸） 334複合地区： 334-A• 竹内淳一（半

田）． 334-B・山田寅紘（美濃加茂）． 334-C・＊稲葉

八郎（伊東） 334-D・◎＊約谷利夫（金沢東）． 334-

E•O＊中井喜一郎（明科） 335複合地区： 335-A• 
〇＊岸本澪（明石）． 335-B・＊中野進（松原）． 335-

C・◎＊広瀬来三（京都紫明）． 335-D・＊内海政好

（山崎） 336複合地区： 336-A・◎＊森川正俊（松

山）． 336-B• 0＊山下忠雄（真庭）． 336-C•藤原寿

雄（尾道）． 336-D・加藤哲夫（出雲中央） 337複合

地区： 337-A・林榮ー（八女）． 337-B•佐々木智英

（鶴崎）． 337-C• 0＊岸正人（肥前有田）． 337-D• ◎

＊森田官（沖縄）

11月 1台北で第35回東洋東南アジア・フォーラム開催

1997年1月 内海政好死去．＊伊藤勉（山崎） 335-D地区ガバナー

Iに就任
7月 フィラデルフィアで第80回国際大会開催．＊パターソ

ン国際会長に就任．＊大野泰一国際理事に就任

1997-98地区ガバナー 33!≫復合地区： 330-A・◎＊塩田

勇昭（東京巣鴨）． 330-B・＊廣瀬恒彦（横浜おおと

り）． 330-C• 0清水延浩（加須） 331複合地区： 33

1-A・◎＊繁富文承（札幌フロンティア）． 331-B• 0 
＊栗原太郎（北見）， 331-C• 0＊鈴木博（小樽うし

お） 332複合地区： 332-A• 0＊西谷光郎（尾上）． 3

32-B • 0＊金野享（陸前高田）． 332-c・＊上田隆

（若柳）． 332-D・＊平田一男（須灯/II),332-E ・◎榊

田進（大曲） 333複合地区： 333-A• 0＊糸井久夫

（高崎）． 333-B• 0＊大津三郎（足利西）． 333-C・◎

＊飯塚一郎（成田） 334複合地区： 334-A・◎＊井澤

一義（豊橋）． 334-B• 0＊中西久雄（松阪中央）． 33

4-C・山崎勝正（御殿場） 334-D・話岸和男（魚津）．

334-E •佐藤清人（軽井沢） 335複合地区： 335-A• 
◎＊田村常夫（伊丹有岡）． 335-B• 0竹本寅生（池

-283-



田）， 335-C・＊植野孟（福知1lt), 335-D • *大西安

夫（加古川シーサイド） 336複合地区： 336-A• *'I' 
澤芳信（轟知中央）． 336-B．合細田繁基（鳥取りI

央）， 336-C ・◎式•宮本忠治（！し）． 336-D • 0浜村梧

郎（岩国錦） 337複合地1メ．： 337-A．古網田省吾（北

九州小含）． 337-B• 0西村篤Jり（宮崎ひむか）． 337-

C・◎＊徳永洋（松iIli),337-l)・＊住本親人（宇土）

11月1マニラで第36回東洋東南アジア・フォーラム開催

1998年7月 パーミンガムで第81回国際大会開催．ハパナナンダl月

際会長に就任．＊大野元昭lIi際理事に就任

332複合地区内の332-E地区が分割され． 32地区とな

る。

1998-99地区ガパナー 330複合地区： 330-A・富田純

明（東京 H息）． 330-8•合金f憲男（横浜戸塚中

央）， 330-C・古井上嘉→ （和光） 331複合地区： 331

-A• 0＃定岡孝明（深川）． 331-13• 0女小泉千万

（士別）． 331-C・◎合瀬野篤史（苫小牧） 332複合地

区： 332-A•• KII)謙（廿森あすなろ）， 332-B• 0貨

佐藤和治（遠野）． 332-C• *佐藤勝彦（仙台エコ

-), 332-D ・古寺IIl-•男（福島中央）． 332-E • *長

谷川昌弘（鶴岡朝賜）． 332-F・＊佐藤廣芳（本荘）

333複合地区： 333_A • c*；L・：In宗夫（燕）． 333-B• 

〇＊大武静雄（下館）． 333-C• 0笹本瞭（市川東）

334複合地区： 33-1-A・林年（名古屋名城）， 334_B.

合小川威彦（投老）， 334-C・◎女消水謙太郎（焼

津）， 334-D• 0女，1i岡キ・ (Hi井本丸）， 334-E• ii 
賀保（辰野） 335複合地区： :J:lかA・女吉田隆一（神

戸ウエスト）， 335-B•◎斉山崎勝己（茨木）， 335-

C・＊西村友ー（点都西）， 3:l5-D• 0女藤原茂（小

野） 336複合地区： 336-A•．此久米一郎（謁松）， 336

-B. *林幹禰（西大寺）， 336-C・◎古調子昭雄（広

島平和）， 336-1)• 0岩III篤叫（松江葵） 337複合地

区： 337-A• 0女水江和昭（福岡鴻腿館）， 337-B・◎ 
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＊丸田廣（宮崎はまゆう）． 337-C・＊鈴木鋼作（長

崎中央）． 337-D・＊塩倉安伸（鹿児島さつま）

暉 1横浜で第37回東洋東南アジア・フォーラム開催

1999年7J-l サンディエゴで第82回国際大会開催．アーピン国際会

長に就任．藤井基博および竹内淳一国際理事に就任

1999-2000地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎＊見

上良也（東京愛宕山）． 330-B•＊鈴木康王（川崎臨

海）． 330-C• 0小峠理孝（浦和） 331複合地区： 33

1-A ・0＊坂本齊（札幌エルム）． 331-B・◎新井将市

（帯広かしわ）． 331-C・〇＊遠lhlil'±夫（室蘭） 332 

複合地区： 332-A・＊縣橋袢四男（弘前東奥）． 332-

B• ◎黒澤康男（盛岡南）． 332-C • 0＊大津東一郎

（多灯城）． 332-D・＊中島輝哉（会沖坂下）． 332-E• 
小林義昌（山形中央）． 332-F・閉田発（秋田） 333 

複合地区： 333-A• 関口延木（絲崎中央）． 333-B ・＊

阿久津壽ー（西那須野）． 333-C• 0岡野正義（千葉）

〔注〕◎＊糸井久夫（元地区ガパナー） 334複合地

区： 334-A• 0＊大脇1E太郎（江南）． 334-B• 西城久

隆（四H市中央）， 334-C・女小野田茂里（掛川）． 33

4-D• 荒木龍平（羽昨）． 334-E •◎中澤卓三（長野千

曲） 335複合地区： 335-A・＊遠藤英二（神戸（＊ス

ト））． 335-B・＊椋本普之（大阪住之江）． 335-C• 0 
西川千大（京都平安）． 335-D・◎＊三木尚敏（姫路

殻城） 336複合地区： 336-A・＊荒瀬孝之（阿南）． 3

36-B • 0＊高島宏彰（米 f),336-C・三上純一郎

（広島ニュー）． 336-D・◎＊嗚本聡和（下関東） 337 

複合地区： 337-A・◎＊箱In頂之（若杉福岡）． 337-

B・＊植山信夫（四日市・大分）． 337-C・＊林敢為

（神埼）， 337-D• 0＊杉田貞治（菊池）

＂J-l |シンガポールで第38回東洋東南アジア・フォーラム開

催

2000年6月 1＊ノルルで第83回国際大会開催．＊ペアール国際会長

に就任．女団忠夫国際理事に就任

-285-



2000-2001地区ガパナー 330複合地区： 330-A• O*'lヽ

坂哲瑯（東京8比谷）， 330-B・◎神田信男（横浜中

央）， 330-C・＊渡辺真一（春口部） 331複合地区： 3

31-A・◎＊藤原聖（札幌スノー）， 331-B• 0＊山根

久七（留萌）． 331-C• 0＊小野善男（函館中央） 33 

2複合地区： 332-A・其田桂（むつ）． 332-B•中村好

雄（北上）， 332-C・◎千葉iE勝（仙台萩）， 332-D• 
〇＊遠藤宗一（郡山）， 332-E・＊大塚孝元（南陽）．

332-F・＊山脇博治（大館北） 333複合地区： 333-

A•O＊高森博（＝．条）． 333-B ・◎＊細田誠治（水戸

東）， 333-C・＊＊下務（船橋） 334複合地区： 334-

A・＊大久保定（岡崎南）． 334-B・◎＊逢坂昭一（社

山臣城）， 334-c•O小岱義正（富士宮）， 334-D ・＊

村上明（高岡）． 334-E・＊芳宮昭三（穂高） 335複

合地区： 335-A• 0*8下実（尼崎南）， 335-B・中田

勝昭（大東）， 335-C・◎＊納屋嘉治（京都）， 335-

D・＊木南岩男（龍野） 336複合地区： 336-A・＊小

松武道（新居浜）． 336-8・◎＊上原進（岡山西）， 33

6-C • 0＊中野喜代徳（広島）， 336-D• 前村隆規（宇

部ときわ） 337複合地区： 337-A・＊増崎三則（福岡

北）． 337-B・＊武永I；1］一郎（都城きり Lま）， 337-

C・O小馬居衷（波佐見）， 337-D・◎＊水間良信（大

ロ菱刈）

11月 1釜山で第39回東洋東南アジア・フォーラム開催

2001年7月 インディアナポリスで第84回国際大会開催，ムーア国

際会長に就任．＊K.フクシマ国際第 1副会長に就任，

＊麻生貞市国際理事に就任

2001-2002地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎中

野了（東京渋谷）． 330-8• 0久津間康允（小田原白

梅）． 330-c・齋藤遠（狭山） 331複合地区： 331-A• 
0竹内武司（札幌時計台）， 331-8• 0福士祐三（富

良野）， 331-C・◎＊高山博志（小樽中央） 332複合

地区： 332-A・＊神山公佑（八戸三八城）， 332-B・＊
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菊地啓吾（江刺岩手）， 332-C・＊松浦斉（名取）． 33

2-D・◎熊坂英二（福島）， 332-E• 0＊田中達（東

根）， 332-F• 0菅原潤司（横手） 333複合地区： 333

-A・＊板垣金三（前橋中央）， 333-8・◎金子長次

（宇都宮中央）， 333-C• 0後藤隆一（柏中央） 334複

合地区： 334-A・＊加藤正彦（名古屋みなと）， 334-

B・沖中義孝（名張）， 334-C・＊石井洋治（静岡青

葉）， 334-D・◎吉田敏貢（福井葵）， 334-E• 0滝澤

巖（坂城） 335複合地区： 335-A・◎＊大塚利縛（西

宮）， 335-8• 0加納久雄（堺）， 335-C・杉山修（京

都堀川）， 335-D・大西政一（姫路白甜） 336複合地

区： 336-A・◎＊宮内浩匹郎（松山西）． 336-8・＊本

渡品（浄山）， 336-C• 0＊神原武志（福山グリー

ン）． 336-D•山下薫（山口） 337複合地区： 337-A• 

和田政市（北九州戸畑）， 337-8• 0田崎登保（日

向）， 337-C・◎＊井村一男（諌'l'・）， 337-D・＊中西

久禰（那覇東）

12月 パンコクで第40回東洋東南アジア・フォーラム開催

2002年3月 東京クラプ結成50周年

5月 団忠犬国際理事死去

7月 大阪で第85回国際大会開催，＊ K．フクシマ国際会長

に就任，＊矢部四郎国際理事に就任

2002-2003地区ガパナー 330複合地区： 330-A・＊今

井三和（東京京橋）， 330-B• 0伏見龍（横浜みなと

マリン）， 330-C・◎長島進（朝寂） 331複合地区： 3 

31-A • 0岩井淳佳（札幌アカシヤ）， 331-B・◎＊龍

後廣幸（旭川北斗）， 331-C• 0荒川隆志（室蘭東）

332複合地区： 332-A• 0佐々木公穂（中里）， 332-

B •贔橋義太郎（藤沢岩手）， 332-C. ［二一し (「.-ふ

L二」）， 332-D・＊清野政人（いわき勿来）， 332-E• 

◎奥山紘一（天童王将）， 332-F• 0＊麻橋消（大曲）

333複合地区： 333-A・〇＊廣田蛸夫（新潟セント

ラル）， 333-8・女岡野劫好（土浦環）， 333-C・◎＊
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飯塚信一（成田） 334複合地区： 334-A・◎・此奥村仁

志（東海）， 334-B• 0＊渡辺祥（岐ljl城）． 334-C• 

＊西村元雄（浜松）， 33H)・＊山田純郎（災川）， 33

4-E •古太田道信（岡谷） 335複合地区： 335-A• * 
門田勝（神戸すずらん）． 335-B・◎古直松良次（茨

木）， 335-C・＊高城利治（山城）． 335-D• 0山本孜

（姫路中央） 336複合地区： 336-A・＊宮地健三（翡

地黒潮）， 336-B・尾崎明雄（介li打吹）， 3:J6-C• 0 
IHirni建 iil （福 JI灌陽）， 336-1) ・◎＊安 Jt•HU雄（松江

湖城） 337複合地区： 337-A• 0澁II1繁晴（飯塚）． 3

37-B •◎ *'Jヽケ内和11 (II [II), 337-C・堤春夫（伊

万里）． 337-D・＊魚住昭＝．郎（熊本キャッスル）

12}-l I香港で第41luI東洋東南アジア・フ 1ーラム開催

2003年3月 矢部四郎国際理事を辞任（健l,li.1:の理由により），古

侑井良次国際理事に就任 (4月）

7月 Iデンパーで第86回国際大会開催．テーサップ・，J-国

際会長に就任．大久保彦国際理＇ドに就任

2003-20Q,I地区ガパナー 330複合地区： 330-A• 0中

島袢，＇i(東京柳橋）， 330-B・◎秋山詔樹 Ofi/11大f"l

-．．珠）， 330-C・阿戸健次（大貨見沼） 331複合地

区： 3:ll-A・◎杉本忠夫（札幌ライラック）， 331-

B・O古竹本義直（釧路ぬさまい）， 331-c• om,11稔

（苫小牧中央） 332複合地区： :l32-A・::)珍119良作

(lf森中央）， 332-B• 0,ヤ佐藤”逸（宮古岩手）． 332

-c・＊杉山 ii:．夫（石巻 l-I和）， 332-D•＊小林六郎

（白河小蜂）． 332-E．齋藤好・Il:.（洒Illみなと）， 332_

F•@莉橋昌•一（秋田中央） 333複合地区： 33ふA・

◎古中林占治（沼田利根）． 333-B• 0命甜田一男

（栃木）． 333-C・内田千令（浦安） 334複合地区： 33

4-A・柏森新治（名古屋ウエスト）， 334-B・＊堀田和

之 (U弁）， 334-C・◎女深澤l如名（三島）， 334-D• 

0翡lllJl1a-（＇ぶ山昭和）， 334_E・＊松本東（長野み

すず） 335複合地区： 335-A• 松 lII 毅（尼崎武庫）， 3
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35-B・勝部脱次（大阪翡浄）． 335-C• 0＊大島康男

（京都葵）． 335-1)・◎西川義規（姫路白伐） 336複合

地区： 336-A・＊石川俊夫（三木さぬき）， 336-B• 0 
＊生田ht-（岡山ももたろう）． 336-C・◎＊村上義

視（尾道みなと）， 336-0・山根健（防府ゴールデン）

337複合地区： 337-A・◎＊田代正久（小郡）． 337-

B• 女井野沿義一• （大分）． 337-C・＊磯崎和作（佐世

保中央）． 337-0• 0＊伊集院一男（鹿屋）

11月1台北で第42回東詐東南アジア・フォーラム開催

2004年7月 デトロイトおよびウィンザーで第87回国際大会開催．

クジアク国際会長に就任．＊石橋幹雄国際理事に就任

日本で最初の女性ガパナーが330-Cで誕生

2004-2005地区ガパナー 330複合地区： 330-A・◎

山浦晟暉（東京新宿）． 330-B• 0＊宮田謙一（川崎

多限川）． 330-C・＊櫻井恐f （大宮グリーン） 331 

複合地区： 331-A• 0古谷野環（美唄）． 331-B• 0山

崎博信（名奇中央）． 331-C・◎合大角正治（函館巴）

332複合地区： 332-A・◎菊池消二（弘前津軽）， 33

2-13 • 0犬 B'lil"光（北岩手）． 332-C• 0＊千葉俊一

（涌谷）． 332-1)・＊松m則保（保原）． 332-E•＊近藤

勝志 (ll1形千歳）． 332-F• *大沼武且（本荘鶴舞）

333複合地区： 333-A・＊小池誠毅（長岡柏）， 333-

B.鈴木1F.・.(Fl-1・［中央）． 333-C• 0林護（松戸）

〔注〕◎汝鬼木雅治（元地区ガパナー） 334複合地

区： 334-A• 0奥村博司(•-•宮東）． 334-B ・＊松岡忠

男（中津川）． 334-C・＊土屋誠n]（沼津）． 334-D.

棄川収（大野）． 334_E・◎＊野中杏一郎（松本深志）

335複合地区： 335-A• 0山本好男（宝塚グリー

ン）， 335-B・＊寺田茂治（岸和田中央）， 335-C・◎

＊内田祈ー();［部団川）． 335-0・川西建雄（姫路広

陵） 336複合地区： 336-A• 0＊松本勤（徳島西）． 3

36-B・◎中島順三（井原）． 336-C・＊銭村一雄（呉

グリーン）． 336-D•永井義夫（浜田亀 11J) 337複合
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地区： 337-A・＊榎本巳之助（北九州小倉）． 337-B• 

＊千阪治夫（宮崎ひむか）． 337-C• 0馬場馨（長崎

みなと）． 337-D・◎＊尾池希雄（熊本）

12月 1マニラで第43回東洋東南アジア・フォーラム開催

2005年6月 香港で第88回国際大会開催．＊アショク・メータ国際

会長に就任．伏見龍および山田官紘国際理事に就任

333複合地区の333-A地区が分割され． 33地区となる。

2005-2006議長・地区ガパナー〔注）国際付則改正に

より．地区ガパナーは議長を兼任することはできなく

なった。

2005-2006議長・地区ガパナー 330複合地区： ◎*官

田謙一 (B前地区ガパナー）． 330-A・中村保彦（東

京上野東）． 330-B• 0阿部英明（大和）． 330-C・山

本徹秀（岩槻） 331複合地区：◎山崎博信 (B計1地区

ガパナー）． 331-A・＊桶谷野知（札幌フロンティ

ア）． 331-B• 0井＿1．．淳（釧路）． 331-C・＊本nll義章

（小樽グリーン） 332複合地区： ◎高橋義太郎 (B元

地区ガパナー）． 332-A・＊佐々 木貞夫(+和田）． 33

2-B• 0宮田謙（盛岡）． 332-C• 0＊平田日良支 (1111

台グリーン）． 332-D・＊増fiE佳（郡山開成）． 332-

E・近野一徳（米沢）． 332-F田中寿一（大館） 333複

合地区： ◎＊高 l[I•ー・男 (B 元地区ガバナー）． 333-

A•O＊本間秀雄（新注mm. 333-B. o＊柴利夫

（真岡）． 333-C・＊皆川春安（流山）． 333-D・瀬下信

行（多野藤岡） 334複合地区：◎*松岡忠男 (B前地

区ガバナー）． 334-A•鈴木誓男（豊田ルネッサン

ス）． 334-B・＊鴻原克ビ（神都）， 334-C• 0女笹間

吉久（蒲原）． 334-D・］A.(川北篤（金沢中央）． 334-

E・＊滝澤昌哲 335複合地区： ◎松田毅（ A元地区

ガパナー）． 335-A• 0吉田英行（川西中央）． 335-

B・＊高橋祥治（堺仁徳）． 335-C・＊山田昌次（京

都）． 335-D• 0大辻利弘（加古川中央） 336複合地

区： ◎女松本勤 (A1lil地区ガパナー）． 336-A• O*  
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西原透（今治中央）． 336-B・＊合田五ー（児島驚

羽）， 336-C・加用雅愛（広島紅葉）． 336-D• 0谷野

徹（下関） 337複合地区：◎馬場蓉 (C前地区ガパナ

-), 337-A • 0＊麻生好彦（博多リバティ）， 337-

B•O＊長野耕作（中津）， 337-C ・北島建則（佐賀第

-）. 337-D・＊上之邦彦（鹿児島さつま）

2005年10月 1仙台で第44回東洋東南アジア・フォーラム開催

2006年5月 増子正佳死去，伊藤弥栄（郡山開成） 332-D地区ガパ

ナーに就任。

6月Iポストンで第89回国際大会開催．ロス国際会長に就

任，谷野徹国際理事に就任

2006-2007議長・地区ガバナー 330複合地区：◎中村

保彦 (A前地区ガパナー）． 330-A・〇＊森山勇（東

京立川）． 330-B・＊古郡保郎（藤沢湘南）， 330-C• 

大熊泰雄（与野新部心） 331複合地区：◎*桶谷賢知

(A前地区ガバナー）， 331-A• 0＊秋庭一宮（札幌エ

ルム）． 331-B・＊山崎義正（北見白樺）， 331-C・＊

寿浅弘幸（伊達） 332複合地区：◎*杉山正夫 (C元

地区ガパナー）， 332-A・＊近藤悦夫（八戸中央）， 33

2-B＊後藤成志（石鳥谷）， 332-C• 0小池穂明（仙台

青葉）， 332-D• 0三浦勝員（岩代）． 332-E・＊阿部

幸一（西川）， 332-F・＊佐藤雄三（湯沢秋田） 333 

複合地区： ◎鈴木正二 (B元地区ガパナー）． 333-

A• 坂井正（新発田菖城）． 333-B • 0幡谷浩史（水

戸）． 333-C・霜礼次郎（千葉）， 333-D• 0＊福永敬

（境） 334複合地区： ◎高田順ー (D元地区ガバナ

-), 334-A • fl我一義（名古屋イースト）， 334-B• 
＊小林牧（揖斐川）， 334-c・＊矢口武克（浜松）， 33

4-D• 伊勢豊彦（店岡古城）． 334-E • 0石田貞夫（飯

田長姫） 335複合地区：◎女高橋祥治 (B前地区ガパ

ナー）． 335-A・其浦宏次（神戸湊川）， 335-B• 0* 
岡田宏（高槻）， 335-C・八息隆（橿原）， 335-D• 0 
小林登（姫路白嶺） 336複合地区：◎永井義夫 (D元
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地区ガパナー）． 336-A•西園寺純一（保内）． 336-

B• 松本iE福（培港）． 336-C • 0＊加計邦火（広島デ

ルタ）． 336-D• 0＊川本慎倍 (flrぷ） 337複合地

区： ◎＊Jt-野沿投ー (B元地区ガバナー）． 337-A• 

0不老安Ir.（大宰Jf.f), 337-B• ＊野村興古（鶴崎臨

海）． 337-C・山根由之（佐世保グリーン）． 337-D• 
〇百田勝彦（沖縄）

2006年II月 ペナンで第45回東洋東南アジア・フォーラム開催I 2007年7月 シカゴで第90l•iJ国際大会開催．アマラスリヤ国際会長

に就任．後藤隆一．＊重松良次国際理事に就任

333複合地区の333-B地区が分割され． 34地区となる。

2007-2008議長・地区ガパナー 330複合地区：◎女古郡

保郎 (BOii地区ガパナー）． 330-A・飯田普彦（東京

荒川）． 330-B• 0牧田健一ー（横浜神奈川）． 330-C• 
金子正之（川越初雁） 33)複合地区：◎秋庭ー富 (A

前地区ガパナー）． 331-A• 0女瀧澤嘉門（札幌ポプ

ラ）． 331-8•＊齊藤官（帯広・平原）． 331-C ・後藤忍

（函館グリーン） 332複合地区： ◎*松田則保 (D元

地区ガパナー）． 332-A・＊坂本和彦（鶴田）． 332-

B• 麻橋辛 g. （平泉）． 332-C• 阿部清基（名取）． 332

-D•O坂本”（いわき中央）． 332-E • 0女沼澤孝人

（新庄）． 332-F・三浦利治（秋田中央） 333複合地

区： ◎林護（ C元地区ガパナー）． 333-A・加藤弘明

（巻）． 333-B• 0＊井上幸・（黒磯）． 333-C• 0小西

宗仁（船橋）． 333-D・＊大澤嘉久（笠懸）． 333-E• 
萩原光義 (:I:浦北） 334複合地区： ◎情我ー・義 (AIlii

地区ガパナー）． 334-A・＊永紅I-1勝（春日井中央）．

334-8 • 0豊田良郎（匹日市）． 334-C・＊大村行範

（富士タカオカ）． 334-D・＊岡本1E泊（敦賀みなと）．

334-E •．此仁科良幸（長野白樺） 335複合地区： ◎,Jヽ

林登 (Dりii地区ガパナー）． 335-A・＊大石巖（神戸

（ホスト））． 335-R・＊辻吉治（大阪淡路）． 335-C• 
0須藤れ、ーよ（）K都洛陽）． 335-D• 0＊角田勇（姫路
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骰城） 336複合地区： ◎＊/nlJ-H翡夫 (Ciiii地区ガパナ

-), :136-A ・＊三谷秤省 (il-.6知柏）， 336-B• 0小田

邦雄（岡山西）， 336-C• 0濱田麻雄（福山）， 336-

[)・村上昭治（山賜） 337複合地区： c不老安iE(A 

前地区ガパナー）， 337-A・瀧榮司（福岡フィフティ

-), 337-B・＊増田,-郎（宮崎オーシャン）， 337-

C・O福島武（長崎）， 337-D• 0二階堂輝男 (l;．名）

2007年10月 1韓国テグで第46I暉I東洋東南アジア・フォーラム開催

2008年 1月 335-[)地区ガパナー角田勇退会により，執行委H会は

斉藤田飴助を後任のガパナーに任命

6月 1＊里松良次国際理事辞任（健頃上の埋由により），国

際理事会は栢森新治を後任の1瑣際理市に任命

パンコクで第91回国際大会開催，プランデル国際会長

に就任，杉本忠夫国際刑1iに就任

2008-2009議長・地区ガパナー 330複合地区：◎大熊

泰雄 (C元地区ガパナー）， 330-A• 石井征二（東京八

王寺陵東）， 330-B・桜井孝・（南足柄）， 330-C• 0 
＊星山春雄（熊谷シニア） 331複合地区： ◎＊齊藤打

(B計1地区ガパナー）， 331-A・宮脇寛海（恵庭）， 331-

B・O＊松原信一（帯広）， 331-C・小玉誠（苫小牧白

鳥） 332複合地区： ◎*阿部ヤー (E元地区ガパナ

-), 332-A・岩谷iF.さ (tf森はまなす）， 332-B・米

谷春夫（陸ilii麻田）， 332-C・志打前信（塩釜）， 332-

D・須藤祐吉（矢吹）， 332-E• 0,/l"賀敏弘（鶴岡鶴

陵）， 332-F• 0＊中山保火（大1lh) 333複合地区：

◎＊福水敬 (D元地区ガパナー）， 333-A• O＊坂井源

- （三条）， 333-B．収尾博（足利）， 333-C•塚田雅

二： （佐倉）， 333-[)• O梢水英徳 (,¥"Ii崎）， 333-E• * 
立原祐司（水戸葵） 334複合地区： ◎*矢[1武兌 (C

元地区ガパナー）， 334_A・稲煩が111/j（西尾）， 334-

B •松尾精介（多治見）， 334-C ・柳原宏行（島田）， 3

34-D • 0田谷iE（小松中央）， 334-E•佐藤義雄（戸

介上illlll) 335複合地区： ◎八は陪 (C元地区ガパナ
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-), 335-A • 0大村哲郎（稲芙）， 335-B・中村房雄

（泉大津）， 335-C• 0古柏本降夫（京都西）， 335-D• 
緒方義則（龍野） 336複合地区：◎小田邦雄 (B前地

区ガパナー）， 336-A• 0山地章靖（坂出白峰）， 336-

B•O森岡秀行（津山鶴山）， 336-C ・橘高馨（府中中

央）， 336-D・＊倉益芳太（山口） 337複合地区： ◎ 

百田勝彦 (D元地区ガパナー）， 337-A• 原吉徳（田

川）， 337-B• 0林道弘（別府いでゆ）， 337-C• 0生

田益巳（肥前有田）， 337-D・＊岩切孔（川内）

2008年II月 福永敬333複合地区協議会議長念逝

12月 香港で第47回東洋東南アジア・フォーラム開催

2009年7月 ミネアポリスで第92回国際大会開催，ヴィルフス国際

会長に就任，不老安正国際理事に就任

337複合地区の337-D地区が分割され， 35地区となる

2009-2010議長・地区ガパナー 330複合地区：◎石井

征二 (A前地区ガパナー）， 330-A• 0岡野忠生（東京

日本橋）， 330-B•渡辺fll廣（甲府シティ）， 330-C • 
金子義人（浦和東） 33)複合地区：◎後藤忍 (C元地

区ガパナー）， 331-A・伊藤伯野（札幌中島）， 331-

B・＊津田勝美（旭川）， 331-C• 0＊青木誼（函館）

332複合地区： ◎三浦利治 (F元地区ガバナー）， 33

2-A•O岡井員（弘前）， 332-B ・種市ーニ（釜石）， 3

32-C・＊千葉宏一（気仙沼）， 332-D•若木幹（福島

西）， 332-E・小澤顧ー（山形中央）， 332-F・〇＊渡

辺佐文（秋田矢留） 333複合地区： ◎加藤弘明 (A元

地区ガパナー）． 333-A• 0＊樋口剛正（新潟北）， 33

3-B • 0＊小野忠博（宇都宮東）， 333-C・高田浩（柏

グリーン）， 333-D•岡田繁雄（麻崎中央）， 333-E • 
小吹勇（石岡） 334複合地区： ◎*太田道信 (E元地

区ガバナー）， 334-A• Orf木直臣（名古屋名城）， 33

4-B• 石井博之（津中央）， 334-C ・斉藤守（浜松葵），

334-D・米山六博（入袢）， 334-E・＊滝沢瑞穂（飯田

赤石） 335複合地区： ◎大村哲郎 (A前地区ガバナ
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-), 335-A • 0石本章宏（芦屋東）， 335-B• 0児玉

隆（大阪）， 335-C・＊佐藤義彦（京都）， 335-D• * 
新宅元之（姫路中央） 336複合地区：◎山地章靖 (A

前地区ガパナー）， 336-A• 0＊武久一郎（徳島城

山）， 336-B・＊中本博泰（倉吉グレート）， 336-C• 
玉浦巖（三原浮城）， 336-D• 0組様晶ー（東出雲）

337複合地区： ◎北島建則（C元地区ガパナー）， 337-

A•O山本正廣（大川）， 337-B • 0佐藤宜之（大分），

337-C・八並伯（波佐見）， 337-D・＊宮貞夫（鹿児島

さつま）， 337-E• 0野村民夫（熊本第一）

7月 1樋Iご1剛正333-A地区ガバナー死去

8月 執行委ti会は関ロー栄（新渦南）を333-A地区ガパナ

ーに任命

II月 Iタイのパタヤで第48回東洋東南アジア・フォーラム開

催

2010年7月Iシドニーで第93回国際大会開催，スクラッグス国際会

長に就任， Illiill品暉国際理事に就任

2010-201 l;l&長・地区ガパナー 330複合地区：◎桜井

孝ー (B 元地区ガパナー）， 330-A• 河合悦子（東京

みやこ）， 330-B• 0金子圭野（川崎北）， 330-C・大

野元裕（川l:J) 331複合地区：◎古谷野環（A元地区

ガパナー）， 331-A• 0山口富雄（札幌クラーク）， 33

1-B ・井ノ浦義明（稚内北斗）， 331-C・茂尾実（黒

松内） 332複合地区： ◎其田桂（ A元地区ガパナー），

332-A • 0＊小松崎菌志(+和田）， 332-B• 0相原文

忠（盛岡不来方）， 332-C・田畑英伍（仙台五城）， 33

2-D •山ロー・男（猪苗代）， 332-E •竹田明（高畠），

332-F ・田中寿一（大館） 333複合地区： ◎*小野忠

博 (B前地区ガパナー）， 333-A・＊佐藤和正（上

越）， 333-B• 0植村茂敏（小山東）， 333-C・＊竹下

徳永（市原南）， 333-D• 川崎弘（前橋）， 333-E • 0 
＊刹濱正敏（日立中央） 334複合地区： ◎堀田和之

(B元地区ガパナー）， 334-A・榎本舜治（美浜）， 334
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-B・＊炭岡好ii](00), 334-C • 0長岡安成（裾野），

334-1)・祈川忠（福井本丸）． 334-E・丸山iE-'j'j（松

本） :l35複合地区： ◎六辻吉治 (B元地区ガパ十一）．

335-A •森本点幸（神戸（＊スト））， 335-B • ONlll 

宏（問りl-f’I!.）． 335-C・奥村啓二（京都淀）． 335-

1)・ 0}t・崎昭（問岡） 336複合地区： ◎＊武久—•郎

(Aiiif地区ガパナー）． 336-A• 0＊宇贔昭造（川之

江）， 336-B・ ・｝卜淳治（岡山後楽）． 336-C・迫越正

彦（札うるめ）． 336-1)• :J光貞正明（錦） 337複合地

区： ◎貨増IllI•郎 (B 元地区ガパナー）， 337-A • 0 
吉Ill勲（北JL州紫水）， 337-B•原田浩暢（宮崎橘），

337-C •松本寺則（長崎東）， 337-D • 0鬼塚俊郎 (lKl

研人）， 337-E• 0＊椿幸雄（熊本火の国）

暉 台酒I/)翡雄で第49回東洋東南アジア・フォーラム1}flili!

2011年3月 1東北地）j太平祥沖地霞 (llH)

7月 シアトルで第94回国際大会開催，タム国際会長に就

任， i油I順一l叫際理事， 国際理事に就任

2011-2012議長・地区ガパナー 330複合地区： ◎小峰

理孝（ C元地区ガパナー）， 330-A・大石誠（東京数

奇屋橋）， 330-B・小山,E武（横浜金港）， 330-C• 0 
武藤博II{!（大宮見沼） 331複合地区： ◎井ノ浦義明

(B前地区ガパナー）． 331-A・＊庵原宏直（札幌東）．

331-B ・つ安井克之（旭川東）， 331-C・中嶋辛（屯蘭

北斗） 332複合地区： ◎宮田謙 (B元地区ガパナー），

332-A・中居雅博（八戸）， 332-B• 0＊店橋睛彦 (hl

釘）， 332-C• 0中嶋疫次（栗原若柳）， 332-1)•久保

lll抒JL郎（郡山東）， 332-E・野川亘（天窟舞鶴），

332-F • !!({｝t—災（横手愛宕） 333複合地区： ◎萩原

光投（ E元地区ガパナー）， 333-A・井口昭火（魚

沼）， 333-B• Jtl_宏信（宇都宮西）， 333-C• 0金井一

夫（八T・代）， 333-D・小板橋欽也（高崎二llI)，333-

E •0平·IIMi根（土浦環） 334複合地区： ◎*岡本1F.

治 (I)尤地区ガパナー）， 334-A・杉浦均（豊橋111)，
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334-B ・中村光宏（四 8 市みたき）． 334-C• 松生宏文

（静岡青葉）． 334-D• 荒尾勝彦（金沢城北）． 334-E • 
〇宮下満栄（長野篠ノ井） 335複合地区：◎女新宅元

之 (D元地区ガパナー）． 335-A・団英男（神戸みな

と）． 335-B• 津田裕 nl （大阪戎橋）． 335-C• 0足遠

靖彦（京都やわた）． 335-D• 0福永征秀（姫路大手

前） 336複合地区：◎迫越正彦 (cil1I地区ガパナー）．

336-A・菅武廣（松山湯築）． 336-B•＊金岡誠（紅

梁）． 336-C• 0寺越恨ー（広島平和）． 336-D• 0大

羽義定（益田あけぽの） 337複合地区：◎椿幸雄 (E

前地区ガパナー）． 337-A• 0井上勉（福岡那の津）．

337-B・大塚豊三郎 (I:I田）． 337-C• 0＊松下英明

（佐買）． 337-D• 0識名安fi（八重山）． 337-E・玉川

孝（熊本マグナ）

LLIJ|フィリピンのマニラで第50回東洋東南アジア・フォー

ラム開催

2012年6月I釜山で第95回国際大会開催．＊マデン国際会長に就

任．女武久一郎国際理半に就任

2012-2013議長・地区ガバナー 330複合地区：◎河合

悦f (A元地区ガパナー）． 330-A• 0阿久津隆文（東

京赤坂）． 330-B•佐藤梢一郎（山北）． 330-C ・中村

泰久（大宮北） 331複合地区：◎中嶋辛 (C前地区ガ

パナー）． 331-A•渡辺修（美唄）． 331-B• 佐藤信雄

（富良野）． 331-C• 0奥山幸一（函館臥牛） 332複合

地区： ◎田畑炎伍（C元地区ガパナー）． 332-A・外崎

煎（五所川原）． 332-B・千葉龍二郎（水沢）． 332-

C ・ 0佐藤義則（蔵王）． 0332-D• 坂本勇（いわき中

央）． 332-E・永沢敏秋（尼花沢）． 332-F・鍋島喜隆

（秋田港） 333複合地区：◎麻田浩 (C元地区ガパナ

-), 333-A •田汲仁（長岡）． 333-B •石井清彦（大

田原）． 333-c• O長澤千歯f・（柏なの花）． 333-D• 
0鈴木正光（前橋東）． 333-E・大竹伸一（水戸葵）

334複合地区： ◎杉浦均 (Alli/地区ガパナー）． 334-
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A・柴田富志夫（名古屋みなと）． 334-B• 0森下進

（可児）， 334-C• 岡野良隆（森町）， 334-D• 木村正明

（小杉）， 334-E・山下徹静（明科） 335複合地区： ◎ 

奥村啓二（C元地区ガパナー）． 335-A• Oifli野文男

（神戸中央）． 335-R• 菅春水（八尾）． 335-C • 0＊南

清右衛門（野洲）． 335-D・瀧北美智子（姫路さくら）

336複合地区： ◎寺越恨ー (C前地区ガパナー），

336-A ・長谷川憲男（高知桂）． 336-B• 0渡部雅文

（倉敷西）． 336-C• 0福永栄一（広島ニュー）． 336-

D・ 岡村聖爾（下関北） 337複合地区： ◎澁田繁晴

(A元地区ガパナー）， 337-A・＊松井和子（福岡花）．

337-B • 0橋口丸夫（都城）． 337-C・女立石光司（佐

世保）． 337-D• 0増田敏雄（鹿児島城山）． 337-E• 
0高木保昌 (19-9:）

11月 福岡で第51回東洋東南アジア・フォーラム開催

2013年7月1ドイツのハンプルクで第96回国際大会開催．パーマー

国際会長に就任．山田打紘国際第2副会長に就任．清

水英徳国際理事に就任

2013-2014議長・地区ガパナー 33~夏合地区：◎佐藤楕

一郎 (B前地区ガパナー）． 330-A•鈴木定光（東点江

東南）． 330-8• 0女川手寅平（山梨アカデミー）．

330-C・大屋保（川越） 331複合地区： ◎伊藤侶賢

(A元地区ガパナー）． 331-A• 0小野寺汎悟（札幌北

の杜）， 331-B•＊西池彰（釧路みなと）． 331-C ・高橋

和雄（苫小牧） 332複合地区：◎若木幹 (D元地区ガ

パナー）． 332-A・小笠原義見都（青森うとう）． 332-

B• 佐々木野治（東山）． 332-c ・女林昭兵（仙台エコ

-), 332-D • 0安澤荘ー（白河小峰）． 332-E• O*  

小林元雄（洒Ill),332-F •伊藤稔（秋田仙北） 333 

複合地区： ◎小板橋欽也 (D元地区ガバナー）， 333-

A・O牛木護（新潟八千代）． 333-B・女岡野光寿（佐

野）． 333-C•正木守（君津）． 333-D • 0野村洋四郎

（店崎北）． 333-E•＊橘大造（茨城境） 334複合地
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区： ◎柳原宏行（C元地区ガパナー）， 334-A• 福田源

公（江南）， 334-B• 堀崎費二（伊勢）， 334-C ・西川

恒彦（富士宮）， 334-D• 0北野憲太郎（福井中央），

334-E・甘利直和（小諸） 335複合地区： ◎森本克幸

(A元地区ガパナー）， 335-A• 0福田恵太（芦屋），

335-B・城阪勝喜（大阪港）， 335-C・児玉保次（京都

ロイヤル）， 335-D• 太田久之（加古川中央） 336複

合地区：◎渡部雅文 (B計1地区ガパナー）， 336-A• 0 
松前龍宗（高松玉藻）， 336-B• 0井上亮二（介敷中

央）， 336-C• 池田康彦（広島）， 336-D• 坂根勝（松

江） 337複合地区：◎鬼塚俊郎 (D元地区ガバナー），

337-A・女浅野貞三（中間）， 337-B• 0川野博美（三

重）， 337-C・0高檎抒見（諫早中央）， 337-D・＊肥

後光春（指宿）， 337-E• 0＊村中征次郎（玉名）

II月 1シンガポールで第52回東洋東南アジア・フォーラム開

催

2014年 3月 1岡野光寿死去，真尾博（足利） 333-B地区ガパナーに

就任 (4/1付）。

7月 Iカナダのトロントで第97回国際大会開催，ブレストン

国際会長に就任，山田百紘国際第 1副会長に就任，西

川義規国際理事に就任

2014-2015議長・地区ガパナー〔注〕国際付則改正1こ

より，現職地区ガバナーが議長を兼任することが可能

となる。

330複合地区： ◎金子iE之 (C元地区ガバナー）， 330-

A• 塩月藤太郎（東京田無）， 330-B• 安達成功（川崎

南）， 330-C• 0松原一郎（上尾中央） 331複合地

区： ◎*西池彰 (B前地区ガパナー）， 331-A・三澤聖

- （札幌新星）， 331-B• 0山田正昭（釧路ぬさま

い）， 331-C・松浦則雄（函館北斗） 332複合地区：

◎竹田明 (E元地区ガバナー）， 332-A・＊花田良一

（弘前チェリー）， 332-B•吉田昭夫（盛岡中津川），

332-C ・＊鈴木俊一（利府）， 332-D• 渡邊豊（福島中
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央）． 332-E• 0堤孝雄（山形霞城）． 332-F• 0稲岡

敬弘（秋Ill) 333複合地区： ◎牛木護 (A"ij地区ガバ

ナー）． 333-A• 0渡遥信也（亀ffl),333-B • 0小倉

康延（下野）． 333-C・波木奏美（千葉ゆうきの）．

333-D •松本Ji:良（伊勢崎佐波）． 333-E ・＊大祢廣伸

（土浦） 334複合地区： ◎丸山正1:(E元地区ガバナ

-), 334-A・O加藤助太郎（豊田ルネッサンス）．

334-B •北野茂樹（大垣）． 334-C •佛井正夫（清水日

本平）， 334-1)・蔵大介（金沢伏見）． 334-E・＊笠原

文武（諏訪湖） 335複合地区：◎城阪勝名 (B前地区

ガバナー）． 335-A・女岸田衛幸（そのだ）， 335-B• 

0北畑英樹（八尾菊花）． 335-C•森井上朗（京都洛

東）． 335-D• 0小作敏郎（姫路白懲） 336複合地

区： ◎松前龍宗 (A前地区ガパナー）． 336-A• 0木内

千春（板野）， 336-B・別所消平（米子）， 336-C・松

尾敏弘（福山中央）． 336-D• 0竹下雅雄（萩） 337 

複合地区： ◎八並信（C元地区ガパナー）． 337-A• 0 

桑田貞泊（久留米りんどう）． 337-B• 0小田満芙

（宮崎橘）， 3:l7-C・大石隆敬（武雄）． 337-D• 0有村

純徳（鹿児島）， 337-E•佐藤武史（免田）

)1月 1仁川で第53lりl東iY凍南アジア・フォーラム開催

2015年6月 ホノルルで第98同国際大会開催

山田買紘国際会長に就任〔注〕 1981年村上蕉会長に統

し、て日本から：人El。

佐藤宜之旧際理’Ii，安井克之国際理事に就任

2015-2016議長・地区ガパナー 330複合地区： 330-

A・◎近藤1F.彦（東京八王子陵東）． 330-8• 0尾形慶

三（横祇おおとり）． 330-C・＊li川健夫（坂戸）

33)複合地区： 331-A• 0安部尚明（札幌赤レンガ）．

331-B • 0奥Ill蒔雄（白滝）． 331-C・◎佐々木忠康

（小樽） 332複合地区： 332-A• 0祐川和人（むつ）．

332-B ・筒井學（花巻東）． 332-C• 石川遠雄（石巻め

ぐみ野）． :J:l2-D・＊宮城隊泰（会浄存多方）． 332-
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E・屋代久（米沢）． 332-F・◎阿部一茂（比内） 333 

複合地区： 333-A・相田哲（分水）． 333-8・◎石崎義

犬（栃木うづま）． 333-C•,'l 原稔廿（市川）． 333-

[)・須藤正明（館林）， 333-E• 0下川利澄（鹿島）

334複合地区： 334-A・加藤史典（名古屋太閑）， 334-

B・◎印田毅（鈴鹿）， 334-C• 0松本巌（掛川），

334-[)・＊田中俊夫（窮山神通）， 334-E・増田悌造

（長野千曲） 335複合地区： 335-A・岡村武和（神戸

（ホスト））， 335-B• 01[1村猛（枚方）， 335-C・永田

野司（京都洛陽）， 335-[)・◎白山座二（はりま御津）

336複合地区： 336-A・橋本充好（裔知柏）． 336-

B・尾崎博（岡山西）． 336-C• 0片岡文彰（尾道）．

:J36-D・◎矢野敏明（松江葵） 337複合地区： 337-

A・ ◎藤井勝彦（伊都福岡）， 337-B• 0小野慎六（中

津沖代）， 337-C• 0松尾治占（波佐見）， 337-D•海

老原万道（西原）， 337-E·'A•竹本純—. （熊本）

7II I竹本純一337-E地区ガパナー死去

8月 執行委員会は＊桑崎陽彦（熊本黄堅城）を337-E地区

ガパナーに任命

12}l Iパンコクで第54回東洋東南アジア・フォーラム開催

2016年6月 福岡で第99回国際大会開催（注〕日本での開催は東京

2回，大阪についで 4回IJ。コーリュー国際会長に就

iT．．，山田宵紘LCIF理事艮に就任．中村泰久国際理巾

に就任

2016-2017議長・地区ガパナー 330複合地区： 330-

A• 0村木秀之（東京数寄展橋）， 330-B・◎井出孝

（平塚）， 330-C• 0濱野雅ill（岩槻） 331複合地区：

331-A・◎柏崎昭朗（岩見沢中央）， 331-B• 0＊高橋

忠四郎（留萌みなと）， 331-C• 0本所光男（室蘭東）

332複合地区： 332-A・◎柳本英洋（八戸中央），

332-B • 0金野幸造（一伐l中央）， 332-C・岩本政郁

（仙台青葉）， 332-D•二瓶兌雄（郡山開成）， 332-E • 
角田裕一（寒河江臥龍）， 332-F•菅卓司（雄勝・小
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野小町） 333複合地区： 333-A・加藤敏敦（＝．条中

央）． 333-8•福 Ill 寺信（今市）． 333-C • 0松本宰史

（南房総）． 333-D•．此藤井良昭（渋川）． 333-E ・◎中

嶋正昭 (H立） :J34複合地区： 334-A・＊垣見iE則

（一宮サウス）． 3:14-B•岩花義治（麻山）． 334-C ・坂

倉三吉（ド田）． :l34-D・◎久野好輝（あわらそ国）．

334-E • 0武田普彦（松本） 335複合地区： 335-A• 

三宮秀介（神戸須(ffJ. 335-B • Jfl野浩史（大阪すみ

のえ）． 335-C・◎神崎守（京都やわた）． 335-D• 0 
江草長史（和田1!1) 336複合地区： 336-A・真鍋隆

（こんびら）． 336-B• 0大谷博（岡山）． 336-C・◎安

田克樹（竹原）． :J36-D• 藤本幸嗣（岩国桜） 337複

合地区： 337-A・Ill中孝文（北九州第一）． 337-B・◎ 

吉見章・（宮崎ひむか）． 337-C・久保秀之（長崎中

央）． 337-D• Off禎光弘（喜界）． 337-EO安11]倭也

（八代球磨川）

11月 1香港で第55回東洋東南アジア・フォーラム開催

2017年7月 シカゴで第100回旧際大会開催．アガワル国際会長に

就任，佐藤義雄旧際理事に就任

2017-2018議長・地区ガパナー

330複合地区： :J30-A• 0細川孝雄（東東赤坂）． 330-

B・ 0消田徹（横須ft中央）． 330-C・◎IIl9991りl（和

光） 331複合地区： ◎山田正昭 (B元地区ガパナー）．

331-A・能澤正明（札幌トラスト）， 331-B• 0香川俊

雄（帯広中央）． 331-C•石岡憲義（函館臥牛） 332 

複合地区： 332-A・＊北山敏光（黒石）． 332-Il・◎森

谷潤 (I+.Ill), 332-C • 0竹下直義（仙台萩）． 332-

D・ 菅野文吉（川俣）． 332-E・伴和香子（鶴岡）．

332-F ・高堂裕（秋田中央） 333複合地区： 333-A• 
冨山道郎（新糾）． 333-B•石橋貞（足利西）． 333-

C・◎莉橋克文（船橘翼）． 333-D• 0植原宏（麻崎中

央）． 333-E・川島 1E行（上浦北） 334複合地区：

334-A・◎野村ff弘（岡崎中央）． 334-B• 0日麻邦彦
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（久居）． 334-C・岩崎一雄（沼津千本）． 334-1)・藤弥

ー司（金沢菊水）． 334-E•山追正重（上田城南）

335複合地区： ◎福田恵太（A元地区ガバナー）． 335-

A・O藤田文碁（尼崎南）， 335-8．柿原勝彦（高槻），

335-C • 0後藤典生（京都洛陽）， 335-D・小林寛（姫

路中央） 336複合地区： ◎大谷博 (B前地区ガパナ

-), 336-A • 0川辺信郎（徳島城山）． 336-8• 0太

田健一（総社雪舟）． 336-C・今井誠則（広島紅葉）．

336-D・＊秋田千鶴（浜田） 337複合地区： 337-A• 

0向井健次（福岡フレンズ）． 337-8•渕野二三世

（大分）． 337-C・乗田泰（伊万IJ!.), 337-D • 0吉村T・
鶴子（鹿児島さつま）． 337-E・◎村中尊裕祖（熊本

第一）

11月 1台南で第56回東洋東南アジア・フォーラム開催

2018年7月 ラスペガスで第101回国際大会開催．イングパドター

国際会長に就任（協会の歴史上で初の女性国際会長誕

生），安澤旺一国際理事に就任

2018-2019Mi長・地区ガパナー

330複合地区： 330-A・◎今井文彦（東京巣鴨）． 330-

B・O石原英fi]（上野原）， 330-C• 0飯野健三（蓮

田） 331複合地区：◎石岡憲義（C計1地区ガバナー）．

331-A・荒井喜和（札幌清田）． 331-8・若林輝彦（芙

幌）， 331-C• 0吉原成昌（苫小牧ハスカップ） 332 

複合地区：◎竹下直義（C前地区ガパナー）． 332-A• 
高橋頂則（廿森中央）． 332-B・猿舘仲俊（盛岡南）．

332-C • 0原田善征（岩沼）． 332-D• 0谷岡慈行（い

わき東）． 332-E・浅打隆（藤品）． 332-F・草薙孝悦

（中仙） 333複合地区： 333-A• 0佐藤裕幸（柏崎日

本海）． 333-8・橋本雄司（小山）． 333-C・木村英俊

（柏さくら）． 333-D・◎藤川消幸（前橋中央）， 333-

E・根本昌卓（取手） 334複合地区： ◎藤弥・一司 (D

前地区ガパナー）． 334-A・浜島消美（名古屋東山）．

334-8 ・松波英寿（岐阜南）． 334-C・橋本勝策（焼

-303-



津）， 334-D• 0宇波兵一郎（贔岡古城）， 334-E・菅

沼哲夫（飯田） 335複合地区： ◎柿原勝彦 (B前地区

ガパナー）． 335-A• 0堀n消隆（神戸みなと）． 335-

B・ 0者村弘吉 (fl)歌山）． :l35-C・南英三（草浄），

335-D・小林聰（姫路広陵） 336複合地区： ◎太田健

- （BIlij地区ガパナー）． :J:l6-A• 0関野邦夫（東予）．

336-B • 0女井上浩ー・ (I;．野）． 336-C・長崎孝太郎

（広島フェニックス）． 336-l）・＊中林嘉明（光） 337 

複合地区： ◎識名安信 (I)Ji:地区ガパナー）． 337-A• 
林田俊—- （穂波）， 337-B・中原正勝（都城プルース

カイ）． 337-C• 0川上机毅（佐世保みなと）， 337-

D• ＊曽山純廣（国分1i 人）． 337-E • 0翡橋洋（荒

尾）

II月 1中国・海南省海口rfiで第57回東洋東南アジア・フォー

ラム開催

2019年7月Iミラノで第102回国際大会開催，チョイ国際会長に就

任，川島正行国際理事，渡部雅文国際理事に就任

2019-2020議長・地区ガパナー

330複合地区： ◎石／Jj(英；ij(BIlii地区ガパナー）， 330-

A・伊賀保夫（東京ピース）． :l30-B• 0山本直正（川

崎リパティ）， 330-C・島lll{Vi'(（秩父中央） 331複

合地区： ◎渡辺修（A元地区ガパナー）， 331-A• 0鈴

木善ー（千栽）， 331-B・中谷宜巨（釧路）， 331-C• 

北島孝雄（木古内・知内） :i:i2複合地区： ◎菅野文吉

(D元地区ガパナー）． 332-A•＊吉田義侶（弘前東

奥）， 332-B・平野村・嗣（盛岡）． 332-C・木川田明弘

（仙台iり砂）， 332-D• 0/j!秀年（福島信陵）． 332-E• 
0伊藤明彦（山形蔵王）， 332_F•金子晴雄（本荘鶴

舞） 333複合地区： ◎狛l1誼郎 (A元地区ガパナー），

333-A • 0村越勝1祓（川西にいがた）， 333-B• 0蓼沼

一弘（葛生）， 333_C・小，0jJ,:．起子 (/j}総勝浦）， 333-

D・星野勝美（太田）， 333-E・大晶宜靖（水戸） 334 

複合地区： c橋本勝策 (CIlii地区ガパナー）， 334-A• 
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0根I;！昭雄（東海）． 334-B・能津道明（四日市北）．

334-C・大石消美（浜松ホスト）． 334-D・山岸博之

（小浜）． 334-E•仁科良三（長野みすず） 335複合地

区： ◎小林聰 (D前地区ガパナー）． 335-A• 0差原

投年（篠山）． 335-B・田中敏朗（泉大津）． 335-C• 

小鍛冶正明（奈良西）． 335-D• 0増本盛美（高砂）

336複合地柘： ◎稿本允好（A元地区ガパナー）． 336-

A・ 0閥岡英治（松山湯築）． 336-B・小野宗次（倉

敷H備）． 336-C．科橋浮（広島デルタ）． 336-D• 0 
福代明iE(tH文中央） 337複合地区： ◎乗II1泰 (C元

地区ガパナー）． 337-A• 0津村洋一郎（大川中央）．

337-8 •森口年行（大分梅花）． 337-C • 0志岐好春

(1i家・西1i家）． 337-D•屯城消重（沖縄）． 337-

E.-:．島省吾（熊本りんどう）

11月 1広島Iliで第581It1東洋東南アジア・フォーラム開催

12)-1 タウンゼン 1⑰B1副会民死去 (12月17日）

2020年 1月 国際即It会はアレキサンダーJじ国際理事を第 1副会

長に任命 (IJI 9日）

2 fl |―古HI如 332-A地区ガパナー死去 (2月18日）

3月 新型コロナウィルス感染症 (COVID-19)が世界的に

広がる。国際理事会は第103回シンガポール国際大会

を中止し． 2019-2020年度会長．りij会長．副会長．理

市全Uが一年間任期を延長することを決定Lた。

4月I春季I叫際理’1i会はオンラインで行われ． 332-A地区ガ

パ十一の後任には．甜橘頂則前ガパナーを任命。

4月～ 6月 1第66阿年次大会（地区／複合地区）は式典や代議員会

を取り止め．郵便投菜による代議員の甚面決議とし

たところが多かった。

7月 12020-2021議長・地区ガパナー

330複合地区： 330-A• 0進藤義夫（東京世田谷）．

330-8 • 0占本晴夫（藤沢中央）． 330-C・◎森川明治

郎（坂戸） 331複合地区： ◎中谷宜巨 (B前地区ガパ

ナー）． 331-A・諏訪w.-.（札幌時計台）， 331-B• 0 
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＊石川信義（旭川平和）． 331-C・中村全博（小樽）

332複合地区： ◎伊藤明彦 (EOir地区ガパナー）． 332-

A・山本禰ー（三沢木崎野）． 332-B•菊池徳男（北

.I:国見）． 332-C•永id淳次（名取）． 332-D ・真田倭

夫（会津磐梯）． 332-E• 0小関利一（長井）． 332-

F・O下間俊悦（男鹿） 333複合地区： ◎石橋貞 (B

元地区ガパナー）． 333-A•佐藤義尚（栃尾）． 333-

B•O大阿久九二男（栃木セントラル）． 333-C ・岩沼

忠伺（千葉ネオ）． 333-D• Ill中勝司（高崎三山）．

333-E • 0山川洋（牛久茎崎） 334複合地区： ◎仁科

良三 (E前地区ガパナー）． 334-A•藤井大川（名古

屋サウス）． 334-8•山本基博（息那）． 334-C • 0久

保田紀之（富士中央）． 334-1)・岸省三（加ff), 334-

E・中村通（佐久） 335複合地区： 335-A• 0下副田

弘文（明石西）． 335-B• 0中谷豊貢（岸和田）， 335-

C ・◎松岡勲（京都南）． 335-D• 松井精史（小野）

336複合地区： ◎岡村聖爾 (D元地区ガパナー）． 336-

A・O酒井公一（刹知りょうま）． 336-B• 0＊金磯

毅（岡山京山）． 336-C•池原堅（福山久松）． 336-

D・澤辰水（下関） 337複合地区： ◎森口孝行 (B前

地区ガパナー）． 337-A• 0＊柴田打江（北九州黒

崎）． 337-B・冨永健ヽ り（中淳）． 337-C• 0高野正勝

（佐賀葉がくれ）． 337-D• -J.r浦数馬（鹿児島）． 337-

E・O渇野裕f（熊本Y城）

2021年4月1石川信義331-B地区ガパナー死去 (4月25日）

6月 柴田賀江337-C地区ガパナー死去 (6月9日）

パーチャルで第103回国際大会開催．アレキサンダー

国際会長に就任蔵大介ltil際理事．永田賢司国際理

市に就任

7月I2021-2022議長・地区ガパナー

330複合地区： ◎村木秀之 (A元地区ガパナー）． 330-

A・ 0中井正力（東京新li-1).330-B・亀井真司（横

須賀）． 330-C·藤井栄—・（ところざわ） 331複合地
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区： 331-A・◎鶴嶋浩二（札幌中島）． 331-B• Orf6 

井は夫（帯広）． 331-C• 0須藤敏幸（伊達） 332複

合地区： ◎下間俊悦 (F前地区ガパナー）， 332-A• 0 
田名部智之（八戸）． 332-B・村上孝（水沢中央）． 33

2-C・加藤俊治（石巻日和）． 332-D•荒川友成（郡

山西）， 332-E• 佐野宏美（天童中央）． 332-F • 0藤

谷文雄（大曲） 333複合地区： ◎山川洋 (E前地区ガ

パナー）． 333-A• 0中田泰範（新渇東）． 333-B・水

沼孝夫（真岡）． 333-C• 0藤原宏莉（船橋中央）．

333-0 ・矢内久男（絣崎和田）． 333-E• 0岡野良男

（上浦環） 334複合地区： ◎山本基博 (B前地区ガパ

ナー）． 334-A・大山恭範（一宮）． 334-B・岡田消

（松阪）． 334-C・藤井嗣也（静岡駿府）， 334-0•---: 

井適犬（黒部）． 334-E• 0増澤義治（諏訪湖） 335 

複合地区： ◎三宮秀介 (A元地区ガパナー）． 335-

A・畑山裕子（西宮ホワイト）． 335-B• 0正岡章（吹

田江坂）． 335-C・佐々木由美子（京都むらさき）． 335-

D•O橋崎良治（姫路大手前） 336複合地区： ◎福永

栄・ (C元地区ガパナー）． 336-A・蔵本守雄（高松

源平）． 336-B・平山智雄（津山鶴山）． 336-C• 0三

島英揮（福山東）． 336-0• 0大野美雄（松江） 337複

合地区： 337-A ・◎古川隆（福岡くしだ）． 337-B• 佐

藤哲章（高千穂）． 337-C• 0久田裕己（佐世保南）．

337-D • 0金沢幸一（鹿屋）． 337-E・宮川貞雄（菊池）

7月～ 8月 1一年延期された2020東京オリンピック．パラリンピ

ック開催（夏季開催 2回目） モニュメント設置やオ

リープの木植樹．パラ競技選手への支援市業完成

12月 1インドの会員数が28万人を超えて米国を上回り．世

界の会員数第 1位国となる。

2022年 2月 1ロシアがウクライナに侵攻． LCIFを通じて難民・避

難民を支援する。

6月 1モントリオールで第104回国際大会開催．シーハン国

際会長に就任，長澤千鶴子国際理事に就任（日本で
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最初の女性国際FI!1i誕生）

7月 |2022-2023議長・地区ガパナー

330複合地区： ◎,片本晴夫（（ぅ•JC地区ガパナー）． 330_

A・増Ill正明（東点田無）． 330-8• 0中澤—-•浩（甲

府）． 330-C• ia!Tl浩正（川越つばさ） 331複合地

区： ◎須)/暴敏寺 (C前地区ガパナー）， 331-A• 松浦

淳一（岩見沢はまなす）． 331-B•阿部昭 (L• 別），

:l31-C•O馬場fi也（函館東） 332複合地区： ◎田名

部智之 (A前地区ガパナー）． 332-A• 0岡田殉（五

所川原）． 3:12-B• 0栗村安弘（大船渡）． 332-C遠藤

滅．（仙台百‘・). 332-D • Li澤孝（て本松）． 332-

E.吾兵w.t,t（大石田）， 332-F・松井寛信（横手愛

宕） 333複合地区： ◎松本宰史 (C元地区ガパナー）．

333-A ・石川幸犬（新津）． 333-B・三技久夫（佐野

西）． 333-C• Oi訂橋順之（松戸グリーン）， 33:l-l)・

〇大関健一（ l彫定）． 333-E• 渡辺博（土浦） 334複

合地区： ◎増澤義治 (E前地区ガパナー）． 0三井適

夫 (D前地区ガパナー）， 334-A•岩田＃司（名古屋

栄）． 334-B• T納・（池[II• 神戸）． 334-C ・太田厚

利（袋井）． 334-D・戸祭宏樹（鯖江王111), :l34-E • 
滝澤文雄（松本中央） 335複合地区： ◎占村弘吉 (B

元地区ガパナー）． 335-A• ii雑原正豊（神戸センチュ

リー）． 335-B• C)沖田勝之（大阪桜之宮）． 335-C• 
0ー盛広樹（舞鶴）． 335-1)・濱本嘉代子（福崎サル

ピア） 336複合地区： ◎池原堅（C元地lざガパナー）．

336-A • 0市村通夫（聘島）． :l36-B• 0西尾恨ー（鳥

取）． 336-C・サ場秀俊（三原）． 336-D・中島繁（宇部

かたばみ） 337複合地区： ◎＿1;．川孝 (E元地区ガパナ

-). 337-A • 0 ．．場安之（福岡玄海）． 337-B・杉野恭

rli (H HI)．337_C. O濱Ill浩平（長崎南）． 337-D• 

〇川田代俗和（鹿児島第一）． 337-E• i¥'1i田啓世（免田）

II月 1韓INの済州市で第59回東汗：東南アジア・フォーラム

が開催されるf定。
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ライオンズ・ソング ＇ ライオンズクラプの歌

ライオンズ・ヒム

聞け聞けライオンズ・ローア

また会う日まで

ヘール・ライオンズ

ライオン・スピリット



ライオンズクラプの歌

叫 9•藤涌洸

で々と I]強く

叫P

§叫J|」］」 J：反J)J:判J」「口Irl勺|
1．ひ ろーいせかいーをひとつにむす一ぷーお

2．」、 ネ ー ニ カ カ ゲ ータエルジ J ホコーリータ
3．わ かーいみどりーをいのちのかぎーり一む

作曲・占1l11裕而

i | J! }.J ［． i ji. ｝| 
じゅうー しんらい

ヒトニコ Jヨニ
みちはただしく

ニ:=-

J J |」． p-」I、1,} |」．
のてとてにかよう

ニカガヤクヒトミ
てそのひをけすな

馴なじこころ

カイリソウ
ねにもやし

§卜J.jJ: ]」:[「～|」:｝「「：且 F•且「・[J: ｝」`～J |『l.」:｝ | 
えいち のきずな き っ ち ゃ ならないいつまでもおうおうライ

ホウシノマコト キ ヅ ク ヘ イワノイシズエダオウオウライ
くらしのそこに ひそむわかじしいさましやおうおうライ

ニ- -- -— ご二＝一

§卜[、 」̀7jし且戸p-• -h」i:P-| [” [・p|「ー」 」：月」-j̀1 
オ ー ン ズさけペ ー た だ しく ライオーンズわれら一

オーンズウタエ ーアカルク ライオーンズワレラー
オーン ズほえよ ー お お しく ライオーンズわれら一

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
プ
の
歌

-
．
ひ
ろ
い
世
界
を
ひ
と
つ
に
結
ぷ

同
じ
ぷ
の
手
と
手
に
通
う

自
由
信
頼
叡
智
の
き
ず
な

切
っ
ち
ゃ
な
ら
な
い
い
つ
ま
で
も

お

う

お

う

ラ

イ

オ

ン

ズ

叫
べ

d
し
く
ラ
イ
オ
ン
ズ
わ
れ
ら

．．． 

胸
に

IUげ
た
い
ヤ
の
誇
り

贔
い
珂
患
に
輝
く
ひ
と
み

人

に

こ

の

世

に

本

仕

の

ま

こ

と

翠
く
＞
和
の
紀
だ

お

う

お

う

ラ

イ

オ

ン

ズ

磁

え

明

る

＜

ラ

イ

オ

ン

ズ

わ

れ

ら

三
、
を
い
み
ど
り
を
牛
命
の
配
り

胸
に
も
や
し
て
そ
の
火
を
消
す
な

逍
は

if
し
く
↑
話
の
底
に

ひ
そ
む

h
勤

f

い
さ
ま
し
や

れ
う
わ
・
ッ
ラ
イ
オ
ン
ズ

吼
え
よ
わ
れ
し
く
ナ
イ
オ
ン
ズ
わ
れ
ら

-3ll 



The Lions'Hymn 

ライオンズ・ヒム

Words by Joseph M. Tewinkel 
訳詩． g9rn：人OlI

Music by Francis H. Baxter 
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Don't You Hear Those Lions Roar 

聞け間けライオンズ・ローア
Words by Joseph W, Thurston Music by Robert Kellogg 
収的・葛野作人郎 補作，堀内敬三
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Till We Meet Again 
また会う 13まで

by Jerry S. Jackson 
訳詩・a9ff1：太郎
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Hail, Hail, The Lions Are Here 
ヘールライオンズ
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I've Got That Lion Spirit 

ライオン・スピリット
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国際協会役員，各複合地区ガパナー協議会構成

各種委員会および事務局など

(2022-2023) 



INTERNATIONAL BOARD OF DIRECTORS (2022-2023) 

INTERNATIONAL PRESIDENT 

BRIAN E. SHEEHAN 

Bird Island, Minnesota, USA 

IMMEDIATE PAST PRESIDENT 

DOUGLAS X. ALEXANDER 

Brooklyn, New York, USA 

INTERNATIONAL FIRST VICE PRESIDENT 

DR. PATTI HILL 

Edmonton, Alberta, Canada 

INTERNATIONAL SECOND VICE PRESIDENT 

FABRiCIO OLIVEIRA 

Catole do Rocha, Brazil 

INTERNATIONAL THIRD VICE PRESIDENT 

A.P.SINGH 

Kolkata, India 

DIRECTORS -Second Year 

ELENA APPIANI、Vicenza,Italy 

K. VAMSIDHAR BABU, Bangalore, India 

TERESA DINEEN, Ballinhassig, County Cork, Republic of Ireland 

PAI-HSIANG FANG, Taichung, China Taiwan 

JEFFREY R. GANS, Voorhees、NewJersey, USA 

EFREN GINARD, Asuncion, Paraguay 

JE-GIL GOO, Gwangju, Republic of Korea 
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MATS GRANATH, Alta、Sweden

KEN IBARRA, San Bruno, California, USA 

DAISUKE KURA, Ishikawa, Japan 

DR. VINOD KUMAR LADIA, Udaipur, India 

KENJI NAGATA, Kyoto, Japan 

DR. DIANNE J. PITTS, Chappells, South Carolina, USA 

ALLEN SNIDER, Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada 

ERNESTO "TJ" TIJERINA、SanAntonio, Texas, USA 

DEB WEAVERLING, Basehor, Kansas, USA 

JOHN W. YOUNEY, Skowhegan, Maine, USA 

DIRECTORS -First Year 

BENAPELAND、Bozeman,Montana, USA 
JITENDRA KUMAR SINGH CHAUHAN, Agra, India 

BARBARA GREWE, Hanstedt, Germany 

JEFF CHANGWEI HUANG, Guangzhou, China 

TIMOTHY IRVINE, B心 liar,Australia 

RONALD EUGENE KELLER, Millersport, Ohio, USA 

GYE OH LEE, Seoul, Republic of Korea 

ROBERT K.Y. LEE, Honolulu, Hawaii, USA 

RAMAKRISHNAN MATHANAGOPAL, Coimbatore, India 

MANDEL MESSIAS MELLO, Bauru, Brasil 

AHMED SALEM MOSTAFA, Cairo, Egypt 

JAMES "JAY" COLEMAN MOUGHON, Clifton, Virginia, USA 

CHIZUKO NAGASAWA, Kashiwa-shi, Japan 

MAHESH PASQUAL, Battaramulla, Republic of Sri Lanka 

SAMIR ABOU SAMRA, Adma, Lebanon 

PIRKKO VIHAVAINEN, Juva, Finland 

JURGVOGT、Steffisburg,Switzerland 

LEE VRIEZE, Jim Falls, Wisconsin, USA 
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FOUNDER 

MELVJN JONES、bornJanuary 13, 1879, deceased June 1, 1961. 

ADMINISTRATIVE OFFICERS 

E xecutive Administrator …..・・・・・・ ・ ・・・・・•……..．．．．．．．．..．.. SANJEEV AHUJA 

Secretary..…••...…... ..... ............ ......... ... ... ...••… .DAVID KINGSBURY 

Chief of Finance . . …·……. . ..…·・・・・・・.... . ……•… . CATHERINE M. RIZZO 

Chief of Technology ...……....................... .••……….... .….SUSAN BEN 

LCIF Executive Administrator ……••………… .REBECCA TEEL DAOU 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL OFFICE 

300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, U.S.A. 

Office Phone:(630)571-5466 

Fax: (630) 597-9655 

LCIF Fax:(630)571-5735 

http:/／www.lionsclubs.org 
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日本から選出された国際会長

1981-1982 故村上 薫 （京都）
2015-2016 山田官紘（美濃加茂）

日本から選出された国際第一副会長
1989-1990 故小川清司（東京渋谷）

日本から選出された国際理事
1959-1960 故石川欣ー（東京）

故岡部五峰（神戸）
1961-1962 故進藤竹次郎（大阪）
1964-1966 退野村康三（大阪）
1966-1968 故福島正雄（東京日本栖）
1968-1970 故安田梅吉（岐阜）
1970-1972 故迫水久常（東京）
1972-1973 故 ,J、国博之（姫路）
1973-1975 故上田常隆（東京）
1975-1977 故村上 薫 （京都）
1976-1978 故三輪信一（浜松）
1977-1979 故橋本宜太郎（大阪道頓堀）
1978-1980 故梅原 亨 （徳山）
1979-1981 故加藤正見（東京赤坂）
1980-1982 故有本昌平（神戸阪神）

故坂口正一（大和絲田）
1981-1983 故嘉悦康人（東京隅田川）
1983-1985 故谷川榮—・（鹿児島）
1984-1986 故小川清司（東京渋谷）
1985-1987 故仁井岡武司（呉）
1986-1988 退繁富一雄（札幌中央）
1987-1989 故槌橋秀ー・（神戸）
1988-1990 故相澤春古（新潟セントラル）

故岡元大三（徳島柑山）
1989-1991 故篠田博正（名古屋中）
1990-1992 故米島 忍 （大阪イースト）
1991-1993 故菊地伸治（仙台胄葉）
1992-1994 故土屋呂武（福岡）

故山口雄司（藤沢）
1993-1995 名 越 勉 （介吉）
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1994-1996 故松原文禰（札幌クラーク）

1995-1997 幅井正憲（山城）

1996-1998 吉 m 憲史（熊本）
1997-1999 故大野泰 ー （盛岡不来方）
1998-2000 故大野元昭（川口）

1999-2001 藤井基博（福山束）

竹内 淳 一 （半田）
2000-2002 故団 忠夫（神戸イースト）

2001-2003 故麻生貞市（小山）
2002-2004 故矢部匹郎（東京 寂 ケ 関 ）

故 fu井 艮 次 （ 岸 和田中央）
2003-2005 大久保 彦 （長崎東）
2004-2006 故 石栢幹雄（小樽グリーン）
2005-2007 伏見、 龍 （横浜みなとマリン）

山田宜紘（美沿加茂）
2006-2008 谷 野 徹 （下関）
2007-2009 後藤隆一（柏中央）

退前 松 J.;)_ 次（茨木）
栢森新治（名古屋ウエスト）

2008-2010 杉 本忠夫（札幌ライラック）
2009-2011 不老安正（太宰府）
2010-2012 山浦品暉（束京新宿）
2011-2013 邸田順 一 （富山昭和）

（， ） 
2012-2014 故武 久 一 郎（徳島城山）
2013-2015 n1水英徳（店崎）
2014-2016 西川義規（姫路白鷺）
2015-2017 佐藤宜之（大分）

安井克之（旭川束）
2016-2018 中村泰久（大宮北）
2017-2019 佐藤義雄（戸倉 上 山 田 ）
2018-2021 安澤壮 一 （白河小峰）
2019-2022 JII 島正行（土浦北）

渡部雅文（倉敷西）
2021-2023 蔵 人介（金沢伏見）

水田密司（京都洛賜）
2022-2024 長澤千鶴子（柏なの花）
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GAT （グローパル・アクション・チーム）輿係：
GAT日本全域リーダー 城阪勝喜 (335-B・大阪港）
GAT日本全域副リーダー

東日本担当 川島正行 (333-E• 土浦北）
西日本担当 松岡勲 (335-C・京都南）

GATメンター 中村泰久 (330-C・大官北）
GATメンター 鈴木笹男 (334-A・豊田ルネッサンス）
GATメンター／会員増強担当田中敏朗 (335-B•泉大津）
GATエリアリーダー (4名）
SCP・ FWT及びMD330/331担当
GMT及びMD332/333担当

小川晶子 (330-A・東京ウィル）
今井文彦 (330-A・東京巣鴨）
沼野雅司 (330-c• 岩槻）GLT及び MD334/335担当

GST及びMD336/337担当

LC I Fill!係：
全日本エリアリーダー
東日本エリアリーダー
西日本エリアリーダー
副エリアリーダー (4名）

MD330•333 
MD331•332 
MD334•335 
MD336•337 

識名安信 (337-D・八重山）

丸山正芳 (334-E• 松本）
鶴嶋浩二 (331-A・札幌中島）
松岡照 (335-C・京都南）

石原英司 (330-B• 上野原）
谷岡憲行 (332-D•いわき東）
北畑英樹 (335-B・八尾菊花）
橋本充好 (336-A• 高知拍）

各複合地区コーディネーター：

GLT（グローパル指導力育成チーム）
森川明治郎 (330-C• 西入間） 阿 部 昭 (331-B・士別）
竹下直義 (332-c・仙台萩） 小高左起子 (333-c・房総勝浦）
加藤史典 (334-A・名古屋太閤） 中谷豊重 (335-B・岸和田）
三島英揮 (336-C• 福山東） 乗田泰 (337-C• 伊万里）

GMT（グローバル会員増強チーム）
伊賀保夫 (330-A・東京ビース）進藤義夫 (330-A・東京世田谷）
諏訪昇三 (331-A・札幌時計台）
菅野文吉 (332-0• 川俣） 大阿久九二男 (333-B•栃木セントラル）
中村通 (334-E• 佐久） 正 岡 章 (335-B・吹田江坂）
真鍋隆 (336-A•こんぴら） 古川隆 (337-A• 福岡博多みらい）
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GST （グローパル奉仕チーム）
井田 渉 (330-B• 川崎富士見）松浦淳一 (331-A• 岩見沢はまなす）
岸秀年 (332-D• 福島信陵） 星野勝美 (333-D• 太田）
浜島清美 (334-A• 名古屋東山）増本盛美 (335-D• 高砂）
澤辰水 (336-D・下関） 久田裕己 (337-C• 佐世保南）

SCP•FWT （スペシャルティクラプ・プログラム・家族及び女性チーム）
鳥居直弓 (330-B・大和中央シティ）設楽幸子 (331-A・札幌アカシャ）
吉方裕子 (332-F・大曲テンダー） 伊藤和子 (333-A• 新潟）
弓矢直美 (334-B• 四日市中央） 鯖江敏子 (335-B・茨木Iヽーモニー）
鵜飼恵美 (336-c・広島紅葉） 古打京子 (337-A・ちくご菜の花）

LC I F 
阿久津隆文 (330-A・東京赤坂）
佐野宏美 (332-E・天童中央）
遠藤紀夫 (334-E• 長野みすず）
高岡英治 (336-A• 松山湯築）

及川隆人 (331-C・苫小牧IIスカップ）
中嶋正昭 (333-E• B立）
佐野圭一 (335-B・大阪すみのえ）
吉村干鶴子 (337-D・鹿児臥さつま）
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各複合地区ガパナー協議会構成(2022-2023)

◎議長〇副議長

330複合地区ガパナー協議会
◎吉本晴);;(B元地区ガパナー） 0中澤•浩 (B 地区ガパナー）

沼田浩正 (C地区ガパナー） 増rfllE明 (A地区ガパナー）

331複合地区ガパナー協議会
◎須藤敏幸 (C前地区ガパナー） 0馬場哲也 (C地区ガパナー）

松浦淳一 (A地区ガパナー） 阿 部 昭 (B地区ガパナー）

〔顕問）安井克之（元国際理’li) 杉本忠夫（元国際理事）

332複合地区ガバナー協議会
◎11]名部智之 (Ailil地区ガパナー）0岡田 殉 (A地区ガパナー）

0栗村安弘 (B地区ガパナー）

石澤孝 (D地区ガパナー）

松井窃信 (F地区ガパナー）

〔顧問〕安澤旺—・（元国際FI!’Ii)

333複合地区ガパナー協議会

遠 藤 誠 (C地区ガバナー）

吾杜IE店 (E地区ガパナー）

◎松本宰史（C元地区ガパナー） 0高橋順之 (C地区ガパナー）

〇大関健一 (D地区ガパナー） 石川寺夫 (A地区ガパナー）

三枝久犬 (B地区ガパナー） 渡辺 博 (E地区ガパナー）

〔頑問〕艮澤千鶴―f・（旧際刑Ii) 川島il・：行（元国際理事）

消水英徳 (Jじ旧際l'l!'li) 後藤降．（元国際理事）

-328 



334複合地区ガパナー協議会
◎増澤義治 (E前地区ガパナー） 0三井適夫 (D前地区ガパナー）

太田M利 (C地区ガパナー）

宇納ー (B地区ガパナー）

滝澤文雄 (E地区ガパナー）

〔顧問〕山田賓紘（元国際会長）

鈴木将男 (LCIF理事）

店田順一（元国際理事）

竹内淳一（元国際理事）

335複合地区ガバナー協議会

岩田有司 (A地区ガパナー）

戸祭宏樹 (D地区ガパナー）

蔵大介（国際理事）

佐藤義雄（元国際理事）

栢森新治（元国際理事）

◎吉村弘吉 (B元地区ガパナー） 0津田勝之 (B地区ガバナー）

0ー盛広樹 (C地区ガバナー） 浜原正豊 (A地区ガパナー）

濱本嘉代f• (D地区ガパナー）

336複合地区ガバナー協議会
◎池原 堅（C元地区ガパナー） 0市村通夫 (A地区ガパナー）

0西尾恨ー・ (B地区ガパナー） 中島 繁 (D地区ガバナー）

弓場秀俊 (C地区ガパナー）

（顧問〕渡部雅文（元国際理事） 谷野徹（元国際理事）

藤井基博（元国際理事） 名越勉（元国際理事）

337複合地区ガパナー協議会
◎玉川 孝（E元地区ガパナー） 0二場安之 (A地区ガバナー）

0濱田浩平 (C地区ガバナー） 0川田代泰和 (D地区ガパナー）

店田啓世 (E地区ガパナー） 杉野恭市 (B地区ガパナー）
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一般社団法人日本ライオンズ (2022-2023)

名誉理事長 山田宜紘 (334-8• 美浪加茂）

前理事長 仁科良三 (334-E• 長野みすず）

執行理事：

理事長 村木秀之 (330-A・東京数寄屋橋）

副理事長 田名部智之 (332-A・八戸）

山川 洋 (333-E・牛久茎崎）

古川 隆 (337-A• 福岡博多みらい）

専務理事 山本基博 (334-B・恵那）

常務理事

吉本昭夫 (330-B• 藤沢中央） 須藤敏幸 (331-C・伊達）

松本宰史 (333-c・南房総） 増澤義治 (334-E・諏訪湖）

吉村弘吉 (335-B• 和歌山） 池原堅 (336-C• 福山久松）

玉川 孝 (337-E・熊本葵）

理事・監事：

理事23名

吉本睛夫 (330-B• 藤沢中央） 須藤敏幸 (331-C・伊達）

田名部智之 (332-A・八戸） 松本宰史 (333-C• 南房総）

増澤義治 (334-E・諏訪湖） 吉村弘吉 (335-B• 和歌山）

池原堅 (336-C• 福山久松） 玉川孝 (337-E• 熊本葵）

村木秀之 (330-A• 東京数寄屋橋）鶴嶋浩二 (331-A ・札幌中島）

下間俊悦 (332-F・男鹿） 山川 洋 (333-E・牛久茎崎）

山本基博 (334-B・恵那） 三宮秀介 (335-A・神戸須磨）

福永栄一 (336-C・広島ニュー） 古川 隆 (337-A• 福岡博多みらい）

蔵 大介 (334-0• 金沢伏見） 永田賢司 (335-C・京都洛陽）

長澤千鶴子 (333-C・柏なの花） 鈴木誓男 (334-A・豊田ルネッサンス）

不老安正 (337-A・太宰府） 城阪勝喜 (335-8・大阪港）
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仁科良三 (334-E• 長野みすず）

監事 4名

今井文彦 (330-A・東京巣鴨） 石岡憲義 (331-C・函館臥牛）

橋本勝策 (334-c・焼浄） 岡村聖爾 (336-D・下関北）

以上、理事会構成員27名

一般社団法人日本ライオンズ会計監査委員

今井文彦 (330-A・東京巣鴨） 石岡慈義 (331-C・函館臥牛）

伊藤明彦 (332-E•山形蔵王） 高栖克文 (333-C・船橘翼）

橋本勝策 (334-C・焼津） 福田恵太 (335-A・芦屋）

岡村聖爾 (336-D・下関北） 田中雅美 (337-A• 福岡黒田）

2022-2023年度各種委員会：

◎委員長 〇副委員長

① 日本ライオンズ70周年記念事業委員会

◎村木秀之 (MD330) ◎古川 隆 (MD337) 〇増澤義治 (MD334)

② PRマーケティング委員会（ライオン誌日本語版委員会）

◎ 古川隆 (MD337) 〇池原堅 (MD336)

③ 国際理事候補者推回委員会

◎下間俊悦 (MD332) 0須藤敏幸 (MD331)

④ 会則委員会

◎三宮秀介 (MD335) 0松本宰史 (MD333)

⑥ 国際大会委員会

◎鶴嶋浩二 (MD331) 〇田名部智之 (MD332)

⑥ YCE委員会

◎山本基博 (MD334) 0吉村弘吉 (MD335)

⑦ ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会

◎福永栄一 (MD336) 0玉川孝 (MD337)

⑧ アラート委員会

◎山川洋 (MD333) 0吉本晴夫 (MD330)
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各複合地区および準地区事務局(2022-2023)

330複合地区ガパナー協議会事務局［吉本晴夫議長］

〶103-0027 東京都中央区日本橋2-12-9

日本橋グレイスピル 2階

需 (03)3276-5400 FAX(03)3276-5433 

E-mail: lions@md330.jp 

330-A地区キャピネット事務局［増田正明地区ガパナー］

〶169-0074 東京都新宿区北新宿1-36-6

ダイナシティ西新宿 1階

宮 (03)5330-3330 FAX(03)5330-3370 

E-mail: cab@lions330-a.org 

330-8地区キャピネット事務局［中澤一浩地区ガバナー］

〶231-0038 神奈川県横浜市中区山吹町1-7

パークノヴァ伊勢佐木長者町201

害 (045)334-8670 FAX(045)334-8673 

E-mail: cab.office@lions330-b.jp 

330-C地区キャピネット事務局［沼田浩正地区ガバナー］

〶330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-103-1

中村ピル 5階

宮 (048)658-3304 FAX(048)658-3305 

E-mail: cab330c@lionsclubs330c.gr.jp 

331複合地区ガパナー協議会事務局［須藤敏幸議長］

〶060-0809 北海道札幌市北区北 9条西 3丁目

小田ピル 5階

宮 (011)758-8866 FAX(011)758-8885 

E-mail: md331@ruby.ocn.ne.jp 
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331-A地区キャピネット事務局［松浦淳ー地区ガパナー］

〶060-0809 北海道札幌市北区北 9条西 3丁目

小田ピル 5階

宮 (011)758-8881 FAX(011)758-8882 

E-mail: info@lc33l-a.jp 

331-B地区キャピネット事務局［阿部昭地区ガバナー］

〶095-0022 北海道士別市西 2条 5丁目

士別商工会館内

宮 (0165)26-9070 FAX(0165)26-9071 

E-mail: lions33lb@ah.wakwak.com 

331-C地区キャピネット事務局［馬場哲也地区ガパナー］

〶041-0851 北海道函館市本通4-31-18 2階

宮 (0138)56-5000 FAX(0138)83-2861 

E-mail: hokkaidolions33 lccab@gmail.com 

332複合地区ガパナー協議会事務局［田名部智之議長］

〶980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-11-23

太田ピル 5階

営 (022)261-3324 FAX(022)261-6639 

E-mail: md332lc@gmail.com 

332-A地区キャピネット事務局［岡田 殉地区ガパナー］

〶030-0801 青森県青森市新町2-8-26

青森県火災共済会館内

宮 (017)718-8121 FAX(017)718-8122 

E-mail: cab-332a@abeam.ocn.ne.jp 

332-B地区キャピネット事務局［栗村安弘地区ガパナー］

〶020-0022 岩手県盛岡市大通3-6-12

開運橋センターピル4-7号
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宮 (019)621-1415 FAX(019)621-1420 

E-mail: office-332bmorioka@almond.ocn.ne.jp 

332-C地区キャピネット事務局［遠藤 誠地区ガパナー］

〶980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-5-5

一番町中央ピル603

宮 (022)398-3904 FAX(022)398-3914 

E-mail: 332-c@lions-clubs.jp 

332-D地区キャピネット事務局［石澤 孝地区ガパナー］

〶963-0102 福島県郡山市安積町笹川字彼岸塚22-9

宮 (024)937-0830 FAX(024)937-0831 

E-mail: info@lc332d.com 

332-E地区キャピネット事務局［吾妻正章地区ガパナー］

〶990-0067 山形県山形市花楯1-19-20

鈴川セントラルピル 2階

宮 (023)626-4431 FAX(023)626-4432 

E-mail: cabinet@lions332-e.jp 

332-F地区キャピネット事務局［松井寛信地区ガパナー］

〶010-0921 秋田県秋田市大町3-2-44

協働大町ピル 2階

宮 (018)893-4447 FAX(018)893-4706 

E-mail: office@332-f.jp 

333複合地区ガパナー協議会事務局［松本宰史議長］

〶110-0015 東京都台東区東上野3-21-7

福井ピル401

宮 (03)5688-6436 FAX(03)5688-6437 

E-mail: md333@nifty.com 

333-A地区キャピネット事務局［石川幸夫地区ガパナー］
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〶955-0092 新潟県三条市須頃1-17

燕三条地場産センター 3階

宮 (0256)36-7631 FAX(0256)36-7632 

E-mail: cab@lc333a.com 

333-B地区キャピネット事務局［三枝久夫地区ガバナー］

〶320-0063 栃木県宇都宮市陽西町1-37

宮 (028)627-0012 FAX(028)627-0019 

E-mail: cabinet@Iions-333b.org 

333-C地区キャピネット事務局［高橋順之地区ガパナー］

〶260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港4-3

千葉県経営者会館 4階

宮 (043)243-2528 FAX(043)247-4756 

E-mail: office-sc@lionsclub333c.org 

333-D地区キャピネット事務局［大関健一地区ガバナー］

〶371-0026 群馬県前橋市大手町3-9-16

宮 (027)225-2433 FAX(027)225-2434 

E-mail: cab@lions-333d.jp 

333-E地区キャピネット事務局［渡辺 博地区ガパナー］

〶310-0803 茨城県水戸市城南3-4-25

堤ピル 1階

宮 (029)306-7750 FAX(029)306-7751 

E-mail: info@lc333-e.com 

334複合地区ガパナー協議会事務局［増澤義治議長］

〶450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-43-12

東山ビル 6階

宮 (052)581-0777 FAX(052)581-0779 

E-mail: lions334@lilac.ocn.ne.jp 
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334-A地区キャピネット事務局［岩田有司地区ガパナー］

〶450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8

大東海ピル 6階

~(052)589-0151 FAX(052)589-0150 

E-mail: cabinet@lc334a.gr.jμ 

334-B地区キャピネット事務局［宇納ー地区ガパナー］

〶450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-4-14

花車ピル北館301号

宮 (052)526-3687 FAX (052) 526-3688 

E-mail: cabinet@334b.org 

334-C地区キャピネット事務局［太田厚利地区ガパナー］

〶422-8067 静岡県静岡市駿河区南町6-1

南町第一ピル 3階

~ (054) 286-8922 FAX (054) 286-8919 

E-mail: webmaster@lions334-c.org 

334-D地区キャピネット事務局［戸祭宏樹地区ガパナー］

〶916-0084 福井県鯖i_[r~·小泉町6-10-5

て、（0778)43-6396 FAX(0778)53-1340 

E-mail: sabaeohzan.334-d@repair-f.com 

334-E地区キャピネット事務局［滝澤文雄地区ガパナー］

〶390-0837 長野県松本市鎌田1-2-27

索 (0263)31-6107 FAX(0263)31-6108 

E-mail: caboffice@lcint334c.org 

335複合地区ガバナー協議会事務局［吉村弘吉議長］

〶530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3

大阪駅前第 3ピル 1411 

を (06)6345-3135 FAX(06)6345-3137 
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E-mail: md335@lionsclubs.gr.jp 

335-A地区キャピネット事務局［浜原正豊地区ガパナー］

〶650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-10-1

神戸ポートピアホテル南館5階

?(078)303-0303 FAX(078)303-0301 

E-mail: cabinet335a@lc335a.gr.jp 

335-B地区キャピネット事務局［津田勝之地区ガパナー］

〶541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-4-8 2階

烹 (06)6222-7331 FAX(06)6222-7336 

E-mail: 335bcabinet@lc335b.gr.jp 

335-C地区キャピネット事務局［一盛広樹地区ガパナー］

〶600-8237 京都府京都市下京区堀川通塩小路

リーガロイヤルホテル京都内

女 (075)344-0258 FAX(075)344-0277 

E-mail: lions@skyblue.ocn.ne.jp 

335-D地区キャピネット事務局［濱本嘉代子地区ガパナー］

〶670-0932 兵庫県姫路市下寺町43

姫路商工会議所新館 3階

宮 (079)281-8444 FAX(079)281-8421 

E-mail: cabinet@lc335d.org 

336複合地区ガパナー協議会事務局［池原 堅議長］

〶700-0985 岡山県岡山市北区厚生町3-1-15

岡山商工会議所 6階

J ..  、(086)234-0695 FAX(086)234-0495 

E-mail: admin@lions-md336.org 

336-A地区キャピネット事務局［市村通夫地区ガパナー］

〶776-00IO 徳島県吉野川市鴨島町鴨島155-6
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宮 (0883)36-1442 FAX(0883)36-1443 

E-mail: kamojimacab@lci336a.org 

336-B地区キャピネット事務局［西尾恨ー地区ガパナー］

〶700-0985 岡山県岡山市北区厚生町3-1-15

岡山商工会議所 7階

宮 (086)232-7722 FAX(086)232-1155 

E-mail: info@Ic336-b.org 

336-C地区キャピネット事務局［弓場秀俊地区ガパナー］

〶723-0014 広島県三原市城町1-4-21

ミッキー堂ピル 2階

宮 (0848)38-1135 FAX(0848)38-1136 

E-mail: 2022-336c@336c.org 

336-D地区キャピネット事務局［中島 繁地区ガバナー］

〶759-0204 山口県宇部市妻崎開作1319-1

宮 (0836)44-0336 FAX(0836)44-1110 

E-mail: ube2022@lci336d.com 

337複合地区ガパナー協議会事務局［玉川 孝議長］

〶812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-33

はかた近代ピル 9階

宮 (092)432-7211 FAX(092)432-7233 

E-mail: md337@ceres.ocn.ne.jp 

337-A地区キャピネット事務局［二場安之地区ガパナー］

〶820-0004 福岡県飯塚市新立岩12-37

のがみプレジデントホテル 2階

宮 (0948)43-8422 FAX(0948)43-8433 

E-mail: cabinet@337-a.org 

337-B地区キャピネット事務局［杉野恭市地区ガパナー］
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〶870-0933 大分県大分市花津留2-2-18

ヴィルヌープ 3階

宮 (097)535-8033 FAX(097)535-8224 

E-mail: lions337-b@eos.ocn.ne.jp 

337-C地区キャピネット事務局［濱田浩平地区ガパナー］

〶843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1282

宮 (0954)20-4220 FAX(0954)20-4377 

E-mail: lc337-cb@sirius.ocn.ne.jp 

337-D地区キャピネット事務局［川田代泰和地区ガバナー］

〶890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町16-21

宮 (099)297-6663 FAX(099)814-7846 

E-mail: lc337d-2r@celery.ocn.ne.jp 

337-E地区キャピネット事務局［高田啓世地区ガパナー］

〶860-8575 熊本県熊本市中央区東阿弥陀寺町2

ANAクラウンブラザホテル熊本ニュースカイ26階

舎 (096)352-3008 FAX(096)352-3006 

E-mail: lions.clubs.cabinet@ever.ocn.ne.jp 
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各種事務所

一般社団法人日本ライオンズ

〶104-0028 東京都中央区八重洲2-6-15 JOTOピル 9階＊

理事長村木秀之（東京数寄屋橋LC)

営 (03)6262-1263 FAX(03)3241-4388 

E-mail : jlo@jade.plala.or.jp 

ライオン誌

宮 (03)6674-8777 FAX(03)6674-8781 

E-mail : office@thelion.jp 

＊八重洲再開発事業(/)ため， 2023年3)Jまでには事務所移転の予定。

ライオンズクラプ国際協会OSEAL調整事務局
さし、I>'・

〶100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ピル2階
よし・

事務局長 マーズ 佐子

宮 (050)1791-5820 FAX(03)6745-1777 

E-mail : oseal@Iionsclubs.org 

国際協会全体の軍話システムが新たに ZOOM電話へ移行

したことに伴い， 2022年8月268より， OSEAL調整事務局

の電話番号が変更になりました。新たな ZOOM電話は FAX

と連動しておりませんので，上記のとおり事務局代表の新し

い FAX番号をご利用ください。

各担当職員の直通女， E-mail及び担当業務：

マーズ佐子も(050)1791-5828

E-mail : Yoshiko.merz@lionsclubs.org 
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事務局運営，協会各部署や LCl• LCIFの運営における

n 本との連携支援．国際理事会 •LCIF 理事会及び法

律・会則に関すること．その他

椛澤郁子宮(050)1791-5822

E-mail : Ikuko.kabasawa@lionsclubs.org 

クラブ用品全般．公認業者関係

箕 輪絹子宮(050)1791-5825

E-mail : Kinuko.minowa@lionsclubs.org 

国際会費・会計 •LCIF 寄付．その他会計•財務関係管

理．会員サポート，事務局総務

澤田のはら密(050)1791-5827

E-mail : Nohara.sawada@lionsclubs.org 

LCI会員サービスセンターの日本窓口． MyLCIサポー

ト．終身会員申請．各種会員アワード

本間純子宮(050)1791-5823
E-mail : Junko.honma@lionsclubs.org 

LCIFの日本における活動全般． LCIF開発・マーケテ

ィング支援．シェアリング交付金

畠山直子宮(050)1791-5826

E-mail : Naoko.hatayama@lionsclubs.org 
GAT全般 MyLion,Insight, Learn, Connect等 LCIプ

ラットフォーム．会員データ関係

塚 田加奈子 宮(050)1791-5824

E-mail : Kanako.tsukada@lionsclubs.org 

LCIF寄付報告受付と対応． LCIF表彰事務サポート．

事務局総務補助

田 中房子 E-mail : Fusako.tanaka@lionsclubs.org 

事務局庶務サポート．会員サポート
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［各種問い合わせ先］

会員サービス全般： mscjapan@lionsclubs.org

LCIF関連： lciftokyo@lionsclubs.org 

GAT関連： gatjapan@lionsclubs.org 
その他： oseal@lionsclubs.org 

ライオンズショップ・ジャパン（クラプ用品販売ウェブサイト） ： 

椛澤・澤田宛 shopjapan@lionsclubs.org 

同商品についての詳細は
椛澤宛 oseal-clubsupply@lionsclubs.org 

URL : https://lionsclubsjapan.myshopify.com/ 

国際協会ウェブサイトのトップページ画面の上部にある

「ストア」からクラブ用品のページにつながります。
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ライオンズクラプ国際協会
プライパシーに関する方針

ライオンズクラプ国際協会による会員個人テータの収集および使用

ライオンズクラプ国際協会は，会員の個人情報を保護することの重要性

を認識 Lています。ライオンズクラプ国際協会では， ライオンズクラプ会

員およびレオクラプ会員の個人情報を収集することにより，会員とのコミ

ュニケーション，および会員同士のコミュニケーションを促進していま

す。こうした情報は，「友情，親善，相互理解のきずなによってクラプ間

の融和をはかる」などの国際協会の目的を推進し，以下をはじめとする必

要な運営業務を遂行することのみを目的として使用されます。

会費その他の請求

ライオン誌，会員／役員情報，最新情報の配布

会員増強・エクステンション・会員維持プログラムの支援を目

的とした，会員のプロフィールや動向の編集

大会および会合の企画

過去および現在の国際役員，理事，理事会アポインティ，複合

地区協議会議長，地区ガパナー協議会，地区および副地区ガバ

ナー， クラプ役員など，ライオン／レオ・リーダーのための連

絡先情報

広報活動および協力関係の促進

ライオンズクラブ国際財団およびその他の公認奉仕プログラム

の支援

国際理事会の決定した目的および目標に基づく特別な宣伝，会

費外収入プログラム，その他の用途

法律によって義務付けられた情報の開示， または司法もしくは

政府の調査に供するぺき情報の開示

ライオンズクラプ国際協会では，パスワードで保護された領域を使用

し，アクセスを制限することで個人情報を保護しています。したがって，

皆さんがそれぞれのパスワードを保護することが大切です。
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お支払いの際の情報はすべて．通は中はソフトウエアによって保護され

ます。このソフトは． インターネットを流れるすぺての個人情報を暗号化

することで．こうした情報を保護するものです。国際協会では注文確認を

行う際に．皆さんのクレジットカード番号の限られた一部分しか表示しま

せん。

公式名簿は．パスワードなしにインターネット上でアクセスすることは

できません。公式名簿または会Hの個人情報を含むいかなる文書について

も．アクセスを許可された個人は．その情報を国際協会の目的の推進のた

めにだけ使用するものとし．使用後はこうした記録をすぺて削除すること

に同意しなければなりません。クラブ役員の連絡先を掲載したクラプ検索

システムも利用することができます。クラプ検索システムは．商業的な顧

客名薄としては使用できないようにデザインされています。また．ライオ

ンズクラプ／レオクラプの会員は． クラプ検索システムがこのような目的

で利用されることのないよう保証しなければなりません。

ウェブサイト

国際協会ウェプサイトの一部機能を使うために．個人情報を入力するよ

う求められることがあります。登録は任意です。 Lかし．ウェブサイトの

当該部分に参加するためには登録を Lなければなりません。登録には個人

情報の開示が必要となりますが．寵子コミュニケーション設定ブロフィー

ルを更新することにより．個人情報の使われ方を制御することができま

す。

クッキー

クッキーは容1,tの小さいデークで、阪名で一意の識別子を含む場合もあ

ります。クッキーはウェプサイトのコンピューターからお使いのプラウザ

に送信され、ハードドライプに保存されます。プラウザの設定で許可され

ている場合、各ウェブサイトは自身のウェプサイトのクッキーをプラウザ

に送信 Lます。（プライパシー保護のため）ほとんどのプラウザでは、他

のサイトが送信したクッキーではなく、クッキーを送信したウェプサイト

のみがクッキーにアクセスできるよう設定されています。

国際協会は、お使いのパソコンに国際協会のクッキーを保存し、そのク
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ッキーにアクセスする場合があります。国際協会は、リビークーやウェプ

サイトの顕客（該当する場合）を特定するため、ログインしたユーザーの

セッション情報を維持するため、および利用傾向やパターンを追跡してウ

ェブサイトのさまざまな領域をより良く理解しウェプサイトを向上させる

ため、クッキーを利用する場合があります。

また、国際協会は、コンテンツを協会のサイトに表示する他の企業に、

その企業のクッキーをお使いのパソコンに保存しアクセスすることを許可

する場合もあります。他の企業によるクッキーの利用については、各企業

のプライパシーポリシーに従います。国際協会は、第三者の広告事業者に

より保存された個人情報にアクセスすることはできません。

国際協会は、国際協会の広告のため、第三者の広告事業者を用いること

があります。広告事業者は、広告の効果を測定するため、クッキーやアク

ションタグ（シングルピクセル GIF、ウェプピーコンとも呼ばれる）を利

用する場合があります。これら広告“業者がクッキーやアクションタグを

用いて収集する情報は完全に阻名です。このtr1行およびご自身の選択につ

いてより詳しい情報が必要な場合、こちらをクリックしてください。

Eメールアドレスを提供することにより，ライオンズクラプ国際協会及

びその関連プログラムから情報を受け取ることに同意（オプトイン）した

ことになります。配信停1I:.（オプトアウト）， Eメール通知設定の変更，

配信プロフィールの設定変更も行うことができます。

ウェプサイトにアクセスしている際に，当方の制御の及ばない範囲で他

のウェプサイトに移動することがありますのでごr承ください。国際協会

のウェプサイトにリンクされているウェプサイトをご利用の際は個人情

報を送信する前にそのウェブサイトのプライパシーポリシーをご確認くだ

さし、0

当協会の方針及び恨行に同意しない場合は当協会ウェプサイトを利用

しないでください。

ライオンズクラプ地 ム地 ・のプライパシーにする注意

項

ライオンズクラプ， レオクラプ，地区，複合地区，財団が，活動の過程
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で得られた会員寄付者．人道援助の受益者．その他の人々の個人情報を

使用する場合には．その行為がプライパシーの侵害に当たらないかを考慮

するとともに，共通の指針に従う必要があります。氏名．住所． Eメール

アドレス．電話番号．医療情報．財務情報など．何らかの個人情報を開示

する場合には．書面による事前承諾の確保を考えるぺきです。また．イン

ターネットに個人情報を掲載し． または第三者に Eメールアドレスを開示

する場合にも，注意が必要です。こうしたことに関わる問題は地域の法律

によって規定されている可能性があり．これらの法律は国によって大きく

異なっているため，何らかの個人情報を使用する前に．詳細について地域

の専門家に助言を仰ぐとよいでしょう。

上記の方針に関するご用件やご'l'l問比ラィォンズクラプ国際協会まで

お問い合わせ下さい。

(infosec@lionsclubs.org) 
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本内は，日本のライオンズクラプ会員向けに編集•発行されています。

国際本部の発行物ではありませんので，本害発刊の時点で，すでに国際協

会発信の最新情報とは異なる部分があります。予めご了解くださいますよ

うお願いいたします。

最新の情報は，国際協会ウェプサイトで入手することが可能です。

検索サイトで「ライオンズクラプ国際協会」を選択してください。

https://www.lionsclubs.org/ja 

会員のリソース → 法務関連の情報源 → 会則及び付則，理事会方針

害，決議事項要約などがアッブロードされています。
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